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菊川町は気候は温暖の上、起伏する小丘陵があり、中心を流れる菊川は遠

く遠州灘にそそいでいます。

町内には、横地城や白岩遺跡をはじめ多くの史跡や文化財が残されていま

す。これらの文化財はわが国の歴史上重要な役割をもつとともに、地域の歴

史を知る上で欠かすことができない文化遺産であります。

このたび、県営圃場整備事業内田第5工区内の工事に伴い、昭和63年から

高田大屋敷遺跡の測量調査を含む第1次から第7次の確認調査を実施し、ま

た、高田大屋敷第8次発掘調査（排水路北部）によって中世のほか弥生時代、

古墳時代、奈良時代の遺構遺物が検出されました。

これらの資料が今後の文化財に対する認識と理解のために役立つことを願

うものであります。

今回刊行するこの報告書が志ある方々の参考になれば幸いです。発掘調査

及び報告書刊行にあたっては、調査委員会委員長大山喬平先生をはじめとし

て調査委員の各先生方、県教育委員会文化課関係各位並びに調査関係諸氏の

ご尽力に対しまして、深く感謝し敬意を表わす次第であります。

平成5年3月

静岡県菊川町教育委員会

教育長　鈴木静夫



例

1．本書は、静岡県小笠郡菊川町下内田1232－1他に所在する高田大屋敷遺跡第8次発掘調査（排水

路北部）の調査報告書である。

2．調査は、県営圃場整備事業に伴い、菊川町教育委員会が主体者となり、県教育委員会の指導を

得て実施した。

3．菊川町教育委員会は、高田大屋敷遺跡調査委員会を組織した。調査委員会の構成は次のとおり

である。

委員長

副委員長

副委員長

大山喬平（京都大学教授）

田辺昭三（京都造形芸術大学教授）

横山武夫（菊川町教育委員会教育長）平成4年9月まで

鈴木静夫（同上）平成4年10月から

小林健太郎（滋賀大学教授）

小笠原好彦（同上）

山口三夫（菊川町文化財審議会委員長）

4．調査員は、次のとおりである。

五島康司（静岡県教育委員会指導主事）、佐藤正知（同）、鈴木良孝（同）、河合　修（国学院

大学大学院生）

5．調査にかかわる事務は、菊川町教育委員会が当たった。

横山武夫（菊川町教育委員会教育長）平成4年9月まで

鈴木静夫（同上）平成4年10月から

堀　和弘（菊川町教育委員会生涯学習課長）平成4年3月まで

（

織本　弘（

石川　清（

塚本和弘（

／／　　参事兼事務局長）平成4年4月から

〃　　　生涯学習課長）平成4年4月から

／／　係長）

ノ／　主事）

6．調査費用は、菊川町が負担した。

7．本書の執筆分担は、次のとおりである。

第Ⅰ章、第Ⅱ章、第Ⅴ章第1節、第2節

第Ⅲ章、第Ⅳ章第2節、第Ⅴ章第3節

第Ⅳ章第1節、第Ⅴ章第4節

第Ⅴ章第1節

第Ⅲ章、第Ⅴ章第2節、第4節

第Ⅵ章第1節

第Ⅵ章第2節

第Ⅵ章第3節

第Ⅵ章第4節、第Ⅶ章

第Ⅵ章第5節

五島康司

佐藤正知

鈴木良孝

石川　清

河合　修

田辺昭三

小林健太郎

小笠原好彦

大山喬平

山口三夫

8．地籍図の整理には、静岡大学大学院生福沢宏君を主とし、同山下由委君の援助を受けた。

9．なお、付載として関係文書を収録した。所蔵者　飯島一郎、伊藤清久、足利市民文化財団各位



のほか、福田柴次郎、鈴木圃弘、固守　進、湯之上隆各位のお世話になった。

10．調査の開始から報告書の作成に至るまで下記の方々、機関等にご指導、ご協力をいただいた。

加藤芳朗、斎藤　忠、長田　害、原秀三郎、井上寛司、市原寿文、大庭正八、堀川録朗、清水

寛、石田喜一郎、中嶋郁夫、新松晴美、小田原市教育委員会
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第Ⅰ章　調査に至る経過

高田大屋敷遺跡は菊川町下内田に所在する遺跡である。昭和56年に静岡県教育委員会で

発行した『静岡県の中世城館跡』に記載されている。ここでは、遺跡の年代や性格につい

て不十分ながら地名にある「グン」「政所」「王之内」などに注目し、文書から「郡の惣政

所道明」の屋敷跡の可能性を推定している。この時の調査で資料となったのが、故鈴木則

夫氏（菊川町文化財専門審議会委員長）と堀川録朗氏（菊川町文化財専門審議会委員）が

地権者である故横山行理氏の協力を得て、昭和40年に作成した「高田の大屋敷見取図（500

分の1）」である。（第1図）

県営圃場整備事業（中遠農林事務所農地整備課・南部土地改良区）として横地・内田地

区、全9工区が、昭和59年に採択され、高田大屋敷遺跡の存在する第5工区についても整

備計画が進められた。昭和61年には、設計図や換地計画が作られている。（第2図）

このような開発計画の動きに対し、昭和60年には、菊川町文化財専門審議会委員長鈴木

則夫氏より榛葉達男町長、橋爪敏男町議会議長宛に遺跡の現状保存を求める以下の要望書

が提出された。

菊川町長

榛葉達男　様

菊川町議会議長

橋爪敏男　様

地域文化財調査について

県営圃場整備事業地域であります、、内田、横地地区は埋蔵文化財が多く認められ、町の

歴史上貴重な資料を多く提供している地域であります。これらの文化財を後世に伝えるた

め調査並びに資料保存が円滑に行なわれる必要があります。しかし、最近の記録保存の手

法は相当な費用を必要といたしておりますが、当該地域内の埋蔵文化財分布面積が広大で

あり膨大な費用が必要となってきます。

この対策として基盤については出来るかぎり、現況を変えないで行なう対策をお願いし、

調査面積の縮小を考慮される様望みます。またこれに関連して、高田大屋敷跡についても

現状を保存出来る様、計画の変更をお願いします。

また現在の予定されております調査費では、最低の記録保存を施行する事も非常に困難

な現状でありますので、予算についても御配慮をお願いする次第です。

昭和60年3月28日

菊川町文化財専門審議会

委員長　鈴　木　則　夫

しかし、地元の圃場整備に対する期待は大きく、大屋敷遺跡内の地権者からの整備推進

の要望書や地権者全員による整備推進の要望書、請願書等が町長、中遠農林事務所宛に次々

ー1－

鈴木則夫

堀川銀朗

現状保存を

求　め　る

要　望　書



文　化　財

専門審議会

原秀三郎

田辺昭三

第　1　次

確認調査

内田氏の

居　　　館

遺跡現状
保存の方針

圃場整備
推進の決議

方針の転換

と提出されている。

県営圃場整備事業地区内の上小笠川流域には北から御門前遺跡、東ノ坪遺跡、政所遺跡、

耳川遺跡、古川遺跡、そして高田大屋敷遺跡が存在し、これらの取り扱いについて年次計

画にそって協議されていたが、高田大屋敷遺跡については、町の文化財専門審議会から現

状保存の要望が出されていたにもかかわらず、文化財としての協議が不十分なまま地権者

への事業説明、設計図の作成、換地計画等が進められていた。

すでに換地計画が立てられている中で、遺跡の保存はまったく不可能とする菊川町土地

改良課と南部土地改良区は整備事業推進の意義として、より良い耕作地を美田として子孫

代々に残して農業を守ることや、この地域が大雨のたびに洪水となることから、古代から

中世には人は住んでいたとは考えられないこと、また、言い伝えもないことなどから、高

田大屋敷が遺跡ではないと主張していた。

これらの状況の中で静岡大学の原秀三郎教授（静岡県文化財保護審議会委員）より、昭

和62年11月に県教育委員会文化課に相談が持ち込まれた。この時から県教育委員会と菊川

町教育委員会との間で協議が開始され、63年3月に県教育委員会では「他に類のない遺跡

であり保存すべきである。記録保存（発掘調査）で対応できる遺跡ではない。菊川町教育

委員会は文化財を保護する側としての姿勢を持って欲しい。」と指導し、菊川町の文化財専

門審議会の鈴木則夫委員長は「保存の方策がないか再度地元にあたってみたい。」とした。

文化庁からは確認調査を実施し、遺跡の性格、時代、範囲などの把握に努め、その結果

を地元に示し、貴重な文化財であることを説明すべきとの指導があった。町教育委員会は

このような文化庁の指導を受けて、63年8月から田辺昭三京都芸術短期大学教授を団長と

し、文化庁の補助金で、第1次確認調査を実施した。

田辺団長は遺跡の状況及び調査結果から中世の方形居館であり、良好な保存状態にある

として、現状保存すべきだとの結論を出した。また、一方では静岡県史編纂の事業が進め

られる中で、内田氏に関する文書が確認され、内田庄下郷の地頭に内田氏が任じられてい

ることが判明し、高由大屋敷遺跡が鎌倉御家人の内田氏の居館である可能性が大きくなっ

ていった。

これらの結果を受けて、町の佐野教育長は63年9月に遺跡の現状保存の方針を示し、堀

を含んだ範囲について保存したいと表明したが、南部土地改良区では遺跡の価値を認めず、

圃場整備推進の決議を平成元年3月に採択している。

菊川町教育委員会は、平成元年10月に県教育委員会から遺跡の取り扱いについて回答を

求められ、以下のように回答している。

遺跡内の排水路、道路（遺跡の中を東西に通る道路）については計画どおり施工し、全

体を一時的に盛土保存し、将来町が買い上げて、史跡公園として整備したい。

このように遺跡の保存と活用がはかられることについて、県教育委員会は一定の評価を

した。盛土については短期間であり、遺跡に影響を与えないことを条件とし、排水路につ

いては工法を工夫することを求めたが、東西の道路計画については遺跡の形状を大きく変

えることから認めがたいとした。

このように遺跡の保存に向かって進んでいくように見えたが、平成2年度に入ると、東

西道路の工事等が予算化された。さらに8月には町教育委員会は居館の北側半分は当初計

画どおりに水田にするとして、記録保存の対象とし、南側半分と堀は盛土する方針に転換

した。
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県教育委員会はこれを大きく後退した方針であり、再考するように求めた。

この間、平成2年6月から実施された確認調査で西側の堀は人工的に掘削されたもので

あることの調査結果が出されている。この西側の堀については自然の川の跡であるとの強

い主張が改良区より出され、町教育委員会も堀の可能性について疑問視していたものであ

る。

平成2年10月には、文化庁記念物課の岡村道雄調査官と服部英雄調査官があいついで来

町し、遺跡を視察した。その結果、中世の居館跡として遺跡の価値は高く、保存努力をす

るよう県教育委員会と町教育委員会に指示がなされ、町教育委員会へは、今まで実施した

確認調査の報告書を至急作成することや、地元への説明会を開催することなど具体的な指

導がなされた。

県教育委員会ではこれを受けて、県農地整備課、中遠農林事務所、町教育委員会、町土

地改良課、南部土地改良区と遺跡の取り扱いについて協議を実施し、遺跡の価値について

理解を求めるとともに県の指定史跡として申請するよう要請した。また、公有化の必要が

あれば県として補助していきたいことも伝えた。遺跡の範囲についても確認調査結果から

示したが、町教育委員会は、堀は遺跡ではないとの主張をするなど大きな違いが見られた。

このような中で、県教育委員会の谷沢教育次長が菊川町に赴き、白松町長、横山教育長

と大屋敷遺跡の現状保存について要請した。

11月に入ると遺跡を囲む水路工事（一部遺跡にかかる）について中遠農林事務所・町教

育委員会より実施したいとの要請があった。遺跡の外側については多くの地権者が整備を

待っていることから、圃場整備を進めたいとの内容であった。水路の内側については工事

に入らないとの中遠農林事務所の確約がなされ、町教育委員会も水路内側の保存について

努力したいとの意向を示し、県教育委員会は水路工事を認めることになった。この水路の

外側に大屋敷遺跡が二ヶ所で一部出ていることから、これらの部分についての取り扱いの

協議がなされ、東側に出ている約100n封こついては発掘調査による記録保存とすることにな

り、平成2年12月から第6次調査として実施された。もう一ヶ所は、居館の北側土塁が塩

の道に向かって北西方向に延びている土塁部分である。施工される水路により、この北西

方向に延びる土塁が切られることになり、この部分の発掘調査もあわせて実施された。土

塁を切らないで水路を通す方法がないか等、遺跡保護の要請をするが、幅2．5m程土塁はカッ

トされた。

平成3年1月に菊川町郷土史研究会より町教育長宛に、大屋敷遺跡の現状保存の陳情書

及び声明が提出され、3月には静岡県考古学会の現地見学会や原秀三郎静岡大学教授・小

野真一常葉短大教授両氏による講演会が実施され、大屋敷遺跡の現状保存の要望書が県教

育長及び町教育長宛に出された。

町教育委員会は3月に教育委員会の決定事項であるとした、大屋敷遺跡の発掘調査を実

施し圃場整備するとの文書を県教育委員会に提出してきた。県教育委員会は3月の文書に

ついて、町教育委員会に対し協議を依頼し、町教委の文書にある生活権や60回に及ぶ協議

内容とは何か、未刊の報告書（1次～7次）の刊行予定、発掘調査体制と調査計画につい

て具体的に文書で回答するよう要請した。

中遠農林事務所も5月に発掘調査の範囲、費用、方法等について町教育委員会に対し回

答するよう要請したが、未回答のままになった。

8月には南部土地改良区の地権者13名が来庁し、文化課長に整備の推進について要望が
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なされた。県教育委員会では、地権者に対する説明会の実施について町教育委員会と数回

にわたり協議するが、合意に至らなかった。

平成4年1月、南部土地改良区橋爪理事長より、県教育長宛に「遺跡の存在及び方針に

ついて」期限付の回答を求める要望書が提出された。

県教育委員会ではこの要望書に対する回答書として「高田大屋敷遺跡について」を作成

し、遺跡の概要・価値・歴史的意義・これまでの調査内容、今後の方針と計画・現状保存・

類例などの参考資料等と県教育委員会の基本方針について記載した内容のものを提出した。

この中で県教育委員会は、高田大屋敷遺跡は地域の歴史を語るうえで極めて高い価値を

持つ文化財であり、菊川町民や静岡県民のためにも文化財として現状保存が是非とも必要

であると判断し、公有化と史跡公園として整備することをお願いしたいと回答している。

2月に入ると、北西に延びる土塁のある三角部分約57011封こついて圃場整備を実施したい

との要望が町教育委員会から県教育委員会に出された。この部分の二名の地権者が5月に

は耕作したいので、事前の発掘をしたいとの要請であった。県教育委員会は遺跡全体の現

状保存と公有化について再度説明するが、地権者、改良区の強い要望であるとの町教育委

員会の主張を変えることはできなかった。また、町教育委員会の調査員は他の遺跡の発掘

調査で手いっぱいであり、県教委の協力を得たいとの内容であった。

県教育委員会では、北西に延びる土塁の三角部分の発掘に対し、問題があるとして協議

を重ねたが、水路内側については現状保存するよう努力していきたいとの横山教育長の考

えも示された中で発掘調査への協力を承諾した。

発掘調査については、町教育長が主体者となり、学識者による調査委員会を設置し、県

教育委員会文化課職員が調査員としてあたることになった。調査終了後の圃場整備につい

ては、中遠農林事務所の予算化がなされていないとの理由で町土地改良課が実施する予定

となり、発掘調査費は町教育委員会が予算化した。

第1回調査委員会が3月18日に開催され、19日より第8次調査として発掘が開始された。

第1図　高田の大屋敷見取図（昭和40年）

第2図　換地計画図
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第ⅠⅠ章　位置と環境

1　高田大屋敷遺跡の位置

遺跡は北緯34043′08〝、東経138004′50〝の静岡県小笠郡菊川町下内田水落に所在する。現

在の上小笠川と菊川の合流地点から上小笠川を約350m遡った右岸約150mに位置し、上小

笠川と菊川によって形成された自然堤防上にある。南西隣には古川神社が、また、約200m

西側には県道386号線が通っており、遺跡の周囲は水田・畑地のほか、住宅地などに利用さ

れている。

2　地理的環境

菊川町は静岡県中西部に位置する小笠郡内でも最北に位置し、北側を金谷町に、西側を

掛川市、南側を大東町・小笠町に、東側を榛原町・相良町にそれぞれ接する。町域は6350

haに及び、沖積平野を中心に、北、東、西の三方を丘陵、あるいは山地に限られている。

人口は約3万人で、冬期は比較的乾燥し強い西風が吹きすさぶものの降雪はほとんどなく、

遠州灘沖の黒潮の影響で年平均気温は15度前後と温暖で凌ぎやすく、晴天時には富士山も

眺望できるなど生活に適した気候を有する。町内の丘陵地域や山の斜面では、このような

温暖な気候を利用した茶の栽培が盛んで、作付面積は今やどの農作物をも凌ぐ1000ha以上

に達し、主要作物の地位を不動のものとしている。一方で沖積平野では水稲耕作が盛んで、

大豆や麦などの穀類のほか野菜の栽培なども行なわれている。

また市街地は、JR菊川駅が所在する堀之内を中心として展開しているが、県道の拡幅

など道路事情の変化、静岡・浜松の中間に位置するという交通の簡便さ、工業団地の誘致

などに伴う人口の増加などをうけて、近年では郊外にも宅地が拡大しつつある。

「平田村」の一部

下内田水落

昭和51年修正測量国土地理院
「下平川」の一部

第3図　菊川本支流の河道（大庭正八「菊川」『シリーズ遠州5天竜川』
ひくまの出版柑80年より）
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第1表　周辺遺跡地名表
N（し �)�Ykﾂ�所　在　地 倬��2�種　別 �&駑｢�遺構・遺物 兌h������ﾊ2�備　考 

83 僮(��ｮ(�)�R�菊川町加茂白岩段、白岩下 �>ｩ[h��nﾙ�b�集　落 �69&��X憖�ﾂ�縄文土器、弥生土器、須 恵器 �8ﾉkﾈﾘ)�ﾉ;刋��田��?ｨｮ(岔zﾈ�)�Y_�ﾙ����ｧﾉ�ﾉ�ﾈﾘ(ｻﾙ7侈HｸiYC�鉄��I(ｮ(�)�YJﾘﾄ�+(ﾛ挨I_��ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔2�41、59、62年調査 

85 �ｩgｸ����ﾈ｢�ﾅ��本所若宮 侘9Zﾘﾎ8ｯ｢�横　穴 �;刋��須恵器、土師器、刀子、 鉄鉱 �ｩgｸ���ﾈｨﾌ9Zﾘﾅ�･9_���8圸�Xｧs�田2�38、42年調査 

86 �ｩgｸ�(��ﾈ｢�ﾅ��下本所若宮 侘9Zﾘﾎ8ｯ｢�横　穴 ���&���;刋��須恵器・土師器、玉類、 鉄製品 �8ﾉkﾈﾘ)�ﾉ;刋��田��42年調査 

95 俶ﾈ68釐�)�R�半済下本所 冢ﾙ�h��[ﾘ����ｩ������ﾕﾘﾌｲ�散布地 乂xﾕ｢�弥生住居、江戸墓、弥生 土器、磨製石斧、古銭 俶ﾈ68釐�)�R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�涛��62年調査 

119 �+y'(�)�R�加茂長池 �>ｩ[h��nﾙ�h��ﾌ9Zﾘ���(i�"�集　落 伜)}��縄文土器、弥生土器、石 斧、古銭 ��62年調査 

122 ������ﾈｨﾅ��中内田杉森 侘9Zﾘﾎ8ｯ｢�横　穴 伜)}���J�&��須恵器、土師器、鉄製品、 金環 �8ﾕﾘ,ﾈ��ﾈｨﾅ��ﾊxｻ8候�塔2������ﾈｨﾅ�Hﾅ�Jﾘﾄ�+(ﾛ��_�ﾙ�������ﾙLY]"�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔��61年調査 （D群1～5号横穴） 62年調査 （D群6～9号横穴） 

123 �+y'(ﾌ9Zﾘﾅ��中内田谷田（1号墳） 中内田洒前（2号墳‾） 加茂長池（3＼1帽墳〕 侘9Zﾒ�古　墳 伜)}��円墳、須恵器、土師器、 鉄鉱、直刀、鉾 ��62年調査 （3～5号墳） 

129 凅ｨ���)�R�中内田頼実 侘9�2�散布地 �69&���J�&��須恵器、土師器 ��61年調査 

130 �-(6ﾙ��)�R�中内田 侘9�8��(i�"�散布地 �69&��須恵器、山茶碗、小皿 ��62年調査 

131 佩InY��)�R�中内田御門前 冢ﾙ�h��(i�"�集　落 �69&���J�&��弥生土器 ��61年調査 

132 �8ﾈ6ﾙ-�)�R�中内田木舟 冢ﾙ�h-h6ﾙ(i�"�集　落 �69&��弥生土器、須恵器、土師 器、石斧 �� 

139 �����)�R�中内田森前 冢ﾙ�hﾎ8ｯｨ��ﾌ9Zﾘ��=��|r�集　落 �69&���J�&��奈良竪穴住居、掘立柱建 物、土器潜、須恵器、土 師器、石斧 �����)�X�������餮闔"��R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔r�60年調査 

141 ������餮闔"��R�中内田森前 冢ﾙ�h��ｩ����集　落 �69&���J�&��奈良掘立柱建物、弥生土 器、須恵器、土師器、灰 柚陶器、山茶碗 ������60年調査 

145 �>�68ﾎH夐W闔"��R�中内田 冢ﾙ�i(hｯ｢�集　落 �69&���J�&��弥生土器 ��61年調査 

148 �8ﾉ[ﾙOh��ﾈｨﾅ��中内田水洗 侘9Zﾘﾎ8ｯ｢�横　穴 伜)}��須恵器、大刀、刀子、鉄 鉱 ��56～57年調査 （橋本ケ谷1～5号構乃 （長谷1～11号横穴） （しいので1～4号構乃 

152 �8ﾉ[ﾙOh�)�R�下内田東平尾 �>ｩ[i(hｯ｢�散布地 �69&���J�&��縄文土器、打製石斧 �� 

153 ��ﾘ���ﾈｨﾅ��中内田政所 侘9Zﾘﾎ8ｯ｢�横　穴 伜)}��須恵器、直刀 ��47年調査 （D群1～6号横穴） 

155 俾��ﾈ���)�R�下内田耳川 �>ｩ[h��ﾌ9Zﾘ��ｩ����集　落 �69&���J�&��弥生土器、須恵器、土師 器、鋼釧 俾��ﾈ�)�T白�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔b�60年調査 

159 �&兌ﾙOf��X�X�W(�)�R�下内田 冢ﾙ�h��ﾌ9Zﾘ��ﾌ9�2�散布地 �69&�����&��弥生土器、須恵器 �� 

163 侘9�ﾈ���)�R�下内田耳目 冢ﾙ�h��[ﾘ���集　落 �69&���J�&��弥生土器、須恵器、土師 器、磨製石鉄 侘9�ﾈ�)�R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔r�60年調査 

164 俘)69�X夐W闔"�下内田水落 冢ﾙ�h��(i�"�城　館 �69&���J�&��弥生土器、須恵器、山茶 ��8圷ﾊx,ﾉ(i�(�亊��R�63年、平成2年、3年、4 

跡 劔刎����餽��県教委1981 僖�+(ﾛ��

172 �,X5�岑�)�R�東横地椎ケ下 冢ﾙ�i(hｯｨ��[ﾘ���集　落 �69&���J�&��弥生土器、木製品、建築 材 ��48年調査 

173 �8ﾈ��&��ﾈﾋH�"��R�乗横地西原 �>ｩ[h��nﾙ�h��ﾌ9Zﾒ�集　落 價�&��弥生竪穴住居、縄文土器、 弥生土器、石斧、石鋏 �8ﾈ��&��ﾈﾋH�)�R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔��61年調査 

174 佩H夐W�&�)�R�東横地段横地 �>ｩ[h����nﾙ�h��ﾌ9�2�散布地 乂xﾕ｢�弥生土器、須恵器、土師 器、玉類 ��55年調査 

179 倅��)�ﾈﾋH�)�R�東横地 从ﾉ�隶ﾘ��ﾌ9Zﾒ�集　落 價�&��縄文、弥生～古墳前期竪 穴住居、尖頭器、縄文土 器、弥生土器 倅��)�ﾈﾋH�)�X･9_��ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔B�蕀�)�ﾈﾋH�)�R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔R�58～59年調査 

182 ��69$ｨ�)�R�東横地 �>ｩ[i���隸ｨ����ｯ｢�散布地 價�&��縄文土器、縄文磨製石斧、 石皿 土塁、宝筐印塔 ��69$ｨ�)�R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔r��8圷ﾊx,ﾉ(i�(�亊��R�ﾊxｻ8候�塔��6�9i$ｨ�)�YJﾘﾄ�+(ﾛ雲�ﾙ����ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔��:�ｭｸｭ�)�R�ｶY�ﾉ*ﾈｻ8候�塔���8ﾕﾘﾙ�Yy7亢ﾉ6��s湯�抦ｧﾙ*ﾈ頸��8圷ﾊx,ﾉ(i�(�亊��R�ﾊxｻ8候�塔��抦ｧﾘﾅ8頸��8圷ﾊx譽�ｪ｢��8圷ﾊs��3��ﾖﾈﾌ8鬨艀頤�(�ﾃ���ｷi]ｸﾌ9Zﾙ_�ﾙ����ﾊxｻ8候�塔"��8圷ﾊx譽�ｪ｢��8圷ﾊs��3��-8.�+8,c�X���hｪ｢�61年調査 

192 ����&������東横地 俯ｩ*ﾂ�城　館 伜)}���J�&��剏ｧ指定 62年調査 62年調査 

194 �6�9i$ｨ�)�R�東横地 �(i�"�集　落 �69&���J�&��中世礎石建物、輸入磁器、 木製品、古銭 石鉄、山茶碗 

195 �:�ｭｸｭ�)�R�東横地 �>ｩ[h��(i�"�散布地 價�&���62年調査 53年調査 

7 10 �.x�����;H��ﾈｨﾅ��小笠町下平川 下平川 �(i�"�ﾌ9Zﾘﾎ8ｯ｢�城館 横穴 伜)}��]ｸ支���土塁、堀切 須恵器、大刀 

15 23 ��9[ﾙ�ﾉ�Y,ｸﾌ2�Zﾒ���,ﾉ$ｨ��ﾈｨﾅ��上平川 猿渡 侘9Zﾙ��｢�ﾌ9Zﾘﾎ8ｯ｢�古墳 横穴 �69&���)}���J�&��前方後円墳、鐘、勾玉、 管玉 須恵器 剌ﾁ滅 消滅57年調査 

38 做ﾘｷi]ｸﾌ9Zﾒ�高橋舟久保 侘9Zﾙ(hｯ｢�古　墳 價�&��前方後円墳 剏ｧ指定 50年調査 59年調査 消滅 62年調査 消滅 62年調査 57年調査 

54 �*�?ｩ���ﾌ9Zﾒ�下平川 侘9Zﾒ�古　墳 ����ｺｹ>��帆立貝式古墳、須恵器 

55 20 22 凭I68�)�R�鉙5�$ｨ��ﾈ｢��I�X5�$ｨ��ﾈ｢�ﾅ��下平川下神田 大東町 岩滑八ツ谷 冢ﾙ�i(hｯ｢�ﾌ9Zﾘﾎ8ｯ｢�集落 横穴 横穴 �69&�����&���)}���J�&��一二土＝・ 璽互 須恵器、玉類 須恵器、玉類 

23 ������(�)�R�岩滑 侘9Zﾘ��ﾌ9�2�散布地 價�&��須恵器、土師器 

24 價ｨ69$ｨ��ﾈｨﾅ��岩滑八ツ谷 侘9Zﾘﾎ8ｯ｢�横　穴 伜)}��

注l＼t欄の数字は「静岡県文化財地図、地名表日（平成元年3月）」に準じている。
2　備考欄の東名高速道路は「東名高速道路関係埋蔵文化財発掘調査報告書」の略称である。
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菊　　　川

地理的には河川と、河川による沖積平野、開析性の丘陵・山地から構成される。

河川は大きなものとしては菊川と上小笠川がある。菊川は掛川市東部の粟ヶ岳（標高532

m）の東方山麓にその源を発する。自然の谷地形にそって南下し、菊川町下倉沢付近で南

西向きに流れを変える。また同町吉沢付近で、北側から流下する富田川と牧ノ原台地から

の沢水加川と合流し、潮海寺付近で流れを更に南向きに変え、南側の一帯に沖積平野を形

上小笠川　成している。一方で上小笠川は掛川市上内田板沢に源流を発し、桶田付近で五百済川と、

御門橋付近で栗原川と合流し、菊川町中内田一帯の沖積地を形成している。菊川はその後、

月岡付近で西方川を、高田では上小笠川を加えて南へと流れ下っている。それぞれの川は、

かつては平野部をかなり蛇行して流れており（第4図）、たびたび水害を引き起こしたこと

菊　川　の

改修工事

小笠山丘陵

牧ノ原台地

河岸段丘

旧石器時代

三沢西原

遺　　　跡

が記録されている。菊川の改修工事は明治4年に現在の小笠町西嶺田・大石付近から着手

され、昭和初年まで断続的に行なわれたがあまり効果がなかったといわれる。工事が本格

的になったのは国営事業となった昭和8年以降で、現在に至ってはほとんどコンクリート

製の堤防で護岸された屈曲の少ない川となり以前のような水害の恐れはなくなっている。

そして今では、流路であった若干の三日月状の窪地や「耳川」などの地名にかつて蛇行し

ていた名残りを残すのみとなっている。

このような河川の堆積作用による沖積平野は、菊川低地、あるいは菊川平野と呼ばれ、

北から両方向へなだらかに傾斜している。現地表面で、平野の北端、堀之内付近は標高約

20mであるのに対し、これから南に約5kmの大屋敷遺跡の位置する水落付近は標高約10m

を測る。平野の大部分は軟弱な泥層から構成され、その堆積は最も深いところで30m以上

に達するとみられる。

以上の河川、沖積平野の周囲を取り囲むように山地・丘陵が展開している。標高282mの

火剣山や264mの小笠山を頂点とする比較的低位なもので、いずれも古大井川による河成礫

層が隆起、開析されて形成されたものとみられる。地質的には東側の牧ノ原台地よりも西

側の小笠山の丘陵山地のほうが古く形成されたと考えられ、牧ノ原台地が洪積台地である

のに比べ、第三期丘陵と呼ばれる。

山地・丘陵の縁辺部には発達した河岸段丘が観察される。菊川沿いの牧ノ原台地の縁辺

には大きく分けて5段の段丘が存在する。これらの段丘はそれぞれ異なる時代に、古菊川

が流路を様々に変更して流れた結果形成されたものである。現在では浸食が進んで、上流

から下流側へ連続していた段丘面が谷によりいくつもの小丘陵に分断されて存在する。古

上小笠川による河岸段丘は菊川の第2段丘以降に相当するものが存在する。町内の遺跡の

多くは両河川による、比較的安定したこれらの河岸段丘上にあり、現在に至っても集落や

茶畑などに利用されている。

3　歴史的環境

菊川町内では大昔から人の営みが連綿と行なわれており、たとえ文献に記録されていな

くてもその多くは遺跡として当時の生活の様相を如実に現在に伝えている（1）。ここでは最も

古い例から大屋敷遺跡の営まれた頃までを考古学の成果を中心に順に追ってみる。

菊川町に人が住みはじめた最も古い例は、旧石器時代に遡ってみられ、長者原遺跡（牛

測）、三沢西原遺跡（東横地）の2例が挙げられる。前者の長者原遺跡は、残念ながら消滅

してしまったが、三沢西原遺跡は昭和58年から翌年にかけて調査され、旧石器時代のほか

に縄文時代早期～中期、弥生時代後期～古墳時代前期、平安時代の重複遺跡であることが

判明している。旧石器時代の遺構には礫群があり、遺物には槍先形尖頭器、ナイフ形石器、
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使用痕のある剥片、剥片、敲石、石核などがみられる。

縄文時代では、草創期に遡るものはみられないものの、早期から晩期にかけてのいずれ　縄文時代

の時期にも遺跡が営まれている。これまでに、縄文時代の遺跡は合計65ヶ所に確認されて

おり、その内訳は早期10ヶ所、前期2ヶ所、中期16ヶ所、後期3ヶ所、晩期3ヶ所、細かな時

期の判然としないもの31ヶ所で、特に早期と中期の遺跡数が卓越している。これらのうち

の大多数は菊川と上小笠川およびその支流の河岸段丘上に位置し、沖積地にある遺跡は、

菊川沿いに2遺跡、西方川沿いに2遺跡、上小笠川沿いに1遺跡を数えるのみである。

発掘調査のなされた縄文時代早期の遺跡では、三沢西原遺跡（東横地・昭和58年～59年

調査）があり、竪穴住居址2軒、集石土壌9基のほかに押型文土器とそれに伴う石鉄、ノッ　押型文土器

チ、礫器、磨石、石皿などの石器が検出されている。町内はもとより遠江地方でもこのよ

うなまとまった押型文土器の資料は希であり、この地域での最古の縄文土器・縄文文化を

知る上でも極めて貴重であるといえる。また、東横地西原遺跡（東横地西原・昭和61年調

査）からは早期後半に属する茅山下層式土器を伴う集石土坑と石器が出土している。

縄文時代前期は遺跡数も少なく、調査も行なわれていないので様相はあまり明らかでな

いが、中期に至ると遺跡数も増加する傾向にある。先の三沢西原遺跡でも中期全般にわた

る土器群や竪穴住居址3軒、小穴などの資料が得られているほかに、千駄ヶ原遺跡群1地

点（吉沢千駄ヶ原・昭和60年調査）からも中期後半の多量の石器と土器を混在する竪穴状

遺構が検出されていおり、石器製作の工房址と報告されているのは興味深い。

東　横　地

西原遺跡

後期・晩期では再び遺跡数が減少している。この時期の代表的な遺跡に石畑遺跡（沢水　石畑遺跡

加・昭和59年調査）がある。竪穴住居址、土坑、集石土坑、土壌などが検出されている。

これらの遺構のうち竪穴住居地は後期前半に、土壌は晩期前葉から中葉に帰属するとされ

ている。

弥生時代の遺跡は現在までに66ヶ所で確認されている。これらのうち前期の条痕文を主　弥生時代

体とする土器（水神平式）が出土する遺跡もみられるが、遺跡の盛期からみると、中期に

該当するものは6遺跡、後期に該当するものが29遺跡であり、その他の時期の判然としな

いものが31遺跡である。遺跡の立地は、菊川上流部は川沿いの段丘上に多くみられるが、

沖積平野を形成する中流域では段丘上はもとより、平野部にも遺跡の分布が及ぶに至る。

中期の遺跡としては、東遠地域の弥生時代中期後葉の土器編年の標識遺跡である白岩遺

跡（加茂白岩段・白岩下）が著名である。昭和23・26・41・59・62年にそれぞれ調査され

ており、中期から後期に至る各段階の多量の土器・木製品のほか、少量の石器が出土して

いる。当遺跡は登呂遺跡と並び、県内の発掘調査の萌芽期でもある太平洋戦争直後に調査

が開始され、かつ、多大な成果を累積しているという意味から、学史的に極めて重要な位

置を占めており、菊川流域のみならず東遠江の弥生時代のひとつのありかたを示す重要な

遺跡である。

白岩遺跡

後期に至ると、遺跡も多くみられようになる。赤谷遺跡（吉沢・赤谷）は菊川左岸の段　赤谷遺跡

丘上に位置する後期後葉から古墳時代前期に至る遺跡であり、竪穴住居址が検出されてい

る。三沢西原遺跡でも11軒の竪穴住居址、5基の土坑が検出されている。高田大屋敷遺跡の

北側に位置する耳川遺跡（耳川）は比較的古くから知られた遺跡である。昭和17年と昭和　耳川遺跡

59年とに調査されて多くの中期から後期にいたる土器、弓、鍬、高年などの木製品、鋼鉄・

鋼釧などが出土している。

また、東ノ坪遺跡では方形周溝墓群が検出されている。調査区の西側には蛇行する溝が　東ノ坪遺跡
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古墳時代

前方後円墳

横　　　穴

歴史時代

豆尻遺跡

森　前　外

屋敷遺跡

御門前遺跡

皿山古窯群

坊ノ谷古窯

国人領主
横　地　氏

横　地　城

伊平遺跡

掘られており、居住域と墓域とを区別している。これらは中期後葉から後期にかけて築か

れており、菊川平野における集落の具体的様相を示す好資料である。

古墳時代に至ると、集落の様相はあまり明らかでない。白岩遺跡で集落址が検出された

ということであるが、本報告がなされておらず、その詳細は不明である。

菊川町内には前方後円墳である大徳寺古墳（半済高田）、庚申塚古墳（神尾山脇）、埴輪

を伴う鹿島古墳（半済西原）、主体部が粘土櫛の段横地古墳（東横地段横地）などをはじめ

として28基の古墳が確認されている。一方、小笠山から延びる尾根には横穴が多く認めら

れる。代表的なものに篠ヶ谷横穴群（堀之内篠ヶ谷・14基）、山本横穴群（西方堀田山本・

38基）、杉森横穴群（中内田杉森・37基、うち34基は消滅）東平尾横穴群（中内田水洗・37

基）などがあり、現在分っているものだけでも27群272基を数える。菊川流域を中心とした

地域には後期後葉の、主体部に横穴式石室をもつ高塚式の古墳は希で、代ってこれらの横

穴が群集する傾向が指摘されている。

歴史時代の遺跡には8世紀前半から9世紀初頭の須恵器、土師器の一括廃棄されていた

土坑を検出した豆尻遺跡（西方堀田・昭和61年調査）、8世紀代の須恵器・土師器の土器溜

まりを検出した森前外屋敷遺跡（中内田森前・昭和60年調査）などがある。豆尻遺跡は西

方川沿いの白岩遺跡に隣接してあり、森前外屋敷遺跡は上小笠川右岸の大屋敷遺跡より2

km上流に位置する。また、平安末から鎌倉時代前半にかけてのまとまった遺跡としては御

門前遺跡D・E地点（中内田御門前・平成2年調査）がある。ここでは三面廟の掘立柱建

物とやや小規模な掘立柱建物の2棟と井戸状の土坑が細い溝に囲まれた状況で検出されて

いる。大屋敷遺跡とほぼ同時代のものであり、当時の在地の生活様相を伺い知ることがで

きる好資料である。

平安時代後半から鎌倉時代にかけての灰柚系陶器（いわゆる山茶碗）の窯跡も何個所か

に散在している。皿山古窯群（牛測東原・上の原）、坊ノ谷古窯（牛渕）などであり、これ

ら古窯の製品とみられる陶器類は菊川町内のみならず、東遠江地方の遺跡では比較的頻繁

に検出される。

大屋敷遺跡の東方約3kmには鎌倉時代から室町時代前半にかけて活躍した国人領主横地

氏が築いた横地城跡が位置する。標高99．6mの東城本丸を最高地点とし、南西側に連なる

尾根上の87mの地点には中城と呼ばれる東・西・南の三面に土塁を伴う曲輪が、突端部は

山城と呼ばれ98．1mの頂上部に曲輪を設ける。城はこれら3ヶ所を中心に幾重にも曲輪を

巡らすことにより構成されている。曲輪、土塁などの遺存状態はよく、主要部分は昭和46

年3月に県指定史跡となっている。また、南側山麓には伊平遺跡（東横地伊平・平成3～

5年調査）がある。ここでは、規則的に並ぶ掘立柱建物群が検出されており、横地城に伴

う武家屋敷と考えられている。これらは中心となる横地城が、文明10年（1476）に今川義

忠に攻め落とされているため廃絶年代の下限が明らかであり、かつ、鎌倉時代の横地氏は、

大屋敷遺跡の居住者であり御家人の内田氏と密接な関係にあったと考えられるているため、

横地城と、関連する遺跡群の検討が菊川町の中世や、ひいては大屋敷遺跡と内田氏など武

士社会の立体的な復元に及ぼす影響は極めて大きく、資料の公表が待たれるところでもあ

る。

和名抄によれば、本地域を含む城飼郡は、加美、新井、荒木、河上、高橋、鹿城、朝夷、

松淵、土方、狭束、新野の11の郷からなっていた（第2表）。そのうち河上（川上）、高橋、

朝夷（朝比奈）、土方、狭束（佐束）、新野の6郷は通称地が存在し、ほぼその位置を把握で
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きる。それぞれ丹野川、高橋川、朝比奈川、下小笠川、佐東川、新野川といった河川が刻

む谷底平野とその前面の氾濫平野の一部とを生産の基盤として成立しているものと考えら

れる。

現段階で比定の困難なその他の郷は、上小笠川、西方川、菊川、牛淵川などが形成する

平野あるいは遠州灘に沿って形成された砂場列上に求められよう。新野は平安時代末に横　新　　野

地とともに新野太郎が史料に登場し、名字の地となっている。

郡家の位置は明らかでないが、その解明は交通路の特定などに大きく寄与すると考えら

れる。

横地城についてはすでにふれたが、周辺域には内田圧のほか、町域の中・北部を荘域と

する河村荘が存在した。白河上皇が寛治4年（1090）7月13日に鴨御祖社（下賀茂神社）に　河　村　荘

寄進した荘園のひとつで、『吾妻鏡』によれば建久2年に三郎高政が北条時政に当荘を寄進

している。加茂には、賀茂社を勧請した加茂社があり、付近に本所、半済、西方、公文名

などの荘園関係地名も残存している。

文永2年（1265）2月7日の遠江国三代起請地井三社領注文に見える下賀茂社領賀茂荘は、賀　茂　荘

同じく加茂付近に比定されるが、河村荘の別称とも考えられている。

堀之内の地名は、今川氏の遠江進出により、その被官堀内氏が拠った堀内城に由来する　堀　之　内

とする説がある。

証

（1）「実在する遺跡」がどのように認識されてきたかをたどることは、一時点での認識

を絶対視する誤りを犯さないために有効な手段であろう。

遺物の採集とその記録としての地名表づくりは、西郷藤八氏や鷺山恭平氏らによっ

て手掛けられたといってよいが（西郷藤八「小笠郡石器時代及金石併用時代遺物発見

地名表」『静岡県郷土研究』第2輯　昭和9年）、菊川町域で発掘調査が実施されるの

は、耳川遺跡（昭和17年）、白岩遺跡（昭和23、26年）において以後のことである。後

者の出土遺物に白岩式土器の命名がなされるに及んで、菊川式土器と共に弥生土器の

編年研究に重要な位置を占めることになる。

刊行時期は記されていないが（堀川録朗氏の教示によれば、昭和38年の秋という）、

「菊川町埋蔵文化財地名表」なる資料が存在する。それは縄文式、弥生式、古墳・古

代・中世の計三葉の図面（縮尺5万分の1）とそれぞれに対応する地名表からなり、縄

文式12遺跡、弥生式24遺跡、古墳・古代・中世58遺跡が取り上げられている。各遺跡

について「遺跡・遺物出土地名」「地点」「出土品」「状況」「保管」の項目で記載され

ている。

昭和39年6月1日の日付をもつ再版版では（菊川町文化財保護審議会の名で発行）、

図面が4万分の1と大きくなり、遺跡数も縄文式15遺跡、弥生式27遺跡、古墳・古代・

中世64遺跡で合計106遺跡となり、12の遺跡が増えている。

これらは静岡県教育委員会発行『静岡県遺跡地名表』（昭和36年）にならうものと考

えることができるが、「条里」として8遺跡（「坪」呼称をもつもの）をとりあげている

のが特徴であ●る。この点は昭和56年度事業として作成された『菊川町道跡地図』にも

踏襲されている。また、この『菊川町道跡地図』では城跡としてわずかに横地城が取

り上げられるにとどまったが、昭和53年から55年にかけて実施された県内の中世城館
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静　岡　県

文化財地図

跡の調査は、中近世の城館への認識を深める上に大きな役割を果たした。

昭和61年度の遺跡分布調査をもとに作成された『静岡県文化財地図Ⅱ』（平成元年）

では、城館11遺跡が登録されている（遺跡総数203）。

遺跡は現に存在しているわけであるが、その内容や価値が常に明らかであるわけで

はない。とりわけ中世以降の遺跡についての認識の深化は近年著しいものがある。菊

川流域の学問的関心はもっぱら弥生時代を中心とするものであった。戦後の学問を押

し進める代表的な地域であったそのことが、歴史時代への関心を制約した反面の事実

を指摘できるかもしれない。

参考文献

大庭正八『菊川町の生い立ち』菊川町文化財保護委員会

ノ／　「菊川流域の河岸段丘」『静岡地学』第11号1968

〝　　「菊川の河川環境」『ざこ』静岡淡水魚研究会1990

静岡県・生活環境部水対策調整課「小笠地域」『地下水調査報告書』1976

日本道路公団・静岡県教育委員会「静岡県小笠郡菊川町白岩遺跡発掘調査概報」『東高速道

路（静岡県内工事）関係埋蔵文化財発掘調査報告書』1968

静岡県教育委員会『静岡県の中世城館跡』1981

〃　　『静岡県文化財地図』1989

〃　　『静岡県文化財地名表』1989

菊川町教育委員会『石畑遺跡』1984

／／

ノ／

〃

〃

ノ／

ノ／

『三沢西原遺跡』1985

『千駄ヶ原遺跡群1地点発掘調査報告書』1986

『古川遺跡』1987

『森前遺跡森前外屋敷遺跡』1987

『東横地西原遺跡発掘調査報告書』1988

『豆尻遺跡発掘調査報告書』1988

角川日本地名大辞典22静岡県1982

＊なお、菊川町内の報告書未刊の遺跡については塚本和弘氏（菊川町教育委員会）から直

接資料の提供を仰いだ。

第2表　城飼郡郷名比定地一覧

高山寺本 東急本 �8ﾕﾘﾙ�Yy7亢ﾉ6��掛川誌稿 ��Y?ｩgｹ&駝ﾈ����

加　美 ��今、神尾村あり ��9>�68��>�68汯�8ｻﾘ��ﾗ"�m��X���?�ｻﾘ,ﾈ�9zﾈ�｢�六郷村・横地村 

新　井 �?INHﾙH�俘)gｸ�｢�大新井 ��Y�h皐�Y(i�h撮�大淵村・三浜村・三俣村 
爾比井（急本） 凵i横須賀の東） ����Y�h鯖Vﾈ,ﾉkﾉ,ｨ.��｢�

荒　木 ��|ym��亶ﾙgｸ�｢�加茂村 �8ﾉ�ﾈ��&��X�8岔[ﾙ�ﾂ�加茂村・西方村 

河　上 ��Fx��Oﾈ�亶ﾙgｸ�｢�川上村 ��ｩkﾈ*�.��川野村大字川上・相草村 

高　橋 ��ﾘ��FyEh�亶ﾙgｸ�｢�高橋村 ��b�南山村大字高橋 

鹿　城 ��|xﾌ2�－ �ｩ>�68ﾌﾙm�6ﾙ$｢�内田村 

朝　夷 �(ﾛiNI=��俘)gｸ�｢���ﾛ)NI=��亶ﾙgｸ�｢�朝比奈村 ��ｩkﾈ*�.��朝比奈村・比木村・佐倉村 

松　淵 冓i:IW9&ﾘ�俘)gｸ�｢�西大淵か ��YZ8����ｸ棹�｢�大須賀村・笠原村 
商都布知（急本） 劍�僥餾ｩ,ｸ,ﾉF餾ｨ,ﾘ鉑Z8,ﾉ5ﾘﾄ8*��｢�

土　方 儂I&ﾘ���ﾒ�土方村 ��ｩkﾈ*�.��土方村 

狭　束 俚):H���俘)gｸ�｢�ﾛ)78���亶ﾙgｸ�｢�左東谷 ���7ﾘ�H�｢�蓼�h,ﾉ$｢�佐束村・岩滑村・中村・大坂村 

新　野 �(9NIEH�亶ﾙgｸ�｢�新野村 ��千浜村・新野村 

※　新野　　東急本では高橋の次に配列されている
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第ⅠⅠⅠ章　内田氏と高田大屋敷遺跡

本章は第8次調査に先だち、それまでに寄せられた疑問に答えることを意図して執筆し

たものを基本としている（平成4年2月20日付け、「高田大屋敷遺跡について」第1章の一

部）。今回新たに注をつけるとともに、若干の手直しをおこなって構成した。

1　中世の居館跡としての高田大屋敷遺跡

土塁を方形に巡らし（土塁の外側で計測すると南北は93m、東西は70mである）、その外

側には、西側から南側にかけて堀が巡り（1）、北から東にかけては、上小笠川の蛇行した流路

を堀として利用する高田大屋敷遺跡の在り方は、中世の地頭御家人クラスの武士の居館跡

として典型的なものである。地表面の観察から得られた以上のような所見は、遺跡の年代

把握、範囲確認のために実施された第1次から第7次までの発掘調査によって裏付けられ

た。

方形の土塁

堀

七・り′・・・．∴＄
・∴ノ　ー＝一J

■ウ‘．．／

．・．‥．．も●●・・・・字と－

／ちノ　／

L

7／　　■も．・・ゝ‾㌧

㌢、、一一一一

一一一一一‾、－「、

0　■シ
●一〇

〇

、

＼＼こい二人リ・∴了′与′

’も

′′′．リノリ．　J一一一

。十・・・・．．．9　二′二二1：∴′／鳶′′

三㌔　こ′′′予

も　l‘・一㌔／・＄′一」、／

′′　　　　、く

人

／

道

J

J

J

J

ちク

、、／

／

キ　メ、

－」－「ノ
、ヾ三、至

1㌢ヾ
J　、、

古川神社

で0。腰

、

薫ここ．J．㌢
、

■ク

■◆も

ト⊥、、－

ウ

ち　　　　！・．ト
・．▲　　ご　　　■　■

■　：

：　‾ゥ　・■

●う．・

青竺王子？

′1りり■………り‥生∴二二．宝

「▲＄

第5回　高田大屋敷遺跡全体図
－13－

1・・　／
ち　／

生
／＼、

＼
駕

‥
も
1
9
J

′

もも・・、

、・、‥－し

J

‥

・

：

1

1

－

1

－

■

′

－

．仇や、

、
I
I
ヽ

「
．

、ヽ

、ヽ

．了．▼

．
／

／

／

、、、、ヽ

、ヽ

、、ヽ

、ヽ

吟
も

＼

t

I

L

　

　

・

I

p

．′？

・射予．∫「．
長
　
与
二
・
㌔

十
．
′
や
す

叫
「
出
コ
㍗
昌
封
皿

「－－．11↓㌔／

一

三

一

…

＝

こ

い

l

l

L

．．：「：・…‥

／

l

　

　

／

け

ち

一

戸

一

写
二
亨
■
　
㌔
　
薄

三

・

、

‥

…

‥

…

ご

：

＝

∴
／
u
I
叫●

I

 

I

■

－

－

■

■

－

・
哀
㌍

」．′′

l

l

■

1

－

1

　

1

・

1

－

1

1

－

三

一

二

一

一

∵十′
∴

＼

ヽ■
一

て」
一

■

∵㌔．

／
　
　
L
＼



土塁の年代

居館跡の
立　　　地

水陸交通の

要　　　衝

軍事的な
機　　　能

内　田　庄

内田三郎

家書の墓

内田庄上郷

内田家文書

園城寺領

土塁の年代は、上部（表土）は近世から現代に至るまで盛りなおされて（補修されて）

いるが、それを除く部分は出土遺物から平安時代の終りから鎌倉時代に構築されているこ

とが明らかとされた。

「大屋敷の位置は、字水落の名が示す如く、この付近は低湿地帯で一級河川菊川と同水

系上小笠川との合流点にあり、宝永7年頃の文献や明治42年以降の水害記録でも40年に一

回は大洪水に見舞われ、大きな被害を受けている。有力な地頭であれば、西側の高台地に

館を構えるのが常識」とする疑問がなげかけられているが、前半部は江戸時代から今日に

至るまでの様子を正しく語っている点で有益である（2）ものの、後半部の「常識」は今日の歴

史学の常識とは異なっている。中世の武士の居館跡は沖積地上に多く立地している。こう

した事実に立脚して、なぜこのような低い場所に居館を構えたのかを歴史学は問題にして

いる。河川の氾濫の危険を冒してまでこうした場所を占地した理由は沖積地の不安定な耕

地の開発と無縁ではなかったと考えられる。用水の管理、経営の維持にあたっては、地頭

の有する農業、土木技術、労働力の動員力等が必要であったと考えられる。と同時に、あ

るいはそれ以上に、今日の歴史学の達成から指摘できるのは、すぐ西側を秋葉街道（塩の

道）（3）が通り、また、北側から東側にかけては上小笠川が蛇行し、菊川と合流しているとい

う遺跡の立地環境に関わる事柄である。菊川はさらに南下して遠州灘にそそぐ。鎌倉時代

の武士の居館が、道や河川など水陸交通の要衝につくられていることは文献史料などから

もすでに指摘されている（4）。地頭御家人らの居館は物資の集積と輸送機能をもっており、商

業活動の拠点でもあったと考えられる。

「地頭が館を構える場合、住民を私役し、相当堅固な堀や土塁を築くであろう」とする

推定もまた、近年の研究成果によれば否定されなければならない。軍事的な機能を強めた

「城郭」が出現するのは南北朝以降のことである。鎌倉時代にあっても軍事的な側面は決

して無視されたわけではないが（堀として整っていなくとも湿地であるとすれば、防御に

有効であったとも考えられる）、中世後期のそれと比べれば、軍事的側面が相対的に弱かっ

たことは指摘できよう。高田大屋敷遺跡にみられる形態上の特徴は、地頭の居館でないこ

との根拠ではなく、逆にこの居館の年代を考える上の資料として、また居館の機能、地頭

の役割などを明らかにする上できわめて重要である。

2　内田氏の居館としての高田大屋敷遺跡

高田大屋敷遺跡は菊川町下内田に所在する。

内田の地名はこれまでも中世の内田圧に関わるものとして考えられてきた（5）。掛川市上内

田字王子には内田三郎家書のものと伝承される墓が存在する（6）。その墓の近くにある王子社

に保管されていた大般若経の奥書に（現在は龍登院に保管されている）、「内田庄上郷若一

王子大般若（経）也、応永十六己丑年十日目」とあり、「内田庄上郷」の存在が知られると

同時に、「下郷」の存在を暗示させていたが、「内田家文書」の中に「遠江国内田御庄下郷

地頭職罪名田島」とあり、内田圧は少なくとも「上郷」「下郷」によって構成されていたこ

とが判明している。

内田圧は建暦3（1213）年、慈鎮所領譲状案に初見する。青蓮院門跡（天台宗三門跡の

ひとつ）相伝の所領で、門跡の管理下にあった常寿院領荘園である。正和3（1314）年の

文書には、園城寺領とみえ、雑掌との相論の結果、和与申分となったことが記録されてい

る。

「内田家文書」は『永田秘録』（7）巻六十四「工藤号内田後称益田」と題する一冊のなかに
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収められている。90点あり、写しの程度は比較的良好とされる（同系統の写本に『益田邦

衛系譜』がある）。

また、『永田秘録』巻六十三には「工藤系或内田伊豆国」が収められており、9点のうち

4点の文書は前者に見えない。都合94点の文書を固守進氏が「石見内田家文書」として紹

介したが、その後、日本大学総合図書館が所蔵する「俣賀文書」（以下「俣賀家文書」とい

う）の紹介にあたって、「内田家文書」はその参考資料として掲載された（8）。前記論考以後

引き続き固守進氏は「内田家文書」の研究を進め、2点の新資料を追加し、鈴木園弘氏は

その新しい成果に立って新たな番号を付している（9）。これまでの高田大屋敷遺跡をめぐる議

論の中で、「内田家文書」と「俣賀家文書」とが混同されて理解されてきた向きもあるが、

「内田家文書」は内田氏の嫡流家に伝えられた文書群であり、一方の「俣賀家文書」は俣

貫の地を相伝する庶子「円戒」系＝俣賀氏に伝えられた文書群である（10）。「内田家文書」は

言うまでもなく内田氏の研究に重要な位置を占めるものである。所在は不明であるが、原

文書の存在も確実視されている。

内田氏の出自は両家藤原氏の工藤祐経に始まり、城飼郡内田圧を領したことから「内田」

を称するに至ったとされる。ただし、内田宗茂を祐経の孫とする点は、「工藤二階堂系図」

にはみえず、疑問視されている。

森

第6図　高田大屋敷遺跡と内田庄
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源平盛衰記 『源平盛衰記』に内田三郎家吉の名がみえ、巴御前と戦って討たれている（1184年）。ま

た、承久3（1221）年には、北条時房が橋本駅に到着した時、内田四郎に敵の動向を尋問

している。

内田宗茂　　内田宗茂は、貞応元（1222）年、承久の乱における功績により、石見国長野庄内豊田郷、

周布郷内貞松の地頭職を宛てがわれた。一方、嘉禎2（1236）年の譲状で、宗茂は嫡子致

員に遠江国内田庄下郷の地頭職を譲っている。この文書から宗茂がすでに内田庄下郷の地

承久の乱　頭職を有していたことは明らかである。承久の乱が内田氏西遷の契機となったが、南北朝

期前半までは遠江国での軍事的活動が記録されており、後半期に至って西運が完了すると

考えられる。内田氏の遠江国での活動時期は平安時代末から南北朝期前半、実年代で言え

ば12世紀後半から14世紀前半と言える（11）。

南北朝期

戦　国　期

中内田政所

複　数　の

大　屋　敷

内田氏は、南北朝期においては、まず石見守護上野頼兼のもとで行動し、貞和5（1349）

年、足利直冬が長門探題となるとそのもとで軍事行動をとるようになる（12）。

室町・戦国期については文書が少なく不明な点が多いが、益田祥兼から長門国阿武郡小

河郷内の3名を与えられ、益田氏の被官化の事実を窺うことができる。

また、戦国期に入ると、内田氏は益田氏との婚姻関係を深め、関ヶ原以降は益田元禅が

須佐に移るのに随って陪臣としての地位を占めるに至るという（13）。

居館の形態上の特徴から地頭クラスの武士の居館跡と考えられることは前述したが、内

田庄下郷にあってその居館の主として最も可能性が高いのはこの内田氏をおいては他にな

い。内田家文書96点の存在は中世前期の居館の形態をとどめている高田大屋敷遺跡の価値

を否応なく高めている。

3　ふたつの大屋敷

中内田政所には、嘉吉年間草創と伝えられる井指家が存在し、大屋敷の名を伝えている
（14）。また、付近の沖積地には元屋敷の地名も存在しており、政所の地名とともに高田大屋

敷遺跡を地頭の居館跡とする見解を否定する材料として受けとられているようである。

複数の大屋敷という地名が存在している事実は、下内田高田の大屋敷と呼ばれる中世の

地頭御家人クラスの居館跡が遺存している事実とともに、決して無視されてはならない。

両者をいかに整合的に理解するかの問題である。政所は政務をとる場所の意味であり、領

家方、地頭方いずれにも用いられるから、その名称自体によっては、居館の性格を決定で

応声教院　きない。中内田の地は天台宗の名利応声教院が存在するなど天台宗寺院である園城寺の寺

領荘園であった内田圧の中心域と考えられる。多面的な調査によって明らかにしなければ

ならないが、園城寺稚掌との相論の存在（前述）から雑掌の現地での活動の場を求めなけ

ればならない。中内田の地こそ内田庄全体の経営の地にふさわしく、領主側の館がそこに

あったと考えられる。

上内田の内田三郎家吉の伝承も内田氏の一族が上内田にも居住していたことを語ってい

ると考えるべきであろう（15）。なお、菊川を渡った対岸である小笠町上平川にも大屋敷の地

名とともに高田大屋敷遺跡と同様の遺構・遺跡がかつて存在していたといわれる。西郷藤

西郷藤八　八氏（小笠出身の神官であり、地域史研究の勃興期にあって大きな役割を果たした人物で

ある）が生前小笠郡の郡家として注目していたようである（16）。付近に政所の地名も残って

おり、中世にさかのぼるものであったのであろう。菊川・上小笠川流域あるいは塩の道周

辺に散在するこれらの居館の存在は注目される（17）。

内田氏とともに有力な御家人として史料にみえる横地氏は（内田家吉が敗れた巴御前を
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討ち取ったのは横地氏である）、横地城を築いて内乱に対処した。横地城は室町時代の城郭　横　地　城

として県指定となっている。それに対し、中世前期の居館跡としてこれほどまでに保存状

況の良い遺跡は他にない。地元に内田氏に関する伝承が存在しないとする否定的見解は内

田氏が西遷した事実とも関わっているかもしれない。

高田大屋敷遺跡は菊川町のみならず、静岡県の歴史の叙述に大きな位置を占めることに

なろう。荘園の発達一守護・地頭の設置一鎌倉幕府の成立一承久の乱一鎌倉御家人の西遷

という古代末から中世前期の政治史（経済史）の流れを、具体的な材料を使って語ること

ができるのである。それはひとり城郭史研究のみの素材ではない。

註

（1）第Ⅳ章第1節でふれるように、方形の土塁部分と古川神社との間に存在する堀は、南

側と北側に関し、なお、明確になっていない。菊川町教育委員会の塚本和弘氏は、上小

笠川を湖上する舟は南側から西側の堀へ入り込んだものと推定している。

（2）近世における水利関係や農業経営の実態を知ることは、高田大屋敷遺跡を理解する上

にも大切なことである。しかしながら、近世の文献資料の探索は著しく遅れているのが

実情である。その中にあって宝永7年の文書は貴重な資料のひとつである。それは、下

内田村（高田組・平尾組・稲荷辺組の三組からなる）のうち、とくに高田組の困窮を述

べたものである。菊川町加茂の山本進家所蔵の文書のひとつであり、下内田村庄屋の彦

左衛門らから加茂村山本平八（近在吉田領の大庄屋）にあてたもので、3通の文書が「宝

永七歳寅ノ十一月吉田御訴訟段々之覚」という表紙でタテ帳に仕立てられている。「古来

伝不承処堤数ヶ所押切候」と1698年の大洪水による被害にふれている部分がある。また、

下内田村は早損水損場であること、家数が170軒、馬草は佐東山（大東町）に求めていた

ことなどがわかる（『内田のさと』によれば、明治17年の段階では戸数199である）。近代

における水害については『内田のさと』がふれている（明治25年、30年、31年、43年、

大正3年）。近代の状況をそのまま近世にさらには中世へとさかのぼらせることはいろい

ろな方法上の問題をもっている。近世史料の探索の重要性を重ねて強調しておきたい。

決壊箇所を特定することは現段階では無理であるが、高田のうち下高田は水害の常襲

地帯であるのに対し、遺跡周辺は下高田の地と比較すると相対的に条件の良い土地であっ

たことも言えそうである。

「水落」の地名を破堤箇所と関連するかにとらえる見方もなお慎重であるべきであろ

う。「奥繰」の「繰（グリ）」の地名については柳田国男の地名考証を堀川録朗氏が紹介

している。一般に湿地帯を示すと考えられているが（クリ［浬］が「水の底によどむ黒

い土」を意味するとの理解にたつものであろう）、柳田はグリの本義を「水中陸上の岩石」

とし、「海中の暗礁」はその派生した語義とする（「地名の研究」『定本柳田国男集』第二

十巻　新装版　昭和45年。堀川氏はそれを受けて、「繰」の地名を自然堤防と解している

（郷土地名考「ぐり」広報菊川　昭和59年5月上旬号）。

（3）近世の秋葉街道は現在の高田橋よりやや下流の渡舟場から舟で菊川を上平川へ渡った。

（『静岡県歴史の道調査報告書一秋葉道－』1983）。中世の道については他の集落、城郭

などとの関係を詳細に調査することが必要である。

（4）井原今朝男「中世城館と民衆生活」月刊文化財301昭和63．10

最近の歴史叙述書のひとつから関連する部分を紹介すると、「屋敷の立地についても防

御を第一義にする観点は少なかった。交通の利便の方がはるかに重んじられたのである。
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街道近くの地頭屋敷の方が百姓らの家々よりも低い土地にあって、見下ろされる感じの

ばあいがけっこうあったようだ。」入間田宣夫『日本の歴史』7　武者の世に集英社1991

こうした叙述は、「堀ノ内体制」論への批判的検討の成果を汲みとったものであろう。

橋口定志氏の考古学の立場からの一連の論考を参照のこと。

（5）池上二郎「遠江国」『講座日本荘園史』5　吉川弘文館1990．5

（6）「墓石の刻字磨滅して詳かならざれども郷人博へて内田家吉の墓なりといふ」『静岡県

小笠郡誌』大正4年、『静岡県史跡名勝誌』（大正11年発行　平成4年復刻）はこの『郡

誌』の記述にもとづいたものと考えられる。

（7）「萩藩閥閲録の編者永田瀬兵衛正純が写した、全百六十二巻に及ぶ記録で、右田毛利

家文書（山口県文書館蔵）に入っている」（固守進「石見内田家文書について」山口県文

書館研究紀要1号　昭和47．3　以下多くを固守氏の論説に負う。

（8）鈴木園弘編『日本大学総合図書館所蔵俣賀文書』昭和61．4

（9）益田市須佐町伊藤清久氏所蔵の「内田家文書」（写本）は92点あり、固守氏は「永田秘

録」の定校前に、永田瀬兵衛が調査した依頼本の一つと推定している。（註8「解説」）

同書に参考資料Ⅱとして収められた「内田家文書」のうち48・49の2点が新資料である。

（拍　大山喬平氏は、「内田家文書」の最古のものが承久恩賞の際のもので、それ以前の文書

を所持していないことから、上郷の地頭が嫡流で（吾妻鏡、源平盛衰記、承久記に「遠

江国御家人内田氏」とみえるもの）、下郷の地頭はその庶流であった可能性が高いと指摘

している（平成5年2月24日付静岡新聞夕刊）。

（11）内田氏西運の時期については、固守進氏は内田庄下郷地頭職が、正平14（1359）年、

直冬が安堵を約したのを最後に見えなくなること、同じ頃、致行が本領豊田郷にちなん

で豊田氏と改称することから、その時期に内田氏が完全な石見国御家人化をとげるとす

る。原秀三郎氏は暦応4（1341）年頃から石見国での活躍が目立つのでその頃から本拠

を石見国に移したとみている（「高田大屋敷遺跡はなぜ保存すべきか」平成3年7月20日

講演）。大山喬平氏は、建武3（1336）年に、横地城に籠城し、建武5（1338）年には、

二俣城での合戦の軍功を上申しているのに対し、康永元（1342）年以降は、軍忠状から

内田氏石見国の守護の下にあったことがわかるとする。また、正平14（1359）年の足利

直冬による安堵状は、実行性に乏しかったものとする。

（12）註8に同じ

（13）註7に同じ

（14）『内田のさと』1975

個　註10に同じ

（凋　堀川録朗「郡家はいずこに」広報菊川　昭和63年6月号

（17）小笠町志茂組字下西側には、旗本本多日向守の代官職を勤めた黒田家の屋敷跡が存在

する（『静岡県の中世城館跡』静岡県教育委員会1981）。掘、土塁がいつの時期までさ

かのぼるか不明であるが、高田大屋敷遺跡をはじめとする中世の居館の系譜上に位置づ

けて理解する必要があろう。近世における居館のあり方を考える上で好個の材料を提供

するものである。

補註　内田氏については第Ⅵ章に専論がある。本章では宗茂の表記を用いたが、大山氏は

致茂が正式な名であることを指摘している。調査委員会の設置がいかに画期的なこと

であったかを忠実に示すためにも、本章には大きな修正を加えていない。
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第Ⅳ章　これまでの考古学調査の概要

第1節　これまでの調査

高田大屋敷遺跡については、これまで昭和63年から7次に渡る発掘調査が実施されてい

る。発掘調査は菊川町教育委員会が主体者となって行われ、第6次調査を除き遺跡の範囲・

年代等を把握するための確認調査であった。調査の結果は現在町教育委員会で報告書を作

成中であるため、正式な報告はこれを待つこととし、ここでは町教育委員会より提出され

ている概要報告等を基に、調査の経緯やこれまでの調査で判明した内容等を簡潔にまとめ

ておく。

1　第1次調査

昭和63年8月1日から9月16日（9月7日～は第2次調査と並行）にかけて実施された。

調査は遺跡現地の測量と土塁内部の畑部分に6ヶ所のグリッドを設定し、土塁内部の土層　現況測量

状況や遺構の残存状況を探った。土地利用等の状況からグリッドはやや北に寄って設定さ

れた。

土層はⅠⅠ層の黄茶褐色粘質土が遺物包含層として確認されている。確認された遺構は2グ

リッドの北東側で落込みが検出され、3～5グリッドの南側で遺跡中央部を東西に延びる

溝が検出され、6グリッドでは南北に延びる溝とこれに直交する溝が検出されている。遺

物は中世の物が中心で青磁・山碗・土師器・鉄棒が出土し、この内鉄棒については現在分　中世の遺物

析（委託）中で近く結果が報告される予定となっている。

2　第2次調査

昭和63年9月7日から平成元年1月23日にかけて実施された。土塁内部については第1次

調査のグリッドが畑部を中心に設定されていたため、水田部分を中心にトレンチを設定す

るとともに、土塁の構造を調査するため北側と西側で土塁を断ち割った。トレンチはA～

Gトレンチの7本を設定した。

第3表　これまでの発掘調査一覧

調査　日　時 �+(ﾛ瑛ｩ���調査区の名称 �+(ﾛ�,ﾈ��mｨ��4�9��

調査の成果 

第1次調査 傴ｩ��c9D繹ﾈ��?ｨ��佇��i?｢�9nf ����h4�8ｨ6(6��地形測量・土塁内部の状況 

土塁内の基本土層の把握・溝遺構の確認 

第2次調査 傴ｩ��c9D纔ﾈ繦?ｨ���ﾈ�#9?｢�280nf ����x6x8ﾈ986��土塁内部の状況・土塁の構築状況（北・西側） 

古墳～奈良時代の遺物確認・土塁の構築状況及び年代の把握・北側範囲の確認 

第3次調査 兌ﾙ�ﾃ)D緝ﾈ紵?ｨ��xﾈ�#�?｢�280nf ��c��S(6x8ﾈ986��西側の水田部（堀）と土塁（東・西側）の状況 

東側土塁の状況確認・西側堀の確認 

第4次調査 兌ﾙ�ﾃ)D���ﾈ�#�?ｨ��3�?｢�113nf ����uH6x8ﾈ986��東側遺跡範囲 

東側（北半）遺跡範囲の確認 

第5次調査 兌ﾙ�ﾃ)D���ﾈ�#y?｢�60nj 蛤���6x8ﾈ986��東側遺跡範囲 

東側（南半）遺跡範囲の確認 

第6次調査 兌ﾙ�ﾃ)D��(ﾈ��Y?ｨ���ﾈ�#�?｢�400n了 冉ｹ&霎h�Y8ﾉ&霎b�排水路郡の本調査 

（北）北西土塁の状況確認・（東）土塁外の遺構検出・古墳時代土器溜めの検出 

第7次調査 兌ﾙ�ﾃ9D繹ﾈ��i?ｨ��佇�#�?｢�252nj ��c�����6x8ﾈ986��西側堀の範囲・状況 

西側堀の状況・西側遺跡範囲の確認 
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複合遺跡

西側の土塁

北側の土塁

土　塁　の

築造年代

加藤芳朗

第　　　2

ト　レ　ンチ

I表土

2耕作土

3茶褐色土

4黄茶褐色土

5明灰青色土

6時茶褐色土

7明灰青色土

8時責茶褐色土

9明灰青色土

10茶褐色土

トレンチ調査では1次調査時と同様に満が確認された。また、古墳時代から奈良時代に

かけての遺物（須恵器、土師器）がかなり検出され、これまでの中世遺跡だけでなく古墳

時代からの複合遺跡との確認がなされた。

西側の土塁を断ち割ったAトレンチの状況では土塁は西側（外側）部分で削平を受けて

いるが比較的保存は良く、また、土塁の外側7．5m付近で落ち込みの東端が確認され、こ

の落ち込みは自然流路でなく人工の堀との可能性が窺われた。本来の土塁部分の断面観察

では、特に内側部分でかなり念入りな築造状況が窺える。北側の土塁を断ち割ったFトレ

ンチの状況では土塁は外側に幅4m程の満を有し、さらにその外側に旧河道が土塁に平行

して確認された。土塁の構築方法は西側の土塁とは異なるがやはりかなり念入りな築造状

況を示す。土塁の築造年代については、西・北側のどちらも土塁の基盤面から古墳時代の

遺物（土師器）が出土して年代の上限を示し、また本来の覆土中からの遺物の年代的下限

が平安～鎌倉時代であることから、築造もこの時期（平安～鎌倉時代）と判断される。

3　第3次調査

平成2年6月4日～7月20日にかけて実施された。第1次・2次調査で遺跡の年代等がか

なり明らかになったが、遺跡の範囲、特に第2次調査で西側水田の部分に堀の可能性が認

められたためこの部分の状況把握に重きが置かれた。また、土層観察については加藤芳朗

氏（静岡大学名誉教授　土壌学）に所見を戴いた。

調査は東西方向に2本のトレンチ（第1・2トレンチ）を設定して行われた。土塁内の

状況は新たな所見を付け加える事はなかったが、第1トレンチ東側土塁からは陶器（平安～

鎌倉時代）等の遺物がかなり多く出土した。土層の観察については第1トレンチでは土が

崩れやすかったため、土層の観察は第2トレンチを中心に行われた。西側水田部分の土層

は植物層が厚く堆積してかなり安定した堆積状況を示し、また土師器片を交える砂利層を

削っていた。この土層を観察した加藤教授の所見（調査概要による、最終所見は現在作成

中の報告書に記載される予定）では、

①大屋敷遺跡や古川神社の所在する自然堤防は古菊川により形成されたと推定され、か

っては一続きの可能性がある。また、堀（西側水田部分）が古上小笠川の流路跡との可能

性は否定される。

②堀（西側水田部分）の覆土の粘土層の堆積状況からは静かな水溜まりの底での堆積で、

河川等の流れによるものではない。このことからこの堀（西側水田部分）は形ができてか

ら直ぐに水溜まり状態となっていた。
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第7図　第2トレンチ土層図
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③この堀（西側水田部分）が人工的に掘削されたものでないならば、上記の2点から、

古菊川の流路跡で流れが変わった直後から水溜まりとなったとの可能性が残る。この様な

状態は河川改修等の人工的な事態が発生した時に考えられる。

結論として慎重な言い回しながら堀（西側水田部分）は、堆積状況からは全てが自然の

川の作用によるとは考えにくく、人工作用の介入の可能性を指摘している。

この様な所見を元にすると、この西側水田部分は人工的な掘削あるいは改造をうけたも

ので、機能としては堀と考えられる。またその年代については、遺物からは覆土中の出土

遺物がないため弥生時代（砂利層の土師器の年代）以降としか確定できないが、土層堆積

状況から土塁の構築時期以降とは考えにくい。

4　第4次調査

平成2年10月29・30日に実施された。東側の遺跡範囲を確認するためA～Ⅰの9ヶ所の

トレンチを設定した。（主として北寄り部分、南は続く第5次調査で設定）各トレンチの土

層状況から、蛇行する旧河川は現代（圃場整備前）の流路よりやや西側を南下する状況が

確認され、遺跡の乗る微高地の範囲の東端をこの線と確認した。また微高地上に設定した

トレンチでは柱穴・溝等の遺構が耕作土下の明黄茶褐色粘質土面で確認され、特にAトレ

ンチの柱穴群は掘立柱建物跡の可能性がある。遺構の年代は確認調査では完掘していない

ため今後の検討が必要だが、覆土よりの遺物では弥生時代の可能性が高い。

5　第5次調査

平成2年11月27日に実施された。第4次調査に続き東側の遺跡範囲の確認のため、遺跡

東側の南寄り部分にK～0の5ヶ所にトレンチを設定した。第4次調査の結果と同様に微

高地の端部が確認され、遺物包含層の端部であることも確認された。

6　第6次調査

平成2年12月15日～平成3年1月21日にかけて実施された。この調査はこれ以外の6回

の調査が確認調査であるのに対し、これまでの確認調査で判明した遺跡範囲の内、排水路

計画の部分の本調査であった。調査区は遺跡北側の北地区（4×40m　方形に囲む土塁から

北西に延びる土塁を含む）と遺跡東側の東地区（微高地の突出部）の2ヶ所に設定された。

北地区の調査では西から溝（SD－02）・水田跡・土塁の遺構が検出された。溝は幅3mで

南北に延びるもので、覆土下層より平安時代末の遺物が出土した。水田跡については調査

区の中央から土塁下まで一部延びており、下層より中世の山茶碗が出土している。土塁は

水田跡とした土層に一部乗る形で構築されている。土層の状況では構築時の土塁とそれを

後世に盛り直した状況（構築時と修復時の土塁の規模に差があるかは不明）が確認された。

構築時の土層からは古墳時代の遺物が多く出土しているが、上層（修復時の土層）で多く

出土している近世から現代にかけての遺物は検出されていない。土塁の構築時期について

は判断の資料は少ないが、土塁の乗る水田跡が中世以後と見られることと構築時の覆土か

らは近世以後の遺物が認められないことを併せて考えると土塁の構築時期は中世に求めら

れよう。また、調査の中では方形に囲む土塁との関係は判然とはしない。

東地区の調査では土壌1基、溝3本、柱穴6基、土器溜め1ヶ所が検出された。時期が

判明している遺構は少ないが、溝のうち1本は覆土より中世の遺物が出土しており、平坦

面の縁辺部から斜面にかけて検出された土器溜めでは古墳時代（6世紀）の土師器・須恵

器がかなり多量に出土し、管玉も1点出土しており、この遺構については古墳時代の祭祀

に関連する可能性もある。
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第8図　第1次～第3次調査調査区設定図
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第9図　第4次～第7次調査調査区設定図
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西側の堀の

状　　　況

7　第7次調査

平成3年8月16日から9月21日にか

けて実施された。この調査は第3次調

査で確認された西側の堀部分の状況把

握を中心に、遺跡の西側の範囲を確認

するために第1～10（図では①～⑲）

の10ヶ所にトレンチを設定した。この

内北から9・1・4・3・6の各トレ

ンチで堀と見られる落ち込みが確認さ

れたが、第3トレンチでは東南に緩や

かにカーブしている様子が確認され、

この南の第5トレンチでは落ち込みが

見られないことから堀はこの部分から

恐らく東南に方向を転じているとみら

れる。また、第6トレンチでは、堀の

落ち込みより西でより新しい落ち込み

（西側落ち込み）が確認された。この

落ち込みには年代的に近世を下限とす

る遺物が含まれ、時期は近世と見られ

るが、堀の土層と対称的に複雑な堆積

状況が認められ短期間の堆積を示す。

また、北側部分に設定した第10トレン

チでは中央部で溝が検出され、恐らく

第6次調査で検出されたSD－02に続くも

のと考えられるが、、堀の落ち込みは確

認されなかった。また堀の西端は第9ト

レンチで確認されている。これらのト

レンチでは、堀の東は現在の畑と水田

の境界付近、西は茶畑と水田の境界の

やや西と確認されたが、南側・北側の

端部については明確になっていない。

調査結果のまとめ

遺跡の年代　　①遺跡の年代　大屋敷遺跡は弥生時

代・古墳～奈良時代・中世の複合遺跡

である。弥生・古墳～奈良時代につい

ては遺物及び遺構が認められるがその

詳細は判然としない。中世の遺跡につ

いては土塁に囲まれた方形の区画が明

瞭に残され、土塁の構築時期は確認調

査（第2・3次調査）の結果、平安時

代末～鎌倉時代と考えられる。

‥、
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第10図　出土遺物実測図
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②遺跡の範囲　主に中世の遺跡については、東は土塁の外側で旧河道が蛇行して南下す　遺跡の範囲

る微高地の東端（第4・5次調査）、西は土塁外の堀（第3次調査、範囲は第7次調査）の

西側、北は土塁外の旧河道（第2次調査）と判断される。

遺跡の性格については、これまでの調査結果報告では触れられていないが、平安時代末　遺跡の性格

期～鎌倉時代の時期については、西側に堀、北・東側に河川を配した中に土塁で囲まれた

方形の区画を持つといった防御上の配慮を持つ、当時の武士居館と考えるのが適当と思わ

れる。

また、土塁内からの建物跡等の遺構が見られないとの意見もあるが、土塁内で覆土に土

塁構築時の遺物が含まれる溝が確認されており、調査の所見を見ると方向的に土塁と平行

あるいは直交と両者の関連が考えられる状況が窺われる。また、これまでの調査は土塁内

の面積およそ5，500～6，000nfの内の調査面積は1割程度で、また遺跡の時代・範囲の確認

に主眼が置かれていた上、複雑な土地利用にあわせたトレンチ調査といった制約もあり遺

構の検出には適した調査だったとは言えなかったことも考慮するべきであろう。このよう

に考古学的な面で確認調査の結果は目的とした年代・範囲の把握についてはかなりの成果

を挙げたといえるが、その結果の公表は十分とは言えず特に出土した遺物についての資料

は検討・公開されているものは少なく報告書の刊行が急がれる。また、残された確認調査

の課題としては、遺跡の南側範囲、特に西側堀の南端の状況の把握と北西に延びる土塁と　今後の課題

方形の土塁及び西側堀との関係等が挙げられる。

第2節　圃場整備事業に伴う調査

昭和63年度から平成2年度にかけ、第3工区内において北から御門前遺跡、東ノ坪遺跡

（以上中内田）、古川遺跡（下内田）の三遺跡が調査されている。以下はその概要である。

1　御門前遺跡

遺構は弥生時代から平安時代までの時代幅をもっている。それは、後述する東ノ坪遺跡

とほぼ同様の年代幅である（そもそも両者を区分する理由は乏しく、後述するように弥生

時代の環壕集落として統一的に把握するのがよいと思う。なお、御門前遺跡には東ノ坪遺

跡ではみられない古墳時代後期の遺物を含んでいる）。

A地区及びF地区に弥生時代の竪穴住居跡群が検出されている。弥生時代後期を中心と

するものであるが、出土遺物は中期にさかのぼり、古墳時代の初頭までの幅でとらえられ

る（D・E地区ではこの時期の遺構面が存在しない）。

第4表　圃場整備事業に伴う発掘調査一覧

A・F地区

遺　跡　名 �+(ﾛ吋�7��調査面積 倬��������2�遺　　　構 �(������Z��

御門前遺跡 兌ﾙ�ﾈﾋ8�S"�5，200nf 冢ﾙ�b�ﾌ9Zﾘ�Y=驂x�Y[ﾘ���竪穴住居・土壌・溝・柱穴 冢ﾙ�i7舒ﾘ�Y�隶ﾒ�竪穴状遺構・土壌・溝・掘立 ��ｸﾆ(ｮﾘ�Y7倡Hｮﾘ�X､Itﾙ:舒ﾘ�Xｪ(�Y7Y���R�
柱建物・柱穴 冦��ｹV��

東ノ坪遺跡 傴ｩ��c8�R�[ﾙ�ﾈﾋ2�5，500nf 冢ﾙ�h��ﾌ9Zﾒ�[ﾘ����ｩ����(i�(��ｽ��"�環濠・溝・竪穴住居・周溝墓 土壌・柱穴 溝・土壌 古道 冢ﾙ�i7舒ﾘ�Y7倡Hｮﾘ�Y�ｸﾆ(ｮﾒ�､III:舒ﾘ�X�)(9��X抦萪��(鷙�YI(鷙�Y59�ｹV��

古川遺跡 兌ﾙ�ﾈﾋ8�S"�2，500nj 冢ﾙ�b�土壌・溝 冢ﾙ�i7舒ﾘ�Y�隶ﾒ�古墳 俟��Xﾄ�zy(ﾈﾉｩZ��Y(ﾈﾈ｢�須恵器・土師器・木製品 
平安 俟��Y7��ｸ�X皐ﾌｲ�山茶椀・小皿 
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第11図　圃場整備事業に伴う発掘調査地点
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第12図　御門前遺跡遺構配置図
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第13図　案ノ坪遺跡遺構配置図
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D・E地区

掘立柱建物

環　　　壕

方形周溝墓

F地区には奈良時代の遺物が多く、D・E地区の北側でも同様である。平安時代の遺構

として注目されるものに、D・E地区で検出された掘立柱建物二棟がある。うち北側の一

棟は庇をもつ建物で、北側に井戸がある。屋敷地を区画する溝は北西部分で切れるが、道

としての利用が考えられる。同様に南側にも両側を溝とする道の存在が想定可能である。

東側現県道は後背低地となり、湿地をなしている。

調査区南端から南方向に水田が広がるようである。先述の屋敷とこの水田域との間にも

多くの柱穴が検出され、建物として認定できるものは少ないようであるが、一定の方向性

が認められる。時代の認定を厳密におこなう必要があるが、階層のちがう屋敷、屋敷地を

とらえている可能性が大きい。

A地区は中央よりやや東寄りの位置に南北方向の溝が走る。東側に平安時代の遺構が存

在し、溝の覆土から布目瓦が出土している。

2　東ノ坪遺跡

遺跡（遺構）の存続期間は御門前遺跡とほぼ同様である。東ノ坪の地名は条里にかかわ

るものと考えられるが、それを裏付ける遺構は確認されていないようである。

弥生時代の環壕（幅2～3m）が検出され、居住域と墓域の区別が明確に把握されてい

る。方形周溝墓は一辺が約10mで、四隅が切れるタイプと一ないし二箇所が切れるタイプ

がある。他に長軸3．3m、短軸1．2mくらいの長方形を呈する土墳墓が存在している。

居住域と墓域とを区別しつつ、両者が不可分の全体をなす集落のありかたはおそらく御

門前遺跡まで連続すると考えても差支えなかろう。両者が上小笠川流域の中心集落である

ことは疑いない。

平安時代から鎌倉時代に属する溝（堀）が存在するが（深さ1．5～2．5mをはかる）、集落

区　画　溝　（屋敷）を区画する溝であると考えられる。溝の覆土には鎌倉時代（14世紀代）の遺物が

混入している。昭和期まで継続的に利用されてきた塩の道とその溝（掘）が交わる場所が

塩　の　道　一箇所存在している。その箇所の所見から、塩の道は今回の調査の範囲内では14世紀をさ

かのぼらないという結果が得られたといえる。それまで集落域として存在していた遺跡周

辺が塩の道の造成に伴ってどのように変化していったのかなお不明な点が少なくない。

水田として利用されるのがいつまでさかのぼるのかが問題となろう。それはまた条里の問

題とも関係している。

3　古川遺跡

大屋敷遺跡の西側に位置している。昭和61年度に実施された遺跡分布調査で新たに確認

された遺跡である（『古川遺跡』菊川町教育委員会1987．3）。弥生時代から中世前期まで

存続する遺跡であるが、遺構として明確なものは少なく、弥生時代の遺物を除けば遺物も

圧倒的に少ない。平安時代に属する直線的な溝（幅1．2m、深さ0．3m）が1本検出されて

いる。道路遺構に付属すろ溝である可能性を含め、検討の必要があると思う。上記報告書

によれば、弥生～古墳・平安時代の遺物・遺構は調査地点北に位置する宅地のさらに北方

600m付近にまで続いている。
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第Ⅴ章　第8次調査の成果

第1節　調査委員会

1　第1回調査委員会

平成4年3月8日　役場庁議室

高田大屋敷遺跡の第8次調査にあたり、「高田大屋敷の文化財としての価値を正しく理解

するため、調査方法、調査内容等に関して菊川町教育委員会が諮問する機関として」委員

会を設置する旨の説明がなされ、委員長に大山喬平教授、副委員長に田辺昭三教授，横山

武夫教育長が選出された。

県文化課からはこの遺跡をめぐる現在までの経過と遺跡の歴史的背景についての説明が

あった。町文化財担当からは、地元では今もって「輪中」であるとの意見もあるが、確認

調査の結果、中世にさかのぼる遺跡であることがわかっているなどの報告がなされた。

大山委員長は方形館の成立が中世前期にさかのぼらないとする見解があるだけに、この

遺跡の存在が注目されること、これを豪族居館の系譜で考えるか、戦国時代の城に結びつ

けるか、両面からのアプローチが必要であることなどを、内田家文書の価値とともに指摘

された。

調査について討議され、発掘調査については土塁の構築状態や構築された時代を把握す

るため土層を一枚一枚はいでいくよう指示があった。また、現地調査と平行して地名や街

道（塩の道）、水利などの調査を実施することについても提案された。これらについてもで

きるかぎり可能な範囲で調査していくことが協議された。

町の教育委員会から、今回の調査は4月30日までを現地調査の期間とし、地権者に5月

10日には返す計画であることが説明された。委員からは、重要な遺跡であり、慎重に進め

る必要がある。調査の結果をみて最終的に判断することにしたいとの意見が出された。

2　第2回調査員会

平成4年3月26日　内田地区センター

現地での進捗状況の説明の後、委員会を開催。

調査員から発掘調査の状況、特に土塁のトレンチの土層についての説明がなされた。小

笠原委員から、土塁の表土を除く部分には旧地表を示す黒バンドが存在せず、一時期に築

かれたものと考えたほうがよいこと、また上部にみられる黒灰色土はかつて全体を覆って

いた可能性があることなどが指摘された。小林委員は土塁下部の版築状の丁寧な積み方に

対し、小笠川の氾濫に備えてより強固にしたものであろうとの意見を述べられた。大山委

員長は決壊している可能性はないかと質問され、この北西にのびる土塁が屋敷の土塁と接

続していることは防御という点からすれば余分なものと判断されるが、一体のものである

とすれば、自然への備えとして構築し、中世の住民の生活を防御したものと考えることが

できるだろうと述べ、土塁の性格をめぐって議論が交わされた。

今後の調査の方法としては、トレンチをさらに深く掘り、下層の状況を調べる必要があ

ること、また土塁は数メートルずつ土層の区切り目ごとに階段状に発掘する方法が最適で

あろうとの指導があった。

前回の調査委員会で指導のあった総合調査の計画案が再度提案され、体制について検討

するよう指導があった。
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各委員より記者発表と現地説明の開催をすべきとの意見が出、前者を4月7日、後者を4

月11日に設定することになった。

3　第3回調査委員会

平成4年4月7日　内田地区センター

調査員から調査の進捗状況について説明があった。

土塁の断ち割り調査によってこれまで最上部を除いては、新しい遺物（江戸時代など）

が出土しないことから、土塁は鎌倉時代につくられた可能性が高くなっている、との報告

がなされた。土塁の積み方及びそのありようは中世の居館研究に大きく寄与するものであ

るとの意見が出された。

総合調査は進んでいないが、地籍図の整理によると、下内田の東半分は上小笠川の水が

利用されていたようだが、稲ヶ部川の西側は用水経路が異なっていたようだとの報告がな

された。また、総合調査については基本的な範囲・期間・予算について検討することにし

た。報告書については、先生方の分野ごとに執筆をお願いする方向で考えていること、4

月中・下旬に原案を作成することの報告がなされた。県からの指導があったにもかかわら

ず、町教委で調査した1次から7次までの調査報告書が刊行されていないことが問題とされ

た。今年度は町教委も県とデータを統一するなどし、報告書を刊行することが協議された。

4月11日に実施する現地説明会の資料づくりや準備についての協議が行われた。

その後、現地で記者発表をおこなうことが決められた。

4　第4回調査委員会

平成4年4月21日　内田地区センター

現地説明会　　町教育委員会より現地説明会の状況を報告。170名ほどが参加、地元県会議員も駆け付け

てくれたことなどが報告された。

調査員から調査の成果として、土塁構築後、一度切られて再度埋められている箇所があ

ることがわかったこと、南側低地部に本来微高地であった部分と低地の部分が存在するこ

とがわかったことが報告された。

小林・小笠原両委員から土塁の取り扱いについて意見が出された。土塁が当初のもので

あったことがわかった今、本体を残すということになった時、これを壊して本体だけを残

したのでいいのか。本体部分の取り扱いとこの土塁は密接に関わっており、その扱いを決

定できない段階でこの三角部分をつぶすべきでないとの意見が出された。また、重要性や

整備の将来像を示すのが行政の誠実さであること、三角部分を買い上げできないかなどの

意見が出された。

町教委は、水路北側は圃場整備の対象であり、重要なものであって水田にせざるをえな

いとの立場を説明した。

県文化課は、遺跡の価値に関し著しく認識が深まってきていると述べ、町教委は積極的

かつ具体的に動くべきであるとし、町文化財審議会での審議や現地説明会資料の配布、総

合的な調査の実施等をあげた。

各委員からは、本体部分の方向性が決まるまで、現状のまま保存した上で地権者に耕作

してもらう手立てを論じるようとの発言が出された。また、大山委員長による講演会の開

催も提案された。発掘調査報告書の目次案、総合調査の予算案が提案された。

5　第5回調査委員会

平成4年5月18日　内田地区センター
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調査員から前回以降、茶の収穫時期に重なり作業員が集まらないことや、5月に入って

雨の影響もあって調査の進行ははかばかしくないとの報告があった。調査状況としては、

南側低地は立ち上がりの不明瞭なくぼ地を形成していること、後世の水田経営のため、中

世面の確定は困難であるとの説明があった。

土塁の調査は縦断面の土層図の作成は終了し、横断面の図の作成や低地部の土層図の補

測作業が進められていることが説明された。

三角部分の取り扱いについて文化財担当局である町教委が対応を今すぐ判断することは

望ましくないとの意見が各委員より出された。大山委員長より、委員会の報告として、1．

大事な遺跡であること、2．三角部分の取り扱いについては今判断すべきでない、3．シン

ポジューム等を開催してほしいという内容の見解をまとめることにしたいとの提案が出さ

れ、以下の見解が全委員の総意としてまとめられた。

見　　　解

（1）今回の調査対象である高田大屋敷排水路北側部分にある土塁は中世前期（平安～鎌倉

時代）の領主居館の良好な残存例である高田大屋敷の土塁と一体のものとして構築され

ている。これは前例のない所見を学会に与えるものであり、とくに学術的・文化的価値

に優れていることを確認できる。

（2）上のような重要性にかんがみて排水路北側部分土塁の存否に関わる最終判断をくだす

には、現在はなお時期尚早であり、このさい、さらに屋敷部分土塁との関連および同時

期の他の中世居館との比較検討を踏まえて慎重に判断すべきものである。

（3）菊川町、静岡県ならびに文化庁は互いに緊密な連絡をとりながら、今後の高田大屋敷

の保存と活用について、地権者・地域住民ならびに研究者のそれぞれが納得できるよう

な方策をぜひとも模索して欲しい。

（4）どのように立派な遺跡であっても、それが保存され、活用されるについては地域住民

の理解がなによりも大切である。教育委員会は今回の調査の成果と遺跡の価値を広く住

民に知ってもらうため、説明会、シンポジウムなどを計画・実施されるよう要望する。

平成4年5月18日

菊川町高田大屋敷遺跡調査委員会

また、地権者に対する説明会の実施についても協議された。

6　第6回調査委員会

平成5年1月13日　役場201会議室

調査員より調査経過の報告がなされた。トレンチ調査により土塁に先行する流路の存在

が確認され、出土遺物から土塁の構築は13世紀前半ぐらいが考えられること。また、弥生

時代の流路も存在しており、弥生中期及び後期の遺物がかなりの量含まれていることなど

が報告された。調査はトレンチにかかった部分の遺物を採集したのみであり、完了してい

ないことが報告された。

大山委員長より、『源平盛衰記』などを除けば内田氏が遠江に居住していることは承久の

乱の段階でわかるとの発言があった。

12月18・19日に実施した大山委員長の小田原市の調査について報告があった。

また、6月27日におこなわれた段平尾公民館での説明会の概要が報告された。説明会に

は地元の地権者約60名の出席があり、町教委からこれまでの調査についての報告がされ、

県教委からも今回の調査についての報告がされた。大山委員長からは大屋敷遺跡と内田氏
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とのかかわりや、貴重な文化財であることなどが話された。県教委からは平成4年3月20日

付で作成した「大屋敷遺跡について」の文書について説明がなされ、遺跡の価値から保存

をお願いし、史跡指定、公有化、史跡公園としての整備を考えさせてもらいたいとの説明

があった。

続いて、これまでの調査委員会の経過について説明。委員からシンポジュームの計画の

実施の有無が問われたのに対し、町教委は地元を刺激することになり、考えられないとし

た。これに対し、小笠原委員は成果の公表が必要であり、残すかつぶすかは公にして判断

しなければならないと述べ、大山委員長は益田市の三宅御土居でも保存の努力が続いてい

ることから、益田の御土居についても町のしかるべき人がその状況を把握しておく必要が

あると発言された。

発掘調査報告書について提案。名称は、高田大屋敷遺跡第8次（排水路北部）発掘調査

報告書とされた。

島根県益田市の調査について提案。

調査委員会の協議が終了したところで、鈴木教育長から調査委員会の任務は報告書の作

成までであるとの発言があった。今回で委員会は最後としたい、三角部分は調査が終了し

ているので地権者に返したいとの発言があった。以上の事柄は町長とも話し合ったことで

あり、午前中教育委員会を開いて決めたことだとの説明がなされた。

これに対し、各委員からはあまりに唐突であるとの意見が出された。また、大山委員長

は5月18日の見解は横山前教育長も合意のものである。以上、土塁をただちに破壊するの

は時期尚早であり、それぞれが納得するよう行政が努力するよう指摘したものである旨の

発言がなされた。文化課は、町教委は教育委員会としてあらかじめ県に話をする必要があっ

たのではないか。また、調査は完掘状態にはなく、あくまで調査途中である。重要な遺構

であるために協議が継続されているのであることなどを指摘した。

第6回調査委員会終了後、大山委員長は町教育委員会鈴木静夫教育長にあてて緊急に「所

見」をまとめ送付する。

委員長所見

発言の形式

所　　　見

平成5年1月15日

菊川町教育委員会

教育長　鈴木静夫　殿

高田大屋敷遺跡調査委員会

委員長　大山喬平

平成5年1月13日開催の第6回委員会における鈴木教育長の発言につき、当委員会の委員

長としての所見をまとめました。委員各位の了解はまだとっておりませんが、事態は急を

要すると判断し、こういう形でご連絡させていただきます。意のあるとろをおくみとり下

されば幸いです。

（一）教育長発言の形式について

教育長みずからが召集した調査委員会の席上において、あらかじめ具体的な議題として

の提示もなく、また会議の議長をつとめる委員長にたいして事前に一言の相談もなく、会

議の最後におかれた雑件を処理すべき「その他」議題のところで、突如、当調査委員会の
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解散、遺構の最重要部分の存否に直接かかわるがごとき重大な提議が、行政の責任者たる

教育長から行われたことはまことに唐突かつ一方的で、不可解である。

（二）「2．28合意」と「5．18見解」との関係についての当委員会の判断

事態が一つの山場にさしかかっていた平成4年5月18日に、当委員会はいわゆる5者の

合意を念頭において、4項目からなる「菊川町高田大屋敷遺跡調査委員会見解」（以下「5．

18見解」と略称）を発表している。横山武夫前教育長を含む全員一致の了解のもとに作成

されたこの「5．18見解」は見解作成にかかわって表明された各委員の付帯意見とともに、

委員会記録にとどめることが了承されている。「5．18見解」の発表によって、当委員会と

しては、同年5月10日をめざして、改良区への調査地引渡しを合意した同年2月28日の県

文化課・町教育委員会・町土地改良課・県中遠農林事務所・土地改良区5者による排水路

北側三角地の発掘調査についての合意（以下「5者合意」と略称）は当面、凍結されたも

のとみなしている。

（三）教育長発言の内容について

教育長の発言に「5．18見解」、とくにその第（3）（4順にもられた委員会の行政当局との

要望についての言及がまったくなかったのは、昨年来いたずらな混乱をさけて事態を円満

に解決しようとしてきた当委員会の努力を無視したものといわざるをえず、遺憾である。

（四）地権者への責任について

地権者への約束である「5者合意」が凍結状態に入り、そのまま実施されない以上、特

に地権者の理解をうるための特段の誠意ある対応が行われなければならないが、昨年5月

18日以降、今日にいたるまで、そのために何がなされたのか、いっこうに納得のいく説明

がなされないのも、行政の責任部局の長たる教育長のとるべき態度として、また教育委員

会の態度として理解に苦しむところである。

（五）今後についての要望

「高田大屋敷」の存否にかかわってなされる今後の「決定」にあたっては、県ならびに、

とくに当遺跡の価値について全国的な視野にたって判断でき、またその責任がある文化庁

の了解を十分にとって行って欲しい。この点にかんしては昨年来、当大屋敷の調査にかか

わって、何度も現地に足を運んだものとして、とくに要望したいところである。当委員会

としては島根県益田市の「三宅御土居」とあいまって当「高田大屋敷」の学術的・文化的

価値はますます高くなっていくであろうことを確信している。

7　第6回調査委員会以後について

2月5日に文化庁記念物課の服部英雄調査官が来町し、町長、助役、鈴木教育長、栗田

教育委員長、改良区橋爪理事長らと協議。文化庁から全国的にも貴重な遺跡であり、国と

して強い関心を持っていることや国指定すべき遺跡であり、保存できるよう要請があった。

町長からは地元感情として圃場整備に期待が強いなかで苦慮しているとの発言があった。

2月13日から14日にかけて、町教委と町土地改良課により、第8次調査部分の大型重機

による造成が実施された。これにより、排水路北側の土塁は破壊消滅した。

2月17日に土塁の破壊について鈴木教育長から事情聴取が行われ、以下のコメントが県

教委から出された。

高田大屋敷遺跡破壊についての巣教委見解

（平成5年2月17日記者会見）

本日3時から5時まで町教委教育長より報告をいただいた。
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今回破壊された箇所については屋敷の大部分ではないが、調査の結果、今までも本体と

一体として保存することが望ましいとの専門家の意見等もあり県教委としては、これまで

鋭意現状保存されるよう要請してきた。

しかし、町教委としては地権者との間に、調査終了後は整地して返還するというような

約束もあり、その期限（耕作にとりかかる5月末日）が迫っていることや、すでに調査が

完了したとの認識に基づき、教育長の判断で2月13日から14日にかけて土木業者に依頼し

て破壊したものである。

この部分については、町の調査委員会も、また県教委としても調査の中間段階であり完

了したとは考えていない。また2月に入ってからも、県教委・文化庁の調査官など相次い

で菊川町を訪問し、現状保存を要請したにもかかわらず、このような行為に出たことは残

念に思う。

菊川町教委に対する処置については、報告された内容を詳細に検討したうえで対応する

こととしたい。

これを機会に、この遺跡について基本的にどういう方針で保存していくのか、できるだ

け早い時期に明確にするよう、場合によっては、しっかりした計画書を提出してもらうこ

とについても考えたい。
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第2節　調査経過

現地における調査は、1992年3月7日から6月15日まで行なわれた。

期間中は、合計すると半月近くも雨天にみまわれた上に調査区は湧

水も多く、いろいろと悩まされた。調査の経過の概要は以下のとお

りである。

3月7日（土）発掘調査の開始に先だって発掘区の南側にプレハブ2

棟の設営を行なう。

3月8日（日）第1回調査委員会を菊川町役場で開催し、今後の調査

方針を検討する。県と町の当事者のほか、大山先生、小林先生、小

笠原先生の御出席を仰ぐ。

3月9日（月）～11日（水）調査以前の景観を写真撮影した後、発掘に必

要な機材の搬入を行ない調査に入る。1～5トレンチを設定し、そ

れぞれを掘り下げる。湧水が多く、トレンチ壁の崩落が心配された。

3月12日（木）～13日（金）重機を用い表土を除去する。並行して、人

力による土塁の表土剥ぎを開始する。また、ベルト・コンベアーを

配置して作業の効率化をはかる。

3月16日（月）～25日（水）主に低地部分の掘り下げを行なう。また、

各トレンチの土層堆積状況の記録をとる。

3月26日（木）第2回調査委員会を菊川町役場で開催する。調査員か

らこれまでの調査経過と所見の発表が行なわれた。また、大山、小

林、小笠原の各先生方の意見を伺い今後の調査方針および、4月11

日に現地説明会を実施することを決定した。

3月27日（金）～4月3日（木）主に低地部分の掘り下げを行なう。土塁

は中世当時の盛土面まで上面を除去し、3日には一回目の航空写真の

撮影・航空測量を実施した。

4月4日（金）～6日（月）土塁の南側（内側）半分の3・4区を土層帯

を残しながら掘り下げる。

4月7日（火）第3回調査委員会を内田地区センターで開催する。大

山、小林、小笠原各先生に出席していただき、土塁の構造の検討の

ほか、地籍図の活用について討論が行なわれた。

4月8・9日（水・木）土塁の掘り下げ部分を7区まで拡張し、暫時掘

り下げる。低地部分には6トレンチを新たに設定した。

4月11日（土）午前9時半より現地説明会を開催する。午後4時半に

終了するまでに町内外から百人以上の来訪を受け、その反響は極め

て大きなものであった。

4月13日（月）～21日（火）土塁部分・低地部分をそれぞれ掘り下げる。

土塁部分には15日に9区、21日に11区を、低地部分には17日に7ト

レンチをそれぞれ設定し新たに掘り下げを開始した。

4月21日（火）21日の午後からは第4回調査委員会が開催された。小

林、小笠原両先生が参加し、現地説明会の報告、発掘調査状況の報
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1．調査委員会

2．調査委員会現地視察

3．1トレンチ掘り下げ状況

4．重機による表土剥ぎ

5．作業風景

6．作業風景



告が行なわれた後、土塁5区A層類似層の性格や土塁の基底部の特

定、土塁の価値と今後の保存、今回の調査報告書の刊行などについ

て活発な論議が交された。

4月23日（木）～5月1日（金）土塁部分は掘り下げた後清掃し、各区

において記録をとった。低地部分は各トレンチを更に深く掘り下げ

るとともに、おもに3トレンチで検出された遺物集中地点の清掃を

行なう。また、27日には文化庁服部調査官による現地視察がなされ

た。

5月2日（土）～5日（火）ゴールデンウイークにつき作業休み。

5月6日（水）～15日（金）低地部分は3・6・7トレンチの掘り下げを

引き続き行ない、平面的には4層を完掘した。土塁部分は8・9区

を更に掘り下げるとともに土層堆積状況の記録にとりかかった。ま

た、6日には静岡大学日本史学研究室の約60名が現地見学に訪れた。

5月18日（月）第5回調査委員会が内田地区センターで行なわれた。

大山、小林、小笠原の各先生を招いて、調査の概要、今後の取り扱

いについて白熱した論議が交された。

5月19日（火）～27日（水）3・6・7・8トレンチを完掘するととも

に、25日には新たに9トレンチを設定した。3・6・8・9トレン

チについては、内部で検出された土器集中部の記録をとった後、全

ての遺物を取り上げ、無遺物層まで掘り下げて完掘とした。断面で

は、観察の結果3トレンチで旧流路の立ち上がりを検出し得たのは

重要である。また、調査区の平面状況を記録する必要から20日に二

回目の航空写真の撮影、航空測量を実施した。なお、各トレンチに

ついても土層堆積状況などすべての記録をとり、27日に実質的な発

掘作業を中止した。この判断は、尭5回までの調査委員会で検討し

た結果、遺跡の性格ならびに重要性が明らかになり、今後の取り扱

いに慎重になるべきであるという結論に基づくものである。

5月28日（木）～6月11日（木）これまでの調査で得られた遺物の水洗

い、あるいは現地で作成した図面の整理などを行ない、11日には現

地で使用した機材全ての返納を完了した。

6月12日（金）・15日（月）調査後の安全と遺跡の未発掘部分の保護の

必要から、12日にトレンチなどの埋戻しの打ち合わせを業者と行な

い、15日に実施した。
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7．現地説明会

8．雨による冠水状況

9．静岡大学の現地見学

10．調査区の一時埋戻し



第3節　遺構

調査区は、方形の居館部分から北西方向にのびる土塁状の遺構の一部とその南の低地部

分からなっている。

土塁状遺構は、現在観察できる部分の約2分の1、長さ40m程が対象である。土塁状遺　土塁状遺構

横は調査区西端よりさらに西方へ伸び、いわゆる塩の道にまで達している。圃場整備事業

に伴って作成された現況平面図（第5図）では、方形土塁部分の北東端からケバ地で表示

されているが、第14図にみるようにそれは正確な描写ではない。

土塁という名称は防禦的機能に着目したものであり、この遺構の性格自体が検討の課題

である現状においては土塁状遺構の名称を用いるのが妥当であろう。本文中で多く土塁の

語を用いているが、あくまで土塁状遺構の略称にすぎない。

1　土塁状遺構

（1）3トレンチ

土塁が盛り上げられた元々の面（以下、地山面とよぶ）は標高10～10．2m程の高さで、

最高点まで約1．9mをはかる。大きく二つに分かれ（Ⅰ・Ⅲ層）、本来の土塁と考えられる

盛土部分が三つに区分される（Ⅱa・Ⅱb・ⅢC層）。

Ⅰ本来の土塁をさらに高く盛り直した土層。褐色～暗褐色シル上質粘土、黄褐色シル

上質粘土からなる。上面はうすいが、北側と南側、とくに北側に厚く堆積している。黄褐

色シル上質粘土は灰色斑に富んでおり、ヨシなどの根を通じて還元された状況をよく示し

ている。

地山面の

高　　　さ

第14図　調査区位置図
－37－



トー■

38

〓
些
憤
怒
蒜
ヨ
「
一
鱒
ご
貼

。
吏
」
．
づ
漣
巳
山
※
．
悪
日
】
咽

刃
6
ホ
前
者
坐
。
む
く
悪
中
盤
唯
心
匪
凶
要
望
ト
ニ
ト
＝
】
G
ザ
誓
軍
資
烹
苦
警
品
ヨ
＝
遥
′
J
ト
」
山
㈹
＝
壷
卜
森
ヨ
藤
堂
G
畔
↓
G
値
義
堂
嘲
七
回
」

。
聖
賢
忘
慧
三
品
軍
拡
・
賢
轟
・
区
竺
非
。
′
J
d
望
P
G
J
ト
借
料
哩
夜
G
匪
唯
要
′
P
G
J
吏
」
′
言
毒
吏
6
写
譜
e
咽
刃
G
刃
r
l
明
君
f
諒
痛
点
　
紺
準

；
嶋
由
∪
三
．
二
喩
だ
日
直
叫
）
割
安
亜
堅
㊤
※

（
止
糖
↓
）
割
安
紙
上
ミ
八
郎
ぢ
㊧

（
二
∂
令
Y
J
「
壷
ト
・
嘩
↓
り
ゃ
世
拙
G
u
三
羽
安
心
ぢ
㊧
※

（
Y
喋
へ
、
占
卜
朝
昼
柵
．
朝
鮮
唖
）
可
安
輝
三
「
八
郎
ぢ
㊦

韻
巌
堅
．
＋

∂
細
目
】
へ
ト
ロ
ト
割
安
亜
畢
皆

∈のdL

q
i
l
（
日
加
〓
）
へ
、
占
ト
ム
主
人
ぷ
巴
鱒
艦
．
朝
鮮
畔
）
」
ミ
小
曲
畢
漱
㊤

岩
（
中
野
¶
云
由
〓
）
へ
、
占
小
刀
達
郎
ぢ
畔
）
三
へ
八
郎
畢
鯨
せ

こ
一
喝
ギ
亜
堅
G
世
壇
小
五

巾
b
哉
漣
皆
亜
醍
〓
重
刷
へ
も
〓
藤
棚
G
u
芋
だ
）
刃
安
心
ぢ
㊥
※

（
世
柵
だ
〓
言
品
箭
↓
）
刃
達
郎
ぢ
㊥
※

二
二
三
華
甲
G
だ
）
刃
壁
紙
」
ミ
八
郎
ぢ
㊦
※

（
刃
謹
丁
）
」
ミ
小
心
繹
漱
㊥

（
」
喩
鯉
則
）
」
ミ
八
郎
醍
艦
㊤

」
上
へ
小
心
醍
壮
瞥
㊥

刃
安
紙
上
ミ
八
郎
畢
漱
㊥

（
」
喩
璧
）
」
ミ
小
心
畢
漱
㊥

」腫草⇔

（
鰭
麗
堅
．
哲
u
三
七
安
心
堅
㊧
※

（
Y
嘆
立
米
刃
）
割
安
錬
三
へ
立
脚
輝
堆
㊦

（
Y
噌
恒
へ
、
占
卜
割
安
心
理
皆
）
刃
安
輝
」
ミ
八
郎
ぢ
～
亜
醍
柵
㊤

q
I
l
　
（
中
平
誉
慧
彗
還
蒜
蒜
苗
〓
三
五
七
）
」
ミ
∧
亜
畢
腑
㊤

（
士
堆
刃
．
日
脚
〓
）
へ
ヽ
占
卜
割
安
朝
昼
）
割
安
輝
」
主
人
心
理
堆
㊤

（
占
師
〓
】
へ
、
占
ト
小
安
心
学
割
安
亜
ぢ
唖
）
三
へ
小
心
畢
柵
㊧

（
在
世
巾
へ
．
丘
）
小
安
朝
昼
㊥
※

二
二
三
華
甲
G
だ
）
可
安
心
ぢ
㊥
※

（
や
ら
哉
告
亜
輝
目
蓋
牽
制
）
刃
安
心
革
質
㊦
※

忘
圭
虫
．
拳
．
Y
喋
へ
、
・
ロ
ト
割
安
朝
昼
空
車
安
心
蟹
堅
㊥
※

割
安
錬
」
上
「
小
心
ぢ
畢
㊤
※

≠
∧
上
土
C

引
受
紙
上
ミ
Å
ふ
巴
翠
椒
㊥

（
占
師
〓
】
哲
郎
堅
）
割
安
紙
上
ミ
八
郎
畢
柵
㊥

割
安
輝
」
ミ
∧
亜
畢
姫
㊥

（
」
喩
撃
）
刃
安
舞
上
上
「
小
心
蟹
⇔

∈の．OL



Ⅲa　本来の土塁を構成する土層の上部層。黄褐色シルト～シル上質粘土。黒灰色～灰　上　部　層

色粘土のブロックに富み、全体に黒っぽい印象を与える。頂部の土層と離れて南側裾部に

みられる土層も同一のものと考えられ、本来全体を覆っていたと判断できる。北側におけ

る欠落が著しい。

Ⅲb　本来の土塁を構成する土層の中間層。黄褐色シルト。わずかではあるが、暗褐色　中　間　層

粘土の粒子を含んでいる。

ⅡC　本来の土塁を構成する土層の下部層。図に示したように黄褐色シルト質粘土と暗　下　部　層

褐色粘土ブロックに富む土層とが、縞状の堆積を示している。北側にゆるやかに傾斜し、

断面は「へ」の字を道側からみているような形状である。縞状の堆積は版築を思わせるよ

うな工法がとられたことを推測させる。

Ⅱa、Ⅱb、ⅢC各層を、時間的な堆積の差と考えることは、途中に旧表土を示す腐食

土等の介在がないので困難である。

当初、地山面を版築状の堆積が顕著な部分の下面に想定した。後に、7区で縦断面を観

察した結果、その面のさらに下に版築状の堆積が続くことが確認され、3トレンチ西壁で

も弥生時代の遺構面がそのレベルにあることが確かめられた。また、地山面を冒頭に示し

た高さに想定することは9区の調査とも矛盾しない。

本来の土塁の高さは1．6m程である。また、土塁の幅を求めることはむずかしいが、本来

の土塁は、最低5mの幅があり、さらに欠落して存在しないⅡa層の厚さを加算して復元

する必要がある。

（2）5トレンチ

土塁の断面の形は、最高点を中心に折返すと東側がかなり痩せ、非対称である。

地山面の確定はかなりむずかしいが、標高9．8mぐらいの面である（あるいはもう一本下

に引いたラインとすべきかもしれない）。そこから最高点までは約2．2mの高さである。東

側の裾部は撹乱があり、幅を正確に計測できないが、水田と土塁とを区切る地境いの杭列

（現在の高さまで盛られる時に打ち込まれたか、あるいはそれ以降の所産であろう）まで

4．5m程である。本来の土塁は西側にさらに30cm程広がっていたことがわかる。

土塁の盛土は本来の土塁部分とその上の盛土のふたつに大きく分けられる。土塁の最下

部は、灰色～黄褐色のシル上質粘土で、黒褐色粘土のブロックの混入がみられる。その上

には暗褐色シルトが盛られ、この土層は黒褐色あるいは黄褐色のシルトのブロックに富ん

でいて、全体にまだらとなっている。さらにその上に、黒灰色～黒褐色の粘土ブロックに

富む黄褐色シルトが10～30cmの厚さで覆っている。この土層は、東側では土塁が削り取ら

れているために観察できない。本来の土塁部分とみなされる盛土は以上の三層から成り立っ

ている。高さは約1．5mである。

これらの上にさらに0．7～1mの厚さで盛られる土は黄褐色のシルト（ないし粘土）で、

上部は草木の根による空隙が多く、乾燥がはやい。

本来の土塁部分を構成する3つの層は、3トレンチで観察されたⅡa、Ⅲb、ⅡCに基

本的には対応しよう。

（3）2トレンチ

地山面の確定は、弥生時代の遺構の存在から比較的容易であった。標高10．5mくらいで

あり、現地表まで高さ約1．3m（幅約4m）である。

土塁の断面はかまぼこ形を呈し、北側に幅2．5m程の溝状の落ち込み（下底に礫が堆積す

ー39－

版築状の
堆　　　積

土塁の高さ

土塁の幅

本　来　の

土塁部分

土塁の高さ
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る。以下溝と呼ぶ）を伴っている（杭②が北限を示す）。そのさらに北側は、かつて耕地と

して利用されていたようである。杭①は、溝と耕地との境界に関わるものであろう。溝が

当初から伴っていたかをこの地点の所見から判断することは不可能である（土塁を切る排

水施設一昭和9年以降はコンクリートの管がいけられる－の上限にまではさかのぼるであ

ろうが、土塁が構築されて以降、それを貫く施設が確認されていない現状では、土塁の構

築時期にまでさかのぼらせることはできないと考えられる）。

北側耕地下の地山面と土塁下の地山面とでは段差があり、溝の掘削によっては説明でき

ない。土塁の構築にあたってあらかじめ平坦面をつくりだしているとも考えられる。

溝及び耕地から現地表までは埋めたてられたものである。溝のほぼ上の位置にあたる、

地表下40cmほどのところに砂礫がレンズ状に堆積しているが、土塁の北側をおりる道に相

当するものである。間層を挟んでさらに地表下20cmのところにも砂礫の堆積があり、道が

つくり直された様子を示している。これらは、明治以降のものであろう。

土塁は本来の土塁部分とその上の盛土からなる。南側は植物の根によって空隙の多い部

分を後世の盛土相当部分とみなしてよいが、北側は、先にふれた埋土が直接被覆している

ようにもみえるが、肩部分はかなり▲砂質で分離できるので、それを補修部分とみなすこと

ができる。

杭　　　②

杭　　　①

土塁の北側

をおりる道

本来の土塁部分は高さ約1．1mで、3層からなる（3トレンチにおけるIIa、IIb、IIc　土塁の高さ

に対応）。一番上は黒褐色粘土ブロックを混える黄褐色微砂で、真申が暗褐色粘土、一番下

が褐灰色粘土である。いずれも粘土のブロックを混入しており、盛土としての特徴を示し

ている。

地山はマンガン斑が顕著である。

南側低地部と地山面は20cm程の比高差が存在している。低地部分の土層の分層は堆積学

的なものではなく、あくまで土壌層位のレベルのものであるから、水田耕作によって削平

されてしまった低地部の遺構検出面と、土塁部分のそれとを比較することはできない。し

かしながら、20cmであっても、南側の現地表が低い事実は、南側が削平されている可能性

を示していると考えられる。

以上、土塁状遺構を横断する三つのトレンチによって土塁の構造を把握した。その結果

に基づき、現土塁の上部を構成する土層（Ⅰ層）を除去して、本来の土塁の姿を露出した。

その過程で、コンクリート管より西側で、土塁北側に沿う道状の遺構を検出した。その立

ち割りを行って土層の横断図を作成して取り除いたが、その箇処における土塁北側の裾部

は露出するに至っていない。

コンクリート管の南側には、西側から斜めの道が降りていたが、杭と横木とで暗渠を構

築し、その上に道をつくりだしていた。コンクリート管の埋設は昭和9年の事であるので、

それ以降の工事である。

（4）土塁縦断面

本来の土塁を露出して以後、さらに2mおきぐらいに幅約40cmの土層帯を残しながら、

土塁の南側半分を掘り下げ、土塁の横断と縦断とを観察した。

先にみたように3トレンチで典型的にみられた土塁の三層構造は、調査区西端の2トレ

ンチ、5トレンチにも基本的には及ぼすことが可能である。しかし、ⅡC層のような版築

状の土層は7区から6区には観察できるが、西の9区あるいは東の5区には及んでいない。

他地区の盛土が欠壊した土塁を補修する際に新たに盛られた可能性はなくはないが（5区

－41－

低地部との

比　高　差
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の地山面が低くなる点もこれと関係づけられるかもしれない）、Ⅱa、Ⅱbも全体に対応で

きると考えられるので、地点による構築法の相違と理解した。

9区の土塁の構成土壌は全体的に粗粒で、砂質である。地山面は、西から2トレンチ（10．5

m）、9区（10．2m）、3トレンチ（10．1m）、7区（10m）、6区（9．9m）、5区（9．7m）、

4区（9．7m）、3区（9．8m）、5トレンチ（9．8m）で東側に低くなるとともに、5区付近

がもっとも低い値を示している。

5区ではⅡa層を切って暗黄褐色粘土の堆積が見られる（SXOl）。Ⅱa層上面にまで掘

り進める途中で色調に変化があったので、土塁が構築されてのち、何らかの理由碇よって

断ち切られ、埋められたものと考えられる。切断の原因として洪水流も想定したが、直線

的に断ち切られているので、その可能性は低いと考えられる。導水のための施設とも考え

たが、樋のような施設は確認できなかった。しかし、下底は溝の底のように丸みをもって

立ち上がっている。発掘後、トレンチに溜まった雨水によって地山の微砂が挟れたが、そ

れから判断すると、この切り込みの底はさらに10cmほど深くなるようである。SXOlを南

側低地部に追跡したが、その輪郭は充分に把握できなかった。

土塁状遺構の下では、後述する流路に伴う遺物とは別に弥生時代から古墳時代にかけて

の土器が出土している。

9区では、およそ9．6mのレベルでほぼ完形の賓形土器が出土し、また3トレンチでも9．7

mのレベルで遺物が集中して出土している。前者は遺構の掘り込みを確認していないが、

後者は明らかに溝あるいはピットに伴う遺物である。古墳時代には少なくとも生活が可能

な環境にあったことがわかる。

2　低地部分

（1）1トレンチ

調査区南辺に排水溝を兼ねて設置したトレンチであるが、第6次調査のトレンチが斜め

方向に入っていたために、良好な形で断面を観察できなかった。西端より6mの地点以東

地点による

相　　　違

S X Ol

土塁状遺構

の下の遺物

では地表下50cm程に砂礫層と有機質を混入させた砂層とが互層をなしていた。トレンチ西　砂　礫　層

端では耕作土である灰色粘土の直下に黄褐色のシル上層が堆積する。西端より3m付近で

作土層が厚くなる箇所との転換点には杭列が存在する。

黄褐色シルト層上面では、遺構を確認することができ（2トレンチ）、微高地の一部であ

ると考えられる。先にふれた砂礫層の堆積と関連があろう。砂礫層の堆積は3トレンチで

も観察される。加藤芳朗氏の教示によれば、堀の南側では、径2～3cm大の礫が中心であ

るのに対し、本地点では砂が優勢であるとのことである。また、南側、古川神社付近の堀

では青色の粘土がみられ、非常に柔らかいのが特徴であったが、本地点のシル上質粘土は

酸化的であるとの指摘を得ている。

微高地の
一　　　部

西端より10m付近から東に、この砂礫層を切って流れる幅4m程の流路が確認されてい　流　　路

る。西側の立ち上がりはさらに伸びる可能性があり、土層図には点線で表示しておいた。

この流路は第6次調査の際にSD－02と呼ばれた溝に相当する。今回覆土の掘り下げを行って

おらず遺物を確認していないが、第6次調査においては平安時代末の遺物が出土している

という。（「流路Ⅰと関わる可能性のある流路」の項を参照のこと）

西端より15．5m付近に黄褐色シルトが高まる部分が確認される。その付近から東に向かっ

てシルトから粘土に徐々に変質している。

西端より20．5m付近に流路の立ち上がりが確認できる。3トレンチで確認できる流路の
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続きと判断できる（流路Ⅰ）。東の立ち上がりが確認できないのはトレンチの方向と流路の　流　路Ⅰ

方向とがほぼ一致しているためであろう。

（2）2トレンチ

調査区西側に設定したトレンチである。土層の堆積は非常に単純である。10～20cmの厚

さの耕作土（褐灰色粘土）の下に、還元されて暗青灰色～灰色を呈する粘土が5～20の厚

さで堆積している（畦の部分には存在しない）。その下には黄褐色シル上層が堆積している。

その色調はFe、Mnの集積によるものであり、作土下の還元土壌の存在とともに典型的な水

田土壌の特徴を示している。

黄褐色シル上層の上面から遺構が切りこまれている。遺構の残欠と思われる小穴もあり、

水田の経営あるいは堀の掘削によって、遺構上部が削平されている可能性が大きい。2ト

レンチは土塁部分をも切断しているが、土塁部分の土層については前述した。

（3）3トレンチ

土塁と低地部分との関連を把握するために、調査対象の土塁のほぼ中央部に、それと直

交する方向で設定したトレンチである。

新しい時期の盛土と考えられる灰褐色シル上質粘土～粘土（灰白色の粘土ブロックを混

入、柔らかい）の下に水田作土層（全体に褐色味を帯びた灰色粘土、1層）があり、その

下に還元された灰色粘土層（厚さ5～10cm、2層）がみえる。その下の厚さ20cm程の灰色粘

土層には鉄の集積がみえ（糸根状斑紋、3層）、そのさらに下のマンガン斑を中心とした土

層（4層）と区別される。還元層直下にはオレンジ色の鉄の集積が著しい部分がみられる。

マンガン斑で特徴づけられる暗灰色粘土層にはほぼ同一のレベルに炭酸鉄が観察される。　炭　酸　鉄

かつて湿田であった時期が想定され、湿田から乾田への変遷が考えられる。1層から4層

までの区別は土壌層位のレベルでの区分である。

以上はトレンチ東壁での観察所見であるが、それ以下の状況は壁の崩壊によってできな

かった。西壁によってそれをはたした。

トレンチ南端には、1トレンチで藤認された砂、砂礫の互層堆積が存在し、それを切る

流路（流路Ⅰ、覆土は粘土である）が検出された。立ち上がりの認定は難しいが、幅3．5m

ぐらいで一端立ち上がり、そこからさらに緩やかに立ち上がるもののようである。全体の

幅は7m以上をはかることになる。

砂・砂礫の
互　　　層

流　路　Ⅰ

この流路の北側には先述の砂礫層は存在せず、弥生時代の遺物を含む流路（流路Ⅱ）が　流　路ⅠⅠ

存在する。緑灰色の粘土は流路の立ち上がりと矛盾するようであるが、ブロックとして混

入しているものであろう。シルト、微砂は土層図に記したような傾斜を示している。土塁　微砂の傾斜

のさらに北方で立ち上がるものであろう。

流路Ⅲ内には標高9mぐらいのレベルに土器が集中する箇所が認められる。これは9ト

レンチに続いている。それとは明らかに層を異にして（下層）で弥生土器が出土する。木

材も存在するが、加工されたものは確認できなかった。前者の土器集中部は弥生時代の後

期を中心とするものであり、後者は中期を中心とするものである。

（4）4トレンチ

3トレンチの東側に平行して設定されたトレンチである。3トレンチから東側は資材置

き場のように利用されており、周囲より高かった。この段差が旧地形によるものかを確認

するために設定したが、3トレンチの項でふれた盛土と全く同様であり、重機によって削

平した。
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流　路ⅠⅠ

（5）5トレンチ

第6次調査によって切断された排水溝南側の土塁の脇に設定した。第6次調査でも深掘

りを行っており、同位置に設定したことになる。

観察した低地部分は幅1mにも満たない。鉄の集積が2～3面にわたって観察でき、乾

田として継続的に経営されてきたことを推測させるが、他の地点（1トレンチ、3トレン

チ）とは整合せず、部分的なものなのか、今後検討すべき課題である。

（6）6トレンチ

調査区のほぼ中央に東西方向に設定したトレンチである。

西側計測地点より4．5mの付近で流路の立ち上がりを確認した（流路Ⅱ）。東側の立ち上

がりは、それを切る流路Ⅰによって上端を確認できないが、トレンチ下底にみえる青灰色

砂礫層は基盤となる砂礫層であろう。

流路Ⅰの覆土は黄灰色シル上層を含めて把握した。（この流路については「流路Ⅰに関わ

る可能性のある流路」を参照のこと）

さらに流路Ⅰ、Ⅱよりも古い流れが存在したことが、トレンチの西端近くでとらえるこ

とができた。赤茶褐色粘土及び黒色粘土の堆積がそれである。他のトレンチでは確認され

流　路ⅠⅠⅠ　ない土層である（流路Ⅲ）。

（7）7トレンチ

6トレンチの延長で、3トレンチ以東を7トレンチとした。粘土層の堆積がみられたの

みで、特にふれる事柄はない。

（8）8トレンチ

6トレンチと9トレンチの間に東西方向に設定した。鉄、マンガンの集積層の下に灰色

粘土層が堆積する。黒色有機質が混入する部分があり、9トレンチと同様の状況を示して

いる。さらに対応する土層を他に求めるとすると、6トレンチの黒灰色粘土層（黒色有機

質が層状に重なる）になろう。8トレンチには流路は検出できない。

（9）9トレンチ

3トレンチ、6トレンチで確認された流路の方向性を把握することを目的に、土塁にほ

ぼ平行させて設定した。地点は、近年まで使われていたコンクリート管の位置に相当して

いる。

流　路　Ⅰ

旧水田の

畦　　　畔

コンクリート管の位置に灰色シルトを覆土とする流路（流路Ⅰ）が確認された、その立

ち上がりは土塁部分の下部にまで及んでいる。幅は9mぐらいである。さらにこの流路に

切られる形で流路が存在し、粘土混じりの砂礫層中に土器が集中する部分がみられる。下

底は確認していない。トレンチ西端の堆積状況は8トレンチとまったく同じである。

低地部分において土塁状遺構の2層上面に対応する面の検出に努めたが、後世の水田耕

作によってその確認はむずかしかった。

3トレンチの項でふれたように、低地部分の土層は1層から4層までに細分できたが、

あくまで水田耕作の影響による色調の差にすぎない。そうした中で、低地部分の2層を除

去した段階で実測をおこなったのが平面図Ⅰである。南西端で旧水田の畦畔が確認できた

が、明治初期の地引絵図にみられる水田区画と合致するものであった。

平面図Ⅲは4層を除去したものであるが、3トレンチより東側の部分は掘り下げが不充

分である。3トレンチの西側は、立ち上がりの不明瞭な凹地を形成している。

3　流路
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トレンチ調査によって確認された流路は、覆土を平面的に掘り下げる作業をおこなって

いないので、そのつながりなどについてはなお明確でないところがある。

（1）流路Ⅰ

9トレンチ、6トレンチ、3トレンチ、1トレンチで確認される。

9トレンチでは、標高10．1m付近まで立ち上がりを確認でき、幅9mに及んでいる。下底

は標高8．7mほどである。断面の特徴として、西側はトレンチの上端の面まで立ち上がって

から約2mほどの平坦面（標高9．6m）を有してさらに立ち上がっている。覆土は灰色シル

トである。

6トレンチでは、標高9．4mの面で確認され、西側に2．5mほどの平坦面（標高9．2m）を

有している。覆土は上部が黄灰色シルト、下部が灰色粘土である。

3トレンチでは、標高9．4mの面で確認され、下底は標高8．5mほどである。覆土は上部

がシルト、下部が粘土である。

1トレンチでは、確認される面の標高が9．4mであり、標高8．9mでなお下底を把握でき

ない。

流路Ⅰは、湾曲して東へ向かうと考えられる。流路からは遺物26－13と26－16が出土し　流路の遺物

ており、その時期頃（厳密にいえば、その時期かそれ以降の時期）埋積の過程にあったこ

とがわかる。

（2）流路Ⅰと関わる可能性のある流路

1トレンチには流路Ⅰとは別の流路が存在している。基盤となる砂礫層を切って流れる

流路で、もっとも近接している6トレンチともただちに対応させることができない。湾曲

する流路とは別に、直進して南方向に抜ける流路の存在が推定されるが、流路Ⅰから分岐

第21図　流路推定図
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する同一の流路であるのか、流路Ⅰに先行するものであるのかの判断は困難である。

6トレンチで流路Ⅰの立ち上がりとしたラインは、明確なものではなかったので、両者

が同時期に流れている可能性を捨て切れない。

町教育委員会が実施した、第6次調査で遺物が出土している。

（3）流路ⅠⅠ

明らかに流路Ⅰに先行するもので、弥生時代に河道としての機能を喪失していく流路で

ある（3トレンチの項参照のこと）。

流路の東（北）側の立ち上がりは確認できず、かなり規模の大きい流路と考えられる。

（4）流路ⅠⅠⅠ

第6トレンチで確認されたが、他に対応を求めることができない。

（5）流路の復元

これらの流路は、第21図のように復元される。北から湾曲して東にむかう流れが基本で

ある。流路Ⅲについても同様の方向をとる流れがかつてあり、河道が東に移る過程で削り

とられ、わずかに残存したものであろう。

土塁状遺構が構築されて以後、少なくとも今回の調査部分には流路が形成されることは

河道の固定　なかった。土塁状遺構が河道を固定するのに果たした役割の大きさを評価できよう。

過去の調査で方形の土塁部分と古川神社の間には堀が確認されている。今回、堀の末端

部分は把握できなかったので、1トレンチより南で堀は終わっているものと考えられる。

なお、調査区の関係で堀の北端部の形状を明らかにできなかったが、今回の調査区全域を

自然河道の

埋　　　積

含めて堀としての役割を果たした可能性は捨てきれない。自然河道が埋横する過程で形成

された凹地をとりこんでいるように考えられる。

4　土塁状遺構の年代

前述のように、流路Ⅰからは第26図13と16が出土している。また、土塁9区からは21が

出土した（写真図版Ⅵ）。21の出土レベルをそのまま縦断図に投影させたものが第15図及び

第17図の該当図面である。地山面にほぼ相当する面であり、土塁が構築される時期を示す

資料といえる。また土塁Ⅱaの層からは26－22が出土している。年代がさらに下る資料であ

る。補修に伴うものかの判断を下すことはできないが、土塁が機能していた時期を表わす

ものと考えることができる。その他、土塁状遺構の構築時期を新しく考える遺物は得られ

ていない。
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第4節　遺物

遺物（第22～31図）

今回の調査地点からはポリコンテナ2杯分の遺物が出土した。その内訳は縄文時代土製

品、弥生土器、須恵器、土師器、灰柚陶器、灰柚系陶器、中・近世陶磁器、近代陶磁器・

土製品・石製品、金属器などである。量的には弥生土器が最も多く、次いで白歪系陶器が

みられる。以上の土器・陶器類は近代陶磁器の一部を除いて他は破片であり復元できるも

のは図示した個体に限られる。

以下に時期とその特徴に分けて詳細をみてゆくこととする。

縄文時代の遺物（第29図1）

第29図1は土製品である。平面は角の取れた三角形状を呈し、やや内傾する。外側と側面

には沈線文を描く。

弥生時代の遺物（第22～25、30図）

弥生時代の遺物には土器、石器がみられる。土器は壷、賓、高年、鉢の4器種が、石器は

石斧が検出された。

（1）壷

口縁部片は、細首で単純口緑のもの（緩やかに外反して立ち上がるAl＝第25図1・2、直　口縁部片

線状に立ち上がるA2＝第25図3・4）、太首で単純口縁のもの（B＝第1図1）、細首で折り返

し口緑のもの（C＝第22図2、第25図5～7・9・10・12・14・16）、太首で折り返し口縁のも

の（D＝第25図8）、複合口緑のもの（E＝第25図17～20）に大別できる。

文様の様相としては、Alには同一個体と考えられる第25図1・2がある。口唇部から口縁

内面にかけて縄文を施し、外面はハケ調整の後に縦のミガキが施される。A2には外面をハ

ケ調整し、口唇部は櫛による沈線文、口緑内面は櫛工具を用いた沈線による羽状文（第25

図3）、櫛の刺突による羽状文（第25図4）がみられる。Bは1点のみである（第22図1）。内

外面はハケによる調整が施され、口唇部に斜めに櫛による沈線文がみられる。Cは口唇部

に斜めの櫛による沈線、口緑内面に縄文を施し、口緑外面にはハケ目を残すもの（第25図

5）、口唇部から口緑内面にかけて縄文を施すもの（6）、口縁内面には縄文、口縁外面に斜

めにハケ目を残すもの（12）、あるいは更に口唇部下端にハケ工具の刺突によるキザミを付

け、内面を磨くもの（14）、口縁内面はハケ工具による羽状文、口唇部にはハケ工具による

縦の刺突文、口緑部外面に横のハケ目を残すもの（16）というように、櫛とハケと縄文の

三者の組合せによるバラエティーを見せている。10は内面に縄文を施し、6は口唇部に斜め

の櫛による沈線、口緑内部に縄文を施すが他は摩滅により文様が判然としない。Dは1点の

みであるが、口緑部内面に縄文を、外面にハケ目を残すものである。口唇部には文様は施

されない。Eには口緑部外面に沈線による格子目文を施す17、ハケ工具による刺突と沈線

を施す18～20がある。

第22図4は頸部片である。胴部との境部分に縄文を施す。縄文部より上はミガキが施され、頸　部　片

滑らかに仕上げられている。内面は指によりナデられ胴部との接点には指頭痕が観察される。

第25図21～36は胴部上半の破片である。縄文を施すものは21・22・23・27である。21に櫛　胴　部　片

による斜めの沈線文の上下に櫛工具の刺突による列点文を施し、更にその下に縄文を施す。

22は羽状縄文であり、27は縦方向のハケ目の上に結節のある縄文を施す。25・26は沈線に

よる羽状文上に浮文を貼るものである。25は両面ともに灰褐色、26は外面が檀色、内面が

ー51－



黒褐色を呈する。櫛による沈線文を主体とするものは30～33・35・36である。30・32は縦

のハケ目の後に30は5条、32は6条一組の櫛工具により沈線を施す。31は斜めにハケ目を施

した後、10条一組の櫛工具により上側に波状文、下側には平行沈線文を施す。35・36は櫛

による平行沈線を施した後、縦方向の短い沈線が区切る。33は7条の櫛工具による平行沈

線文を施す。これらのほかに棒状工具による格子目文（第25図34）、比較的不規則な沈線文

を施すもの（第25図28）もみられる。

底　部　片　　第22図8～11、第25図37は底部片である。外面にはハケ目を残し、木葉底のもの（第22図

8・9）、ドーナツ状の底になるもの（第22図10・11、第25図37）がみられる。

（2）垂

今回検出されている賓はすべて台付賓である。比較的小型のもの（第22図14）と大型の

もの（第22図15～18、第23図1～3、第24図1～8、第25図11・13・15・41）がみられる。

小型の垂　　第22図14は小型の台付婆である。全体的にハケで調整した後に縦方向のミガキを施し、

口唇部にはハケ工具による刻みを付ける。

大型の垂　　大型の賓は口唇部の形態で区別できる。単純口緑で刻みを付けるもの（第22図18、第23

図2、第24図2～7）はハケ工具の刺突による刻みをもつ。表面全体、あるいは表面全体と口

縁内部をハケで調整した後、口唇部を面取りし、その下端に刻みを付ける。第23図2、第24

図2～6は外面にススが付着する。第24図2～5・7以外は風化により、軟質になっている。ま

た、第24図7の外面には籾殻痕が1ヶ所観察された。単純口縁で刻みをもたないもの（第23

図1・3、第24図1）は、外面をハケ調整し、内面も第24図1は口緑部は横のハケを施す。し

かし第23図1・3においては風化が激しく内面の調整は判然としない。折り返し口縁のもの

は第25図11・13・15である。口縁外面には縦のハケ目を、内面には横のハケ目、口唇部に

は斜めの櫛目による沈線を付け、口唇下端にはハケ工具の刺突による刻みを施す。13は風

化のため軟質になっており、15の外面にはススが付着する。

頸　部　片　　第24図8は頸部片である。外面上方は縦方向のハケ目を施す。内面は風化が激しく、調整

法は判然としない。

脚台部片　　第22図15～17、第25図41は脚台部片である。外面はハケによる調整を施し、内面はナデ

により滑らかに整えられている。第25図41は内面下端も横方向のハケで調整されている。

（3）高坤

坤　　部　　第22図5、6、7は高杯である。5は杯部である。橙色を呈し外面下端にはハケによる調整

がみられるが、焼成がやや不良であるとともに内外面ともに風化が激しく、全体的な調整

方法は観察できない。6は脚上端部である。外面には櫛工具による羽状文が施される。内外

面ともに肌色を呈し、焼成は良好である。7は脚部である。内外面ともに風化がはげしく、

調整法、文様などは判然としない。

脚　　部　　第25図38・39は脚部である。38は櫛工具による羽状文を配し、39は櫛工具による斜行沈

線文を施す。

（4）鉢

鉢は第22図12、13の2点である。12はほぼ完形で、器高7．1センチメートル、口径17セン

チメートルを測る。内外面ともに風化し、表面の多くは剥離しているが、部分的に横方向

のへラミガキが外面に観察される。13も内外面ともに風化が激しいが、外面口唇部には横

方向のハケ目、休部には横方向のミガキが観察される。

白　岩　式　　以上の土器で中期後半の白岩式の範噂に納まると考えられるものは第25図17、28、30～
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36であり、ほかは後期の菊川式の範噂に納まるものと考えられる。

（5）石斧

第30図1～3、6、7は石斧である。これらのうち1、2、3、6は扁平片刃石斧である。1は基

部、刃部を欠損している。外面は研磨によって滑らかに仕上げられる。2は刃部を多く残す

が、左右の角は使用により欠損している。基部の表面側は複数回の打撃による調整が施さ

れるが、研磨されていない。3は全体が丁寧に磨かれている。刃部と基部を大きく欠損する

が、これが使用に起因するものであるか否かは判然としない。6は刃部片である。剥離面か

らは、石斧の刃部の割れ面に更に打撃を加え、意識的にこの部分を刺し取ったことが観察

される。

7は柱状石斧である。挟りがみられ、全体に丁寧な研磨が施されている。

古墳時代の遺物（第26図1～5、28～31）

古墳時代の遺物は少なく須恵器、土師器および勾玉に限られる。

1は須恵器の杯蓋である。内外面ともに韓櫨ナデによって仕上げられる。2は須恵器の杯

身である。内面底部に指頭痕を残す。輯櫨回転はRである。3も須恵器の杯身である。内面

底部に籾殻痕を残す。輯埴回転はRである。

4、5は土師器の甑の把手であり、手づくねにより整形されている。

28～30はいずれも須恵器の賓の胴部片である。28の表面のみに、タタキの後に横方向の

ナデが観察される以外は、表面は細かな格子目状のタタキ工具痕、内面に同心円状の当て

具痕がいずれもみられる。31は須恵器の賓の頸部片で、外面には横の沈線を施した上に、

櫛状工具による波状紋を描く。

第29図3は勾玉である。穿孔は片側からなされている。

これらは技法や形態から1、2が6世紀後半に、3が6世紀前半、28～31が6世紀代にそれぞ

れ帰属するものとみられる。4、5は判然としないが概ね6世紀代に納まるものと考えられる。

勾玉は6世紀後半から7世紀前半頃のものであろう。

古代～中世前半の遺物（第26図6～9、、11～27、32～38）

古代から中世前半の遺物には須恵器、灰柚陶器、灰柚系陶器がみられる。

菊　川　式

扁平片刃
石　　　斧

柱状石斧

須恵器の
坪　　　蓋

勾　　　玉

6は須恵器の杯である。7～9は須恵器の蓋で宝珠状のつまみが付く。9は7に比べてつまみ　須　恵　器

が偏平に潰れたものになっている。また、9の上面には自然粕が付着する。

11は灰柚陶器の碗である。休部外面に薄く灰柚が塗られており、内面にも、つるつるに　灰粕陶器

摩滅してはいるが部分的に灰粕が残っている。

12～27は灰粕系陶器（いわゆる山茶碗）である。27を除きすべて底部片である。12、13　灰粕系陶器

は小椀である。12は青灰色、13は灰色を呈し、ともに東遠産と考えられる。14、15は小皿

である。ともに内面が摩滅している。14は青灰色を呈し東遠産、15は灰黄色を呈し、湖西

産とそれぞれ考えられる。16～27は碗である。総じて、撤密な胎土でシャープに作り、色

調が灰白色のもの（16、17）、やや砂まじりな胎土で厚みがあり、色調が淡い灰色のもの（19、

20、21）、砂の多い胎土で色調が黄灰色のもの（18、22）、撤密な胎土であるが色調が青灰

色、あるいは灰青色のもの（23～27）の4者に区分され、それぞれの特徴から知多産、渥美

産、湖西産、東遠産と解釈できる。なお、全ての個体の内面底部はツルツルに摩滅してい

る。高台端部の作りは、籾殻圧痕を研磨して仕上げてあるもの（18）、砂圧痕を研磨して仕　高台端部

上げてあるもの（19、22）、籾殻圧痕を残すもの（21、26）、章子状圧痕を残すもの（23）

研磨によって圧痕が全て消えているもの（25）とがある。あとの個体は風化や欠損により
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年　　　代

判然としない。

32～38は婆の破片である。焼成はすべて良好である。32は頸部片で、外面には沈線の下

に雨垂れ状の列点文を配する。色調は灰色である。33～38は体部片で、33には格子目状の

タタキ目が、34～38には平行線状のタタキ目がそれぞれみられる。内面に当て具痕はみら

れない。

それぞれの年代は、6～9が8世紀前半、11は欠損部分が多く判然としないが、内外面に灰

柚が施されているので、概ね黒笹90窯期頃と考えられよう。また、灰柚系陶器は、12世紀

前葉（23）、12世紀中葉（12、13、17）、12世紀後葉（14、16、18、19）、13世紀前葉（15、

20、21）、13世紀後葉（22）とそれぞれ考えられる。東遠産（24～26）については愛知県内

の編年に対比して考えれば、概ね12世紀代に該当すると解釈できる。賓については32、34～

38が8世紀前半、33が12世紀前半とみることができよう。なお、第26図10の須恵器の高年は

残存部分が少なく古墳時代かあるいはそれ以降に帰属するものか判然としない個体である。

中世後半～近世の遺物（第27図1～17、第30図8、第31図1～3、5）

中世後半から近世にいたる時期の遺物には陶器、磁器、土製品、石製品、金属器がみら

れる。

（1）陶器、磁器、土製晶

瀬戸・美漉　1は瀬戸・美濃の大窯期の製品で、志野粕のかかる皿である。高台は張り付けであり、外

面底部は平滑に削られているが、3箇所にハリ支えの跡が付く。内面見込みには黒色粒子の

志　戸　呂　付着がみられる。2は志戸呂の灰柚小碗である。外面休部下端には灰粕がかかるものの、内

面見込みは無柚である。3は志戸呂の鉄柚の半筒茶碗である。高台は張り付けであり、粕の

表面はささくれだったようにざらざらしている。4は瀬戸・美濃の天目茶碗である。柚は滑

らかで、内面の見込みには特に厚くかかり、表面が白色化している。高台内の外面底部中

心には鉄柚が直径5ミリ程の円形に付く。窯印であろうか。5は瀬戸・美濃の丸碗である。

陶胎染付　高台端部を除き全体に灰柚がかかる。8は瀬戸の陶胎染付の小碗である。表面には呉須で烏

の文様をえがく。9は志戸呂の丸椀で柚は鉄柚灰柚掛けである。柚の表面は3と同様、ささ

くれだったようにざらざらしている。

磁　　器　　6、7、10～16は磁器である。6は小杯で、17世紀中葉から幕末まで用いられた形態である。

7は半筒形の小碗で、外面に菊文を描く。18世紀後半に該当する。10～12はいわゆるくらわ

んか手の中椀である。10は麦藁手で、休部に縦の平行線を描くものである。11は網目文を

外面に描く。12・13はともに外面休部に草花文を描くがそれぞれは別個体である。18世紀

のものである。14は欄徳利である。外面休部下端に「天」の一字を残す。15は鉢である。

割れ口に白濁した焼継痕が残る。16は瓶で、鶴首逆蕪型を呈するものになろう。19世紀代

の所産であろう。

土　製　晶

砥　　　石

キ　セ　ル

釘

17は土製品であり、布袋をかたどったものである。型ぬきで作られている。

（2）石製晶

第30図8は砥石である。左側面と裏面、上下面には切り出した際の痕跡が残る。表面と右

側面が主に使用されており、岩質が柔らかで細かいので仕上げ砥に利用されていたものと

考えられる。近世のものであろう。

（3）金属器

近世の所産と考えられるものは4点ある。1はキセルの吸口である。鋼製で火皿が欠落し

ている。2、3は釘である。いずれも断面が正方形で鍛造品と考えられる。5はキセルの吸口
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状の鋼製品である。六角錐状を呈し、太い方の端部にも蓋状に銅版が覆っている。

近代の遺物（第27図18～第28図6）

18～20は土師質のカワラケである。遺跡周辺の集落では近年まで盆行事としてカワラケ　カワラケ

を用いており、これもその際のものと考えられる。21～23は磁器の椀である。22、23は文　磁　器　碗

様に戦時色が伺えられるもので、昭和20年以前のものと考えられる。また22は文様が粕の

上にプリントされていたものが、現在は剥がれ落ちて痕跡のみを留めている。24は陶器の

半筒形の湯呑み茶碗である。横方向の平行線文を褐色で描き、その上に緑色、白色で文様

を描く。内面は白色の柚がかかる。25は陶器で、土瓶の蓋である。白色柚を下地に色粕で

文様を描く。26は磁器で、急須の蓋である。透明感のある濃緑色の粕を下地に褐色で草文

を描く。27は磁器の皿である。文様は家屋をかたどったものでコバルトの転写である。28、

29は磁器の鉢である。28は内面に黒、黄緑、朱を用いて波文を描く。透明の粕の上から描

かれているため、部分的に剥落している。29は染付で外面は蕪と花を文様としている。30

は陶器の壷である。外面は篭目にさざえをあしらうが、すべて型抜きによってかたちづく

られている。さざえの部分のみあらかじめ褐色の柚をかけ、その後全体に黄褐色の粕をか

ける。31は陶器で土瓶の口緑部である。白色柚を下地に黒褐色の平行線を引く。胎土や粕

の色調は26に近似する。32は陶器で、土瓶である。全体に錆色の鉄粕をかける。33は胴丸

型を呈する中型の碧である。陶質で、全体に錆色の鉄柚をかける。34は土器であり4つの穴

を穿つ。七厘の一部であろうか。第28図1、2は胴丸型を呈する賓の底部である。第27図33

と近似し、2は同一個体の可能性がある。3～5は措鉢である。3は内面底部にも環状に櫛目

を残す。ともに錆色の鉄粕をかけるが、色調や胎土の様相は4と5が近似している。6は常滑

の大要である。出土の際内面に藁が多く付着していた。

時期不明遺物（第29図2、第30図4、5、第31図4）

第29図2はミニチュア土器である。手づくねで整形されている。第30図4、5は砥石である。

4はくさび状を呈し柔らかい石質のため、全体的に摩滅あるいは風化が進んでいる。5は上

面から右側面にかけて自然面が残る。表面、裏面、左側面は使用により摩滅している。両

者ともに表面は滑らかで、仕上げ砥に使用されたものと考えられる。

ミニチュア

土　　　器

第31図4は鉄製品で先細りの楕円柱状を呈するものと推測される。錆がひどく全体形や用　鉄　製　品

途は判然としない。
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第5表　出土遺物一覧表1

図 儁Hﾏｲ�種別・形状 偬�7�ｩ'R�色　　調 傲H�����ﾂ�年　　代 儖X��ﾖﾈ��ﾇﾉ<R�

22 ���弥生　壷 �86x8ﾈ986��7舒ﾘ�(iYIZ｢�内外面・淡灰色 �.(.)W9|r�弥生後期 （菊川式） �#Cb�

2 冢ﾙ�h��-��3トレンチ流路 �>�､�ｨ�Y%xｧ��b�やや不良 �6ﾘ���245 

3 侘9Zﾘ��-��3トレンチ内 南側砂層直下 丶�ｨ�YI)&��b�>�lｨ�X､I�b�良好 侘9Zﾘ鳬�9��｢�表面を丹彩　　　249 

4 冢ﾙ�h��-��3トレンチ 土器集中部分 �>�､�ｨ�X､I�b�やや不良 冢ﾙ�hﾎ8ｯ｢��亳Y�ﾈ��｢�246 

5 冢ﾙ�h��ﾘ)D��土塁9区一括 丶�ｨ�Y%xｧ��b�>�lｨ�X�8ｨﾉ�b�やや不良 ��b�266 

6 冢ﾙ�h��ﾘ)D��土塁黒褐色粘土層一括 ＋5区A類似層 �>�､�ｨ�Y%y�)�b�良好 ������58 105 

7 冢ﾙ�h��ﾘ)GB�土塁黄褐色 砂質土層上面 丶�ｨ�X�8､I�b�>�lｨ�X囗､I�b�やや不良 ������39 

8 冢ﾙ�h��-��3トレンチ �>�､�ｨ�Y%xﾙY�b�やや不良 �6ﾘ6ﾒ�250 

9 冢ﾙ�h��-��3トレ土塁南側 砂層下部 �>�､�ｨ�Y%xﾙY�b�やや不良 �6ﾘ���底部に木葉痕　234 　　　235 

10 冢ﾙ�h��-��〃 丶�ｨ�X�9I)�b�>�lｨ�Y%xﾙY�b�やや不良 �6ﾘ���234 

11 冢ﾙ�h��-��9トレンチ 粘土混り砂礫層 丶�ｨ�XﾙY�b�>�lｨ�X�9I)�b�やや不良 ������土器集中部分　　263 

12 冢ﾙ�h��Jｲ�3トレンチ 土器集中部分北西側 �>�､�ｨ�Xｧ��b�不良 ������274 

13 冢ﾙ�h��Jｲ�3トレンチ 丶�ｨ�X隆�b�>�lｨ�XﾙY�b�不良 ������250 

14 冢ﾙ�h��Fｲ�3トレンチ 丶�ｨ�X�8ｨﾉ�b�>�lｨ�Y�I�)�b�良好 �6ﾘ���251 

15 冢ﾙ�h��V��3トレ 土塁南側砂層下部 �>�､�ｨ�XﾙXｨﾉ�b�やや不良 ������235 

16 冢ﾙ�h��¥��9トレンチ 粘土混り砂礫層 �>�､�ｨ�XﾙX､I�b�やや不良 �6ﾘ6ﾒ�土器集中部分　262 

17 冢ﾙ�h��¥��3トレ 土塁南側砂層下部 �>�､�ｨ�Y%xﾙY�b�やや不良 �6ﾘ���234 

18 冢ﾙ�h��¥��3トレンチ 土器集中部 �>�､�ｨ�Y%y&��b�やや不良 �6ﾘ���246 

23 25 f ���弥生　碧 �7凩ｳ仞h耳ｨr�内外面・淡暗橙色 �.(.)W9|r�ノ／ �#�R�

2 3 1 2 冢ﾙ�iFｲ�nﾙ�iV��nﾙ�i-��nﾙ�i-��3トレンチ 3トレンチ 土塁部分一括 9トレンチ 粘土混り砂礫層 〃 丶�ｨ�YI(ｨﾉ�b�>�lｨ�Y%xｨﾉ�b�､�ｨ�X�8ｨﾉ�b�>�lｨ�YI(ｨﾉ�b�>�､�ｨ�Xｨﾈ､I�b�>�､�ｨ�Xｨﾈ､I�b�やや不良 不良 良好 良好 ��b��b��b������　248 　267 土器集中部分263 ノ／1と同一個体263 

3 冢ﾙ�h��-��〃 �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 ������土器集中部分　　262 

4 冢ﾙ�h��-��〃 �>�､�ｨ�Y�Hｨﾉ�b�良好 ��b�〃　　　　　262 

5 冢ﾙ�h��-��ノ／ �>�､�ｨ�YJy�b�良好 ��b�／／　　　　　263 

6 冢ﾙ�h��-��〃 �>�､�ｨ�Y?ｸｨﾉ�b�良好 �6ﾘ6ﾒ�／／　　　　　262 

7 冢ﾙ�h��-��／／ �>�､�ｨ�Y?ｸｨﾉ�b�良好 ��b�／／　　　　　262 

8 冢ﾙ�h��-��／／ �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 �6ﾘ���／／　　　　　263 

9 冢ﾙ�h��-��〃 �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 ������／／　　　　　262 

10 冢ﾙ�h��-��9トレンチ砂礫層 �>�､�ｨ�Y?ｸ､I�b�良好 ��b�／／　　　　　259 

11 冢ﾙ�h��¥��3トレンチ �>�､�ｨ�X囗ｨﾉ�b�良好 �6ﾘ���土器集中部分　　246 

12 13 冢ﾙ�i-��nﾙ�iV��9トレンチ 粘土混り砂礫層 　ノ／ �>�､�ｨ�X齷Jy�b�>�､�ｨ�Xｨﾉ�b�良好 やや不良 ��b������　　262 土器集中部分262 

14 15 冢ﾙ�i-��nﾙ�i¥��9トレンチ砂礫層 9トレンチ 粘土混り砂礫層 丶�ｨ�YJy�b�>�lｨ�YI(､I�b�>�､�ｨ�X囗ｨﾉ�b�良好 良好 �����������　　259 土器集中部分262 
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第6表　出土遺物一覧表2

図 儁H8ﾒ�種別・形状 偬�7�ｩ'R�色　　調 傲H�����ﾂ�年　代l備　考　慄毒 

25 24 26 ��b�弥生　壷 祷6x8ﾈ986��内外面・肌色 處xﾔB�弥生後期　　　土器集中部分　262 

粘土混り砂礫層 劍�亳Y�ﾈ��｢�

17 冢ﾙ�h��-��3トレンチ 丶�ｨ�YJy�b�良好 冢ﾙ�i(hｯｨ����������������������#S��

内面・赤褐色 凵i白岩式） 
18 冢ﾙ�h����-��9トレンチ �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 冢ﾙ�hﾎ8ｯｨ������7舒ﾘ�(iYIZｨ��#c"�

粘土混り砂礫層 劍�亳Y�ﾈ��｢�

19、 冢ﾙ�h��-��ノノ �>�､�ｨ�XﾙXｨﾉ�b�良好 ��h����������������6ﾘ������������#c2�

20 冢ﾙ�h��-��〃 丶�ｨ�YJy�b�>�lｨ�YI(､I�b�良好 �6ﾘ����������������6ﾘ������������#c"�

21 冢ﾙ�h��-��ノ／ �>�､�ｨ�XﾙXｨﾉ�b�良好 �������������������6ﾘ������������#c"�

22 冢ﾙ�h��-��ノ／ 丶�ｨ�XﾙX､I�b�>�lｨ�X､Hｨﾉ�b�やや不良 �6ﾘ����������������6ﾘ6ﾘ������������#c"�

23 冢ﾙ�h��-��ノ／ 丶�ｨ�XﾙX､I�b�>�lｨ�XﾙY�b�良好 �������������������6ﾘ������������#c2�

24 冢ﾙ�h��-��3トレンチ流路 丶�ｨ�YJy�b�>�lｨ�X､II)�b�良好 ���������������������������������#CR�

25 冢ﾙ�h��-��9トレンチ 粘土混り砂礫層 �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�不良 ���6ﾘ������7舒ﾘ�(iYIZｨ����#c"�

26 冢ﾙ�h��-��3トレンチ 丶�ｨ�YJy�b�>�lｨ�XﾙXｨﾉ�b�不良 �����������7舒ﾘ�(iYIZｨ����#Cb�

27 冢ﾙ�h��-��9トレンチ 粘土混り砂礫層 丶�ｨ�X､Hｨﾉ�b�>�lｨ�X､HﾙY�b�良好 ��h������7舒ﾘ�(iYIZｨ����#c"�

28 冢ﾙ�h��-��3トレンチ �>�､�ｨ�X�8､Hｨﾉ�b�やや不良 冢ﾙ�i(hｯｨ����������������������#3"�

土塁南側砂層下部 劍�僮(ｮ(��｢�

29 冢ﾙ�h��-��9トレンチ �>�､�ｨ�XﾙXｨﾉ�b�やや不良 冢ﾙ�hﾎ8ｯｨ������7舒ﾘ�(iYIZｨ��#c"�

粘土混り砂礫層 劍�亳Y�ﾈ��｢�

30 冢ﾙ�h��-��〃 �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 冢ﾙ�i(hｯｨ����x�����#c2��僮(ｮ(��｢�

31 冢ﾙ�h��-��／／ �>�､�ｨ�X､HﾙXｨﾉ�b�やや不良 �6ﾘ������������������6ﾘ������������#c"�

32 冢ﾙ�h��-��／／ �>�､�ｨ�Xｨﾉ�b�良好 �������������������6ﾘ6ﾘ������������#c2�

33 冢ﾙ�h��-��3トレンチ 丶�ｨ�Y?ｹI)�b�>�lｨ�XﾙX､I�b�良好 ��h������������������������������#S"�

34 冢ﾙ�h��-��ノノ 丶�ｨ�Y?ｸｨﾉ�b�>�lｨ�XﾙY�b�良好 �6ﾘ������������������������������#S2�

35 36 冢ﾙ�i-��nﾙ�i-��3トレンチ 土塁南側最下底部砂層 3トレンチ ��H､�ｨ�X､I�b�>�lｨ�XﾙY�b�>�､�ｨ�X､II)�b�良好 良好 ���������#C"��h������#S��

37 38 冢ﾙ�i-��nﾙ�hﾘ)D��9トレンチ �>�､�ｨ�XﾙXｨﾉ�b�>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 良好 冢ﾙ�hﾎ8ｯｨ������7舒ﾘ�(iYIZｨ��#c"�

粘土混り砂礫層 劍�亳Y�ﾈ��｢�

〃 劍6ﾘ������������������������������#c"�

39 冢ﾙ�h��ﾘ)D��ノ／ �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 ��������������������h����������#c2�

40 冢ﾙ�h��Jｲ�〃 �>�､�ｨ�X､I�b�良好 ��h����������������6ﾘ������������#c2�

41 冢ﾙ�h��V��ノ／ �>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�良好 ��h����������������������������#c2�

1 2 冢ﾙ�i��nﾙ�iV��3トレンチ 土塁南側砂層下部 3トレンチ �>�､�ｨ�X囮I)�b�>�､�ｨ�YI(ｨﾉ�b�良好 良好 ���������#32�����7舒ﾘ�(iYIZ｣#Cb�

3 4 5 6 冢ﾙ�iFｲ�nﾙ�i¥��nﾙ�i¥��nﾙ�iV��9トレンチ 粘土混り砂礫層 3トレンチ 土塁南側砂層下部 9トレンチ 粘土混り砂礫層 3トレンチ �>�､�ｨ�Xｨﾉ�b�>�､�ｨ�Xｨﾉ�b�>�､�ｨ�X囗ｨﾉ�b�>�､�ｨ�X囗ｨﾉ�b�良好 良好 やや不良 やや不良 �6ﾘ��7舒ﾘ�(iYIZ｣#c"�6ﾘ��#3"�6ﾘ6ﾙ7舒ﾘ�(iYIZ｣#c"�6ﾘ6ﾙ7舒ﾘ�(iYIZ｣#Cb�

7 8 冢ﾙ�i¥��nﾙ�iV��9トレンチ 粘土混り砂礫層 土塁5区A層類似土層 �>�､�ｨ耳�X囗ｨﾉ�b�>�､�ｨ�Xｨﾉ�b�良好 やや不良 �6ﾘ6ﾘ��7舒ﾘ�(iYIZ｣#c"�x������#��

1 2 ��ｸﾆ(ｮﾙGH･r��ｸﾆ(ｮﾙGI�r�3トレンチ 西側4層下面 土塁灰色砂層一括 �>�､�ｨ�Yk隍I�b�>�､�ｨ�X､I�b�良好 良好 妬�(ｴ佩9Kﾈ������#�B���������Sb�
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第7表　出土遺物一覧表3

図 儁I��種別・形状 偬�7�ｩ'R�色　　調 傲H���ﾆﾉD����8��OX��ﾖﾆﾈﾆI<R�

26 �2�須恵器　杯身 �7凩ｴ��x決�2�内外面・淡灰色 處xﾔH������i�(ｴ���ﾈ����������������������s��

4 �7倡Hｮﾘ��ﾙ��土塁明治時代以降 盛土層 �%xｩ)�b�やや不良　6世紀代？　　　　　　　　　　60 

5 �7倡Hｮﾘ��ﾙ��3トレンチ以西、 土層帯以北4層 呻)�b�やや不良　　　／／　　　　　　　　　　　161 

6 ��ｸﾆ(ｮﾘ��GI�r�土塁4区A類似層 �>�､�ｨ�Y%x､I�b�良好　　　8世紀前半　　　　　　　　　128 

7 ��ｸﾆ(ｮﾘ��GH･r�土塁表土一括 丶�ｨ�X､Hｨﾉ�b�>�lｨ�X､I�b�良好　　　　　〝　　　　　　　　　　　　35 

8 ��ｸﾆ(ｮﾘ��GH･r�土塁表土一括 丶�ｨ�X､II)�b�>�lｨ�X､I�b�良好　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　35 

9 ��ｸﾆ(ｮﾘ��GI�r�3トレ以西、6トレ 以北4層直下砂層 �>�､�ｨ�Yk隍I�b�良好　　　8世紀前半　　　　　　　　　190 

10 ��ｸﾆ(ｮﾘ��ﾘ)D��3トレ以西、6トレ 以南4層 �>�､�ｨ�XﾙX､I�b�良好　　　　　　　　　　　　　　　　　　158 

11 丶Itﾙ:舒ﾘ�����3トレ以西、6トレ �>�､�ｨ�X､II)�b�良好　　10世紀後半　　休部内外面に灰　162 

以南3層下面 剽Mをはけぬり 

12 丶IIHﾆ���揵���低地部分微高地上面 �>�､�ｨ�X､I�b�良好　　12世紀中葉　　　　　　　　　127 

13 丶Itﾘﾆ���揵���3トレンチ流路 �>�､�ｨ�Y%x､I�b�良好　　　　　〝　　　内面に自然柚　239 

14 丶Itﾘﾆ���抦萪�3トレ以西、6トレ 以北4層下面 �>�､�ｨ�Y�(､I�b�良好　　12世紀後葉　　　　　　　　　183 

15 丶Itﾘﾆ���抦萪�土塁灰色砂層一括 �>�､�ｨ�Yk隍Hｨﾉ�b�良好　　13世紀前葉　　　　　　　　　　56 

16 丶Itﾘﾆ������ �>�､�ｨ�X､II)�b�良好　　12世紀後葉　　　　　　　　　　241 

17 丶Itﾘﾆ������3トレ以西、6トレ 以北4層下面 �>�､�ｨ�YI(､I�b�良好　　12世紀中葉　　　　　　　　　183 

18 丶Itﾘﾆ������土塁3区一括 �>�､�ｨ�X囗､I�b�良好　　12世紀後葉　　　　　　　　　　　28 

19 丶Itﾘﾆ������3トレンチ以東4層 �>�､�ｨ�Yk隍I�b�良好　　　　　／／　　　　　　　　　　　212 

20 丶Itﾘﾆ������6トレンチ4層 �>�､�ｨ�Y%x､I�b�良好　　13世紀前葉　　　　　　　　　112 

21 丶Itﾘﾆ������土塁9区 黄褐色白色斑土層 �>�､�ｨ�Y%x､I�b�良好　　　　　ノ／　　　　　　　　　　174 

22 丶IIHﾆ������土塁黒褐色粘土層一括 �>�､�ｨ�Y%x囗ｨﾉ�b�良好　　13世紀後葉　　　　　　　　　　　57 

23 24 25 26 27 丶Itﾘﾆ驥��､IIHﾆ驥��､IIHﾆ驥��､IIHﾆ驥��､Itﾘﾆ驥��土塁7区 褐色粘土層直下 3トレ以西、6トレ 以北4層下面 3トレ以東、7トレ 以北一括 土塁表土直下 土塁3区A類似層 �>�､�ｨ�Y�(､I�b�>�､�ｨ�X�9�(､I�b�>�､�ｨ�X､Hｨﾉ�b�､�ｨ�Y�(､I�b�>�lｨ�X�8､I�b�>�､�ｨ�Y�(､I�b�良好12世紀代155 良好〝183 良好ノノ　213 良好〃　243 良好／／118 

28 29 30 31 32 33 ��ｸﾆ(ｮﾙV���ｸﾆ(ｮﾙ¥���ｸﾆ(ｮﾙ¥���ｸﾆ(ｮﾙV���ｸﾆ(ｮﾙV��､Itﾘﾆ饅��土塁6区 黄褐色白色斑土層 3トレンチ 以西4層一括 6トレンチ3、4層一括 土塁一括 3トレ以西、6トレ 以南4層下面 土塁7区A層 �>�､�ｨ�XﾙX､I�b�>�､�ｨ�X､II)�b�､�ｨ�XﾙX､I�b�>�lｨ�X､II)�b�､�ｨ�XﾙX､I�b�>�lｨ�X､II)�b�､�ｨ�X､I�b�>�lｨ�X､II)�b�>�､�ｨ�X､I�b�良好6世紀代143 良好／／135 良好／／179 良好〃　40 良好8世紀前半175 良好12世紀前半110 

34 35 36 37 ��ｸﾆ(ｮﾙ¥���ｸﾆ(ｮﾙJ2��ｸﾆ(ｮﾙ¥���ｸﾆ(ｮﾙV��3トレ以西、6トレ 以北4層下面 3トレンチ3層一括 低地部分一括 3トレ以西、6トレ 以北4層一括 �>�､�ｨ�X､II)�b�､�ｨ�X､II)�b�>�lｨ�X､Hｨﾉ�b�､�ｨ�X､II)�b�>�lｨ�X､I�)�b�､�ｨ�X､II)�b�>�lｨ�XﾙX､I�b�良好8世紀前半183 良好／／170 良好〝　63 良好ノノ183 
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第8表　出土遺物一覧表4

図 儁Hﾏｲ�種別・形状 偬�7�ｩ'R�色　　調 傲H�����ﾂ�年　　代 儖X��ﾖﾈ��W�<R�

26 �3��須恵器　賓 �86x8ﾈ986�潔�ﾃI�r�外面・青灰色 内面・灰白色 處xﾔB�8世紀前半 ���2�#�B�

27 ���志野皿 �.�&餾IZ｢�内外面・乳白色 處xﾔB�16世紀代 �>�lｨ,俛Y�h,ﾉWC迭�(YZ�*�.��3R��8ﾌｸ�YOﾉEｨ蝌�C�CR����ィ�

2 丶IIH揵���低地部分一括 丶�ｨ�YI)|��b�>�lｨ�Xｨﾉ�b�良好 ��志戸呂産　　　　63 

3 �59tﾙKﾈｬ�(2����3トレ以西、－6トレ 以北4層中 丶�ｨ�XﾙY�h��ｨﾉ�b�>��ﾈ�XﾙY�b�良好 ��／／　　　　184 

4 �5imｩ(9���土塁灰色砂層一括 丶�ｨ�XﾙY�h����9I)�b�>�lｨ�XﾙY�b�ﾊ俛�-ﾘ�Y�)I)�b�良好 ��瀬戸産　　　　　59 

5 丶IIHｭｹ���土塁Ⅰ層 �>�､�ｨ�Y%y|��b�良好 ��瀬戸・美濃産　　40 

6 ��YWH揵GB�3トレンチ4層 �>�､�ｨ�YI)�b�良好 ��y�(ｴ�(iwH�����肥前磁器　　　　21 

絵付け・青色 剞｢紀中葉 俘)�I%ｹYH,俚ｸ*｢�WI(R�

7 ��YWIKﾉ9ｸ惲����土塁明治以降 盛土層一括 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 ����(ｴ佩9Kﾂ�肥前磁器　　　　25 

8 ��YWH揵���／／ �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 ����(ｴ��2�瀬戸産　　25 陶胎染付　　26 

9 丶IIHｭｹ���6トレンチ4層 �>�､�ｨ�Y%y|��b�ﾙXｨﾉ�b�良好 ��志戸呂産　112 鉄柚に灰粕掛け 

10 ��YWI(i���廃土採集 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 ����(ｴ��2�肥前磁器　　49 くらわんか手 

11 ��b�ノ／ �>�､�ｨ�Y%y�)I)�b�､yWH*��Y%y�)�b�良好 ������／／　　　　116 

12 ��b�ノノ �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 �6ﾘ���ノ／ 

13 �6ﾘ���低地部分2層一括 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 ������〃　　　　　　55 

14 ��YWHｬ�;���〃 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Yk��)�b�良好 ����(ｴ��2�53 

15 ��YWIJｲ�低地部分2層＋ �>�､�ｨ�Y�)I)�b�良好 ��割面に焼継痕　　53 

土塁灰色 砂層一括 丶yWH*��YyY�b��56 

16 ��YWIW"�土塁Ⅰ層 丶�ｨ�Y�(､I�b�>�lｨ�Y?ｸ､I�b�､yWH*��YyY�b�良好 ����(ｴ��2�40 

17 �7��ｹ�ﾈﾆ��低地部分一括 僮)�b�やや不良 俔ﾘﾌｸ鳬�2�63 

18 �4ｨ8�8�5��土塁11区一括 �>�､�ｨ�Y�)�b�良好 傴ｩ��鳬�2�197 

19 20 21 22 23 24 25 �4ｨ8�8�5��4ｨ8�8�5��鷙ｮﾙ���鷙ｮﾙ���鷙ｮﾙ���:舒ﾙKﾉ9ｲ�(9���:舒ﾘ･r�土塁明治以降 盛土層一括 土塁11区一括 土塁灰色砂層一括 土塁1区明治時代以降 盛土層一括 土塁Ⅰ層一括 表土一括 土塁明治以降 盛土層一括 �>�､�ｨ�Y�)�b�､�ｨ�X�8ｩ)�b�>�lｨ�Y%xｩ)�b�>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�>�､�ｨ�YI)�b�>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�､�ｨ�X囗ｨﾉ�b�>�lｨ�YI)�b�､yWH*��Xｨﾉ�h���|��h��I)�b�>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��XﾙY�b�良好 良好 良好 良好 良好 良好 良好 ��������6ﾒ�k韭�鳬�8決ﾗ��諸��鳬�2���6ﾒ���6ﾒ�6ﾘ6ﾒ�26 197 56 文様はプリント26 文様は転写によ40 る 33 土瓶の蓋60 
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第9表　出土遺物一覧表5

図 儁H謦�種別・形状 偬�7�ｩ'R�色　　調 傲H�����ﾂ�年　　代 儖X����ﾖﾂ�取上 番号 

27 �#b�磁器　蓋 儷ﾉ7俐ﾈ��外面・濃緑色 内面・白色 絵付け・褐色 處xﾔB�昭和時代 亶ﾙ�ｸ,ﾈ･r�52 

27 俾Xｮﾘ��萪�土塁Ⅰ層一括 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 �6ﾘ���文様は転写によ る 鼎��

28 俾Xｮﾘ��Jｲ�土塁1区明治以降 盛土層 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��XﾙY�h���囮|��h��遧�b�良好 ���6ﾒ� �#b�

29 俾Xｮﾘ��Jｲ�土塁表土一括 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��Y�)�b�良好 ������ �#B�

30 �:舒ﾘ��-��土塁1区明治以降 盛土層 �>�､�ｨ�X囗ｨﾉ�b�良好 �6ﾘ��� �#b�

31 �:舒ﾘ��7儻"�土塁明治以降 盛土層一括 �>�､�ｨ�YI)�b�､yWH*��XﾙXｨﾉ�b�良好 ������ �#R�

32 �:舒ﾘ��7儻"�土塁1区明治以降 盛土層 �>�､�ｨ�X荵�b�良好 �6ﾘ���（鉄柚） �#b�

33 �:舒ﾘ�����土塁明治以降 盛土層一括 �>�､�ｨ�X荵�b�良好 冖韭�鳬�8決ﾗ��（鉄粕） �#R�

34 �7舒ﾘ����}����低地部分2層一括 乖ﾉ�b�良好 �6ﾘ��� 鉄2�

28 ���陶器　碧 �7凩ｸuI�x耳ｨr�内外面・錆色 處xﾔB�ノノ ���59IH�｢�44 

2 �:舒ﾘ��V��低地部分一括 �>�､�ｨ�X荵�b�良好 �6ﾘ6ﾒ�（鉄柚） 27－33と同一イ固 体か 田2�

3 �:舒ﾘ����Jｲ�土塁西端道状遺構 �>�､�ｨ�X荵�b�良好 �6ﾘ6ﾒ�（鉄柚） 都"�

4 �:舒ﾘ����Jｲ�土塁Ⅰ層一括 �>�､�ｨ�X荵�b�良好 ������（鉄柚） 鼎��

5 �:舒ﾘ����Jｲ�土塁1区明治以降 盛土層 �>�､�ｨ�X荵�b�良好 ���6ﾒ�（鉄柚） �#b�

6 �:舒ﾘ��V��土塁Ⅰ層一括 ＋灰色砂層下面一括 �>�､�ｨ�Xｩ)�b�良好 ������ 鼎��cB�

29 ���縄文土製 口 ロロ 店6x8ﾈ986�4�8�49�r�内外面・淡橙色 處xﾔB�縄文日新切免期？ ��37 

2 �7�6ｨ6�8X4��7舒ﾒ�廃土採集 �>�､�ｨ�YI)�b�良好 儻9k�� 鼎��

図 儁Hﾏｲ�種別・形状 偬�7�ｩ'R�色　　調 俤�����年　　代 儖X����ﾖﾂ�取上 番号 

29 �2�勾玉 �.�&��ﾉ�CI�r�緑褐色 ��6世紀後半～7 世紀前半頃 ��138 

30 ���磨製石斧 ��S86x8ﾈ986��黒褐色 ��弥生中期？ 雙y[ﾙ]����餽��251 

2 冑��ｹ�餽��3トレ以西、6トレ 以南4層下面 ��Hｨﾉ�b� 冢ﾙ�h鳬�2�ノ／ ��s��

3 冑��ｹ�餽��低地部分4層 �%y�Hｨﾉ�b� 冢ﾙ�h鳬�2�ノ／ �3"�

4 �7Y���3・トレンチ 土塁部分東壁 丶I�b� 儻9k�� 都��

5 �7Y���土塁黒褐色粘土層一括 價y�b� ������ 鉄r�

6 冑��ｹ�餽��3トレ以西、6トレ 以南4層下面 �?ｹI)�b� 冢ﾙ�h鳬�2�扁平片刃石斧 ��sR�

7 冑��ｹ�餽��6トレンチ4層 �%y|��b� 冢ﾙ�h鳬�2�柱状石斧 ���"�

8 �7Y���土塁灰色砂層一括 �僮)�b� 俔ﾘﾌｸ鳬�2� 鉄��

31 ���キセル雁首 �86x8ﾈ潔8ﾈ��x6x8ﾂ�潔>ﾃI�r�褐色 俎ﾉ�ｲ�江戸時代後半 ��212 

2 �4"�1トレンチ北壁 �乖ﾉ�b�鉄製 俔ﾘﾌｸ鳬�2� 迭�

3 �4"�1トレンチ4層 �乖ﾉ�b�鉄製 �6ﾘ��� 湯�

4 冽�7)W9k餬��土塁灰色砂層一括 �乖ﾉ�b�鉄製 儻9k�� 鉄��

5 �4ﾈ5ｨ8ｲ�ｷｨﾏｸ�9�ｹV��土塁4区 ��)|��b�鋼製 俔ﾘﾌｸ鳬�8��� �#�2�
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第23図　出土遺物実測図2
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第Ⅵ章　考　察

第1節　高田大屋敷遺跡の考古学調査と

史跡保存の将来像について
田辺昭三

1　発掘調査の経緯をめぐって

高田大屋敷遺跡の調査・保存問題について、菊川町から相談を受けたのは、1987年のこ

とと記憶している。当時、菊川町文化財専門審議会の委員長をつとめていた鈴木則夫氏は、

私が考古学の道へ進むきっかけをつくってくれた人ということもあり、それまでも菊川町

の埋蔵文化財に関してあれこれ意見を求められたこともあって、その都度私の個人的な考

えを伝えてきた。

高田大屋敷遺跡については、在地豪族の居館跡である可能性が極めて高く、しかも新た

に発見されたという文献史料によって、鎌倉御家人内田氏の居館ではなかったかという、

その居館の主を特定した有力な見解も、原秀三郎氏などから出されていた。相談を受けた

際、私はまず遺跡の範囲確認、遺構の配置をふくむ遺跡の構造や成立年代など、基礎的な

考古学調査を実施するべきであると提言した。そして、この基礎調査は遺跡の保存と活用

を大前提とするものであることを強調した。その頃、磐田市一の谷遺跡の問題が大きくマ

スコミで取りあげられていたため、遺跡破壊がかえって多大な出費と世論の強い批判をよ

んだ例としてこれを他山の石とすべきことを、当時の榛葉達男町長、佐野紋一教育長、橋

爪敏男土地改良区理事長、鈴木則夫町文化財専門審議会委員長ほかに説明したのである。

榛葉町長をはじめ町当局者との話し合いは、その後両三度に及んだ。

内田氏居館

跡の可能性

こうした経過の後、1988年夏に文化庁からの補助金を受けて第1次調査を実施した。1次1・2次調査

調査に引きつづき、第2次調査も行う。調査は、翌1989年1月まで続けた。1次調査では、

遺跡範囲とその構造をより明確にするために、遺跡に対する航空写真の撮影も実施した。

県教委、文化庁の指導によって、その後1990年6月から7月にかけて第3次調査を行い、

1、2次調査でほぼ明らかになった遺跡の年代、構造、性格をさらに鮮明にした。この年か　3～8次調査

ら翌1991年にかけて、第4次から7次までの部分的確認調査が実施され、1992年春から夏に

かけての第8次調査へつながっていったわけである。

第4次調査から第7次調査までの調査経過や結果について、私はほとんどその内容を知

らない。今となれば弁明の余地もない無責任な話しだが、発掘調査の届出書類への捺印や

結果の報告など、いずれも事後のことで、承諾もしていない名目上の団長という立場も、

口頭では再三抗議はしたものの、私にとっては故郷の貴重な文化遺産を保護するためとい

うかねてからの考えをつらぬくために、すべて目をつむった結果であることを、ここで特

に記しておきたい。

1992年、高田大屋敷遺跡の保存問題が、研究者を中心に県下の範囲をこえて全国的な間

題となっていく中で、京都大学教授大山喬平氏を委員長とする高田大屋敷遺跡調査委員会

が組織され、第1次調査からのかかわりや地元出身ということもあって、私も委員の1人に

加わることになった。委員を引受けたものの、結局調査委員会には一度も出席できず、第

8次調査も調査期間中に一度現地を訪ねることができただけである。

第4次調査が実施された1990年以後、私は高田大屋敷遺跡調査団長という立場よりは、
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菊川町出身であり、しかも埋蔵文化財の調査研究に携わる一学徒として、遺跡の保存と活

用を実現しなくてはならないという責任を強く感じ、個人的に関係諸機関や個人に相談や

お願いを続けてきた。当然のことながら、この高田大屋敷遺跡の保存問題を、仮に調査団

長の立場になかったとしても、私は避けて通ることのできない立場であることを自覚して

いる。高田大屋敷遺跡と私自身とのかかわりを、考古学調査や保存問題の展開を通して述

べてきたが、どのような理由にしろ数百年間遺存してきた貴重な文化遺産を、私たちの時

代に破壊してしまうことへの子孫に対する申しわけなさと、そのような事態にたち至った

ことへの無念さを思わないわけにはいかない。

2　発掘を通じて明らかにしようとしたこと、その結果

第7次調査までの名目上の責任者として、第1、2、3次調査までは幾度か現地に足を運ん

で調査計画から調査過程にまで、遠隔操縦の批判は免れ難いが、担当者に相当具体的な指

示まで与えていた立場から、高田大屋敷遺跡の発掘調査を行って何を明らかにしようとし

たのか、蛇足ながら発掘調査の狙いとその結果について、思い出すままに私見を記してお

きたい。

第8次調査以前の考古学調査に関する経過と結果については、第Ⅳ章に客観的な記述が

ある。私はこれに私見を加え、私なりに考古学調査の成果とその意義について考えたとこ

ろを述べてみたい。

まず、第1・2次調査は、居館跡を囲む土塁の築造年代を明らかにし、また土塁で囲まれ

た内部に遺構を探り、遺構の構造を明らかにしようとするものであった。居館跡と冒され

る範囲には、現在田畑、住宅などがあって、発掘地点を選ぶには制約があり、調査の実施

計画もこの条件の枠内で行わざるを得なかった。また、この調査は遺跡の範囲、性格、内

調査の目標　容、成立年代などをより明確にし、それに考古学的根拠を与えることが目標であった。発

掘以前から、この遺跡の歴史的価値については町文化財専門審議会の意見書にもある通り、

有識者の等しく評価するところであり、発掘調査はいわばこれに科学的根拠を付加すると

いう意味で実施したわけである。この発掘調査が、遺跡の保存と活用の第1歩となるように

願って、実施に踏みきったことはいうまでもない。これは当時の町長、教育長、文化財専

門審議会委員長、土地改良区理事長らの、共通の願いであったことはたしかである。私も、

発掘調査団長を引受けるよう要請された際、「記録保存」などということは現実に存在し得

ないことであり、高田大屋敷遺跡の発掘調査が破壊のための事前調査となるようなもので

あれば絶対に団長を引受けないことを明言した。町当局は、これを承知した上で調査の実

施に踏みきったのであり、その後のあり得ようはずもない事態の急変にはただ驚くばかり

で、冷静に経過を追うほどに強く怒りを感じるのである。

土　塁　の

築造年代
さて、第1・2次調査の結果、どのような点を明らかにし得たか。まず、土塁の築造年代

については、部分的な断ち割り調査によって盛土中から検出された遺物の下限が鎌倉時代

を下るものではないことから、土塁そのものも遺物の下限年代をそれほど下るものではな

いと判断した。もっとも、土塁の築造年代については、土塁中の遺物の下限年代を遡らな

いということを確定できるだけで、築造年代の下限を限定するには、更に別の根拠を求め

なくてはならないことはいうまでもない。ただ、仮に土塁の盛土中から検出された遺物中

に鎌倉時代以降のものがあったとしても、土塁は恐らく常に補強修復を繰りかえしたと思

われるので、将来全面的な発掘調査によって盛土の状況を正しく把握する機会があれば、

積み土の前後関係から土塁修復の事実やその年代、回数をある程度明らかにすることは可
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能である。

一般に考古学調査の結果は、たった1つの遺物や遺構のあり方から直ちに結論を導き出せ

るような特効薬的性格のものではない。より多くの資料の相互関係と、可能なかぎり多く

の異なった視点からの観察結果の綜合の中から抽きだされるものと理解していただきたい。

高田大屋敷遺跡の出土品中に蓮弁文青磁碗の破片があれば、それは高田大屋敷遺跡の性格

を示す無数の資料中の1つであり、それ以上の意味もなければそれ以下でもない。

発掘によって検出された資料中には、中世遺物のほかに古墳時代から平安時代にかけて

の土師器、須恵器が相当量出土している。この事実は、中世豪族の居館が営まれたこの地

が、古代、中世を通じ下内田地区一帯の中で最も居住に適した地であったことを暗示して

いる。塩の道が西側をはしり、東に菊川、小笠川が流れる高田大屋敷の所在地は、地理的

にも当地の要点を占めており、そうした地理的・歴史的条件からも、この辺りに居館の地

を求めなくてはならない必然の理由があったのであろう。

居館跡と目される土塁に囲まれた範囲のグリッド発掘の結果では、溝跡が確認されただ

けで、建築遺構などの検出はなかった。それは、グリッド設定の候補地が限定されていた

ことや、発掘調査の範囲が小面積だったことなどによるものと思われる。

1990年夏に実施した第3次調査では、遺跡と古川神社の間をへだてる南北に細長い水田

部分が、居館に付随する人工の掘であるか否かを確認することを目標とした。土壌学の加

藤芳朗氏の指導も受けて実施したこの調査で、遺跡西側の水田部分は人工の堀割りである

可能性が極めて高いということが明らかになった。私たちが当初から予測していた通りの

結果であり、中世居館跡としての高田大屋敷遺跡の構造、内容が次第に明らかになってき

た。なお、この間に航空写真の撮影も行い、遺跡の遺存状態が大変良好であることを改め

て確認し、現状保存の必要性を一層強く感じたことであった。

第4次調査以降の調査については、第Ⅳ章ほかにゆずる。また、第8次調査についても、

第Ⅴ章に詳説されているのでここでは特に触れない。ただ、第8次調査で初めて土塁の精

査を実施した結果、その築造法、築造年代が明らかにされ、高田大屋敷遺跡の性格をより

鮮明にとらえることができるようになった。この発掘調査で得た結果と、すでに次々と貴

重な成果を挙げてきた文献史料による研究を合わせ、今後更に、正しく高田大屋敷遺跡の

歴史的価値を評価していかなくてほならないと思う。

3　遺跡の保存・整備とその将来像

高田大屋敷遺跡の保存と圃場整備事業の問題が提起され、第1・2次調査を実施した当時、

町長をはじめ町当局は遺跡の保存と活用に積極的な姿勢を示し、すくなくとも遺跡の現状

保存の方向でその方法を模索していたことはまちがいない。「近年、菊川町に隣接する市町

村では開発優先の方針の下で、ふるさとの保護すべき自然環境や文化的環境を破壊してき

ている。せめて高田大屋敷遺跡の所在する下内田地区は、高田大屋敷遺跡を中心に周辺の

耳川遺跡、政所横穴群なども含めた史跡公園をつくって環境を護る橋頭墜とし、地域の文

化的環境の充実や教育の場としての活用をはかりたい。」大体以上のような内容の将来像に

ついて、町長と語り合ったことを覚えている。内容の充実した図書館や、本格的演劇ので

きる劇場の建築を実現し、次は郷土の歴史民俗資料館の建築を計画しているという状況の

中で、史跡公園構想も単なる夢物語ではない真実味のある話として、私自身は受け止めて

いた。1989年秋、菊川町は県教委の指導に対して、高田大屋敷遺跡の史跡公園化構想を文

書で回答していることからみても、当時の町当局は遺跡の保存と活用の方向でこの間題に
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遺跡保存・
整　備　の

計　画　案

取組んでいたことはたしかであろう。

高田大屋敷遺跡の保存問題について、町当局の方針が豹変したのは1990年夏以後のこと

だが、県教委や文化庁の再三にわたる指導助言にも拘らず、第8次調査終了の時点までは

再び遺跡保存の方針にたち戻る事はなかった。その中で、1992年2月に県教委が作成した『高

田大屋敷遺跡について』という資料中に「Ⅱ、今後の方針と計画」の項が設けられており、

ここで遺跡の現状保存、史跡整備計画などについて、県教委の案が提示されている。

この案では、「高田大屋敷遺跡の性格や歴史的価値からすれば、遺跡本体ばかりでなく、

塩の道や周辺遺跡も含めた歴史的景観の保全を理想とするが、しかし現実の状況を考慮し

た上で、せめて遺跡本体の大半を保存する」という具体案を示している。また、史跡整備

計画についても、堀や土塁の復原、歴史資料館の建設などを提案している。そして、単に

1遺跡を保存するだけでなく、それを通じて地域の文化的教育的環境の整備まで配慮してい

るのである。

この保存、整備計画を現実に実践するためには、まず土地所有者をはじめとする地元住

民の意志を優先させることが肝心であり、多くの経済的、社会的困難を伴うことはいうま

でもない。また、県教委の提案も1つの試案に過ぎず、これを実践するには更に広く更に多

くの頭脳と力の結集が要求されるだろう。高田大屋敷遺跡の保存と活用について、かつて

私たちが語りあった夢の未来像は、昨年県教委によって提案されたこの保存と整備の計画

と、内容的には非常に近いものであり、夢が次第に現実へ近づきつつあることを予感させ

る。

後記　高田大屋敷遺跡の考古学調査と遺跡保存の将来像などについて、思いつくままに

書き連ねてきたが、正直なところ随分筆にし難いこともあった。また、立派な調査報告や

格調高い論文の中へ、このような雑文を加えていただくには、若干の蹟躇も感じざるを得

なかった。しかし、高田大屋敷遺跡の保存問題については、ここに書き記したような事柄

も、それはそれで1つの資料となることはまちがいないだろう。悲痛な思いで、敢えて筆

を執った所以である。
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第2節　高田大屋敷遺跡の歴史地理学的考察

一立地と水利を中心に－

小林健太郎

1　高田大屋敷遺跡周辺の地形的環境

高田大屋敷遺跡は静岡県小笠郡菊川町の南部、大字下内田の高田地区に位置し、菊川と

上小笠川との合流点付近に形成された自然堤防上に立地している。

菊川町は静岡県の中西部、小笠郡の北部に位置し、東は牧ノ原台地、西は小笠山丘陵に

限られており、その間を商流する菊川とその支流によって形成された細長い沖積低地が主

要な居住地域になっている。

牧ノ原台地は大井川の右岸に広がる洪積台地で、丘陵状に浸食された新第三紀の泥岩層

の上に旧大井川の扇状地礫層が不整合に厚さ5m～60m堆積しており、南部では礫層と泥

岩層との間に厚さ10数mで貝化石が多い貝沢砂泥層（下部洪積層）を挟んでいる。台地面

の標高は北端部では270mに達するが、南へ向かって緩やかに傾斜し、南端部では40～50m

に低下している。全長約25kmに及ぶ台地面は樹枝状に分岐して複雑な平面形を呈し、縁辺

部は台地から流出する数多くの河川によって浸食されて、丘陵性の地形になっている。菊

川町域では沢水加川と牛淵川の本支流が樹枝状に谷を刻んでおり、谷底に狭長な谷底平野

を形成する一方、稜線部には長者原など中位面・下位面に相当する菊川の段丘がある。

牧ノ原台地

小笠山丘陵は、東の菊川と西の太田川との間にある丘陵地で、標高264mの小笠山を中心　小笠山丘陵

として約10km四方の範囲に広がっている。洪積世の小笠山礫層が厚く堆積し、北東が高く

なるように傾いて隆起した。数多くの谷が刻まれ、尾根の平端面はほとんど消失している。

北部や東部では基盤の第三紀掛川層の泥岩が現れている。

菊川は、赤石山脈の最南端に位置する粟ヶ岳（標高520m）の東麓に源を発し、牧ノ原台　菊　　川

地の西辺を刻んで南流し、小笠郡大浜町で遠州灘に注いでいる。流路延長は32km。上流で

は新生代第三紀中新世の倉真層群、同漸新世の瀬戸川層群、同鮮新世の掛川層群からなる

丘陵を順次流下し、菊川町倉沢・潮海寺付近では低位面に分類される河岸段丘を発達させ

ている。この段丘面の延長は菊川町の最南端に接する大東町下佐束岩滑地区の菊川右岸ま

で断続的に分布している。

中流の菊川町掘之内（JR東海道本線）付近から河口までは、多くの支流とともに溺れ

谷的な沖積低地を形成しているが、牛淵川と下小笠川を合流させる付近までの低地は谷底

平野・氾濫平野に分類され、川岸には自然堤防の発達が顕著である。現在の河道は河川改

修によって緩やかな曲線を描くようになっているが、菊川町域を流れる中流部にはかつて

の蛇行流路の跡が散見され、河川改修までは著しい蛇行を繰り返していたことを示してお

り、自然堤防はこの蛇行流路に沿って形成されている。

一方、上小笠川は小笠山の北東斜面から流出し、新生代第四紀更新世小笠山礫層（小笠

累層）、掛川層群からなる丘陵を刻んで流下した後、掛川市の上内田地区、菊川町中内田地

区に埋積性の谷底平野を形成しているが、これらの地区では自然堤防はほとんど見られず、

河道も緩やかに曲流しているのみである。しかし、菊川との合流点に近い下内田地区北東

部に入ると、現在の河道は河川改修によって直線化されているが、改修以前の河道は著し

溺　れ　谷

谷底平野

氾濫平野

蛇行流路

上小笠川

埋積性の
谷底平野

く曲流し、両岸には顕著な自然堤防を発達させていた。これは、菊川の自然堤防に行く手　自然堤防
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西　方　川

土地条件図

地形分類図

丘　陵　の

矢　端　部

段平尾の
段　丘　面

を阻まれて流れが停滞したことによるものである。

また、菊川と上小笠川との合流点の上流1・2kmで、西方川が菊川に合流している。この西

方川は、中新世の満水層および鮮新世の掛川層群からなる菊川町北部の丘陵地帯（標高100

m前後）から流出し、上流部と中流部では細長い埋横谷になっているが、東名高速道路を

過ぎると菊川中流のやや幅の広い谷に入り、その西辺を商流している。西方川の沿岸で自

然堤防が形成されているのはその最下流部、菊川に合流するまでの1km足らずの部分に過ぎ

ない。

2　高田大屋敷遺跡付近の微地形環境

高田大屋敷遺跡は、谷幅が約1・5kmと、菊川の中流部では、最も広くなっている部分に位

置しており、高田大屋敷遺跡の北東0・9kmでは西方川が菊川に合流し、同遺跡の南南東0．4km

では上小笠川が菊川に注いでいる。また菊川の東方約0．5kmには、菊川の支流牛淵川が菊川

とほぼ平行に商流している。

第32図は国土地理院発行の2万5千分の1土地条件図「掛川」図幅をもとに作成した高田大

屋敷遺跡付近の地形分類図である。

図の西辺には、小笠山から伸びてきた丘陵の先端部が姿を見せている。この部分の稜線

は標高が50～60mに過ぎず、そこに刻まれた小さな谷には、大字中内田政所の農家や大蔵

寺が立地し、丘陵の先端部

中腹には八幡神社が鎮座し

ている。丘陵の東麓は削平

され、この削平地は内田小

学校になっている。

この丘陵の南には、下位

面に分類される段平尾の段

丘面が、東西約300m、南北

約600mの範囲に広がってい

る。段丘面の標高は26～28

mで、周囲は比高10m内外

の段丘崖で限られている。

段丘面の大部分は茶畑に利

用され、段平尾の農家も立

地している。

これらの丘陵と段丘の東

後背湿地　麓には狭長な後背湿地が南

北に伸びている。この後背

湿地北半部の東辺、自然堤

防との境界に沿った所には

旧流路跡　上小笠川の旧流路跡が認め

られ、このコースは下内田

地区を潅漑する用水路に利

用されている。

淵

国第三紀丘陵

田

第32図　高田大屋敷遺跡付近の地形分類図

（2・5万分のl土地条件図「掛川」により作図）

－74－

耳

牛

上



後背湿地の東には、菊川と上小笠川との合流点付近に形成された自然堤防が広がってお　自然堤防

り、河川改修が行われるまでは著しく蛇行していた両河川の旧流路の痕跡が残されている。

この旧流路を復元したのが第33図で、菊川は奈良野で袋状に著しく蛇行した後、高田大屋　旧　流　路

敷遺跡へ向かって西進

川堀第33図　菊川と上小笠川の‾蛇行流路復元図

（2．5万分のl土地条件図「掛川」および静岡県管内
全図（明治22年刊）による）

し、そこから急に南東

方向へ流路を転じ、こ

の転換点を過ぎたとこ

ろで上小笠川の蛇行流　蛇行流路

路と合流していた。

上小笠川は、耳川橋

付近から蛇行しはじめ、

一旦東流した後南に転

じ、次いで南南西に向

きを変えて高田大屋敷

遺跡に向かっていた。

遺跡の北西緑に達する

と急に向きを変え、遺

跡の外周を巡るように

屈曲しながら、遺跡の

東を通って上記の合流

点に向かっていた。

高田大屋敷遺跡の西

側に見られる堀状の凹

地は、この上小笠川の

蛇行流路に直接つなが

るものではなく、上述

した後背湿地の東辺に痕跡を留めている旧流路跡に連なるものである。

高田大屋敷遺跡は、これらの蛇行河川によって形成された自然堤防上に立地している。

この自然堤防の表面は標高11m前後で、標高10m内外に過ぎない上記の掘状凹地やその南

に続く後背湿地よりも約1m高くなっており、その構成物質も砂質シルトを主体としている

ため相対的に排水が良好で、茶畑に利用されている所が多い。

菊川の中流域では、菊川と上小笠川が合流し、両河川が共に著しい蛇行を繰り返してい

るこの地区において自然堤防の発達が最も顕著である。自然堤防は河川の上流から運ばれ

てきた砂などが河道の岸に沿って堆積して形成された微高地で、洪水時に水が河道から溢

流するとき、河道に近い所では流速が速いため砂などの比較的粗粒な物質が堆積したもの

自然堤防上

に　立　地

自然堤防の

発達顕著

であるから、この地区で自然堤防の発達が顕著なことは、この地区においてしばしば溢流　溢流氾濫

氾濫が繰り返されていたことを示しており、その年代は、後述するように、弥生時代から

古墳時代にかけてであったと推定されている。

自然堤防の背後はシルトや粘土などの細粒物質で埋横された後背湿地になっているが、　後背湿地

この部分にまで供給される物質は量的に少ないため、その表面は平坦で、高度も自然堤防

より低く、河川へ向かっての排水が河道沿いの自然堤防によって阻害されることもあって、
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月　岡　の

下位段丘

水田耕作に適した湿地になっている。

また、菊川と上小笠川との合流点の上流1．2kmで菊川に注ぐ西方川の合流点の西側には、

北から南に伸びている丘陵の先端部に、月岡の下位段丘および低位段丘が張りだしている

ため、西方川が運んできた土砂が直接上小笠川の谷に供給されることはなく、これらは一

旦菊川のそれと混合された後、上記の自然堤防地区に運ばれることになる。

3　高田大屋敷遺跡の「堀」状凹地に関する地学的検討

堀状の凹地　　高田大屋敷遺跡と古川神社との間には、南北に細長く延びる「堀」状の凹地がある（第

34図）。この凹地の両側は自然堤防の微高地で、東側には高田大屋敷遺跡があり、西側には

古川神社が立地している。この自然堤防は厚さ1m内外の褐色のシル上質土層と、その下の

礫層からなり、表面の標高は11m前後である。

これに対し、現在は水田になっている「堀」状凹地は、両側との高度差は0．7～1．6mほ

どで、表面の標高は北端で10．01m、南端で9．85mと、ほとんど差がないといってよいほど

平坦である。

上小笠川蛇行流路

10．65

11．50

」．．＿
、■一・一・、　」

11．07

’91－6－2

10．87　、－

鳥
居

＼・91割T

l1．04

国河道状凹地

国　　堀

9．62

10．99

第34図　「堀」状凹地と周辺の海抜高度（m）とトレンチの位置

（中速農林事務所作成のl：川00「現況平面図」による）
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以下、加藤芳朗静岡大学名誉教授の調査報告書に基づいて記述を進めることにする。

（1）発掘トレンチでの観察

堀を横断するトレンチでの観察結果は次の通りである。

①’90－2T、’91－9T　「堀」状凹地とその両側の自然堤防を貫いて設定されたトレンチ

である。自然堤防は黄褐色のシルトないし砂質シルトで構成され、その下位に粘土層と礫

加藤芳朗

層（礫層1と呼ぶ）がある。「堀」状凹地の両側にある自然堤防の下からは共通の粘土層が　礫　層1

現れるので、これらは一連のものとみなされる。これらを大きく削り込んで「堀」の土層

（青色を帯びる粘土層と植物層の互層）が重なっている。植物層は広葉樹の木の葉と枝の

集密層で、粘土層にもこれらがふくまれている。このことから、「堀」の土層は水の流れが

ほとんどない（静水）水域で堆積したものと推定される。その岸辺には広葉樹がうっそう

と繁っていたのであろう。なお、発掘担当者によると、’90－2Tの礫層1からは弥生土器片

が、，91－9Tの西側の自然堤防のシル上層下部からは弥生～古墳の遺物が出土し、東側の自

然堤防上にある土塁の年代は鎌倉以後とのことである。

②’91－1T　上と同様に、自然堤防の土層を切って「堀」の土層が堆積しており、この土

層が植物層と植物片を含む粘土層からなることも変わらない。しかし、それらの下部に礫

層（礫層2と呼ぶ）が存在する点が違っている。この層の下限は未確認であるが、断面図に　礫　層　2

よれば、標高は7．85m以下になる見込みである。ここから摩滅した奈良・平安時代の土器

が出土したという。

③’91－6－1T　これも同様であるが、礫層2（厚さ最大0．8m）の出現が浅くなり、かつ、

その下位に植物層があることが確認された。従って、静水状態にあった「堀」の水域に突

然砂礫の流入があり、それまでの堀底を削って、いわば第2の堀を作ったことになる。しか　第2の堀

し、その後も植物層や粘土層の堆積が続くので、第2の堀も静水状態を保ったものと考えら

れる。このトレンチの礫層2の下底は標高が7．9mで、’91－1Tより高いことが注目される（後

述）。

④，91－6－2T　このトレンチと隣接の’91－6－1Tにかけて、第2の堀の土層を切って、

深さ約1．3m、幅約15mの、いわば第3の堀が検出された。この堀を埋めている土層の下部

には厚さ最大1．1mの礫層（礫層3と呼ぶ）がある。この上部は、トレンチの両壁では礫層

であったが、わずか1mしか隔てていないトレンチの北壁では紙礫、砂、粘土の互層に変わっ

ている。これらには木の葉や枝が含まれ、その上位にも植物層がくるので、第2の堀と同様

に、第3の堀も、一時的には砂礫の流入があったものの、依然として静水状態は維持されて

いたとみてよかろう。発掘担当者はこの堀を江戸時代のものとしている。

（2）トレンチ内の礫層の性格

第　3　の堀

礫　層　3

江戸時代

①岩質組成　礫層1～3の礫および、対照として、菊川、上小笠川、西方川の河床の礫を　岩質組成

採取し、径16～32mmの部分の岩質を調べた結果を示したのが第10表である。これによる

と、トレンチの礫は相互に類似した構成を示し、菊川の河床礫と上小笠河の河床礫との間

の中間的特徴を示している。すなわち、トレンチの礫で最大の構成比を示す亜角～亜円礫

の砂岩は菊川の特徴を反映している一方、トレンチの礫が円礫の砂岩をかなり含み、菊川

の礫にはほとんど含まれていない礫質砂岩や火成岩を含んでいる点では上小笠川の特徴を

反映しているので、トレンチの礫は両河川の礫が混合したものと推定される。

今、トレンチの礫3点の平均組成を求めると第10表右端のようになり、これは菊川の河床

礫2に対し上小笠川の河床礫1の割合で混合した組成と類似している。従って、両河川の流
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第10表　トレンチの礫及び河床礫（径16～32mm）の岩質組成（個体数％）

礫　の　岩　質 ��ﾈ����������$��ト　レ　ン　チ礫 俑ﾈﾘy�ﾂ���$��トレンチ 礫平均 
菊川　上小笠川　西方川 �$��s���$��s(��$��s2�

砂岩（礫質） ���C�������H�C��5．3　　　2．9　　　3．6 �(�C��3．9 

砂岩（円礫） 塗�C(����#x�Cx������h�C��12．6　　11．5　　12．9 ��8�CB�12．3 

砂岩（＊） 鉄H�Ch��������C�������(�Cr�44．6　　33．1　　32．1 �3��CB�36．5 

シ　ルト　岩 ��X�CX�������C�����3��CR�10．5　　28．1　19．3 ��h�C��19．3 

泥岩（頁岩） �8�C�����8�C�����Ch�Cb�1．1　　0．7　　　0．7 �8�C��0．8 

チ　ャ　ー　ト 祷�C8������x�C��15．8　　13．7　　12．1 嶋�C��13．9 

珪　質　頁　岩 �8�C�������C���������C"�5．3　　　3．6　　　7．9 店�CB�5．6 

珪　質　砂　岩 塗�C(�����8�C��4．2　　　3．6　　　9．3 嶋�C��5．7 

火　成　岩 滴�C��1．1　　2．9　　　2．1 ���C2�2．0 

そ　の　他 ���C�������C�������H�C�����C��

主な礫の供給 �������抦ｧﾘ�(��ｧﾈ���ﾂ�’90　　’91　　’91 亳Y�ﾈ�h�9(b� 

地　質　他 ��xﾅ�����$��x��i��Y�r�－2T　　－1T　　6－2T 乂ﾙ�ﾈ��(�c��

＊亜角～亜円礫

菊川の礫

上小笠川
の　　　礫

自然堤防の

成　り立ち

南から搬入
さ　れた礫

「堀」の勾配
の　4　倍

「堀」の勾配
の　5　倍

域規模に相応して、優勢な菊川の礫に副次的な上小笠川の礫が混じったものと解釈するこ

とができる。

菊川の礫は主に上流の倉真層群、瀬戸川層群から供給され、上小笠川の礫は古大井川の

運搬物で円礫が優勢な小笠山礫層から供給された。流域の小さい後者に円礫の砂岩が多い

のはこのためである。西方川の礫は満水層、掛川層群の軟質岩に由来するので、上記のも

のとは全く異なった組成になっている。

②自然堤防下の礫膚1（’90－2T）　この礫層の組成が上記の混合河床礫の組成に類似し

ていることから、遺跡付近の自然堤防が菊川と上小笠川との合成であることが、より確か

らしくなり、この辺りでかつて（弥生時代？）両河川が盛んに氾濫を繰り返したものと想

定される。

③堀の中の礫層2、3（’91－1T、’91－6－2T）　これらの礫層が一番北側に位置する，90－

2Tの「堀」の土層には含まれていないこと、礫層2の出る位置が、北の，91－1Tよりも南の，

91－6－1Tの方が浅いこと、’91－6－2Tの礫層3はトレンチの両壁の方が北壁より粗粒なこ

と（上述）に注目すると、これらの礫が南から搬入された可能性が浮かびあがってくる。

礫の岩質組成から、その供給源は当然、上小笠川を合流したばかりの菊川に求められるで

あろう。

（3）「堀」の性格

①地表の勾配　第34図によると、「堀」（斜線部）の中の高低差は15cmに過ぎないが、こ

れに接続すると思われる河道状の凹地（斜め破線部）では「堀」の半分の距離で30cmの高

低差があり、この勾配は「堀」の勾配の4倍ということになる。また、上小笠川の蛇行旧流

路（ナシジ部）の標高は、図の上端で10．05m、下端で8．50mだからその高低差は155cmと

なるが、両地点間の距離は「堀」の延長の約2倍に相当するため、この間の平均勾配は「堀」

の5倍強になる。このことは「堀」の地表面がいかに平坦であるかを示しており、これは、
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上述したように、「堀」が静水域（水溜り）であったことを反映している。

②「堀」底の勾配　トレンチの断面図によると「堀」底の標高は、北側の’90－2Tでは7．5

mとなっているのに対し、南側の’91－1Tと’91－6－1Tでは7．85～7．9mで、南に行くにつれ

て高くなっている。もっとも、南側の両トレンチでは「堀」底が確認されていないので、

これよりやや低めになる可能性があるが、北側のそれよりも低くなるとは考えにくい。前

項で述べた「堀」の北側にある河道状凹地（斜め破線部）が「堀」の部分に延びていたと

すると、当然その底は南下がりになるはずであるが、「掘」底の勾配はこれとは逆に北下が

りになっている。

③「堀」の幅　第34図の上小笠川の蛇行旧流路（ナシジ部）の幅は、「堀」の幅のおよそ

半分に過ぎないから、この旧流路の延長部がそのまま「堀」になっていたとは考えられな

い。上記の河道状凹地の幅は「堀」の幅と似ているので、この河道状凹地の延長部が「堀」

になった可能性はありそうだが、前項の事実や、菊川の河床礫が優勢だというトレンチの

礫の岩質組成からみて、これにも難点がある。

④まとめ　以上を総合的に判断すると、「堀」は人工的掘削によって形成されたと考えた

くなる。仮にそうではなく、以前の川を踏襲したものだとしても、かなりの改変を加えて、

静水域（水溜り）に作り上げたものと判断される。「堀」への南からの礫の流入が間違いな

ければ、この水溜りは南の菊川に向かって開いていたことになり、「掘」が船着き場として

利用されていた可能性も出てくる。「堀」には、ときどき礫が流入することがあったが、各

時期の堀が静水（水溜り）状態を保っていた背景には人為的な管理があったものと考えら

れる。「堀」が掘削された時期は、「堀」に切られている自然堤防のシル上層の時代（弥生～

古墳）より以降で、また、堀の礫層2の中に包含されていた土器の年代（奈良・平安）より

以前であったということになろう。これ以降、第3の堀（江戸時代）までは存続していた。

4　明治前期の地籍図に描かれた高田大屋敷遺跡

菊川町役場には、小字ごとに作成された下内田地区の地引絵図が17枚残されている。こ

れらの地引絵図の多くは「表直」に「遠江国第三大区十一小区城東郡下内田村地引絵図面

九枚之内（小字番号）」と記しているものの、作成年代は明記していない。しかし、これら

と一括して保管されている小字（二）水落から（九）須崎までを描いた大縮尺図の「表直」

には「遠江国城東郡三大区十一小区下内田村　副戸長　横山座十　戸長　同　博八　明治

七甲成年七月」と記されており、小字ごとの地引絵図もこの時期に作成されたものと推定

される。

これらの地引絵図のうち小字水落の絵図が高田大屋敷遺跡を描いており、この部分につ

いて大正期の「土地宝典」の土地区画に地引絵図の土地利用を記入したのが第35図である。

この図の右下には商流する菊川の流路の一部があり、そこへ上小笠川の蛇行流路が合流

している。この合流点から上小笠川の両岸に沿って畑地が南北に続いており、排水の良い

自然堤防における土地利用の状況を示している。

高田大屋敷遺跡は、周囲をロの字型の山林で囲まれた宅地として表現されている。この

山林は高田大屋敷遺跡を囲む土塁に相当し、土塁内の土地は現在ではほとんどが茶畑に利

用されているが、地引絵図ではすべて宅地として登録されていた。北辺を限る土塁の西端

付近から北西方向に、北へ湾曲した細長い区画が延びており、その地目は原野になってい

る。この部分が1992年に発掘調査された土塁状遺構である。

図の北端から南南西流してきた上小笠川は、この土塁状遺構にぶつかって東に向きを変
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え、高田大屋敷遺跡の北から東方に続く畑地の間を曲流しながら南へ向かっている。この

ことは、土塁状遺構が上小笠川の南方への氾濫を防止することを目的として構築されたこ

とを推測させる。

一方、土塁状遺構の南側にある水田から、高田大屋敷遺跡の西辺を限る土塁と、古川神

社が立地している自然堤防（地引絵図では紡錘形状の山林として描かれている）との間を、

細長い水田が南へ延びている。この水田は、前項で述べた「堀」状凹地に相当するもので

あり、南方では幅の広い水田地帯につながっている。

囲宅地　□水田 畑地 原野

第35図　高田大屋敷遺跡付近の土地区画と土地利用
（明治前期の下内田村地引絵図（菊川町役場所蔵）による）
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高田大屋敷遺跡の南には5筆の宅地があり、そのあいだを南北走する道路の西側には細長

い区画の原野が並走している。この原野の延長はさらに南へ延び、上小笠川と菊川との合

流点付近では大きく東方へ膨らんでいる。大正期に作成された「土地宝典」はこの部分の

原野に「堤敷」と注記しており、これは上小笠川と菊川の西岸に築かれた堤防であった。

古川神社の南西には高田地区の宅地が隣接しており、図の西辺には南北流する小水路が

描かれている。この水路は、籠田橋と耳川橋とのほぼ中間に当たる上小笠川の右岸から取

水し、下内田地区へ農業用水を供給している内田用水の幹線水路である。

5　菊川町域の条里制遺構

菊川町域の水田は丘陵地帯を刻む細長い埋横谷に開かれており、しばしば水害に見舞わ

れた歴史を有するためか、明瞭な遺構を残す条里制土地区画の存在は知られていない。し

かし、大字半済には「十ノ坪」、大字小出には「一ノ坪」という数詞坪地名が残されており、

その他の坪地名としては、大字本所の「前田坪」「上坪」「前坪」「沖坪」「柳坪」「新井坪」

「原坪」、大字小出の「中ノ坪」、大字中内田の「東の坪」「下ノ坪」「東ノ坪」、大字下内田

の「八反坪」などがあり、菊川や上小笠川のやや幅の広い谷では条里制土地区画が施工さ

れた可能性を推測させる。

ところが現在では、これらの地区ではほぼ全域にわたって圃場整備が完了しており、圃

場整備以前の土地区画はほとんど完全に消滅してしまっているため、条里制土地区画の痕

跡を検出する作業は極めて困難になっている。

こうした中にあって、今回調査した明治前期の下内田村の地引絵図から、条里制土地区

画に類似した区画線を検出することができたのは、一つの収穫であった。これらの区画線

を検出したのは、下内田地区の中では最も広い沖積低地が広がっている菊川右岸の段平尾

集落以南、高田集落以西、稲荷部集落以東の水田地帯で、下内田村地引絵図に描かれてい

る区画線をトレースすると第36図のようになる。

この地区の土地区画は、菊川右岸の自然堤防帯では不規則なブロック状を示し、その土

地利用は高田集落の宅地と畑地が卓越している。この地区の西辺は大東町との境界を画す

低い丘陵であり、その麓には稲荷部集落の宅地が南北に連なって、これまた不規則な区画

になっている。この集落と稲荷部川との間は水田になっているが、約200mの間に比高1m

前後の勾配があり、これを克服するため水田は相対的に小さく区画されている。稲荷部川

の下流部沿いでは畑地が卓越し、その区画は不規則なブロック状である。北部の段平尾段

丘は段平尾集落の宅地と畑地や山林で不規則な区画に覆われ、その東に続く菊川と上小笠

川との合流点付近は、第35図に示したように区画が乱れている。

このように、この地区の周辺部一帯は統一のとれない不規則な土地区画になっているが、

これらに囲まれた平坦部には比較的整った方形の土地区画が広がっている。しかし、この

方形区画残存地区全域を貫通している坪区画界線に相当する区画線はみられず、それらは

長いものでも直線部分が2～3坪分に過ぎず、随所で食い違いを見せている。とはいえ、こ

の方形区画の方位は圃場整備後の区画にも踏襲されているので、東遠広域都市計画の2，500

分の1地形図でその方位を計測してみると、南北方向の区画線はN280W、東西方向の区画線

はN620Eの傾きを示している。小字「八反坪」はこの図の中央部に位置する。

このような方形区画が、はたして条里制土地区画に由来するものがどうかを判断するこ

とは、地引絵図の精度があまり良くなく、地引絵図に描かれた土地区画が圃場整備によっ

て完全に抹消され、この工事によって地表面がかなり大幅に改変されてしまったという状
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第36図　明治前期の下内田村地引絵図にみる沖積低地の土地区画と農業用水路
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況のもとでは、極めて困難であるといわざるを得ない。

しかしながら、この地区にこれだけの方形区画が残されていたことの意味は無視しうる

ものではないと考えられる。金田章裕氏は、条里プランの機能変遷と条里地割との関係を

検討するに当たって、律令の条里プランと国図の条里プランおよび荘園の条里プランとを

対比させ、それぞれの段階に応じてさまざまな条里地割が形成されたことを明らかにした。

（同氏著『古代日本の景観』吉川弘文館、1993年）。

これに従って考えると、この地区にみられた方形の土地区画が、荘園の条里プランない

しはそれに類似したものとして設定された可能性を推測することができ、これを内田氏の

下内田庄経営と関連させて理解することも、必ずしも不自然ではない。この場合内田氏は、

全く新たに方形の土地区画を設定したことも想定されるが、それ以前から存在していた土

地区画を踏襲しながら、当時の状況にあわせて土地区画の一部を変更したという可能性も

ある。後者の場合、その基になった土地区画は国図の条里プランということになり、さら

に遡れば、同様にして律令の条里プランにまで達することができるかもしれない。しかし、

徴すべき資料をほとんど持たない今、そこまで推測の羽を広げることは差し控えるべきで

あろう。

6　大字下内田の農業用水

大字下内田の水田は大部分が菊川右岸の沖積低地に広がっており、そこには上述した方

形の土地区画も残されていた。この水田地帯の北には小笠山丘陵の東端に当たる丘陵が延

びており、そこを刻む谷からの流水は大字下内田の水田地帯に流入し、稲荷部川によって

排水されている。

しかし、上記の谷には大字中内田に属する東平尾地区と西平尾地区との水田が開かれて

おり、これらの谷は極めて浅く、集水面横も小さいため、この谷の流水は東西両平尾地区

の水田を濯漑するのが精一杯であり、それでもなお不足するため、潅漑用溜池を築いて用

水の不足を補っている。もちろん、豊水時には余剰水が下内田の水田地帯に流れ込むわけ

であるが、このような時は下内田でも用水を必要としない訳で、これらの余剰水は利用さ

れないまま排水されることになる。

現在では、東西両平尾の谷川は稲荷部川に直結されているが、明治初年の地引絵図には

そのような水路は描かれておらず、第36図に見るように稲荷部川は下内田の水田の排水の

みを受けて流出するようになっている。このことは、東西両平尾の谷水が下内田の潅漑用

水としてはほとんど利用されていなかったことを示している。

それでは下内田の水田はどこに用水を求めていたのであろうか。これを調べてみると、

大字下内田の北方、龍田橋と耳川橋とのほぼ中間にあたる上小笠川の右岸から取水して商

流する内田用水が下内田を潤していることが判明した。

この水路は、段平尾段丘の東端と上小笠川右岸の自然堤防との間に残された細長い後背

湿地を辿って南流し、古川神社の南西で、西流する水路とに分岐している。商流する水路

はそのまま直進した後、菊川右岸の自然堤防帯に沿って南部まで達している。一方西流す

る水路は、小字八反坪の東辺で南へ分流する小水路を派出した後も西へ進み、稲荷部集落

の北端付近で2本に分かれている。このうち東側の水路は小字八反坪の西辺を南へ流れて稲

荷部川左岸の水田を潤し、西側の水路は稲荷部の北端にある溜池の水をも受けて南へ向か

い、稲荷部川右岸の水田を潅漑している。

このような水路パターンは、内田用水の水が下内田の主要な水田全域に隈なく配分され
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るように設計されていることを示すものであり、下内田に対する内田用水の重要性を物語っ

ている。

そして、この内田用水の分岐点に接して下内田の鎮守である古川神社が祭られており、

そのすぐ東側に高田大屋敷遺跡が立地していることは、特別な意義を有しているものと考

えざるを得ない。

7　まとめ

以上の論述は次のように要約することができる。

①高田大屋敷遺跡は静岡県小笠郡菊川町の南部、牧ノ原台地と小笠山丘陵との間を商流す

る菊川の埋横谷に位置し、上小笠川が菊川に合流する付近の右岸に形成された自然堤防上

に立地している。

②この自然堤防は弥生～古墳時代に菊川と上小笠川の堆積作用が合成して形成されたもの

であるが、高田大屋敷遺跡西側の「堀」状凹地は、たとえ自然の水路跡を利用したもので

あっても、人工的な掘削を加えて形成されたものと考えられ、形成後ときどき南から砂礫

が流入するすることはあったものの、人為的な管理によっておおむね静水状態が保たれて

いた。

③高田大屋敷遺跡は、蛇行する上小笠川の曲流部南岸に位置し、北辺土塁の西端付近から

派出されている土塁状遺構とともに、上小笠川が南へ向かって氾濫するのを防止する役割

をも有していた。

④大字下内田南部の菊川右岸に広がる沖積低地には、近年の圃場整備によって改変を受け

るまで、条里制土地区画に類似した方形の土地区画が残されており、この土地区画は、そ

れ以前から存在していた土地区画をベースにしながら、内田氏の下内田庄経営の一環とし

て形成された可能性が推測される。

⑤大字下内田の水田の多くは菊川右岸の沖積低地に広がっており、この水田は上小笠川右

岸から取水する内田用水によって潅漑されている。この内田用水の最も主要な分岐点に接

して下内田の鎮守である古川神社が祭られており、そのすぐ東側に高田大屋敷遺跡が立地

している。

以上の要約を総合すると、高田大屋敷遺跡を残した内田氏は、下内田圧の経営を積極的

に行い、それ以前から存在していた条里制土地区画を利用しながら、当時の状況に応じた

土地区画と用水路網を整備する一方、自らの居館は下内田の北東部に当たる上小笠川右岸

の自然堤防上に営み、居館自体の土塁とそこから派出させた土塁によって上小笠川が下内

田圧の主要部に向かって氾濫するのを防止し、併せて幹線用水路を掌握することによって、

所領の安全を確保すると同時に、その経営管理を強化しようとしたものと考えることがで

きる。

本稿の1、2、3章の記述は加藤芳朗静岡大学名誉教授の調査報告書に負うところが大きく、

また大字下内田の地引絵図の整理については静岡大学大学院教育学研究科地理学専攻の福

沢宏氏のお世話になった。記して感謝申し上げたい。
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第3節　地頭居館の系譜
小笠原好彦

はじめに

高田大屋敷遺跡は、四周に堀と土塁をめぐらせた中世の居館遺跡である。この居館の土

塁は南北93m、東西70mの方形にめぐらされている。西側の土塁の西にある古川神社との

間と南には広い堀がみられ、北と東の土塁の外には小笠川を堀として利用していた痕跡を

容易にみることができる。しかも、この居館の西北部には、四周にめぐらせた土塁の西北

端から、さらに西北に向かって土塁が嗜状に張り出している。

この高田大屋敷遺跡は1988～1991年の第1次～7次調査、さらに今回の1992年～1993年

の第8次調査によって、平安時代末から鎌倉時代初頭（12世紀～13世紀）のものであるこ

とが、ほぼ明らかになった。

そこで、ここではこれまでの調査で得られた所見を踏まえて、ひとつには、各地の発掘

調査によって検出されてきた平安後期から鎌倉期にあたる11世紀から13世紀の中世村落を

検討し、高田大屋敷遺跡の位置づけを試みることにする。また、二つには、この時期の方

形に溝、堀をめぐらせた屋敷地の諸例をもとに、高田大屋敷遺跡が地頭の屋敷地としても

つ性格、系譜を明らかにすることにしたい。

1　中世村落の建物構成の類型

11世紀から13世紀の中世村落が発掘された遺跡をみると、大小さまざまな規模の建物か

ら村落が構成されていることがわかる。これらは古代村落の場合と同じく、いくつかの建

物が一つのまとまりをもって建てられている。しかも、それらが、複数集合し、全体とし

て村落を構成していたことが知られる。古代、中世の村落とも、村落の全体が発掘される

ことはごく希なことであり、村落の一部が発掘されるのがそのほとんどといってよい。

そのような限られた村落を構成した建物や諸施設から、村落の性格を明らかにするには、

検出されたまとまりをもつ建物群を痍型化し、その各類型がどのように配置されていたか

をみる必要がある。

地　頭　の

屋　敷　地

この時期の村落の建物群の類型化は、既に広瀬和雄氏が試みた先行作業がある（1）。そこで、　広瀬和雄

それを参考にすると、中世村落を構成する建物群は、少なくともA～C類に分けることが

できる。

A類は、小規模な建物のみが数棟で建物群を構成するものである。その例は、大阪府宮

田遺跡のA区、B区、C区の三つに区分されたうち、B区の建物群構成がこれに相当する

（2）。宮田遺跡では、A、B、C区の建物群が東西に隣接して建てられている。このうちB区

は北を河川が流れ、東にA区を限る南北溝、南も細い溝で区画されたなかに、小規模な建

物3棟が東西に並んでおり、中心建物と明らかにみなしうるものがみられない。これは、　中心建物

A区には中心となる建物がみられるのに対し、それとは異なった建物構成がとられている

ことになる。

B類は、小規模ながら、中心建物と数棟の小規模建物から構成されているものである。

前述した大阪府宮田遺跡の三区画のうちA区がその例である。ここでは3間×2間の身舎

に、北庇をつけた23．7Ⅰ正の面積をもつ主屋とそれより小規模な15．3Ⅰ武9．1Ⅰ武5最の面積　主　　屋

をもつ4棟の建物が溝と河川に囲まれた約414nfの屋敷地に建てられている。東側には井戸

がある。これらの建物群では、中心建物の面積はそれほど大型の建物とはいえないが、庇
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0　　　　　　20m」
第37図　大阪府宮田遺跡（『高槻市史』6より）

をもつこととその配置された位置からみて中心建物とみることができるものである。

C類は、規模の大きな中心建物と数棟の中、小規模の建物から構成されるものである。

大阪府万町北遺跡（3）にその例がみられる。この遺跡は、10世紀後半とみられるもので、115nf

の床面積をもつ主屋SBO15を中心とし、ほかに4棟の中小規模の南北棟建物から構成され

ているものである。これらのうち1棟は60．4nfの規模をもつ大型の総柱建物である。また、

大阪府大園遺跡でも10世紀後半から末にかけて、5間×4間の身舎に北と南に庇をもつ大

型建物と2棟の小規模な建物から構成された建物群が知られる。ほかに、大阪府長原遺跡

でも、平安中期～後期の大型建物とそれにともなう小規模の建物がそれぞれ検出されてい

る（4）。

以上のようなA類、B類、C類の建物群の構成は、宮田遺跡、長原遺跡では建物群の周

囲で屋敷地を区画したとみてよい溝も検出されている。これは、宮田遺跡ではB区のA類

の建物構成をもつものが323Ⅰ正、A区のB類のものが414Ⅰ正で、中心建物をもつB類の方が

中国陶磁器　広い屋敷地を有していた。しかも、原口正三氏によると、中国陶磁器がA区では全出土量

の1．4％、B区が0．5％でA区の方が多く、しかも火舎、刀柄、漆塗椀などが出土しているこ

とから、経済的、社会的に明らかに優位にあったものとみなされている。すなわち、A区

階　層　差　とB区との間には階層差が想定されるとみなされている（5）。

また、宮田遺跡、長原遺跡などにみられるこれらの建物群が建てられた屋敷地は、古代

集落を構成する住居小群のように、いくつかの屋敷地が隣接し、まとまって全体として集

落を構成していたものとみなされるものである。

一方、これとは別に大阪府畠中遺跡、板原遺跡、大園遺跡などでは、この時期の建物群

が単独に、独立して構築されていたとみられるものが検出されている。これらは調査区域

の制約もあるが、周辺に他の建物群が見つかっていないので、調査で検出された建物群が

一つの屋敷地内に建てられ、周囲に水田、畑があったものと想定されている。

このような、ふたつのタイプの建物群がひとつの地域に存在するが、広瀬氏によると、

どちらかといえば、後者の方が一般的なものであったとされ、前者の場合でも古代集落の
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ように密度は高くなかったと想定されている（6）。すなわち、10～12世紀の村落景観は単独の

屋敷地や二つ程度の屋敷地がまとまり、一定の空間を隔てて分立した景観がみられるのが

この時期の村落の一つの特徴であったといわれる。しかも、A類、B類、C類にみられる

建物構成の差異は、村落内部での階層差が屋敷地の規模と建物の規模に反映したものとい

う。すなわち、屋敷地の面積や建物規模からみると、B類はA類よりも、C類はB類より

も優位にあっていたものとみなしうるとしている。また、それぞれの集落が存続した期間

は、古代に比べると総じて短いものが多いとされ、村落的結合に変化が著しかったものと

想定されている。

2　中世の環濠集落

近年、溝や掘をともなう屋敷地に大小さまざまな建物を配置した古代末から中世の遺構

が各地で見つかってきている。この堀をめぐらせた大きな中世の屋敷地が発掘され、注目

された初期のものものとして、1979年に行われた大阪府和泉市和気遺跡の調査がある（7）。こ

の和気遺跡では、Ⅳ－1期、Ⅳ－2期に大きな堀で囲まれた屋敷地に大規模な建物が配置

第38図　福岡県柏原K遺跡（『柏原遺跡群ⅠⅠⅠ』より）
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環　　濠　されたものが明らかになり、古代末から中世の時期の集落に、環濠をめぐらしたものが存

在することが認識される端緒になった。そして、その後も大規模な発掘調査の進展にとも

ない、溝、堀をめぐらせた古代末から中世の屋敷地があいついで調査されているので、以

下、その主要なものをまとめて記し、地頭の屋敷地との関連でみることにしたい。

A　福岡県相原K遺跡　福岡市南区相原

樋井川流域に所在する遺跡で、二つの方形区画とそれにともなう掘立柱建物が検出され

ている（8）。方形区画Iは東西30m、南北20m、幅0．6～1．0m、深さ0．4～0．85mの溝がめぐ

四　面　庇　る。区域内には5間×3間の四面庇をもつ建物を中心に、小規模な建物が4棟付属して配

置されている。方形区画IIは東西101m、南北58m、幅1．5m～3m、深さ0．2～0．7mの2条

の清が大規模にめぐらされたものである。2時期あり、Ⅰ期は6間×4間の庇付建物、桁

行4間、梁行3間の庇付建物など西半部と東半部に分かれて7棟の建物がある。Ⅲ期も西

半部と東半部に分かれ、西半部を中心に7間×2間の庇付建物を中心に8棟が建てられて

第39図　福岡県戸原麦尾遺跡（『戸原麦尾遺跡ⅠⅠ』より）
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狙、◆十十匪
第Ⅴ地区（1・2次）室町

OL
第40図

だ＝三三
第ⅤⅠ地区（1・2次）室町 第V地区（1・2次）室町

第ⅤⅠ地区（4次）室町

第Ⅵ”地区（1・2次）鎌倉

山口県下右田遺跡（『古代史復元』10より）

第41図　兵庫県福田片岡遺跡（『兵庫県埋蔵文化財調査年報』昭和57年度より）
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土

いる。これらは13～14世紀前半のもので、「蒙古合戦勲功配分状」から、方形区画Ⅰは六郎

屋敷、方形区画Ⅱを惣検校入道屋敷に想定する見解がだされている。

B　福岡県戸原麦尾遺跡　粕屋郡粕屋町

粕屋平野の北端部を西流する多々良川の左岸に形成された沖積微高地に立地した遺跡で

ある（9）。第1区で幅2～2．5m、一辺が40m前後の隅丸万形状にめぐる溝で囲まれた屋敷地が

検出されている。内部には掘立柱建物、倉庫、井戸などがある。13世紀初頭に出現したも

のとみられている。また、13世紀後半にはSDO7・08・64とSD34・68の溝を内外に配し、

塁　土塁をともなったとみられている。この土塁の内側は約1300Ⅰ正の屋敷地をなしている。

C　山口県下右田遺跡　防府市

方形に区画された屋敷地が鎌倉時代3例、室町時代のもの6例が検出されている（10）。区

画する清は条里の地割にのっており、途中で切れ、完結していない。鎌倉時代のものは一

辺が30～40m、他方が30mほどのものである。溝の内部は大型の主屋と付属屋が数棟と井

戸をもつもの、1～2棟の小規模な建物が見つかっているものとがある。また、室町時代

の方形区画されたものは、鎌倉時代のものよりも面積は狭く、建物の規模も小さなものが

建てられている。
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D　兵庫県福田K遺跡　竜野市誉田町

中央調査地区で、幅約4mの内堀と外堀の二重の堀に囲まれた、一辺約65m四方の方形

区画が見つかっている（11）。内堀と外堀との間には、土塁が一部検出されている。14～16世

紀のものと考えられている。

E　大阪府和気遺跡　和泉市

第19、20、30工区のⅣ－1期に、西、北、東に幅2．6m、深さ1mのⅤ字形の堀をめぐら

せた屋敷地が検出されている（12）。屋敷地は東西80m、南北40mで、調査地内の屋敷地には

6間×3間の建物を中心とした4棟の建物と井戸が見つかっている。

Ⅳ－2期は東側にL字形に堀がのび、その南側に6間×4間の大型の東西棟が建てられ、

その南に井戸も設けられているが、東を限る堀はみられない。建物はほかに南側と東側で

も2～3棟の建物が見つかっている。また、西側の堀の外側でも4棟の建物が検出されて

いる。この溝に囲まれた屋敷地は在地領主、その東側のL字形の堀をもつ一画は同一氏族　在地領主

が居住したとみる考えと、下人や所従など支配下にあった者が居住したものと想定する考

えが出されている。

F　大阪府日置荘遺跡　堺市、南河内郡美原町

その1のB地区で、東西67m、南北25m、幅7．0m、深さ1．5mの堀で区画された屋敷地

が検出されている（13）。南側の堀は、途中から東北東へ屈曲して調査区外に延びている。堀

の下層は粘土が堆積しており、滞水していたことがわかる。

Ⅰ期は13世紀初～末のもので、3～5棟の建物が建てられている。Ⅱ期は新たに井戸も

検出され、Ⅲ期には溝による内郭もみられ、防御施設が加えられている。南側には1．2m間

隔で柱穴が並び、橋があったものと推測されている。

G　大阪府宮田遺跡　高槻市宮田町

東西22～23mの間隔で、東からA、B、Cの3区画の屋敷地が見つかっている遺跡であ

る（14）。A区には三方を溝によって区画し、北は女瀬川の支流で区画した東西23m、南北18m

の屋敷地がある。屋敷地の中央から画よりに中心建物とその付属建物があり、さらに東南

隅に1棟の建物がある。ほかに、東よりに井戸、東南隅に墓がある。屋敷地の入口から中

央南よりに建物がないので、入口から建物まで通路と庭があったものと想定されている。

その西のB区は、東西19m、南北17m、東と南は溝で区画し、北は河川で区画される。

比較的小規模な建物が見られる。C区は東西21m、南北24mの区画で、北側に倉庫、南側

に建物がある。B区、C区とも柵による区画がある。12～13世紀の農村集落とみなされる

ものである。

H　奈良県十六面・薬王寺遺跡　田原本町

近畿日本鉄道田原本町の西方1．1キロにある遺跡である（15）。この遺跡では、13世紀後半か

ら14世紀前半にヲヤ垣内の地点の北辺部でL字型に曲がる溝が見られる。その後、14世紀

になると、ヲヤ垣内では、ほぼ同位置の外側に溝がL字型につくられ、屋敷地の境界をな

している。

また、山ノ内区内では、周囲に2～4mの大溝がめぐらされ、大規模な屋敷地が出現し

ている。その後、15世紀には山ノ内区の北側、宮ノ地区でも区画が見られる。

このように、この遺跡では13世紀までは、散村あるいは疎塊村をなしていたとみられる

が、14世紀には環濠集落が多く集中するところと、大規模な屋敷が出現するところが知ら

れる。
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第4咽　奈良県若槻庄遺跡（『奈良県遺跡調査概報』柑80年より）
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第45図　奈良県法貴寺遺跡（『季刊自然と文化』30号より）
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Ⅰ　奈良県若槻庄遺跡　大和郡山市若槻町

この遺跡のある大和郡山市若槻町は、興福寺大乗院領若槻圧があったとされるところで

ある（16）。調査では幅3m、深さ1．5mの溝SDO27がコ字状にめぐっていたことが判明してい

る。満は東西35m以上、南北約50mあり、南側は東西幅30mほどで切れているので、ここ

が出入口があったものと想定されている。溝の内部からは4間×2間、3間以上×2間の

東西棟建物、3間×2間の南北棟建物など数棟の建物が検出されている。ほかに井戸7基

が見つかっている。

この屋敷地は、検出されたものと同じ面積のものが東半部にあるとすると、2500nfの屋

敷地が想定される。「大乗院領若槻庄土帳」の徳治7年（1307）に、奈良盆地の均等名荘園

名　　主　　の名主屋敷は1反あったとされている。それからみると、2．5倍の規模の面積を示している。

時期は井戸の出土土器からみると、11～13世紀のものがみられるので、その時期のもので

あろう。

J　奈良県法貴寺遺跡　田原本町

この遺跡では、1984～85年の調査で、幅5m前後、深さ1．4m前後の大きな溝が西側40m、

北側40m以上、南側41m以上めぐる屋敷地が見つかっている（17）。南側の溝は二重になって

いる。屋敷地の内部には、中央から西よりに7間×6間の151Ⅰ正をもつ大型建物とそれに付

属するとみられる中小規模の建物が4棟と井戸がともなっている。

屋敷地は南北が50m以上、東側の溝は見つかっていないが、方形にめぐらされていたと

すると、50m四方の2500Ⅰ正の規模は少なくともあったものと想定されている。

屋敷地の東側では、平行する小満群が検出されており、環濠の屋敷地の一部に畠があっ

たものと想定されている。この屋敷地の形成は13世紀前半ないし後半に求められ、14世紀

まで存続したものと推測されている。

この法貴寺遺跡は貞和3年（1347）2月付の「興福寺段銭段米帳」には、興福寺大乗院

方荘園として、「法貴寺　五十五町八段半四十三歩」とみえ、興福寺荘園が法貴寺にあった

ことが知られる。ま、た、「大乗院寺社雑事記」康正3年（1457）4月28日条には、長谷川一

党の名がみえ、法貴寺はその氏寺となっていたことも知られるという。

荘園領主　　見つかった方形区画の屋敷地は規模が大きいので、荘園領主の興福寺に対し、一定の自

立性をもちえた有力化した名主層の初期のものとみなされている。なお、方形区画の屋敷

地の南方では、南大溝の南延長部にあたる位置で、中世法貴寺と屋敷地とみられる方形区

画などが検出されている。

K　滋賀県石田三宅遺跡　守山市

第3調査区から掘立柱建物、井戸などがL字型に囲む溝が検出されている（18）。このL字

形の溝は一部屈曲し、とぎれているところがある。溝から内側は屋敷地と考えられており、

そのほぼ中央に住居とみられる大型の建物、その西にやや小型の建物、南に小規模な建物

2棟が配置されている。11世紀初頭から12世紀とみなされている。

L　滋賀県横江遺跡　守山市横江町

野洲町の支流にあたる境川の中流域にある遺跡で、1983～87年の調査で、東西250m、南

北約80mにわたって14区画の屋敷地が見つかっている（19）。西側にSD8とSD7によって

区画された一画がある。そこに大型の主屋とみてよい建物といくつかの付属建物から構成

される建物群が検出されており、屋敷地が6区画に区別されている。

調査報告書の屋敷地番号によって記すと、屋敷地1は主屋とみてよい東西棟の大型建物
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を中心に3棟の付属建物がある。南限はSD9がのびているが、西限、東限、北限は明ら

かではない。屋敷地2はSD8、SD7で東、南を区画されたものである。区画内には、

北側に大型の東西棟建物とその西と南に中規模の建物1棟と小型建物2棟がある。屋敷地

3はSD8、SD7、SD5によって区切られるものであるが、その内部では小型建物1

棟が検出されているだけである。

さらに、その南にあたる屋敷地4は北をSD9が限り、そのほかは明らかでない。ここ

では主屋とみてよい建物1棟が調査地内で検出されているだけであるが、ほかにもなお建

てられていたものと想定される。その東の屋敷地5では、SD7が北を限り、中型の主屋

と2棟の付属建物が見つかっている。屋敷地6も北はSD7で区画されたもので、ほかは

明らかでない。その内部では大型建物2棟が見つかっている。

以上の6つの屋敷地は、いずれもその東で見つかっているものと異なり、溝は一辺ある

いは二辺が区画されているだけである。しかも、それぞれ東西、南北に隣接し、SD9、

SD7によって南北に区分され、屋敷地の面積は異なるが、それぞれ整然と区画されてい

る点に特徴がみられる。屋敷地の面積は、南限もしくは北限が不明であるが、いずれも東

側の四周に溝をめぐらせたものよりも小規模で、1000Ⅰ正以下のものと推定してよい。

つぎに、その北の屋敷地7は東をSDl、西と南をSD4で区画されている。内部には大

型建物とそれに付属する建物がある。その東の屋敷地8は、四辺を溝で区画された東西に

長い屋敷地で、中央部に大型建物を中心とした建物配置がみられる。

その南にある屋敷地9は、屋敷地の北半部に溝があり、そこに中心建物が置かれている。

面積は1880nfと、横江遺跡の屋敷地のうち、最も規模が大きいものである。この屋敷地は

盛土し、一段高く整地している。遺物も輸入陶磁器を含め、質、量ともに多いことから、

中心的な屋敷地とみなされている。建物は3～4棟があり、3回ほど建香がある。井戸も

地　ある。屋敷地の南端部は土坑群があり、建物がみられないので、墓地になっていたのでは

ないかという。溝の一部には、橋がかけられており、出入口になっていたとみなされる。

屋敷地10は四辺を溝で囲まれた小規模なものである。面積は527Ⅰ正である。西よりに中規

模の建物があり、ほかに小規模な建物が数棟みられる。屋敷地11は、東、西、南に溝がめ

ぐる屋敷地で、南半部に総柱の建物2棟、北半に小規模な建物がある。その西の屋敷地12

は、西と南が溝に区画され、ほかは見られない。建物は南端部の溝に隣接する位置に大型

建物がある。

屋敷地13は、四辺を溝で区画された1456Ⅰ正の広さをもつもので、ほぼ中央部に大型建物

があり、それに小規模な建物が付属する。その東の屋敷地14は、北、西、南を溝で区画し、

東はL字型に曲がる溝で区画された屋敷地である。北半部に中規模の建物、南半に小規模な

建物がある。この屋敷地14と屋敷地13の東南部には、古墳時代の旧河道の埋土上に、素掘

りの小満群が検出されている。これは畑地か水田になっていたものと推測され、屋敷地の

南側に耕地が広がっていたものとみなされている。

以上のような、横江遺跡の屋敷地にめぐらされた溝は、屋敷地8のSD4がSDlによっ

て壊されていることから、小区画溝が古く、後に大区画溝が採用されたことが知られてい

る。これらの区画溝の時期は、横江Ⅰ期が13世紀初～前半、Ⅱ期が13世紀中頃、Ⅲ期～Ⅳ

期が13世紀後半から14世紀前半にかけてのものとみなされ、14世紀前半以降は半分埋まっ

ていたものと推測されている。
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以上、主として近畿および西日本地域の発掘調査で見つかっている溝が方形状にめぐら

された方形区画の屋敷地の遺構をとりあげた。これらの方形に区画された屋敷地をみると、　方形区画

満幅2～3mの比較的狭いものが福岡県戸原麦尾遺跡、大阪府和気遺跡、奈良県若槻庄遺

跡などにみられる。これに対し、4m前後と幅の広い溝をめぐらすものが、奈良県十六面・

薬王寺遺跡、法貴寺遺跡、滋賀県横江遺跡のⅢ期の方形区画などにみられる。これは和気

遺跡、戸原麦尾遺跡が13世紀初頭、若槻庄遺跡が11～13世紀、法貴寺遺跡が13世紀中～14

世紀末、十六面・薬王寺遺跡が14～15世紀、横江遺跡が13世紀とみなされていることから

すると、年代の新しいものに幅の広いものが見られる傾向があるが、時期差のみでは理解

しにくいようである。これには、方形区画をなす屋敷地に居住する者の性格も大きく関与

したものと推測される。

方形区画の屋敷地では、単独で見つかっているものと、2～3のものが隣接するもの、

多数のものが集中した状態で検出されているものとがある。単独のものは若槻庄遺跡、戸

原麦尾遺跡、石田三宅遺跡、和気遺跡Ⅲ期遺構、2～3が隣接するのは相原K遺跡、日置

荘遺跡、和気遺跡Ⅳ－1期遺構、法貴寺遺跡、多数のものが集中するものは十六面・薬王

寺遺跡、横江遺跡などでみられるものである。

これらのうち、石田三宅遺跡、若槻庄遺跡は11世紀に出現したことも想定されているの

で、単独型のものが早く出現していたものと想定される。それに対し、複数のものが集中

する集中型と呼びうるものは、横江遺跡が13世紀前半、十六面・薬王寺遺跡が14世紀に出

現しながらも、集中するのは15世紀とみなされている。したがって、集中型のものは新し

い時期に多く出現してくるものと推測されるが、その出現は大阪府長原遺跡では11世紀後

半に見られるようになるという（20）。

一方、方形区画をなす屋敷地の面積をみると、相原K遺跡の7800Ⅰ丘が最も規模の大きな

もので、ついで福田片岡遺跡の3500Ⅰ武若槻庄遺跡、法貴寺遺跡の2500Ⅰ武和気遺跡の2200Ⅰ正

と続いている。そのほかは、いずれも2000Ⅰ正以下のものである。14区画の屋敷地が隣接し

て検出されている横江遺跡の場合は二最も規模の大きな屋敷地9が1880最、ついで屋敷地

13が1456Ⅰ武屋敷地8、屋敷地14が1200Ⅰ武1100Ⅰ正で、西南の屋敷地1～6はいずれも1000nf

にも満たない小規模なものが整然と区画されている。

このような屋敷地の面積を1000nf未満を狭小型、1000最以上2000nf未満を小型、2000Ⅰ正

以上で7000Ⅰ正未満を中型、7000nj以上を大型とすると、横江遺跡の西南にある屋敷地の多

くは狭小型、その東方の屋敷地8～14は小型、和気遺跡、若槻庄遺跡、法貴寺遺跡は中型、

相原K遺跡のみは大型の屋敷地ということになる。高田大屋敷遺跡の屋敷地は6500nfの面

積をもつもので、この分類では、中型に含まれるが、大型に近い中型の屋敷地ということ

になる。

3　方形区画の屋敷地と地頭居館

高田大屋敷遺跡にみられる幅広い堀と土塁をめぐらせた屋敷地は、各地で発掘されてい

る溝を方形にめぐらせた屋敷地の系譜を引くものとみなしてよいものである。この高田大

屋敷遺跡の土塁は、現状では遺存状態が場所によって異なるが、今回調査した西北端部で

は5mを測るので、屋敷地の四周にめぐらされた土塁ではそれ以上の幅をもったものと推

測される。この土塁の築造は平安時代末ないし鎌倉期、すなわち12世紀末ないし13世紀に

築造されたものとみなされている。

また、その外側には正確な幅は明らかでないが、現状の地形と一部の発掘調査によって
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柵

人工的に掘削されたとみなされる幅10mを越えると想定される堀がめぐっている。方形区

画に溝、堀がめぐらされた屋敷地で、高田大屋敷遺跡のように、溝の内側に土塁がめぐっ

ていたことが明らかになったものに、福岡県戸原麦尾遺跡、兵庫県福田片岡遺跡がある。

これらは内側の滞、堀と外側の溝、堀との間に一定幅の空間があり、福田片岡遺跡では土

塁の一部が検出されていることからも、土塁がめぐらされていたことが想定されている。

時期は戸原麦尾遺跡は13世紀後半、福田片岡遺跡は14世紀から16世紀のものと想定されて

いる。これらの土塁は戸原麦尾遺跡では3m前後、福田片岡遺跡では堀のそばまで土塁が

築かれていたとすると、5m前後あったものと推測される。

また、調査報告書では、土塁の存在は述べられていないが、福岡県相原K遺跡の場合も、

土塁が存在した可能性が高い。ここでは区画する溝が二条、平行して方形にめぐらされて

おり、この二条の溝間に、やはり土塁が構築されていた可能性が高い。そのようにみてよ

いとすると、3～4m幅の土塁が想定されることになる。時期は13世紀後半から14世紀前

半とみなされている。このように、土塁が築かれていたとみなされる三遺跡をあげたが、

方形区画の屋敷地に土塁がめぐらされていたことが知りうるものは、きわめて少ない。と

すると、これに代わる区画施設として柵がともなった可能性も検討する必要があるであろ

う。しかし、方形区画された屋敷地の発掘例で周囲に柵が一巡していたものは知られない。
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わずかに山口県下右田遺跡で堀に沿って柵が一部めぐっていたことが確認されるだけであ

る。

この溝あるいは堀の内側に柵がめぐらされていた居館としては、時代は遡るが、古墳時

代の豪族居館がある。その例を少しみると、群馬県三ツ寺遺跡では、堀の内側に沿って複

数の柵がめぐらされている（21）。そのほか、群馬県荒砥荒子遺跡などでは、一条の柵が設置

されている。中世の方形区画の屋敷地では、住居の柱穴が検出されながらも、このような

柵がほとんどみられないのは、後世の削平によるものとはみなしにくいであろう。これは

前述した土塁の例を除くと、溝、堀の内側に堅固にめぐらされた構築物が設置されていた

とはみなしにくいであろう。そこで、なお、溝、堀の内側に何らかのめぐらされた施設が

ともなっていたことを推測するとすれば、橋口定志氏が神奈川県宮久保遺跡でめぐらされ

た柵に「垣」を想定されているように（22）、より簡易な囲繰施設があったことが推測される

かも知れない。絵巻物では、武士館の周囲に板塀のほかに、網代や生垣とみなされるもの

も描かれている。しかし、それを想定する場合でも、発掘された遺構に、そのように想定

しうる痕跡を確認することが必要とされるであろう。

さて、土塁が構築されていたとみられる3例のうち、相原K遺跡の方形区画は、7800最

ときわめて規模が大きいものである。高田大屋敷遺跡も6500nfの規模をもち、大型にちか

い規模のものである。戸原麦尾遺跡は小型のものなので、大型のもののみが土塁をともな

うとはいえないが、土塁が防御機能を果たすものとして設置されたものと理解しうる可能

性が少なくない。この点では、高田大屋敷遺跡では幅広い土塁とその西側に幅広い堀がめ

ぐらされていたと想定されるので、ほかの方形区画の屋敷地と共通点をもちながらも、な

お違いがみられることになる。

いま、11世紀以降の方形区画された屋敷地の変化を少しみると、11世紀には滋賀県石田

三宅遺跡、奈良県若槻庄遺跡、12世紀代に大阪府宮田遺跡などが出現したとみなされるが、

その数はごくわずかに知られるだけである。区画する溝、堀も石田三宅遺跡は1m前後で

L字形に巡るもの、若槻庄遺跡のように四周に方形にめぐらせたものとがある。また、宮

田遺跡はA区のように北側が自然河川によって区切られ、ほぼ四周にめぐるものと、B区

のように、コ字型にめぐるものとがある。

このような、11世紀、12世紀の溝、堀がめぐらされ方形区画された屋敷地は、現状では

まだ数が少なく、しかも溝や堀は幅3mを大きくは越えないようである。これらの方形区

画された屋敷地の内部の建物配置は、中心建物とそれに付属する建物が数棟と井戸をとも

なう建物から構成されるB類にあたるものが宮田遺跡のA区、若槻庄遺跡などでみられる。

また、宮田遺跡のA区に隣接するB区では、小規模建物のみで構成されたA類がみられる。

宮田遺跡のA区とB区では、B区が経済的、社会的に優位な関係にあったことが、出土

遺物から知られている。これらは、いずれも屋敷地の規模からみると小型のものである。

若槻庄遺跡の場合は、中型規模のものであるが、際立った大型建物は見つかっていない。

これに続く、13世紀のものでは大阪府和気遺跡、福岡県相原K遺跡、戸原麦尾遺跡、奈

良県法貴寺遺跡、滋賀県横江遺跡などがある。これらのうち、相原K遺跡、戸原麦尾遺跡、

和気遺跡は満幅が2～3m、横江遺跡の幅の広い方は4m前後のものがめぐっている。そ

の規模も相原K遺跡は大型、和気遺跡が中型、戸原麦尾遺跡が小型、横江遺跡が小型と狭

小型とがある。建物構成はそのほとんどがC類の大型の中心建物とそれに付属する数棟か

らなっている。
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方形居館

これらのうちでは、大型で土塁をともなう相原K遺跡の方形区画Ⅲは調査報告で、遺構

と地名の検討などから、入来文書の「蒙古合戦勲功賞配分状」に記された惣検校入道屋敷

に、また小規模な方形区画Ⅰは六郎屋敷の可能性が高いとされていることからも、ほぼそ

の性格が明らかにされている（23）。

この柏原K遺跡の方形区画と類似点の多いのが、高田大屋敷である。高田大屋敷遺跡は

大型に近い中型のもので、相原K遺跡が7800n封こ対し、6510Ⅰ正の規模のものである。現状

で判明した屋敷で3000Ⅰ正を越えるものは、きわめて少ないことからすると、いずれも規模

の大きな点で類似する。時期は相原K遺跡と一部重なるが、高田大屋敷遺跡の方が先行し

て造られたとみなされる。これらはいずれも土塁がめぐらされていた点でも共通する。こ

の土塁は相原K遺跡は3～4m規模のものが想定しうるので、高田大屋敷遺跡初期のもの

と同規模のものを想定してよいであろう。また、その外側にめぐらされていた堀は相原K

遺跡は1．5～3mである。これは高田大屋敷遺跡は現状の地形と一部の調査からみると、そ

れ以上に幅の広いものがめぐらされていたであろう。しかし、この堀は現状にみるような

ものが、当初段階から人工的に掘削されたものか、時間的な経過にともなって拡幅された

ものか、など細かな点があきらかでないことからすると、その差異を直接比較することは

問題が多いであろう。明らかな違いとしては、高田大屋敷遺跡は、北側と東側に上小笠川

の流路を利用して方形区画の屋敷地を構成していた点である。このような堀の設置に差異

が認められるが、二つの方形区の屋敷地は基本的な構成で共通点を認めることができるよ

うに思われる。

ところで、近年、橋口定志氏によって、平安末から鎌倉期にあたる中世前半に方形居館

が成立していたか疑問が出されている。高田大屋敷遺跡が12世紀末ないし13世紀に成立し

たとすると、これとかかわる点が少なくないことになる。ここでは、高田大屋敷遺跡の性

格を考えながら、この点に少し触れることにしたい。

橋口氏は水堀ないし空堀および土塁をめぐらせた方形館は、関東地方の発掘調査からみ

小山靖憲　ると13世紀末ないし14世紀以降のことであるとする（24）。すなわち、これまで、小山靖憲民

らが上野国新田荘今井郷の検討などから、方形館の周囲に堀や土塁をめぐらした屋敷地を

「堀ノ内」や「土居」と呼ばれたとする方形館は、中世前半までは遡らない可能性が高い

とみなしている。しかも、橋口氏は関東地方の発掘調査からみると、「堀内」は方形館の屋

敷地だけではなく、周辺の耕地や山林をもふくんだ区画溝（境堀）とみなされる可能性が

あることから、方形館には結びにくいとしている。

これには、溝、堀をめぐらす方形区画の屋敷地がいつ出現したかという成立時期の問題

堀　ノ　内　と文献史料に「堀ノ内」と表現されたものの内容とに分けて検討する必要があるであろう。

まず、方形区画に溝、堀をめぐらすものは、早いものでは、10世紀代に大阪府長原遺跡

で、万一町あるいは方半町規模のものがみられるが、これは屋敷地内の建物構成は明らか

でない。11・12世紀のものは、前述した大阪府宮田遺跡、奈良県若槻庄遺跡、さらに静岡

県高田大屋敷遺跡が12世紀末に出現したとすると、その例にあげられることになる。現状

ではその例は多くない。しかし、11・12世紀段階に満、堀で囲む屋敷地が出現しているこ

とは動かない。13世紀以降は、福岡県相原K遺跡、戸原麦尾遺跡、大阪府和気遺跡、奈良

県法貴寺遺跡、滋賀県横江遺跡など調査例は増加する。これらの方形区画する溝、堀は条

里地割がみられる地域では、それとほぼ同一方位にめぐらされている。

このように、西日本の諸例にみられる方形区画の屋敷は、内部に建てられたC類の建物
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構成からみて、それ以後の方形居館と理解されるものと同一系譜にあるものと理解される。

これらの溝、堀は主として屋敷地を区画するものとして掘られたとみられ、高田大屋敷遺

跡のように北、東側に上小笠川の流路を利用したものも、数は少ないながら、大阪府宮田

遺跡でその例をみることができる。これらの方形区画の屋敷地では、狭小型、小型のもの

では防御性も十分なものとはみなしにくいものが大部分である。しかし、中型、大型のも

のでは、在地領主が居住する建物や空間構成と従属的身分のものが居住したことが想定さ

れる空間や建物配置がみられるものが少なくない。

以上のような西日本の諸例に対し、11～13世紀中頃の関東地方では、同一形態のものは

知り得ないようである。しかし、橋口氏がとりあげている神奈川県宮久保遺跡のⅠ期にあ

たる12世紀後半とされるものは、東側は大きな滞、北、南、西は柵で囲まれているが、基

本的には方形区画された屋敷地とみなしうるものではないかと思われる。このように宮久

保遺跡をみると、この遺跡も11～13世紀にみられる溝、堀によって区画された方形館に系

譜的につながるものとみてよいものと思われる。

次に、文献史料による「堀ノ内」は、たとえば上野国新田荘の上今井館は、早川の小河

川が蛇行した位置に館が設置されたもので、高田大屋敷遺跡と少なからず類似した位置に

立地している。また、「熊谷家文書」に記された武蔵国熊谷郷の「熊谷蓮生直実譲状」でも、

四至を記したあと、「此外為真之壁内ヲ加」とあり、土壁あるいは土塁をともなう「堀ノ内」

があったとみなしうるという（25）。さらに、同文書の「武蔵熊谷郷直国分堀内免除状」では、

「堀内」と記され、熊谷郷のなかに、名田部分と直国堀ノ内と呼ばれる在地領主の居館で

あったものと推定されるという（26）。このように、12世紀後半ないし13世紀前半には、文献

史料から堀、土塁で囲まれた防御的な要素をもった方形館がやはり出現していたとする見

解があらためて述べられている。とすると、高田大屋敷遺跡は、それ以前の方形区画の屋

敷地の系譜を引きながら、開発的側面を強くもった地頭の屋敷地ということになるであろ

う。その時期は、発掘調査の所見からすると、12世紀末ないし13世紀前半とみなされる。

これは、内田氏にかかわる文献史料から想定される年代と矛盾していない。むしろ、それ

を相互に補完するものとみてよいであろう。

このように、堀をめぐらせた方形館は、中に領主が居住した空間、所従などの従属者が

居住した空間、さらに倉庫などの建物や厩などの付属的な建物も置かれ、屋敷地の一部に

島地もあったことが発掘例によって想定されることになる。これは13世紀の「粉河寺縁起

絵巻」に、領主の館に堀がめぐらされているのと、ほぼ一致するものとみなされるのであ

る。

以上、述べてきたことからすると、高田大屋敷遺跡の土塁の内部も、まだ建物配置は明

らかになっていないが、このような空間構成や建物構成からなっていたものと想定してよ

いであろう。とくに、高田大屋敷遺跡は内田氏が居住した地頭屋敷とみなされることと、

この時期とその後の方形区画された居館の変遷、発展を考えるうえで、きわめて重要な課

題が残されていることになる。今後、その具体的な解明と遺跡の十分な保存の手立てがと

られることが望まれることは、記すまでもないことである。

貢圭

（1）広瀬和雄「中世の胎動」『岩波講座　日本の考古学』6　岩波書店1986年1月

（2）富成哲也「宮田遺跡」『高槻市史』6考古編1973年3月
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（3）森茂ほか『和泉丘陵内遺跡発掘調査概要』Ⅲ1984年3月

（4）永島嘩臣慎ほか『長原遺跡発掘調査報告』Ⅲ1984年3月

（5）原口正三「大阪府高槻市宮田遺跡再論」『考古学論考』　平凡社1982年9月

（6）註1と同じ

（7）石上悟ほか『和気遺跡』1979年3月

（8）山崎純男『相原遺跡群Ⅲ』1987年3月

（9）田中寿夫『戸原麦尾遺跡Ⅲ』1989年3月

（1功　中村徹也「西国の村一下右田遺跡」『古代史復元』10　講談社1990年5月

（11）兵庫県教育委員会『兵庫県埋蔵文化財調査年報』昭和57年度1985年3月

個　註7と同じ

個　金光正裕ほか『日置荘遺跡（その1）』1988年3月

（14）註2に同じ

（15）松本洋明・服部伊久男「十六面・薬王寺遺跡」『奈良県史跡名勝天然記念物調査報告54

冊』1988年3月

（咽　中井一夫「若槻庄関連遺跡調査第3次発掘調査概幸臥『奈良県遺跡調査概報』1980年

1981年3月

（17）田中一広・今尾文昭「法貴寺遺跡調査概幸臥『奈良県遺跡調査概報』1986年1987年3

月

個　森格也・宮下睦夫『石田三宅遺跡発掘調査報告書』11988年3月

個　森格也『横江遺跡発掘調査報告書』I　1986年3月

森格也『横江遺跡発掘調査報告書』Ⅱ1990年3月

餉　註1に同じ

帥　下城正ほか『三ツ寺Ⅰ遺跡』1981年3月

鋤　橋口定志「中世東国の居館とその周辺南関東におけるいくつかの発掘調査事例から」『日

本史研究』第330号1990年2月

錮　註8に同じ

糾　註22に同じ

個　橋口定志・広瀬和雄・峰岸純夫「鼎談・中世居館」『季刊自然と文化』30号1990年9

月

鯛　同上
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第4節　遠州御家人内田氏の史的考察

一内田家文書と俣賀家文書を中心に－

大山喬平

1　内田家文書と俣賀家文書

静岡県小笠郡菊川町の高田大屋敷の住人に擬せられている鎌倉時代の御家人内田氏（下

郷内田氏）の子孫が残した中世文書は大きく分けて、惣領家に伝来した内田家文書と庶子

家に伝来した俣賀家文書からなる（1）。現在までに所在が確認されている内田家文書・俣賀家

文書は以下の通りである。

［内田家文書］

a　92点（山口県阿武郡須佐町伊藤清久氏所蔵謄写本）

伊藤清久本には表紙見返しに「朱書ハ永田瀬兵衛殿付紙ヲ記ス」とある。伊藤本の作成　伊藤清久本

者は不詳であるが、ただ『萩藩閥閲録』の編者でもあった永田政純が原文書に付してい

た「付紙」の注記を「朱書」で写し取っていたことが明らかである。内田家文書の諸写

本中、この伊藤家本が原文書の面影をもっとも忠実に伝えているようで、「此前、文字不

見」「此間文字消、不見」などの注記も具体的であって、当時なお伝存していた中世の原

文書そのものを花押の形状をも含めてていねいに写し取った様子がうかがわれる。

b　90点（右田毛利文書「永田秘録」巻64　山口県文書館所蔵）

表に「工藤　号内田後称益田」と表題を記すもの。「永田秘録」は上述の永田政純の私的

なメモを集成したものであるが、その後「右田毛利文書」に加えられて山口県文書館に寄

託され、現在に到っている。右田毛利家は伊豆の天野氏の系譜に連なる毛利氏の家臣の

家である。内田氏の本家筋にあたる近世の益田邦衛家に伝えられたものの写しであろう。

C　9点（右田毛利文書「永田秘録」巻63　山口県文書館所蔵）

表に「工藤系　或内田、伊豆国」と表題を記すもの。戦国期の内田氏の分家筋宗景の家

の文書を写したもの。

d　88点（毛利家文庫・諸家「益田邦衛系譜」　山口県文書館所蔵）

内田氏の子孫にあたる益田邦衛家の家譜に載せられたもの。固守進氏によるとこの88点

はすべてbの文書と重複するものであるが、こちらは写しの程度がよくないという。

［俣賀家文書］

e　19点（飯島一郎氏所蔵・東京都八王子市）

嘉禎2年の将軍家政所下文をはじめとして、鎌倉時代の文書5点を含む。

f l点（足利市民文化財団所蔵）

建武3年5月13日足利尊氏軍勢催促状、俣賀熊王宛。以前はeの一部であったもの。

g　6巻94点（日本大学総合図書館所蔵）

1980年に日本大学の所有に帰した俣賀文書の中心部分。

h　3点（飯島一郎氏所蔵・東京都八王子市）

飯島一郎氏の新収文書。徳治2年4月2日六波羅下知状を含む。この下知状は鎌倉時代

の内田一族にかかわる中心的史料。

1　4点（皇学館大学所蔵）

『思文閣古文書目録』111号に載ったもの。
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［翻刻紹介］

右の内田家文書・俣賀家文書に関する翻刻・紹介として、次のものがある。

圃　守　進　ア　固守進「石見内田家文書について」（山口県文書館研究紀要1号、1972）

内田家文書を最初に紹介したもの。固守氏は山口県文書館にあるb・Cのうち、bを底

本とし、これにCのうちからbにない4点を加えて全文書94点を翻刻した。内田氏と内

田家文書についての要を得た解説と紹介がされていて、以後の研究の出発点をなしてい

る。

鈴木圃弘　イ　鈴木圃弘編『日本大学総合図書館所蔵俣賀文書』　非売品1986）

gの俣賀家文書を本文とし、これに参考資料Ⅰとしてe・fの文書を加え、かつ参考資

料Ⅲとして、固守氏のアによって内田家文書を合わせてそれまでに知られていた内田、

俣賀両家の文書を全点収載している。鈴木園弘氏以下の研究会のメンバー（高村隆・実

方寿義民等）による解説が付せられている。なお内田家文書については固守氏がこの時

までに新たにaの伊藤本を発見調査しており、その成果がここに織りこまれた。なお本

書には固守氏による書評（日本大学史学会「史叢」39号1987）がある。

り　恵良宏「皇学館大学所蔵の中世文書」（『創立十周年記念皇学館大学史料編纂所論集』

1989）

iの4点が紹介されている。

エ　『静岡県史』資料編5・6、中世一・二（1991・92）

内田家文書のうち静岡県関係部分のみではあるが、伊藤本を底本として人名注記などを

加え、文書ごとに綱文を付して、内田家文書の理解を容易ならしめている。

以上、内田庄下郷に出自をもつ内田一族には内田家文書が96点、俣賀家文書が121点、合

計すると217点におよぶ中世文書が残されていることになる。

内田家文書は遠江の内田庄下郷を本領とする内田氏が石見に恩賞地をえて以来、遠江・

石見双方にまたがる所領経営に苦心したさまをまざまざと伝える貴重な武家文書である。

これは同じく遠江出身の御家人相良氏（肥後国人吉庄地頭）の「相良家文書」、あるいは駿

河出身の吉川氏の「吉川家文書」（安芸国大朝庄地頭）、相模出身三浦氏の「三浦家文書」（法

勝寺領周防国仁保庄地頭）、同じく毛利氏の「毛利家文書」（相模国愛甲郡毛利庄出身、安

芸国吉田庄地頭）などには見られない特徴である（2）。この点で内田家文書は本領地・恩賞地

双方の文書をよく残す熊谷家文書（武蔵出身、安芸国三人庄地頭）や山内首藤家文書（相

模出身、嵯峨千光寺領備後国地枇庄地頭）に匹敵するといえよう。

2　伝承の内田氏

A　物語・記録・系図

平安時代末、鎌倉時代初期における内田一族の動静は、後の時代に比べるとはっきりし

源平盛衰記　ない。しかし『源平盛衰記』には「遠江国の住人」で「内田三郎家吉」と名乗る武士がお

り、「是は八箇国に聞えし男、美男の剛の者」とまでいわれていたが、寿永3年（1184）正

月、京都を追われて北国へ落ちて行く木曽義仲の軍勢と遭遇、義仲に従う巴と一騎打ちを

吾　妻　鏡　して力及ばず、あえなく討ち取られた話がみえている。さらに『吾妻鏡』承久3年（1221）

5月晦日条には東海道大将軍北条時房が遠江国橋本駅に到着したさい、その軍勢のなかに

「内田四郎」なるものがいて、夜に入り、先陣を越えてひそかに先を急ぐ筑井太郎高重の

一隊の勇士十余輩をあやしんで、尋問し、課伏したことがみえる。この人物は『承久記』
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では「遠江国住人内田四郎」として現れ「内田四郎・同六郎・新野右馬允」ら「内田の者

共六十余騎」と記されている。事件がおきたのが遠江国橋本駅近辺であることから見て『承　永　久　記

久記』が内田四郎を「遠江国住人」と記していることには、「新野某」の名称とともに近辺

の地理を熟知するものの行動としての合理性が存している。これらのまだ不確実で断片的

な材料から、おぼろげではあるが平安時代の末頃には遠江国に「内田の者共」として近国

に知られる武士団が成立していたと判断することが可能である。

彼らの子孫はのちに石見国へ移住するが、江戸時代になって、みずからを藤原両家の流　藤原商家

れで工藤祐経の後裔であるとする系図（『永田秘録』巻63・64所収内田系図）をもっていた。

祐経は曽我兄弟の敵役で、『曽我物語』では建久4年（1193）の富士野の巻狩のさい、一族

内部の所領争いがもとで兄弟に討たれたことになっている。

B　伊豆工藤と遠江工藤

ところで内田氏の出自と鎌倉時代における信仰や族的結合のありかたを暗示するような

文書が熊野に残されている。すなわち乾元2年（1303）6月20日の熊野御師道済譲状によ　熊野御師

ると、この時、道済は弟子の信覚坊にたいして「出羽国伊賀阿閣梨引檀那共」などととも

に「伊豆工藤、遠江工藤」を一括譲与している（潮崎八百主文書『静岡県史』資料編5

中世一1539号）。これは、工藤氏に関する檀那職が伊豆以来、おそらくは平安時代の末か

ら、熊野の御師の手に代々相伝されていて、これがこの時道済に受け継がれていたことを

示すものである。工藤氏が熊野の御師と契約してかれらの先達によって熊野詣でをしてい

た事実を示すもので、鎌倉御家人としての彼らの宗教生活のありかたを垣間みせてくれる

文書である。ここに伊豆工藤とともに遠江工藤が一括して記されていることは工藤の一族

が遠江に進出した後も、同じ熊野の御師の檀那として代々本国の工藤と何らかの族的関係

を保っていた事実を示している（3）。彼らはかなりの数で遠江に移住してきたのではなかろう

か。鎌倉時代の末に彼らは伊豆工藤とはべつに、遠江工藤として世に知られるまでになっ

ていたのである。内田の地へ移り、やがて内田を名字とするようになった工藤氏もそうし

た遠江工藤の流れに属していたものであろう（4）。

C　開発領主・代々相伝所職

ところで時代はずっと下るが、貞和5年（1349）に嫡子致世に内田庄内下郷惣領職を譲

与したさい、彼らの子孫内田致景は内田庄下郷を「致景重代相伝かいほっのち」であると

称していた（内42号　内田家文書42号の略、以下同様）。内田一族は内田庄下郷の開発にか

かわった、この地の開発領主の子孫だというのである。これより先、初代地頭の内田致茂

は嫡男致員に内田庄下郷地頭職を譲与するにさいして、これを「代々相伝之所職」である

と称していた（内3・4号）。内田の地における開発の始祖以来の彼らの家系が初代地頭致

茂よりさらに何代かさかのぼることが確実である。内田氏の先祖はおそらく平安時代の末

にこの地に進出しており、内田氏はこれを、平安時代以来の本領として、幕府によって安

堵されたいわゆる本領安堵の地頭だったのである。建治元年（1275）の「六条八幡宮造営

注文」は全国にわたる御家人達の造営費用の拠出状況を記したものであるが、遠江国に「内

田庄司跡」の人々がおり、5貫文を拠出した事実がみえる（5）。鎌倉幕府のもとで彼等は「内

田庄司跡」の人々として認識されていたのであった。ここにみえる「内田庄司」は彼等の

何代か前の先祖であるにちがいないが、ここではまだ上郷・下郷の区別がみえない。下郷

地頭致茂の親の世代あたりの面影がここにある。
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3　下郷への進出

一遠江への定着と飛躍、承久3（1221）以前～嘉禎2（1236）

初代致茂（三郎・刑部丞）

｛貞応元年（1222）8月17日一嘉禎2年（1236）6月｛［死…｛同12月1日］

A　初代致茂

さきに見たように内田家文書のなかでその存在をはっきり確定できる最初の人物は致茂

承久恩賞地　（宗茂）である（6）。彼は貞応元年8月に「石見国貞松豊田地頭職」を承久恩賞地として給与

され、嘉禎2年6月に遠江と石見の所領を子供たちに分譲し、同12月1日以前に逝去した（7）。

先述のように『永田秘録』巻63所収の内田系図は「内田宗茂」を工藤祐経の孫、伊東祐

時の子供と記しており、さらに宗茂の項に「自頼朝卿之判物二通有之云々、依勲功、始而

賜貞松・豊田地頭職、干時貞応元年八月十七日也」と記している。ここにいう頼朝の判物

2通は下郷内田氏が伝えた内田家文書には残されてい翠い。下郷内田氏の系図には種々混

乱が認められ、この記述は全面的には信用しがたい。先述の『源平盛衰記』にみえる「内

田三郎家書」は「致」の字を通字とする下郷内田氏とは異なる系統の名前であり、また『吾

妻鏡』に見える「内田四郎」も致茂の「三郎」とは違う人物のようで、承久合戦当時、内

田氏は四郎・三郎があい並んで合戦に参加していたものとみてよいであろう。下郷内田氏

とともに上郷内田氏がいて、むしろ後者の方が本来の惣領家だったのではなかろうか。内

田氏を名乗りながら荘内では下郷の狭い範囲から出られなかった下郷内田氏のその後の歴

史から判断して、そのように考えられる。

B　石見国貞橙

致茂は貞応元年（1222）8月17日に北条義時から承久勲功賞として石見国貞松・豊田地

頭職を与えられた（内1・2号）。

石　見　国

惣田数注文

すうのさた

まつミやう

石見国にはさいわい貞応2年（1223）3月の「惣田数注文」が残されている（『鎌倉遺文』

3080号）（8）。それによると致茂が与えられた「貞松」は石見国衛の所在する那賀郡の公領「三

百七丁三反」のうちにふくまれる国衛領であって、田数「三丁二反大」の土地である。こ

の「惣田数注文」はこの年、幕府の命令を受けた石見の在国司代・税所・田所等が御使散

位井原某等の指揮のもとに注進したもので、安濃・適摩・那賀・邑知・美濃・吉賀6郡の

田数を各郡とも公領・庄領の順に各所領ごとの内訳とともに書き上げたものであるが、那

賀郡については公領のみで、庄領の記載がない。石見国では国衛の所在郡にははじめから

荘園が発生しなかった事実を示すものである。「貞松」はその那賀郡にあって「つねすえ」

「りやうまん」「ちよまつ」などの「さいちゃうへつミやう」（在庁別名）や「御もくたい

（日代）正作田」、「かちきう田」（鍛冶給田）などをふくむ「いかミの郷」（伊甘郷）につ

づき、「すゑもと」などの名とともに記されており、これも石見一国の中枢に位置する在庁

名の一つではなかったかと判断される。貞松名の旧主が石見在庁の一人として承久京方武

士として戦い、没落したあとであったことが推定されよう。

ところでこの貞松名は後の譲状などに「すうのさたまつミやう」（貞和5年7月19日藤原

致景譲状　内43号）などとあって、現在の島根県浜田市周布町近辺に想定される。浜田漁

港の西につづく、その名のとおりの「長浜」の浜辺裏手の山中に、小渓谷が開けており、

そこを流れて周布川に入る小川にそって上内田・中内田・下内田の3集落が存在している。
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これはおそらくは貞松名の故地であり、この地へ移った内田氏となんらかのかかわりのあっ

た土地であるに違いない。また周布町の旧周布小学校付近には「定松」の地名が残ってお

り、ここも貞松の関連地名である可能性がある。こちらは山陰線周布駅に近く、周布川の

対岸にあたる（9）。

C　石見国豊田郷（Ⅰ）

承久勲功賞の一つ「豊田」は「石見国惣田数注文」によると美濃郡の庄領「三百十八丁

九段六十歩」のうちの実に「百八十八町五反百七十歩」を占める「なかのゝしやう」（長野

庄）の一部であって、ここには「とよた　十八丁四反百五十歩く吉賀郡内）」（（）は原文

では注記。以下同様）と記されている。この最後の注記は豊田がもとは吉賀郡に所属した

という意味である。だから「惣田数注文」では吉賀郡の庄領の記載にも「なかのゝしやう

の内豊田」として同じく「十八丁四反百五十歩」が重複記載されている。つまり簡単にい
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北条時房の

安　　　堵

下郷内田氏
の所領関係

えば美濃郡に成立した長野圧という巨大荘園が同時に郡堺を越えて吉賀郡の一部をも囲い

込んだのが豊田郷だったわけである。長野圧は後白河上皇が政敵崇徳院の御霊を祭った粟

田宮領で、鎌倉時代以来青蓮院門跡の管するところであった（10）。

この豊田は現在の島根県益田市の一部、旧豊田村近辺の地である。石見第一の水量をも

っ高津川の流域にあたる。近世は津和野藩領、元和3年（1617）に藩主亀井政姫の河道付

け替え工事が行われるまで高津川は河口付近で益田川と合流してから日本海に注いでいた。

こうして承久兵乱の勝利による石見での恩賞地獲得は東国武士内田致茂とその一族を新

しい歴史の舞台にひきだすことになった。

D　政茂の所領譲与

致茂はその後、14年にわたる所領経営の経験をふまえて嘉禎2年（1236）6月、子供た

ちに遠江・石見の各所領を譲与した。彼は内田庄下郷地頭職以下を「代々相伝之所職」と

して嫡男致員、ならびに二男・三男らに譲り（内3・4号）、同時にまた石見国貞松・豊田

をも嫡男・二男・三男の各人に譲与した（内5号）。致員は前者について12月1日に北条時

房（修理権大夫）の下知状による安堵をうけ、後者については同15日に将軍家（藤原頼経）

政所下文による安堵をうけている。時房はこのとき、連署の地位にあったが、暦仁元年（1238）

2月以前に遠江守護に就任していたことが確実であったとされる（佐藤進一『鎌倉幕府守

護制度の研究』　50頁）。すでにこのとき遠江守護であった可能性も高い。

ところで第11・第12・第13表は下郷内田氏の所領関係の動向を客観化して理解するため

に、彼らが残した譲状、裁許状その他の所領関係文書に現れる一族の人物にかかわる所領

表示の形式ならびに地頭職等の所領関係の名乗りの形式を原文のままで惣領家（第11．12

表）と庶子俣賀家（第13表）に分け、かつ惣領家については遠江（第11表）と石見その他

備考　内田家文書・俣賀家文書・豊後国図田帳によって作成

網掛けは徳治二年四月二日六波羅下知状（俣飯新）に現れる一族の人物

第49図　内田系図
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第11表　内田本宗家の所領（遠江分）

年　　号 傀ｨ��|ﾈ��Uﾈ��ｴﾂ�備　　　　　考 偬���5B�

嘉禎2．6．－．（1236） 嘉禎2．12．1．（1236） 文永8．卯．3．（1271） 弘安2．2．5．（1279） 弘安10．12．18．（1287） 永仁3．8．21．（1295） �>�68ﾎH汯岑ｻﾙ&�:ｩ�X鯖kﾉ698x�H49%X凉kﾉ62�J倆)?�&ｨ蕀&ｩ¥ｨ�yTﾂ�>�68汯岑ｻﾙ&�:ｩ�X鯖kﾉ69J��9$�ﾙ�>�kﾉ62�8y9兒ｨ�y?�&ｨ蕀&ｩTﾂ�>�68汯岑ｻﾙ&�:ｩ�X鯖kﾉ69J��9$��yu駝ﾉ62�刑部丞致茂｛嫡男致員 致員（←北条時房） 沙弥西仏｛次男八郎左衛門尉致 �>�8ﾘb�>�Hﾘb�>�俘b�>��S��ﾘh�b�>��(ﾘb�>��Hﾘb�

島於嫡男女子等畢 ��R�

内田庄下郷地頭職 那賀庄下郷下司職 内田庄椎掌×内田八郎左衛門入道 �.旭育��xﾛh��nX蕀�*�.X���亊ﾒ�.旭��｢�>�68ﾛh��nX��'i*囘�踪�囘�kﾉ.��ｮ��ｨ����ｹWｸ�｢���*Y¥H����ｹWｸ�｢�

徳治2．6．4．（1307） �.旭��Y*丶ﾈ���ﾉZr�加徴米（←守護） �>��Xﾘb�

正和3．12．27．（1314） 正和5．11．26．（1316） ���倬ｹ|ﾈ�8ﾕﾘﾙ�>�68汯艀琩(做x��:��｢�年貢以下／（和与下地申分）（｛ �>��hﾘb�>��xﾘb�

郷地頭八郎左衛門尉法師i法名定願†代 忠能 内田庄下郷金太郎名 冑ｹWｸ�｢�?)d�����&ｨ����y9俶ﾉ�ﾂ�

文保3．1．26．（1319） �>�68岑ｻﾙ&�:ｩ�R�沙弥空昭｛子息藤原致景（八郎） 内田孫八郎致景 �>��畏b�

建武4．7．－．（1337） �8ﾕﾘﾙ�ﾎH彿�ﾉ>�68岑ｻﾙ�yJｩ�'hﾆ���>�#Xﾘb�

建武5．1．－．（1338） �8ﾕﾘﾙ�ﾎH彿�ﾉ>�69�yJｩ�'hﾆ���>�#hﾘb�

一一一．5．7．仁一一一） �9hﾙ����8�(�ｩ>�68汯岑ｻﾙ>�自Zｩ&�:ｩ�R��>�3Xﾘb�

貞和5．7．19．（1349） 正平14．5．3．（1359） �>�68泚>�岑ｻﾙ�處ﾉ�R�>�68汯岑ｻﾙ&�:ｩ�R�藤原致景｛ちゃくし左衛門三郎 致世 内田肥前権守（｛判［直冬］） �>�C(ﾘb�>�s�ﾘb�

所領表記欄は史料の原文を尊重した。ただし、必要ない場合は国名を省略した。「AxB」は相論の当事者双方、「A→
B」はAからBへの譲与、「A（←B）」はAにあてたBの書下その他を示す。

〈　手　は原文の割り書き、（）［‾　‾］は筆者の注その他。

出典は『日本大学総合図書館所蔵俣賀文書』所収の「内田家文書」、文書番号は同書による。

第12表　内田本宗家の所領（遠江以外）

年　　号 傀ｨ��|ﾈ��Uﾈ��ｴﾂ�備　　　　　考 偬���5B�

貞応1．8．17．（1222） �.X鉑dﾉ69&�:ｩ�R�内田三郎宗茂（｛幕府） �>��ﾘb�

貞応1．9．10．（1222） �.X鉑dﾉ69&�:ｩ�R�内田三郎宗茂（｛六波羅施行） �>�(ﾘb�

嘉禎2．12．15．（1236） 文応1．口．晦．（1260） �.X鉑dﾉ68�傚ﾈ�.ﾙ'h�nﾙu�ｹZｨ､��ｩ&�:｢�父致茂→藤原致員（←将軍家政 �>�Xﾘb�>�hﾘb�
職 吉賀□ 傀ｨ�ｨ���x�8,ﾓh�H�ﾈ�H�｢��俚h4ｨ�｢��ﾘ���饉ﾙ[ｨ������>�68蕀���'i.X�｢�

弘長′2．3．12．（1262） 文永8．卯．3．（1271） 弘安8．5．23．（1285） 正応4．10．10．（1291） 亳x棹ﾅ9nﾈｻﾙ&�:ｩ�8ﾛi[ｨ����鳧鵁�陌8ﾕﾘﾙ��ﾎH彿�ﾉ>�68蕀�'h蹴�+ynﾈ泚>�dﾉ68ｻﾙ(idﾉ69;兢8耳ﾋH岑ｧ��(ﾋB�越境狼籍・簗切壊し・山野押領 沙弥西仏→嫡男新三郎左衛門人 �>�xﾘb�>�畏b�>���ﾘb�>��8ﾘb�

大技井同国貞松名地頭職（但堀内在家三 宇一原土壇田島者譲与次男八郎左衛門尉 致親畢） 長野庄内豊田郷（舎弟女子等分除之）井 �;��iZr�e9X9>�68ﾅ兀H蕀�'h､ﾈ��h��nR�

貞松名地頭職 貞松名井同国長野庄内豊田郷惣領地頭職 ��'i+ﾉd�踪�囘�kﾉ�iZx�h��>�畏b�,ﾈ��6x�｢�ﾛ冢ﾙ�iZx��ｸ��:�ﾋI*�R�?)d�����&ｨ����y9俶ﾉ�ﾂ�

徳治2．4．2．（1307） 正和5．11．26．（1316） �9hｻﾘ�囘ﾉ68ｻﾘ�ｩ�處ﾉ&�:ｩ>�68ﾛh��nX蕀��*�.Y�8ｻ9'���+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棹��69{ﾂ��ｨ自Zｩ&�:ｩ>�69[ｨ��蕀�'i+ﾂ�dﾉ68ｻﾘ��68�9�ｨ夐W�698y9��冓9M��c��8ﾒ�魎�>��xﾘb�
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元徳3．4．4．（1331）

元徳3．6．10．（1331）

暦応4．5．19．（1341）

暦応4．11．24．（1341）

康永2．2．－．（1343）

康永2．3．－．（1343）

康永2．11．－．（1343）

貞和1．12．13．（1345）

貞和2．8．－．（1346）

貞和4．4．－．（1348）

貞和4．卯．－．（1348）

貞和4．4．－．（1348）

貞和4．8．－．（1348）

貞和5．7．19．（1349）

貞和5．10．1．（1349）

貞和6．12．7．（1350）

貞和6．12．－．（1350）

正平8．12．27．（1353）

正平9．5．20．（1354）

応安1．8．28．（1368）

康暦1．7．26．（1379）

康暦2．10．13．（1380）

康暦2．10．26．（1380）

至徳2．8．9．（1385）

至徳3．4．8．（1386）

一一一．11．3．（一m－）

応永8．11．7．（1401）

応永15．8．28．（1408）

長野庄内豊田郷惣領分中豊田己下村々小

俣賀田芹貞松名地頭職

豊田郷［二二コ地頭代□□×［二二］郷角村

地頭

長野庄内豊田郷地頭職

豊田郷地頭職

豊田郷地頭内田孫八郎致景

豊田郷地頭内田孫八郎致景

豊田郷地頭内田孫八郎致景

豊田郷内通野辺村井貞松名等地頭職

豊田郷地頭内田孫八郎致景代子息左衛門
三郎致世

豊田郷地頭内田三郎致世

豊田郷地頭内田左衛門三郎致世

豊田郷地頭左衛門三郎致世

豊田郷地頭内田三郎致世

長野庄豊田郷道野辺地頭職井村々すうの
さたまつミよう

長野庄内知行之地

長野庄内豊田郷内田三郎五郎致国／当知

行分田島屋敷

長野庄内豊田郷内田女子代増円／横田上

郷女子妙順之知行田島屋敷等

貞松村

豊田郷地頭内田三郎致世

安芸国小原郷参分壱地頭職／志和井城料

所

当知行地

長門国阿武郡地福郷北方地頭職

長門国阿武郡木与村

長野庄河上豊田帯刀左衛門尉跡

長門国神田別符内饗庭太郎左衛門入道井

宇野弥五郎入道跡等・石見国豊田郷内管
谷中谷

阿武郡小河郷内領家方光宣名・安宗名・
末正名等

石見国豊田郷菅谷中谷井同国貞松名

豊田郷地頭職井貞松等

沙弥空昭一嫡男孫八郎致景／惣
領職

大嶽村押領

内田孫八郎致景代行直×土屋平

内田孫八郎致景代行直×土屋平

内田孫八致景×内田工藤三郎致
員跡（←左馬助［上野頼兼］）

藤原致景｛ちゃくしさ衛門三郎
致世

内田左衛門三郎［厚東周防権守
へ同心合力］（｛足利直冬）

（←足利直冬安堵裏書）

（｛足利直冬安堵裏書）

内田左衛門三郎致世×内六郎太
郎兼成

（←沙弥信性）

預申／工藤肥前入道（｛道階［大

内弘世］）

（｛沙弥）不可有相違

料所宛行／内田肥前入道（←［大
内］満弘）

料所宛行／内田肥前三郎（｛［大
内］満弘）

奉預／内田肥前入道（｛［大内］
満弘）

預置／内田肥前入道（｛［大内］

義弘）

内田肥前五郎（｛［益田］祥兼）

豊田肥前入道（←［山田］左京
亮）

豊田右馬助入道（←沙弥）

内22号

内27号

内28号

内33号

内44号

内48号

内49号

内61号

内63号

内77号

内78号

内79号

内80号

内81号

内82号

内83号

内84号

内86号

所領表記欄等についての原則は第11表に準ずる。ただし他国の所領と並記されている場合を除き石見国の所領について
は国名を省略した。「俣飯新」は飯田一郎氏新収俣賀文書の略。
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第13表　庶流俣賀家の所領

年　　号 傀ｨ��|ﾈ��Uﾈ��ｴﾂ�備　　　　　考　　　　　出　典 

嘉禎2．12．15．（1236） 嘉禎4．10．11．（1238） 弘安9．（1286） 囘ﾉ68ｻﾙ>�i8棹�X��68齷(i;�ｩ69J俤ﾘ彿&��致茂｛弥益丸（←将軍家政所）（譲　俣飯1号 
頭職 ��8,ﾓh�H�ﾈ�H�｢�

豊田郷内俣賀・横田自中道下田畠在家地 冢ﾘ揺ｭｸ����ｩFyxX�ｨ�冓9M��ﾘh,ﾈ��i9M�(ﾘb�
頭職 倡ｸﾗ8�｢�

生仏（朝貞亡父）井朝貞×致義（？） 冓9M��c�ﾘb�

永仁4．4．16．（1296） �+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棠69J俤ﾘ彿&�:ｩ�R�内田兵衛三郎致直×舎兄蓮念　　俣飯3号 

徳治2．4．2．（1307） 正和1．6．1．（1312） 正和1．6．1．（1312） 正和2．9．16．（1313） 嘉暦2．1．29．（1327） 「元徳4」．5．16．（1332） �+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棹��69{ﾉ�ｨ自Zｩ&�:ｩ>��69[ｨ��蕀�'i+ﾈ��9hｻﾙ�處ﾉ&�:ｩ>�68ﾛh���nX蕀�*�Y�8ｻ9'��+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�ﾜ)68岔�ｨ自_ｸ鯖i8棠�ｨ爾�_ｹ&�:ｩ�R�dﾉ68ｻﾙi8棠�ｩ>�G餮I:�鴿�餮h夐W�698x撮�Jｩ&�-�69?9&��+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棠&�:ｨ苓洽�俑��(��ｸ��ｨ���9hｻﾙ�處ﾈｿ8諟�陞�(iOh��8ﾈﾌ����8ﾌｸ��>ﾂ�ﾌ�ﾘ),x���ﾈﾌ�G餮I$ｨ��fｸﾌ�z(�X���ﾉ69[ﾒ���8ﾈﾌ�z(��>ﾈﾌ��Y;����ﾈﾌ�;��9�ﾙOh��W��gｹ;�;���fｸﾌ�ｧ�皐ﾞH揵(i���ｨ�駟8棠lｨﾌ��NI�ﾙOh皐��68岑抦�(��8ﾈﾌ�z(��fｸﾌ�z(���>ﾈﾌ��Xﾜ飆y;�ﾘ�8自nﾈ�｢�dﾉ68ｻﾙ>�i8棹�9�ｩ&�:ｩ>�69Th蕀�'h�)�2�|yu8��:�ｩ�ｩ&�:ｩ>�69[ｨ��ﾍﾉ�?ﾉ;�陝｢�ﾎ8彿?(ﾏX�"�dﾉ68ｻﾘ自Zｩ&�:ｩ'i.Y�8ﾉ8���駟8棠iH蕀�9��俣飯新1号 沙弥円戒｛孫藤原市熊丸俣日1号 円戒｛春若丸（養子・一期分）俣日2号 和与去渡・狩倉三ヶ所俣日3号 助中尾山和与俣飯4号 苅麦狼籍俣日4号 

元弘3．4．13．（1333） 冓8棠�ｩ&�:ｩ>�69iH蕀�'hｶ��（｛沙弥道性）　　　　　　　　俣飯5号 

建武2．1．19．（1335） 冓8棠�ｩ&�:ｩ>�69iH蕀�'hｶ��（｛道性）　　　　　　　　　　俣飯6号 

建武2．5．9．（1335） 囘ﾉ68ｻﾙi8棹�X��69{ﾉ�ｩ&�:ｩ?)jﾘ洽��'hｶ��（稚訴決断所・国宣の施行）　　俣日5号 

建武3．5．8．（1336） 冓8棠�ｩ&�:ｩ>�68ﾄh��ｭｹ�9'h���俣飯7号 

建武4．9．一．（1337） 冓8棠�ｩ&�:ｩ>�69�ﾉYHﾛh��nX��'hｶ��俣飯12号 

暦応3．3．29．（1340） 暦応3．9．17．（1340） 康永3．2．25．（1344） 貞治4．4．28．（1365） ��ｸ���ｩ>�68夐W��9i&ﾘﾗ9gｹ|ﾈ�餮8�)tﾉ�ｨ����ｸﾌ9�ｩ>�kﾉ698x��?(ﾏX�)�X�ｨ��>�68ﾄh���ｭｸ�隕�ｨ��甁�+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棠�ｩ&�:ｩ�R�内田掃部左衛門尉（←左馬助［上俣日9号 野頼兼］） 俣賀熊若丸（｛左馬助）／親父俣日11号 俣賀掃部左衛門尉討死 内田熊若丸（←左馬助）俣日12号 内田左衛門三郎（■守護使長経）俣日30号 

貞治4．4．29．（1365） �+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾘ��68岔�ｩ>�i8棠Zｩ|ﾂ�内田左衛門三郎（←守護使貞遠）俣日31号 

貞治4．8．10．（1365） 貞治5．8．19．（1366） 康暦1．7．26．（1379） �+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棠�ｩ&�:ｩ�X皐��69>�62�J�9��+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棠�ｩ&�:ｩ�X皐ｶy68ｻﾙ>��藤原致弘｛嫡子道祖徳丸　俣日32号 内田左衛門三郎（←守護使沙弥俣日33号 

女子分等 �;侏��X�8諍K��ﾉt9(舒��｢�

当知行地／不可有相違 �>�69�h蕀���ｨ藕肩�ﾙ�Y>�ｶ�ﾔ����ｩi9?｣3Xﾘb�

至徳2．7．11．（1385） �+ynﾈ泚i8棠&�:ｩ�R�俣賀新三郎（←［大内義弘］）　俣日36号 

応永28．12．20．（1421） 応永29．1．11．（1422） 応永29．1．11．（1422） 嘉吉1．卯．22．（1441） �+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙEi>�i8棠�ｩEi&�:ｩ�X皐��62�俣賀兵庫尉致貞法名景勝｛嫡子　俣飯16号 

之内田畠等 ��ﾉYHﾛh��nX��'h彙�

長野庄豊田郷之内俣賀村之地頭職井二横 冓8棠�ﾉYHﾛh��nX��'h徂��(H��棹��i9M��xﾘb�
田之内田畠等 儘ｸｭｲ�

（長野豊田郷内俣賀村地頭職井横田村内 田島等）畠二反屋敷共（女子一期後） 豊田郷内俣賀村 ��ﾙi8棹��'h徂��ｸﾔｸｭｸ��i9M��畏b�i8棠iﾈﾜ隴ｸ�����ﾘ�)kﾈ�飃�ｴﾘ�ｩi9?｣3xﾘb�

嘉吉1．卯．26．（1441） 囘ﾉ68ｻﾙ>�i8棠�｢�俣賀万歳丸（俣日37号の打波状）俣日39号 

嘉吉1．卯．28．（1441） 囘ﾉ68ｻﾙ>�i8棠�｢�俣賀万歳丸（俣日37号の施行）　俣飯19号 

応仁2．11．8．（1468） 一一一．6．8．仁一一一一） �+ynﾈ泚dﾉ68ｻﾙ>�i8棠�ｩEi&�:ｩ�X皐��69Eb�俣賀左近将監致尭■嫡子孫法師　俣飯20号 

内田畠等 亊ｲ�

御台御料所吉賀三箇郷・同野下領等 冓Hﾘ�����i.X�ｨ�靜I�8ｷｸ岔�8����i9?｣C�ﾘb�

所領表記欄等についての原則は第11表に準ずる。なお「俣日」は日本大学所蔵俣賀文書、「俣飯」は飯田一郎氏所蔵同文
書の略。なお「」は原文書の異筆・追筆
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嫡男　致具

二男　致重

三男　致義

俣　賀　氏

一族兄弟の

団　　　結

明　治　の

豊　田　村

美漉・吉賀
両郡境と
字　大　境

（第12表）に分けて、年代順に表示したものである。

上に述べたように、致茂には3人の子息がいた。嫡男は致員で、二男は致重、三男は弥

益丸（成人して致義）といった（内5号、俣飯1・2号　飯田一郎氏所蔵俣賀文書1・2

号の略、以下同様）（11）。三男致義の子孫が俣賓を領して後に俣賀氏を称するようになった。

致茂には少なくとも2人の妻がおり、次男の致重については不明であるが、嫡男致員と三

男致義は腹違いの兄弟であった。後に見る徳治の相論文書のなかで、嫡男致員の孫朝員は

曽祖父致茂の後家のことを「後家〈致員継母）」と記している（俣飯新1号　飯田一郎氏新

収俣賀文書1号の略、以下同様）。継母が三男致義の側に都合のよいように譲状に加筆し、

これを変造したというのである。

致茂が嘉禎2年に3人の子息に与えた譲状のうち、嫡男・三男宛の次の3通については

その内容が知られる。

致貞宛　－A　遠江国内田御庄下郷地頭職罪名田島、…但於名田畠等二男三男別譲畢

（内3号、譲状案文　第11表）

－B　石見国貞松・豊田〈除舎弟致重弥誉丸分外）地頭職

（内5号、将軍家政所安堵下文　第12表）

弥益丸宛－C　石見国豊田郷内俣賀・横田、自中道下田畠在家地頭職

（致義）　　　　　　　　　　　　　　（俣飯1号、将軍家政所安堵下文　第13表）

内田家も俣賀家も致茂が書いた譲状の原本そのものについては、これを残していない。

現存するものはAが案文であり、B、Cが譲状に対する将軍家政所の安堵下文である。後

述の相論の内容から判断すると、致茂の譲状には奥書があって、とくにB、Cに対応する

豊田郷譲状については

於狩者、無我山・人山、寄合可狩、河同事

と述べていた。致茂は兄弟3人の山野・河川についての共同所有の理想を説いていたので

ある（12）。彼は石見と遠江の双方において惣領分を嫡男致員に与えたが、二男致重・三男致

義にもそれぞれ双方の地で名田畠在家を与えている。一族兄弟の団結を期待していたに違

いない。

E　石見国豊田郷（ⅠⅠ）

さきに貞松・豊田について少しく考察したが、ここでは中世の豊田郷の内部についてひ

き続きみておきたい。

中世の豊田郷の地名を近代に伝えるのは明治の豊田村である。明治年間の豊田村は横田・

安富・本俣賀・梅月・左ケ山の5字からなっていた（地図参照）。地図は陸地測量部明治32

年測図5万分1図の豊田村分に筆者が字界を書き込んだものである（13）。この地図をみると

豊田村の北には高津村の字角井が位置するが、ここにみえる「やすとみ」（安富）、「つのゐ」

（角井）、「たかつ」（高津）はともに長野圧を構成する単位所領として「とよた」（豊田）

とともに貞応の「惣田数注文」に並んでいる。先述のように長野圧のうち豊田だけが吉賀

郡に属していたのであるから、当時の美濃・吉賀両郡の堺は安富・角井と横田・梅月・本

俣賀・左ケ山の間を通っていた蓋然性が高い。すなわち安富・横田を堺する東西路がここ

の郡界になる。地図をみれば明らかなように、その東西路に接して字大境が位置している。

この「大境」の「大」というのはただの境ではなく、ここが郡と郡との「大境」であるこ

とを意味していた。

中世の地名表記のうちにあって「豊田郷内俣賀・横田」（俣飯2号、第13表）などとある
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豊田郷は横

田・俣賀2

村からなる

もののほかに「豊田郷内俣賀・横田両村」という表記もみられる（俣飯新1号、第13表）。

中世の豊田郷が少なくとも俣賀・横田という2つの村を単位所領としてその内に含んでい

たことが明らかである。安富は先述のように豊田郷の外にある独立の行政単位である。明

治の5字のうち残りの梅月と左ケ山はどうであろうか。この点で「豊田郷俣賀村内梅付藤

次太夫屋敷田島井八段坪田弐段」（俣日2号　日本大学所蔵俣賀文書2号の略、以下同様。

第13表）なる表記に注目させられる。当時の梅付（月）が俣賀村の内であったことを示す

史料である。一方、左ケ山については確証をえない。しかし明治の左ケ山は小俣賀・中組・

上組の小字を含むがその中心は小俣賀にあり、その地名と位置関係からみて、これも俣賀

の内であったとみてよいであろう。そうすると中世の豊田郷は横田・俣賀の2村のみを単

位所領としており、かつこの2村の堺は現在の梅月・横田の堺と一致していた可能性が強

い。地図にみえる標高121．8mの地点を山頂とする尾根を北西から南東へ通るラインである。

中　　　道　　次に問題になるのは致義にあてたCの将軍家政所下文にみえる「中道」である。致義は

この「中道」から下にあたる「田島在家」を親から譲られた。さきの地図をみると明治の

中西村字金地から高津川を渡って豊田村横田の地に入り、そこから横田の中心部を抜けて

梅月谷へ出、さらに俣賀川に沿って下りながら本俣賀の集落の東をかすめて左ケ山を横断

し、吉田村を抜けて益田の中心部へ入っていく1本の道がある。この道は近世以来「往還

道」と呼ばれて、この地方における重要道路として知られていた。明治の地図でみると旧

豊田郷域の中心部を抜ける東西の道はこの道しかない。安富と横田の境界線をなすさきに

ふれた道も東西路であるが、先述のごとくこちらは美濃・吉賀の郡界をなしており、「中道」

を境にして上と下とに兄弟の土地を分けたとする譲状の「中道」の条件にふさわしくない。

この道の下（北）に豊田郷横田の土地が存在しないからである。こう考えれば近世以来の

記録にみえる「往還道」がさらに歴史を中世にさかのぼって、右の譲状にいう「中道」に

なると結論づけることが可能であろう。すなわちCのもとになった譲状において、致義は

この「中道」から下の田島在家を分譲されたのである。そうなれば現在の横田のうちの上

野・家下・山本・大境の各集落、梅月の一部、本俣賀の大部分が致義以来俣賀氏のものに

なったことになる。こうして俣賀氏の譲状には後に、この地が「豊田郷内横田下村一方井

俣賀村一方地頭職」というように記されるようになるのである（14）（俣日1号、第13表）

4　惣領家の危機回避

－一族結合への摸索、嘉禎2（1236）～弘安8（1285）

二代致員（三郎・西仏）

｛嘉禎2年（1236）6月一弘安5（1282）｛［死…｛弘安8（1285）］

三代A　致直（嫡男・新三郎・左衛門尉・生仏）

■文永8年（1271）4月3日一弘安9年（1286）｛［死…｛徳治2年（1307）］

三代B　致親・致朝（次男・八郎・左衛門尉・定願）

｛文永8年（1271）4月3日一正和3年（1314）｛

二代地頭致員は嘉禎2年（1236）に致茂のあとをついで地頭になった。かれはその後弘

長2年（1262）になっても、まだなんの任官もせず、その名乗りはあいかわらず内田三郎

のままであった（内7号、第12表）。幕府内の地位はさほど高かったとは思われない。法名
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を西仏という。

三代地頭は2人いた。嫡男の致直（生仏）と次男の致親（致朝・定願）である。次男致

親はのちに致朝と改名したもようである。致親・致朝は先行研究が指摘しているように同
一人とみてよいであろう。弘安10年（1287）の関東下知状（内12号、第12表）には「内田

左衛門尉致朝法師（法名定願）」とみえている。嘉禎から弘安にかけてのほぼ50年におよぶ

この時期は初代地頭致茂がいいおいた一族内の緊密な協力関係が最初の深刻な危機に陥っ

た時期であった。それは特に惣領家において顕著であった。一度譲られた所領を父親から

悔い返されて、嫡男致直は苦渋を強いられたに相違ない。彼は執拗に父と弟とに抵抗した

らしい。内田一族にとって、かれらの内部の葛藤は、しかしこの時代にはまだ公然たる裁

判にまでは発展しなかった。紛争はあったが、それはまだ一族内部における話合いで処理

され、解決された時代に属していたのである。

A　吉賀郡野郷地頭との争い一菜の破壊

二代地頭致員の時代におきた大きな紛争は石見国吉賀郡野郷との境界争いであった。弘

長2年（1262）3月12日に幕府はこの件について、遠江国守護大仏朝直（武蔵前司）にあ

てて、石見国吉賀郡野郷地頭代時次からの再度の訴状を送付し、同国御家人内田致員が、

幕府法廷に出廷するよう沙汰することを命じている（内7号）。先に述べたように、すでに

長野庄の成立自体のうちに吉賀郡領への越境囲い込みの事実があった。遠江国御家人とし

ての致員が後に経験することになった紛争はすでにこの時に胚胎していたものであろう。

すでに文応元年（1260）から吉賀郡野郷地頭代左兵衛尉時次が致員の山野押領を訴えて

いたもようであるが（内6号、第12表）、このときの時次側の訴状によると、致員は幕府法

廷の召文（召喚状）を5ケ度も無視し、野郷の側が係争地（論所）そのものを避けて、わ

ざわざ別の場所に設置した築を切り壊すという挙にでたという（内7号、第12表）。両者の

争いが特に河川における漁業権をめぐる紛争の様相をみせていたことが明らかであるが、「中

道」より上を支配した惣領家の致員が訴えられていることは、訴状にみえる川が高津川の

上流にあたる吉賀川ないし匹見川で、ここにおける河川支配をめぐる争いであったことを

示すであろう。明治の豊田村の南は高城村であるが、明治の美濃・鹿足（吉賀）郡界は高

城村の南端、日原村との境に置かれている。このあたりの郡界は移動が激しく、豊田村の

みならず、高城村の地がいつしか美濃郡に取り込まれているのである。文応・弘長の相論

は明治の高城村の地域を対象としていた可能性が高い。

B　西仏（致員）の所領譲与

致員には2人の男子と、さらに女子（人数不明）がいた。嫡男は致直（法名生仏）とい

い、次男は致親（法名定願）といった。出家して沙弥西仏を号した致員は文永8年（1271）

卯月3日に次男の八郎左衛門尉致親に遠江国内田庄下郷地頭職井名田畠を譲与し（内9号、

第11表）、嫡男の新三郎左衛門入道生仏（致直）には石見国豊田郷と貞松名地頭職を譲与し

た（内8号、第12表）。つまり遠江の本領を次男致親に、石見の恩賞地を嫡男致直に与えた

のであった。もっとも、後述するようにここでも各人が遠江と石見の双方において所領を

もつという配慮も同時に行われている。

C　石見国豊田郷（ⅠⅠり

この時、嫡男新三郎左衛門入道生仏に与えられた豊田郷は「豊田郷中豊田道辺一原下角

篠原大嶽」と記されている。この土地は豊田郷のうち惣領家に伝えられたものであるから、

ここにみえる「中豊田・道辺・一原・下角・篠原・大嶽」は「中道」より上（南）に位置
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する中世の村々の名称であろうという予測が可能である。元徳3年（1331）になって、生

仏の養子沙弥空昭（朝貞）が致景に与えた譲状には同じ土地が「豊田郷惣領分中豊田己下

村々」と書いてある（内21号、第12表）。中豊田・道辺・一原・下角・篠原・大嶽は明らか

に中世の「村々」だったのである。この内、「一原」は現在では市原と表記するが、横田の

東よりの集落であり、ここも「中道」より南で、当然のことながら上横田のうちである。

ところでおなじく元徳3年に豊田郷地頭の「大嶽村」押領が問題になっているが（内22号、

第12表）、この大操の地名が現在、河成に残存しており、このあたりが中世の大嶽村であっ

たことが分かる。当時、内田惣領家が高津川を越えて、対岸の河成に進出して、これを豊

田郷に取り込もうとしていたことが分かる。

西仏は石見の所領を嫡男致直に与えたのだが、次男致親にも「一原」のあたりに堀内在

家・田島を与えている。すなわち嫡男生仏（致直）への譲状（内8号、第12表）に「但堀

内在家三芋、一原土壇田島者、譲与次男八郎左衛門尉致親畢」と記されているのがこれで

ある。「堀内在家三宇」と記された屋敷地は菊川の高田大屋敷の住人と覚しい致親が石見国

に与えられた堀内、つまり堀に囲まれた一個の居住形式（地頭屋敷の存在形式）を示すと

みることができる。

D　内田庄下郷

次男致親は父親から内田庄下郷を譲られたが、その譲状には「但譲与名田畠於嫡男女子

等華、守彼状、不可致違乱」と述べられていた。（内9号、第11表）西仏は内田庄下郷につ

いても嫡男と女子等に少しの名田畠を与えたのであった。兄弟達の1人1人が遠江でも、

石見でも土地（所領）を持つという初代地頭以来の伝統がまだここには生きていたのであ

る。

E　西仏の所領悔返しと致直への幕府安堵

内田氏の嫡流は結局、次男致親（致朝）の子息朝員に継承されていくのであるが、上に

三代地頭を1人にしぼり切れなかったことからも分かるとおり、このことが確定するまで

には一族内部におけるかなり緊張した関係が伏在したもようである。

原因の一端は二代地頭西仏（致員）の孫朝員への偏愛にあった（系図参照）。すなわち地

頭西仏は子供たちへのさきの文永8年の譲与を取り消して、まず弘安4年（1281）に次男

定願の子息朝員にたいし、「内田庄下郷地頭職以下」についての自筆譲状を書き、さらに代々

の下文・手継証文などを与えたという。このことは定願（致親）が子息朝員に内田庄下郷

の継承を保障した1通の書下（15）（内10号、第11表）に書いてある。西仏はさらに翌弘安5

年になって、さきに嫡男生仏に与えていた石見国貞松名井豊田郷惣領地頭職についても、

これを悔返し、孫の朝員に与える旨の譲状を書き与えたのであった（内13号、第12表）。西

仏が初代地頭致茂から所領をうけついだ時からすでに46年が過ぎ、彼自身すでに相当な老

境に達していたと思われる。

さすがに嫡男生仏（致直）は父親の新しい決定に抵抗したらしい。結局西仏は弘安8年

（1285）以前に死去するのだが、父西仏が亡くなった後に、生仏は弘安8年5月になって、

先に亡父から貰っていた文永8年4月3日の譲状を幕府に提出し、豊田郷ならびに貞松名

地頭職の安堵を14年ぶりにかちとっている（内11号、第12表）。後の事態の展開からみると

おそらくこの時までに、嫡男生仏が甥朝員を養子として、惣領家の跡を継がせるという約

束が、一族内部に成立していたと思われる。一族を襲っていた内部分裂の危機はこうした

妥協によって回避され、鎌倉幕府による弘安8年の三代地頭生仏への石見における所領安
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堵が生まれたわけである。

5　領家・庶子家との争い

一裁判と和与、弘安9（1286）～正和3（1314）

四代朝員（空昭）

｛弘安4年（1281）一元徳元年（1331）｛

弘安9（1286）年から内田惣領家はきびしい裁判の時代を迎える。その主役はさしあたっ　2つの裁判

ては遠江では三代定願であり、石見では同じく三代生仏であったが、その背後にはいずれ

の場合も四代地頭朝員（空昭）が見え隠れしていた。徳治2年（1307）に相前後して判決

が下り、内田惣領家は遠江では勝訴し、石見では敗訴した。しかし、いずれの国にあって

も裁決によって紛争が収まる状態ではなかった。彼らは正和2年（1313）、同3年に遠江で

は領家園城寺と、石見では庶子家俣賀氏との和与（和解）にふみきっている。遠江では下

地申分により、石見では狩倉の引き渡しにより、いずれも係争地を二つに分けて支配領域

が相互に重ならないようにしたのであった。

A　豊田郷内の山・河・畑の相論一狩においては我が山、人の山なく、寄合て狩るべし

弘安8年（1285）5月に、幕府によってふたたび豊田郷ならびに貞松名地頭職に安堵さ

れた嫡男生仏（致直）は養子朝員とはかつて翌9年になると早速、豊田郷惣領家として郷

内のすべての「山・河・畑」の領有を宣言した（俣飯新1号）（16）。すなわち生仏はここで

「中道」より下（北）を領有していた庶子家の致義・致直（この致直は惣領家の生仏とは

同名別人、こちらの名乗りは内田兵衛三郎）父子のもつ郷内の「山・河・贈」支配権を完

全に否定しようとしたのであった。弘安9年から、徳治2年（1307）に至る、それだけで

も20年を越える世代をこえた第1次紛争のはじまりである。

裁判で問題になったのは初代地頭致茂が嘉禎2年（1236）に3人の子息致員・致重・致

義らに所領譲与したさい、譲状の奥に最初から「於狩者、無我山人山、寄合可狩、河同事」

なる奥書を付していたか否かにあった。争いは長く続き、二応の判決が徳治2年（1307）

にいたって出された。ここで六波羅は惣領家の言い分を退け、庶子家の勝訴としている（17）。

いずれにせよ、徳治段階に到れば、争いは惣領家朝貞（代教智）と庶子家致直（円戒）

の争いであった。相論における庶子家致直の言い分は、譲状には上の奥書があり、譲状が

書かれた同じ年の12月15日には、兄弟3人が「一烈之譲」を捧げて、各人が幕府から「安

堵御下文」を給ったうえ、「領内之山河等」は面々が知行してきたというのであった。これ

にたいし惣領家朝員の代官教智がいうには、致義が貰った譲状には「俣賀・横田、自中道

下田畠在家地頭職」とだけあるのだから、庶子家の知行分は「田島在家」に限定される。

譲状には「山河」についての記載がなく、したがってこれは「惣領分」にはかならない。

そもそも問題の奥書は、初代地頭致茂の「素意」ではなく、譲状が継母にあたる致茂後家

の手元にあったさいに、譲状の「執筆」であった筑前房を相語って、後家があとで書き入

れたものだと述べたてた。

さきに述べたように、朝員代教智の上のような言い分は認められなかった。同じ文言の

奥書が朝員所帯の譲状にも記されていたこと、またこれをもとに嘉禎2年の安堵下文が下

されて既に年序を経ているといった点が六波羅裁決の方向を決定づけていた。裁決文言の

－117－

「山・河・畑」

の領有を宣言

庶子家致直
の言い分

惣領家の
言　い　分



要点は

然者、於
下
自中道下之山河者、停止朝貞濫妨、致直可令領知也

上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　二

守　護　の

裁　許　状

相論の経過

と問題点

というにあった。嘉禎譲状の奥書の有効性が承認されたのであるが、しかしここには鎌倉

時代前期における内田一族の山河支配の原則に関する重大な変更が加えられていた。嘉禎

の奥書はかつて、

於狩者、無我山人山、寄合可狩、河同事

と述べていた。「我が山、人の山」の区別を設けない寄合支配の共有システムの理想がそこ

に語られていたのであったが、徳治裁決の結果、ここでは「田島在家」ばかりか、「山河」

についても「中道」を境界とする新たな分割が成立し、惣領家・庶子家はまったく別の家

として、山野・河川の支配に臨むことになったのである。

なおこの間に、正応4年（1291）にはさきにも一部触れたように、生仏は亡父西仏の意

向にそって、甥にあたる朝員を自分の養子とし、豊田郷・貞松名の惣領地頭職を正式に譲

与している。（内13号、第12表）

B　内田庄下郷の加徴米相論

石見の相論が進行中であった正応・永仁・徳治にかけて、こちら遠江では、定願・朝員

親子による園城寺雑掌との内田庄下郷における加徴米徴収をめぐる相論が進行していた。

これについては徳治2年（1307）6月になって、遠江守護大仏宣時が次の裁許状を下し

ている（内15号）。

下知可蒙御成敗之旨訴之、成仏亦貞応御下知者平民百姓事也、寛元御

下知者、対不知案内忠元掠給之上、他人相論御下知也、如傍例者難称

不易欺、植田大輔房有秀所給御下知分明也、其上寛元還補之時、平尾

村地頭之由被載御下文華、加徴者地頭得分之条、両方勿論、何可弁他

人哉云云、就之、去二月四日被裁許成仏華、而朝貞捧覆勘状之間、重車

其沙汰之処、有秀所給御下知者不足准拠、寛元御成敗者、卑当給主忠

元被成下華、不易之条無異儀之間、不卑改沙汰、然則於正応五年以後

加徴者、可令礼返定願之状、依仰下知如件、
レ　レ　二　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　レ

徳治二年六月四日
（大仏宣時）

沙弥（花押）

石見の裁許があった2ケ月後である。こちらの裁許状は残念ながら前欠であって、意味す

るところがきわめて読みとりにくい。しかし、ここでは内田庄下郷における紛争にさいし

て、守護が裁許状を発給したという注目すべき事実にまず言及しなければならない。鎌倉

時代における守護裁判権の存在はけっして自明のものではない。これは北条得宗家につな

がる守護にみられる特徴なのか、はたまた東国守護一般の特権であるのか、今後の検討課

題である（18）。

上の加徴米紛争はすでに正応五年（1292）には始まっていた。徳治の裁許は「然則、牲

正応五年以後加徴者、可令礼返定願」と述べている。裁判に勝訴した三代地頭定願は正応

5年以来他人に奪われていた加徴米を、この時「礼返」されたのである。徳治の裁許状に

みえる定願の相論相手は成仏という人物であった。

この件については、すでに永仁3年（1295）に内田庄の稚掌が越訴状を提出している（内

14号、第11表）。当時の越訴とは判決の過誤を正す目的で置かれた一種の救済裁判制度であ
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るから、定願はこの時以前に、加徴米相論に一度勝訴していたのである。

しかし徳治の加徴米相論は事情が複雑である。わかりにくい原因は先述のとおりである

が、裁許状の後半部分に残された論人（被告）成仏の言い分から少なくとも次の諸点を確

認することができる。

ここではまず（1）「貞応御下知」、（2）「寛元御下知」、（3）植田大輔房有秀が給った

年未詳の「御下知」の3つが、両者の言い分の当否を判断するための先例・傍例として法

廷に提出され、その証拠能力が争われた事実を確認することが肝要である。これについて

成仏は（1）については「平民百姓事也」といい、（2）については「案内を知らざる忠元

に対して掠め給るの上、他人相論の御下知也、傍例の如くんば不易と称し難き欺」と述べ

ている。すなわち（2）について成仏はこれを「不易」の原則とはいいがたく、内田庄下

郷にかかわる当相論には適用し難いと主張したわけである。さらに（3）についてはもっ

ぱら（2）についての成仏の主張を支えるものとして例示されたもので、ここでの意味は

副次的なものである。（1）の意味はこれだけの文言ではくみとり難いが、争いの焦点は明

らかに（2）にあった。

さて（2）の「寛元御下知」について、成仏は「其上、寛元還補之時、平尾村地頭之由、

被載御下文畢」と述べている。（2）は平尾村地頭の身分に関する「御下知（御下文）」で

あり、さらに重大なことは、これが「還補」と称されていることである。平尾村地頭職は

これ以前に一度没収されており、（2）によって再度「還補」されたのであった。裁許状に

よると成仏の主張は一度は守護法廷において認められた。徳治2年2月4日に成仏勝訴の

裁決が下されたのであった。しかし定願の子息朝員は屈しなかった。彼は「覆勘状」を捧

げて再度訴え出ている。6月4日の裁許は上の「覆勘状」による定願・朝貞側の逆転勝訴

となって終わった。

朝員が提出した上の「覆勘状」をもとにした法廷の最終判断は（2）について「寛元御

成敗者、対当給主忠元被成下華、不易之条、無異儀之間、不及改沙汰」と述べる。平尾村

の地頭は寛元以来忠元であり、彼は地頭として加徴米を徴収しているが、これは不易の原

則であって、下郷地頭内田氏にも適用されうるものだというのである。こうして下郷地頭

定願・朝貞父子はこの加徴米相論における逆転勝訴をかちとった。

しかしここに気がかりの点が一つ残る。それは成仏の側が「加徴者、地頭得分之条、両

方勿論、何可弁他人哉」と述べて、2月4日の勝訴をかちとっていることである。すなわ

ち成仏もまた下郷地頭職の権利を何らかの形で主張していたことになる。すでに述べたよ

うに平尾村地頭は「寛元還補」と記されている。平尾村ではこの時以前のある時点におけ

る地頭職の没収があったに違いないのである。先述のように内田庄下郷においても領家雑

掌が普通は地頭権限に属する加徴米を要求して、越訴状を提出していた。ここでは領家が

地頭権限を主張していたのである。この当時の下郷地頭内田氏の地位には、何か重大な隠

された事情があったとしなければならない（19）。

C　正和の和与一豊田郷（Ⅳ）

豊田郷についての先の徳治の六波羅裁許はしかしながら、そのままでは実施に移される

ことはなかった。庶子家の致直の本拠は俣賓におかれており、彼らは「豊田郷内俣賀地頭」

といわれるようになっていた。致直はその後出家して法名を円戒というようになったが、

徳治の勝訴のさい、六波羅の命令によって「御使」の「打渡」（現地引渡）確認のための「入

部」が行われた。そのさい両当事者が配分について子細を申したため、再度、双方の「申
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狩倉3ヶ所
の引渡　し

介　中　尾

西　田　平

俣賀面限比

多尾井横田

下　小　山

田弐拾伍町

弐段四丈
屋敷拾字
畠山野江河

荒　野　等

井料半分沙汰

詞」が六波羅に注進されている。郷内について、「田島在家」とともに「山河」についても

「中道」を堺にして、両家に分割するという徳治の裁許が実施不能に陥ったのである。徳

治裁許につづく第2次紛争である。

六波羅からは再度の「仰下」（打渡命令）があったようであるが、結局両者は「和与」（和

解）することになった。正和2年（1313）9月、豊田郷惣領地頭空昭（朝員の法名）が狩

倉3ヶ所に堺をたてて、このとき円戒がすでに亡くなっていたので、後家光阿にこれを引

き渡している（20）。ただし「狩川」の権利については、これを分割せず「可寄合」と定めら

れた（俣日3号、第13表）。河川の漁業権は一族の寄合という初代地頭致茂以来の遺制が採

用されたのである。

この時去り渡されたのは「介中尾」「西田平」「俣賀面限比多尾井横田下小山」の3ヶ所

であった。この3つの狩倉の場所を現地に即してみるにおおよそ

の推測が可能である。

まず「介中尾」であるが、これは西が「梅付谷」とあるからお

およその場所が特定される。そこから見ると北にある「里」とは

現在の本俣賀の集落を指すことになる。現在の俣賀川（侮日谷）

とその東側の角井川上流の谷との間にある山地である。ここで「石

瀬戸」とは角井川上流のどこかを指すのであろうか。

次に「西田平」は北が「角井堺小中倉」とあり、東は「里」、南

は「大道」とある。すなわち本俣賀・角井堺の南にあたることが

まず明らかであるが、さらにここでいう「大道」は字大境から安

富・横田の堺を東へ延びる郡界の道をたどり、字梅月でさきの「中

道」に落ち合う道を指すのであろう。ここでも「里」は本俣賀を

指すことになる。さらに「西田平」の西の堺をなす「道祖多尾」

は「安富本堂道」にある境（道祖）の峠（多尾）であろう。この

ようにして「西田平」は本俣賀から字下組へ向かう道（これが安

富本堂道である）の両側、本俣賀の西方にあたる山地である。

最後の「俣賀面限比多尾井横田下小山」は表記に欠陥があり、

やや分かりずらい。しかし「横田下小山」とある以上、例の「中

道」よりは北の下横田で俣賀（梅付も俣賀の一部である）に近い

小山とみてよいであろう。東と北が「里」ということになれば、

を指しているのであろうか。

D　正和の和与一内田庄下郷の下地申分

里

介中尾

高　追

角井堺小中倉

西田平

大　道

里

俣賀面限
比多尾井
横田下小
山

大歳迫道
河上一野

里

里

この「里」は梅付の集落

徳治裁許のあと、内田庄下郷をめぐって領家園城寺と地頭定願の間においても、石見の

場合と同じく年貢以下の紛争が収まらず、詳細は不明ながら延慶2年（1309）にも裁許が

下っている。こちらも、第2次紛争である。両者はここでも下知状の実施をめぐって相論

を再々発させ、なお訴陳に及んだが、正和3年（1314）12月になって、ついに両者和与を

遂げ、下地を折半することになった。同年の相模守塀開寺署判の関東下知状によると、ここ

に同月12日の雑掌忠秀と地頭代忠能の和与状の文言が引用されており、そこには

（A）田弐拾伍町弐段四丈・屋敷拾字・畠山野江河荒野等、以和与之儀申分下地畢

（B）有分残田島在家者、後日可折中

（C）次、於井料者、両方可半分沙汰云々
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の3条件が記されていたことがわかる。ここで領家と地頭は内田庄下郷の田・屋敷・畠・

山野・江河・荒野らにつき、すべての下地を申分し（A）、もし分割し残した田島在家があっ

たさいにも折中（B）と決めたのであった。彼らは境域を完全に2分割したのである（内16号、

第11表）。

ただし、内田庄下郷の井料については両方が「半分沙汰」と決めた（C）。井料は通例、河

川・用水路管理のための費用として、荘園の会計のなかで計上される費用である。内田庄

下郷の水田に潅水する内田用水は現在の大字下内田の北方、籠田橋と耳川橋の中間にあた

る上小笠川右岸から取水しているが、今回調査の土塁状遺構の存在を勘案するに、おそら

くこの用水は荘園時代にさかのぼると考えられる。上の井料はこうして上小笠川ならびに

菊川の用水制御のために支出されたに違いなかろう。内田庄下郷の田地以下、在家・山野

を完全に分割した地頭と荘園領主もこうした用水路の管理については両者協力しあってい

たのである。双方が1本の用水路を共用していたという事情もからむであろう。先述の土

塁状遺構は、小林健太郎氏も指摘しているように、上小笠川の氾濫をこの地点で防御する

ものであって、ここから下方にひろがる下内田の耕地を全体として保護する重要地点に位

置している（第2節参照）。この土手（堤）と大屋敷西側の巨大な堀、さらに上小笠川との

用水路の切り込み関係など発掘調査のくわしい検討が待たれるところであるが、ともあれ

用水を維持するための費用は下地申分の後も領家・地頭両者の「半分沙汰」だったのであ

る（21）。下地申分によって領家・地頭の両地域に分割されることになったに違いない内田庄

下郷の農民たちにとっても事情は同様であったろう。

上の下地申分の文書を最後に、三代地頭定願（致親）は史料から姿を消している。

6　内乱期の内田氏

一内乱参加と石見への移住、正和3（1314）■

五代致景（孫八郎）

｛文保3年（1319）一貞和5年（1349）7月19日｛

六代致世以降

｛貞和2年（1346）一応永8年（1401）11月7日｛

左衛門三郎　｛貞和2年（1346）8月｛

肥前権守　　　正平14年（1358）3月27日｛

肥前守　　　｛正平16年（1360）11月25日｛

肥前入道　　　応安元年（1368）8月28日｛

豊田肥前入道　応永8年（1401）11月7日

土塁状遺構

五代致景は文保3年（1319）に父空昭から内田庄下郷地頭職を継承し（内18号、第11表）、　五代致景

さらに元徳3年（1331）になって、今度は石見国豊田郷惣領分と貞松名地頭職を「重代相

伝勲功之地」として、同じく空昭から継承している（内21号、第12表）。空昭が比較的早く、

致景に内田庄下郷を譲与したのは、彼自身は養父致直（生仏）のあとをうけて、その活動

の主力を早くから石見においており、遠江の経営についてはこれを父定願と子息致景に任

せていたからであろう。内乱のなかで致景はやがて石見に移り、貞和5年（1349）に六代

致世に跡を譲ったが（内42号、第11表・内43号、第12表）、それ以後は姿を見せなくなる。
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小　俣　賀

飯田庄下郷

朝生西明寺

横地・丸崎
・気多城

瀧河原河合戦

等変州出兵

橋下比々役所

府中惣社

井伊御嵩合戦

二　俣　城

大　将　軍

木末永安

中石見城

都　野　城

A　小俣鴛の帰属

ところで、元徳3年の空昭の嫡男致景に対する豊田郷惣領分の譲与にあたって、「中豊田

己下村々」とならんで「小俣賀」が記されていることに気づくであろう（内21号、第12表）。

先述のごとく「中豊田己下村々」は、「中豊田・道辺・一原・下角・篠原・大獄」の各村を

指していたのであるが（内8号、第12表）、文永から元徳にいたる間に、惣領家はあらたに

「小俣賀」を領有するようになっていたのである。小俣賀はさきの「中道」より北に位置

する。したがって本来からいえば、庶子家の支配領域に属するところであるが、それが逆

に惣領家に伝領されるようになっている。これはおそらく正和の和与における狩倉の去り

渡しにかかわる事実であろう。小俣賀を含む現在の左ケ山の広い山地は上述の3ヶ所の狩

倉からはずれていたからである（22）。

このようにみると、正和の和与における3ヶ所の狩倉の去渡しによって、「中道」による

区分の意味はうすれ、現在につながる5つの字がおぼろげではあるが浮かびつつあった様

子を推察することが可能となるだろう。

B　遠江守護使節致景の活躍

文保3年（1319）に内田庄下郷地頭職を継承した致景は嘉暦2年（1327）に遠江守護大

仏貞直の使節となり、飯田庄下郷（周智郡）についての山内道光と同刑部阿閤梨道俊の相

論の真偽究明にあたっている（内19号）。また元徳元年（1329）になって、遠江国朝生西明

寺田在家（榛原郡）についての勝田尼理阿（代法阿）と内海範長の争いにさいしての請文

の執達にあたっている（内20号）。おそくとも嘉暦・元徳の時点で致景は守護使節として働

いており、遠州内田氏の中心は致景に移っている。

C　軍息状にみる致景の足跡

このようにして致景は鎌倉時代の末にはまだ遠江にいたことが確実である。次の軍忠状

にみるように彼とその一族は建武3年（1336）から同5年にかけて遠州・駿州の各所で合

戦に参加しているが、その後康永元年（1342）以降は石見に場所を移し、ここを主戦場と

して合戦に明け暮れするようになった。

（A）建武3年（1336）9月16日、馳参御方（横地勝申手）｛横地・丸崎・気多城御共、一

城戸役勤仕（大将御手）（23）　　　　　　［建武3年10月日固阿軍忠状（内23号）］

（B）建武3年11月以前、瀧河原河合戦｛駿州出兵・数十日、役所警固（細河八郎手）→横

地城・丸崎・気多城龍城（日代右京亮手）｛橋下比々役所・府中惣社上役所警固（当

御手）

［建武3年11月1日軍忠状（内24号）］

（C）建武4年（1337）7月13日、井伊御嵩合戦　　［建武4年7月日軍忠状（内25号）］

（D）建武5年（1338）正月9日、［代官内田六郎西妙］二俣城龍城

［建武5年正月日軍忠状（内25号）］

（E）康永元年（1342）12月19日、御中入御供（大将軍木束永安）周布・福屋・高津・井村

以下凶徒降参｛12月29日～2年正月5日、小石見城攻撃・凶徒追落

［康永2年2月日軍忠状（内29号）］

（F）康永2年（1343）3月3日～18日、都野城（都野孫三郎）攻撃

［康永2年3月日軍忠状（内30号）］

隅　城（G）康永2年7月10日～11月3日、三隅城攻撃
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（H）貞和2年（1346）7月30日、木東城攻撃（代官子息致世）

［貞和2年8月日軍忠状（内33号）］

D　石見への移住はいつか

内田家文書のなかに年未詳5月7日の遠江国守護源（仁木）義長の書状（内35号）があ

る。これは室町幕府の執事高師直（武蔵守）にあてたもので、内田致景から提出された「内

田庄下郷内一分地頭職」の安堵の要請を義長が幕府に取り次いだものである。さきに挙げ

た軍忠状にみえるように、致景は建武3年9月には遠江において横地・勝田の手に属して

参戦し、その後も横地城をはじめ、丸崎・気多城などに龍城している。内田一族は大きく

いえば、遠江においては横地・勝田氏の勢力下に入っており、さまざまの大将に従いなが

ら、遠江守護のもとにあって、合戦に参加していったことがわかる。

ところで、遠江守護は建武3年（1336）から同5年（1338）正月まで、今川範国に在任

の徴証があり、そのあと仁木義長が暦応2年（1339）10月から康永2年（1343）8月まで

と、貞和2年（1346）千葉貞胤在任の一時中断を経て、再度観応2年（1351）11月までは

義長が在任している（24）。いっぽう内田致景が遠江を去ったのは康永元年（1342）12月以前

であることを勘案すると、さきの仁木義長の添状は建武5年（1338）正月以降、康永元年

（1342）12月以前のいずれかの年の5月ということになる。すなわち内田一族が高田大屋

敷を実質的に放棄したのは建武5年5月から、康永元年12月にいたる間のことであったと

判断される。

E　致世の時代

その後、貞和5年（1349）7月19日になって致景は2通の譲状を書き「内田庄下郷惣領

職」と「豊田郷道野辺地頭職井村々・すう（周布）のさたまつミやう（貞松名）」を嫡子致

世に譲与している（内42、第11表・43号、第12表）。

この致世がはじめて石見守護上野頼兼に従って参戦したことが見えるのは、貞和2年（1346）

の木東城攻撃であって、彼はこの時、頼兼の証判をえており、その後も貞和4年の三隅城

攻撃に従うなど、ひきつづき頼兼の証判をうけていた。

（Ⅰ）貞和4年（1348）4月1日、三隅城発向、岡見合戦｛2日、山田合戦｛9日、大手土

橋切所追破　　　　　　　　　　　　［貞和4年4月日軍忠状（内36・37・38号）］

（J）貞和4年（1348）年8月27日、三隅城発向、大手通祖□合戦

［貞和4年8月日軍忠状（内40号）］

しかし、貞和5年（1349）年6月23日に、内田孫八郎（致景）が足利直冬感状（内41号）

木　束　城

遠江守護
仁木義長

石見守護
上野頼兼

三　隅　城

をもらって以降、子息致世ももっぱら足利直冬に属し、以降正平17（1462）年にいたるま　足利直冬

でに、内田氏の一族は合計22通の直冬証判をえている。以後、彼らは応安元年（1368）に

は大内弘世（道階）に属し、ひきつづき大内満弘（内79・80・81号）、同義弘（内82・85号）

と大内氏の歴代に属している。

さきの貞和5年の譲与以後、内田氏と遠江国内田庄下郷との関係を示す文書は正平14年

（1358）の足利直冬安堵状（内71号）だけである。貞和5年以来、直冬に属した致世にとっ

て、尊氏に叛いた直冬から貰ったこの安堵状が、遠江国において実効性があったとはとう

てい解しえない。時代の軍事的な緊張状態が遠江と石見の双方を股にかけたかつての鎌倉

武士団内田氏のような活動形態を完全に許さなくしていたのである。

なお貞和6年（1350）12月に内田三郎五郎致国なる人物がいて、長野庄内豊田郷の当知

行分の安堵を直冬から得ているが、致世との系譜関係は分からない（内48号）。
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7　俣賀氏の家系

俣賀初代致義（弥益丸）

｛嘉禎2年（1236）6月｛

俣賀二代致直（兵衛三郎［兵衛五郎］・円戒）

←永仁4年（1296）4月一正和元年（1312）6月日｛［死…｛正和2年9月］

俣賀三代致康（新三郎）

［死…｛正和元年（1312）6月］

俣賀四代市熊丸

｛正和元年（1312）6月｛

俣賀氏の
は　じ　ま　り

致　　　義

（弥益丸）

孫の市熊丸
へ　譲　る

庶子家の山

野河川支配

石見国豊田郷・貞松名の地頭職を与えられた内田致茂（初代地頭）は嘉禎2年（1236）

に所領を3人の子息に配分したが、そのさい、三男弥益丸に豊田郷内俣賀・横田の中道よ

り下の田島在家地頭職を与えていた（俣飯1号、第13表）。これが後の俣賀氏のはじまりで

ある。

弥益丸は成人して致義といった（俣飯新1号）。彼には兵衛三郎致直（円戒）という息子

がおり、豊田郷の山河畑支配をめぐって、弘安9年（1286）以来、惣領家と激しく争って

いたことはすでに述べた。

A　庶子家内部の争い

致義（弥益丸）にはすくなくとも2人の息子がいた。致直は弟である。永仁3年（1295）

5月ごろ、致直（円戒）は舎兄蓮念と「豊田郷内俣賀田畠在家地頭職」をめぐって幕府の

裁判所で争っている（俣飯3号、第13表）。庶子家においても所領をめぐる相続争いがみら

れたのである。

B　円戒の譲与

この円戒は正和元年（1312）6月、亡くなる直前に「祖父内田刑部丞致茂」の「承久勲

功之地」である「豊田郷内横田下村一方井俣賀村一方地頭職」を「円戒重代相伝」の地と

して「故新三郎致康」の素意に任せて「孫藤原市熊丸」を嫡子とし、代々手継の下文以下

証文を添えて譲与している（俣日1号、第13表）。つまりあとつぎの新三郎致康が先に死亡

し、孫の市熊丸を嫡子として、跡を譲ったのであった。円戒はそのあと直ぐに亡くなった

らしい。正和2年9月にはすでに「円戒（今者死去）」（俣日3号、第13表）と記されてい

る。

円戒は孫市熊丸のほかに女子や孫たちにも所領を分け与えているが、それについて各人

が関東公事については、これを「田地之面」に随って勤仕すべきことを定めたほか、「狩・

漁」については「前々譲状」（先代以前の譲状）に任せて「寄合」べしといっている（俣日

1号）。「狩」というのはこのさい山野支配、とくに「狩倉」として設定された狩猟場をさ

しており、また「漁」というのが河川における漁業権を指している。この時、円戒は豊田

郷の山野河川の支配について惣領家の空昭と争っていたが、俣賀氏は俣賀氏独自で惣領家

とは別に縮小された規模においてではあったが、あいかわらず、山河の支配について山も

川もともに一族兄弟の「寄合」支配を維持しようとしていたのである。円戒はそれについ

て、この原則が「前々譲状」以来のものであったといっている。少なくとも円戒が致義か
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ら受けとった譲状の文面には、すでにそのことが記されていたのである。

8　豊後の内田氏

なお弘安8年（1285）の豊後国図田帳に（『鎌倉遺文』15701号）に同国速見郡のうち「広

瀬六町六反大」の領主として「遠江国御家人内田工藤三致清跡、三郎致時相続」とみえる。

この内田致清・致時両人が致を通字とすることからみて、彼等が下郷地頭内田氏の一族で

あったことについてはほとんど疑いなく、おそらく彼等は致茂の二男致重の子と孫だった

のではなかろうか。（系図参照）

9　関東公事の軌仕
（公事以下）　　　　　　　（嫡子）　　（支配）

鎌倉武士の関東公事の勤仕形態については「御くうしいけ、よろつちゃくしのしはいに
（違乱）（た脱）　　　　　（知行）

あひしたかひて、あひたかひにいらむさまけなく、ちきょうすへし」（正応6年7月26日沙

弥某譲状『大日本古文書』三浦家文書176号）などとあるが、内田氏ならびに俣賀氏一族の

譲状にも、しばしば関東公事ないし公方役の一族内部における配分形態についての文言が

現れる。

内田惣領家

（A）文永8年（1271）卯月3日沙弥西仏譲状（生仏宛）（内8号）

大番以下関東御公事、嘩坤面無慨怠勤仕之、 可令進退領掌也
レ　二

（B）元徳3年（1331）4月4日沙弥空昭譲状（致景宛）（内21号）

於関東御公事者、云男女子分、云惣領分、任公田之面無僻怠、可勤仕者也

（C）貞治5年（1366）8月10日藤原致景譲状（致世宛）（内42・43号）
（関東）　　　（公事）　　（女子・庶子）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（勤仕）

くわんとう御くうしハにょし・そしおあひもよおして、先例にまかせてきんしすへき物
（向後）　（亀鏡）

たるによて、きゃうこうきけいのために、ゆつりわたすの状、如件

庶子俣賀家

（D）正和元年（1312）6月1日沙弥円戒譲状（市熊丸宛）（俣日1号）

次関東御公事者、随田地之面任先例可勤仕之

（E）正和元年（1312）6月1日沙弥円戒譲状（春若丸宛）（俣日2号）

於関東御公事、随分限、可相当之

（F）貞治4年（1365）8月10日藤原致弘譲状（道祖徳丸宛）（俣日32号）

於御公事者、任地之面、可致其沙汰

（G）応永28年（1421）12月20日沙弥景勝譲状（致家宛）（俣飯16号）

於但公方役者、任先例、可令勤仕者也

（H）応永29年（1422）正月11日俣賀致家譲状（賀幸丸宛）（俣飯17号）

於但公方役者、任先例、勤仕可中老也

（Ⅰ）応永29年（1422）正月11日俣賀致家譲状（賢幸丸宛）（俣飯18号）（25）

但埠公方役、随地分限、可勤仕其役牲

刷　応仁2年（1468）11月8日俣賀致尭譲状（孫法師丸宛）（俣飯20号）

但於公方役者、任先例、可令勤仕者也

以上、内田氏4例、俣賀氏7例、合計11例の譲状の文言から、彼らがそれぞれ自己の保

有する公田（田地）の面積に従って、それらを一族内で配分分担していたことが知られる
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であろう。彼らはその配分率に従って、各自の惣領のもとへ結集し、これを勤仕するよう

になったのであろう。応永以後の「公方役」が鎌倉時代の「関東公事」の系譜を引いたも

のであったこともよくわかる。貞治年間にいたって惣領家の内田致弘が「くわんとう御く

うし」と記したのはこの一族の先代以来の譲状文言の慣例に従ったものであろう。

青蓮院門跡

慈鏡の譲状

園城寺領遠

江国内田庄

東　福　寺

天　得　庵

内田庄上郷

平尾村は
内田庄下郷
の　　　外

10　高田大屋敷と下郷の景観

A　領家

建暦3年（1213）の青蓮院門跡慈鎮の譲状に門跡管領の常寿院領荘園の一つとして「内

田庄」が現れる。これを『静岡県史』資料編がいうように遠江国の内田庄のことであると

するならば、内田圧の初見史料となる。

その後正和3年（1314）の関東下知状（内16号、第11表）に内田圧は「園城寺領遠江国

内田庄」として現れ、ここがこの当時、園城寺領であったことが判明する（26）。

時代は下って応安元年（1368）、東福寺天得庵の規式に「遠州内田庄（大野忠意禅門寄進

分）年貢事、料足到来之時、都郡之門徒、加評議、可致修造之功者也」とあって、大野忠

意なる人物がこの庄の年貢を東福寺天得庵へ寄進していたことが見える。（『県史』772号）

B　内田庄下郷地頭

さて正和3年、園城寺の稚掌忠秀は内田庄下郷の地頭を相手にして相論を行っていたの

であるが、上の下知状は相論の当事者を「園城寺領遠江国内田庄雑掌忠秀」ならびに「同

庄下郷地頭八郎左衛門尉法師（法名定願）代忠能」と書き分けている（内16号、第11表）。

このことは地頭定願が「同庄下郷地頭」として庄内の下郷のみを代表していたのに対して、

稚掌忠秀は「遠江国内田庄稚掌」として、内田圧の全体を一括して支配していたことを示

すものであった。

C　内田庄上郷

中世のある時期においてたしかに内田庄上郷が存在していた。現在掛川市上内田にある

龍登院が伝える大般若経は、かつて同所の王子神社（上内田の総鎮守）に伝わったもので、

明治初年の神仏分離のさい、同地の永宝寺（真言宗）へ移されたものである。この大般若

経には多くの奥書があり、ここには応永16年（1409）3月以降、文明19年（1487）、文亀3

年（1503）などの年紀がみえている（『県史』1431号）。それらは「時応永十六年己丑三月

日、内田庄上郷若一王子御経、壇那小野朝臣忠綱」のごとき記載であって、ここに見える

檀那には小野忠綱・藤原教親・藤原清氏・藤原光久・藤原氏女妙清・山村道崇・沙弥慧興

などがあり、その他の姓も見られるが、藤原姓が多い。内田氏の本姓が藤原であったこと

は注意しておいていいであろう。ここに見る藤原氏が内田氏の同族であったか否かは不明

としかいいようがないが、ともあれ現在の上内田のあたりが内田庄上郷の故地であったこ

と、奥書のなかに「納遠江州内田庄上郷一宮若一王子也、時応永十七天腺月日、清悦書之」

などとあることからも分かるとおり、この若一王子はかつて中世においてこの地の熊野信

仰の拠点として、内田庄上郷の一宮の位置にあったことがわかる。遠江工藤氏の熊野信仰

との深いつながりが思い起こされよう。

D　平尾村は内田庄下郷の外にあった

先に述べたように内田庄下郷にかかわる徳治2年（1307）の裁許状（内15号）は寛元年

間（1243～47）における「平尾村地頭」の「還補」について記すが、それを「他人相論の

御下知也」と書いている。つまり裁許状はここで平尾村が下郷地頭から見て「他人」にあ
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たる人物の支配領域に属したものとの前提で事を処理しているのである。東・西両平尾は

現在にあっても、中内田に属しており、下内田の外にある。上のような関係はすでに鎌倉

時代、寛元年間には成立していたものであろう。上郷と下郷のほかに中郷があったか否か

は不明であるが、平尾村はこの時から内田庄下郷の外であったとみるべきものである。

ー下内田村境域　●高田大屋敷（D上小笠川

第51図内田庄下郷近辺（

②高田　③段平尾　④東平尾　⑤西平尾

大日本帝国陸地測量部　明治24年測量
正式二万分－、静岡及掛川近傍29号
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下郷の景観　E　内田庄下郷の景観

現在の内田の土地は上内田（掛川市）・中内田・下内田（いずれも菊川町）からなって

いる。内田の西方には小笠山（264．4m）があって、これが袋井市・掛川市・大東町の境に

位置して山麓に複雑に入り組んだ丘陵地を形成している。上小笠川はこの小笠山の北斜面

に続く山麓丘陵の間に流れを発して掛川市域から流れ下り、菊川町域で菊川に合流してい

るが、上・中・下の内田の地はこの上小笠川がつくりだす谷状の地からなっている。この

谷を上小笠川の縁をさかのぼるようにして、信州街道（秋葉街道・塩の道）が遠く信州へ

むかっていく。明治24年測量の正式2万分1地図でみると、上・中・下の内田村からなる

内田の地はその頃、東を加茂村と横地村に接し、西から南にかけては佐束村ならびに岩滑

村、そして北を南郷村・西方村に接していた。

このうち下内田村は東を北東方面から流れおりてくる菊川によって区切られ、また西は、

佐束村、岩滑村との境をなして北西方向から南東方向へと延び、かつその先端が菊川を押

しやるような具合にしてこれと落ち合っている一個の舌状の丘陵（52．9m）によって区切

られている。すなわち下内田は東が菊川、西は丘陵によって区切られた逆三角形の地であ

る。佐束村・岩滑村との境をなす上の丘陵は下内田の北方から3本に分かれて延びている

舌状丘陵の西の岡であるが、その東にあるやや小規模の残りの2つの丘陵のほぼ先端あた

りを東西に横切って菊川にいたる線が下内田の北の境界を形づくっている。上小笠川が流

れているのは東に位置する3つ目の丘陵（66．5m）のさらに東の谷合であって、下内田の

東北の部分を横切って、そのまま菊川に合流する。下内田の逆三角形の地の北東部分はこ

うして菊川と上小笠川が開析する2つの谷の水が集まって、しばしば滞留し、蛇行する自

然堤防上に乗っている。

高　　　田

段　平　尾

稲　荷　部

土塁状遺構

と内田用水

下郷の規模

現在、この下内田の農家戸数は約150戸、高田・段平尾（ダンビラオ）・稲荷部（イナカ

べ）の3集落からなっている。このうち高田は右の合流点に近く、段平尾は東側の丘陵の

先端部に、そして稲荷部は西の丘陵にそれぞれ張りつくように立地している。

F　高田大屋敷

高田大屋敷は下内田のうちではもっとも北東部の一角に位置し、上小笠川が屋敷の北か

ら東を流れて菊川に合流する地点にある。この大屋敷には鎌倉時代前期にさかのぼる堅牢

な土塁状遺構（土手）が付随していた。この土手は上小笠川の水が下内田の村に溢れ込ま

ないためのものであったことが明らかである。

現在、段平尾が東・西両平尾の谷合の奥に造成された池からの用水を受けているが、本

来両平尾の谷水は下内田の水田にはほとんど利用されて来なかった。大屋敷の上手にある

井堰からの用水（内田用水）が、下内田の耕地にいきわたっており、この用水路によって

平安時代以来の開発が進展したものと考えられる。高田大屋敷は屋敷の北と東を画する土

塁ならびに西にのびる上述の延長土塁によって上小笠川の河道を固定し、さらにそれによっ

て、下内田にとっての堤防の機能を果たしており、ここが下内田への右の用水路の源を醜

するという重要地点にあたることがわかる。中世村落における農業経営の維持と深くかか

わった鎌倉の地頭のあり方を大屋敷の立地条件がさし示している。（第2節参照）

G　正和の下郷下地申分

さきに述べたように正和3年（1314）に内田庄下郷の下地は地頭と稚掌の間で和与申分

されている。和与状によると下郷の面積その他は、田が25町2段4丈、屋敷が10芋で、そ

の他に畠・山野・江河・荒野等が存在していた。内田庄上郷も、平尾村もその範囲外とい
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うのであるから当然といえば当然であるが、下郷だけでいうと比較的小さな荘園所領であ

る。この小さな所領について、この時、完全な「折中」方式がとられたのであった。内田

氏にとってはきびしい条件であったと思われるが、残念ながら内田庄下郷のどこに中分線

が引かれたのかは手掛かりがなくて分からない。

ただ右に見られる「河」が現在の上小笠川・菊川のそれを指したこと、それらの河川が

乱流した跡に残る「江」（沼沢地）がおそらく各所に残り、さらに「荒野」がひろがるとい

う鎌倉時代の内田庄下郷の荘園景観をここに想定することができよう。申分のあとも領家

と地頭が井料を半分づつ負担して、河川管理に努めたことも先に触れたとおりである。

H　平民百姓と名編成

鎌倉時代にあって内田庄下郷の荘民について知りうることは多くはない。ただ荘民身分

が「平民百姓」として位置づけられていたであろうことは後の裁判で引用された貞応年間　平民百姓

（1222～24）の下知状が「平民百姓」の支配をめぐるものであったことから、間接的にで

はあるが推察がつく（内15号）。さきにみた屋敷10芋との関連が考えられる。

いっぼう鎌倉時代の内田庄は名編成をとっていた。嘉禎2年（1236）の致茂譲状と安堵

の2通（内3・4号、第11表）にはいずれも

内田御庄下郷地頭職罪名田島

と書かれており、その後の譲状にも同様の表現をみることができる（内9号、第11表）。ま

た正和5年（1316）の尼法蓮譲状（内17号、第11表）には「金太郎名」がみえ、これが4　金太郎名

人の男女子息等に譲与されていて、内田庄下郷における名の具体例を示す唯一の史料となっ

ている。内田一族にかかわりのあるこの女性（尼法蓮）の身元は前後の時期を勘案すると、

三代地頭定願（致親）の後家であった可能性が強い。

I　秋葉街道

ところでさきにもふれ、また静岡県教育委員会作成の「高田大屋敷遺跡について」（1992

年2月）がすでに指摘するように、この大屋敷の西側に接して相良から秋葉神社へと向か

う近世の秋葉街道（信州街道）が北上している。中世の街道の正確な位置についてはなお

検討すべき点が残されているが、この屋敷地が上小笠川水運の候ともあいまって、古くか

らの水陸交通の要衝でもあったことを示している。（第5節）

11文献にみる中世初期東国の地頭居館

遠江国内田庄下郷の高田大屋敷は上小笠川の右岸にある自然堤防上に立地し、北と東を

上小笠川に接し、西に巨大な堀を配し、南に開けた南北93メートル、東西70メートルにお

よぶ方形土塁で区切られた中世武士の居館跡をなしている。この地に内田氏が居た痕跡は

建武年間までで、その後、この一族は石見国に本拠を移した。ここから発見される遺物は

現在までの調査によるかぎり、平安時代から鎌倉時代にいたるもので、中世後期の生活の

痕跡はまだ確認されていない。この地はまた同時に弥生時代から古墳・奈良の各時代に及

ぶ遺物の包含層の上に乗っていることも重要である。

内田家文書のなかに直接、高田大屋敷（地頭居館）にかかわりのある記述を発見するこ

とはできない。ここでは同時代の東国武士の居館を文献（古文書）のうえで知りうる代表

的な事例として武蔵国熊谷郷の地頭堀内と相模国早河庄山内首藤氏の田子屋敷を検討して

みたい。
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鎌倉武士
熊　谷　氏

西　　　境

村岳境大道

熊谷郷恒正名

直図分堀内

四　　　至

西　熊　谷

［武蔵国熊谷郷地頭堀内］

武蔵国大里郡熊谷郷は熊谷氏の「先祖相伝所領」であった。熊谷氏が残した熊谷家文書

はこの熊谷郷と承久恩賞地である安芸国三人圧との双方にまたがる鎌倉武士熊谷氏の動静

を示しており、内田氏の歴史を分析するについても興味深いものがあるが、その最初の文

書は建久2年（1191）の熊谷蓮生（直実）の譲状である（『大日本古文書』熊谷家文書1号）。

そこには子息の1人真家へ譲った「先祖相伝所領壱処」の四至を「東限源三郎東路　南限

雨奴末南里際　西限村岳境大道　北限苔田境ヲ源次郎之前ノ路へ」のように記している。

このうち西境が「村岳境大道」となっていることに注目しておきたい。

この地は鶴岳八幡宮の神領であったが、承久2年（1220）に領家の実検使惟宗某がこの

土地を実検し、熊谷郷恒正名15町4反260歩の名寄帳（熊谷家文書5号）を作成し、同時に

地頭直国（平内左衛門尉）の「往古堀内」については次の免状（熊谷家文書4号）を発給

している。

（花押）

鶴岳八幡宮寺御神領武蔵国熊谷郷内地頭平内左衛門尉直国分堀内事、

合

四至

東限神田宮垣内南北縄手

南限東西大堀

西限庄堺南北大道

北限東西中道

右、依馬往古堀内、任先例、所令免除如件、
（承久二）

［］年十二月一目

散位惟宗朝臣（花押）（27）

ところで、名寄帳の「恒正名」15町余はのちに「西熊谷」といわれるようになった土地

で、代々熊谷氏に伝領されている。貞治4年（1365）の熊谷直道譲状（熊谷家文書92号）
（マゝ）

には「大里郷内熊谷郷恒正名　〈号西熊谷）」とある。

いまこの地頭直国の「往古堀内」について検討したいのである

が、これは東が「神田宮垣内」と「南北縄手」、すなわちまっすぐ

な長い道であり、南は「東西大堀」、西は庄堺の「南北大道」、北

は「東西中道」であったとみえる。すなわち地頭堀内の東側は「神

田宮」の境内があり、堀内との堺を「南北縄手」がまっすぐに通っ

ていた状況が想定されるであろう。もちろん「神田宮」が南北の

どちらかにすこしずれていたかも知れないし、また「神田宮」と

武蔵国熊谷郷

東西中道

熊谷郷
直国往
古堀内
（承久2）
1220

東西大堀

神田、宮垣内　いう神社の名称に中世としては多少の不自然さが残ると判断するならば、この部分を「神

田、宮垣内」と読んで「宮垣内」に属する「神田」が地頭堀内の東側に接していたと読む

ことも可能である。しかしその場合にあっても垣内の名前が「宮垣内」であることは動か

ないから、ここが宮（神社）の境内であったことは間違いない。神社との位置関係でいえ

ば、東西が逆であるが、いま高田大屋敷の西に接して、古川神社（旧称高田神社）が位置

していることに注意される。

東西大堀　　っぎに南に目を転じると、地頭直国の堀内の南は「東西大堀」となっている。東西方向
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の大きな堀を意味するにちがいない。これも高田大屋敷の西側部分の巨大な堀との関連が

考えられる。

さらに西にうつると、ここは庄堺で、ここに「南北大道」が通っている。この道も一応、

まっすぐな南北道とみるのがすなおな解釈であろう。地頭の「往古堀内」は荘域の西の境

界をなす大規模な道路に面していたことがわかる。ところで建久2年に熊谷蓮生が子息真

家に譲与した熊谷郷は西が「村岳境大道」とあった。直国譲状にみえる「庄堺南北大道」

とこの「村岳境大道」が同一の道を指していることは間違いない。熊谷郷の西は村岡の土

地だったのである。

庄　　　境

南北大道

熊谷郷のうちの恒正名15町余（西熊谷）は「村岡中堀」という往古からの用水によって　村岡中堀

濯概されていた。

和与

武蔵国西熊谷郷用水村岡中堀事、

右、熊谷彦次郎直光如訴中老、浄照打止往古用水云々、而浄照目元不

止件用水之上者、任先例、向後更不可有違乱、仇和与状如件、
t

沙弥浄照（28）
（花押）

正安二年八月十七日

この時、村岡を支配していた沙弥浄照が西熊谷郷への用水を打止めて相論になったので

ある。直国の居館の西が村岡との境であり、かつ南に「東西大堀」が位置したとするなら

ば、この大堀の西は直接村岡境に接していたことになる。こうしてみると、さきの「村岡

中堀」と地頭居館の南の「東西大堀」との位置関係を現地の地形に即して検討することが

必要になる。両者がもしつながっているようなことが想定出来れば直国の居館も村岡から

の往古の用水が熊谷郷に入ってくる喉元の部分に位置し、ここから西熊谷への配水が行わ

れる場所にあったことになる。

最後になったが居館の北は「東西中道」と記される。この「中道」は「上道」（カミツミ　東西中道

チ）「下道」（シモツミチ）、あるいは「南道」「北道」に対応する「中道」であると考える

のが自然であろうが、あるいはこれがさきの「大道」に対応し、道の大きさを示す「中道」

であった可能性もすてきれない。中世の地方社会における中規模の道である。将来の検討

にまちたい。

以上、地頭直国の往古堀内の四至をみてきたが、ここから想定される地頭居館は荘域の

西の端、村岡との堺に位置して、南に「東西大堀」を配し、さらに西と北は道路に面し、

東側には神社が位置しており、全体として東と南へ開けた歴史的景観をとることになる。「大

堀」が防御用の機能を備えていたとするならば、道路や縄手によって区切られた他の部分

にもそれなりの防御用の施設が備っていたと見るのが自然である。

この掘内は地頭の往古堀内（地頭屋敷）として、鶴岳八幡宮への荘園年貢が免除された

土地になっていた。いっぽうその他の地頭所領（恒正名）には領家の支配力が強くおよび、

つぎの熊谷直時の時、貞永元年（1232）に「地頭詰所」となってはじめて、領家鶴岳の預

所の入部が停止されることになり、以後、地頭の沙汰として「有限御年貢以下色々御得分

物等」が鶴岳八幡へ納入される取り決めが成立している（熊谷家文書12・13号）。鎌倉時代

はじめにあっては、熊谷郷には領家である鶴岳八幡宮の支配が強く及んでいたのであった。

文暦2年（1235）にも「依為若宮神領、社使乱入之条、無術事也」（熊谷家文書15号）など
レ　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ
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との嘆きの文言が記されている。

［相模国早河庄田子郷本屋敷］

山内首藤氏　　山内首藤氏は承久3年（1221）に備後国地田比庄地頭職を拝領し、

後には備後にその本拠を移していくが、もともとは東国武士ではや

早河庄内
一　得　名

田子往古
本　屋　敷

百　姓　分

在　家　事

くから相模国足下郡早河庄内に一得名なる所領を有していた。寛喜

2年（1230）に山内重俊は嫡男宗俊に、また宗俊は建長元年（1249）

に三男時俊を家楠に定めて「先祖相伝領」としてこの一得名の地を

譲与している（『大日本古文書』山内首藤家文書3・5号）。

2通の譲状はそれぞれ「一得名田井在家」（3号）ないし「一得名

内田地屋敷在家」（5号）を譲ったと表記されているものであるが、

両者の「屋敷在家」の記載を摘記すると次のごとくである（29）。

田子往古本屋敷一報栗莞学芸堀 限西若宮西笠堀
限南大道

大柳一宇　　権二郎一宇　　伴細工一宇　　別普太一宇

宮大夫三郎一宇　　野島ハ年来作々可付屋敷也、

［宗俊譲状］

一、本屋敷墓所事

四朝雲芙講蓋空堀　誤栗盃学河
一、百姓分在家事

伴細工畳字　　宮大夫三郎豊宇

A）相模国早河庄
田子郷

丸子河

田子往古
本屋敷
（寛喜2）
1230

B）相模国早河庄

田子郷

丸子河

すなわち山内氏の田子郷における居館は「田子往古本屋敷」あるいは「本屋敷」といわ

れた存在であって、これが一般の「百姓分在家」とは区別された存在であったことは「宗

俊譲状」の「伴細工壱宇」「宮大夫三郎壱宇」などの記載に明瞭である。その「本屋敷一所」

は寛書の「重俊譲状」では、東が「倉後笠堀」、西が「若宮西笠堀」、北が「丸子河」、南が

「大道」となっている。同様に建長の「宗俊譲状」では、東が「井通北南」とあり、西が

「大門通笠堀」とあるほかは、南の「大道」、北の「丸子河」は寛書のときと同じ表記であ

る。東と西の表記が寛書と建長とで異なっており、このこと自体にはいろいろな解釈が可

能であろうが、ここでは寛書と建長の間に居館の周辺の形状に特別な改変が加えられた可

能性は低いとみて、これは四至をかぎる指標の表記が、堀と道路のいずれをとったかの違

いにすぎないと解釈しておきたい。そうするとここには東・西に「笠掘」が掘られ、その

堀に沿って外側に「大門通」（西側）あるいは「井通」（東側）などとよばれた南北方向の

道路が通っていたと考えることが可能である。

こうして山内首藤氏の「田子往古屋敷」はその西側に接して「若宮」があり、「若宮」と

の間に「西笠堀」と「大門通」が南北に走っていたものと思われる。東側の「井通」はイ

ノミチとでも呼んだのであろうが、用水路に沿った道があったと考えられる。屋敷の北側

を「丸子河」が限っている事実とあいまって、その景観は西に古川神社を配し、北と東を

上小笠川によって区切っている高田大屋敷の現況とまことによく似ているといわねばなら

ぬ。

つぎに寛喜2年に宗俊がうけとった百姓分在家5字と田地5丁2反中ならびに、このう

ちから建長元年に時俊に伝えられた在家2宇・田地1丁8反中の内訳を示しておこう。
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百姓分在家 做��)Zｨ�亅�ｮﾃ(�｢�時俊分（建長元） 
大柳 ��巴�1宇 1宇 

権二郎 ��巴�

伴糸田工 ��巴�

別当太 ��巴�

宮大夫三郎 ��巴�

合計 店巴�2宇 

田地 做��)Zｨ�亅�ｮﾃ(�｢�時俊分（建長元） ��

西門坪 的Kﾒ�2反 2反中 ��JiF鞐ﾉ(i.��

大柳 足小河 妬Kﾒ�)Kﾙ(b�儷9��62�ﾘ)¥ｩ9hﾞﾂ�>�J�ﾚｩ�YLｨ��63�Kﾒ�

ノ／ 箕輪田 ノ／ 権二郎作 別当大作 桑坪 大窪 高箕輪田 ��Kﾒ�YKﾒ�9Kﾒ�iKﾒ�)Kﾒ��*ﾂ��Kﾒ�IKﾒ�1反 4反 

二宮宮司宮大夫三郎作 添Kﾒ�5反 �$�+X��&韈�ﾇinr�

木蔭 �9Kﾒ�3反 �:�ﾉ�ﾂ�

合計 添*ﾃ)Kﾙ(b�1町8反中 ��

備考　野島ハ年来作々可付屋敷也

「野島」が屋敷に付属するものとされていることに注意されるほか、「宮大夫三郎」は「百

姓分在家」に分類されながら、この荘園の「二宮」の宮司であったこと、かれはほかの百

姓と異なって、5反の詩作田地から加地子のみを地頭方へ納入すればよかったことなども

わかる。

まとめ

以上、伊豆工藤を先祖にもち、内田圧の開発領主として平安時代の末ころに遠江国に進

出した内田氏の鎌倉時代における歴史を5つの時期に区分しながら、二三の考察を加えて

きた。

（1）第1期は承久の乱（1221）以前。内田氏はまだ『源平盛衰記』『吾妻鏡』『承久記』な

どによって、断片的に知られるだけで、いわば伝承のなかの内田氏の時期である。

（2）第2期は承久の乱から嘉禎2年（1236）まで。第1期のおわりまでに、内田庄下郷に

進出していた下郷初代地頭致茂が、この地にしっかりと根をおろすと同時に、貞応元年

（1222）に獲得した石見国貞松・豊田郷の遠隔地所領の経営に積極的に乗り出した時代

でもある。

（3）第3期は嘉禎2年から弘安8年（1285）まで。二代地頭致員とその次の世代に属する

致直・致親兄弟の時期。この間に内田庄下郷惣領家は重大な内紛を抱えていた。致員は

息子兄弟に一度は遠江・石見にわたる所領を分割譲与しながら、弟致親の子供朝員にす

べてを継承させようとして、一度与えた所領をすべて悔返し、直接、孫の朝員にこれを

譲っている。兄の致直はこれに抵抗したが、父致員の死後、甥朝員を養子として跡を継

がせることを条件に和解が成立し、彼は幕府の所領安堵を得た。内田惣領家が内紛をか

ろうじて回避した時期である。

（4）第4期は弘安9年（1286）から正和3年（1314）まで。四代地頭朝員が活躍した時代。
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この時期の早いころは遠江では朝員の実父致采臥　石見では同じく養父致直がまだ働いて

いたがやがて朝員が登場する。ここで朝員の内田惣領家は石見では庶子俣賀家と山野河

川支配をめぐり、遠江では領家園城寺と加徴米徴収をめぐって裁判に明け暮れした時代

である。

長い争いのあと石見では狩倉の引き渡し、遠江では下地申分という形でいずれも和与

（和解）をとげ、領域を二分し、その一部を放棄することによって、この時期を終えて

いる。内田惣領家はこの時期、内には庶子俣賀家の、また外には領家園城寺というよう

に内外からの敵対をうけて苦難の時期を経験していた。

（5）第5期は正和3年以降の時期。五代致景の時代である。石見では引き続き四代朝員（空

昭）が支配していたが、遠江では致景が早くから現れる。南北朝内乱が始まった時には、

まだ遠江で活躍していた内田致景は建武5年（1338）～康永元年（1342）の間に5世代

ないしそれ以上におよぶ父祖の地遠江の所領を実質上放棄して、石見に移って行った。

以上によって伊豆から来て、石見へ去った遠江国御家人としての内田氏の歴史は終了す

る。

（6）彼らが残した内田家文書・俣賀家文書は鎌倉時代の一族の歴史についての少なからぬ

記述をふくみながらも、そのなかに内田庄下郷の地における彼らの居館についての記述

をみることはできない。しかし、かれらの遠江における所領がほぼ内田庄下郷に限られ

ていた事実（30）、そして中世の下郷の境域が現在の高田・段平尾・稲荷部を含む下内田の

地にほぼ該当し、中内田の平尾村（東西両平尾）の地をふくまず、またその領域は下内

田の南西を限る小丘陵を越えることが無かったことなどがほぼ確実であったとすれば、

高田大屋敷と内田用水、大屋敷西北部分からの延長土塁という3者の位置関係が示す相

互の不可分の歴史的な関係について、この3者が下内田の地の中世的開発について持つ、

緊密不可分のまとまった具体的の理解をうることが可能である。

（7）くりかえすようであるが、高田大屋敷が地頭内田氏の居館であったという、文字資料

による直接の証拠、はまだ得られていない。しかし熊谷氏の「直国堀内」ならびに山内首

藤氏の「田子往古屋敷」でみたような鎌倉時代前期の地頭居館に関する文献学的検討の

結果が、神社をすぐ近くに置き、さらに周辺に堀や河を配し、かつ道に囲まれた方形居

館としての歴史的なたたずまいを示しており、それらが現在に残る高田大屋敷の景観的

特徴ときわめて近似していることをつけ加えなければなるまい。中世前期の居館の一つ

のタイプがここにあることはまちがいがない。考古学的にも、また歴史地理学的にも、

高田大屋敷が地頭内田氏の居館としてふさわしいという調査結果がつみかさねられつつ

あるのである。

註

（1）内田庄下郷の地頭であった内田氏の系統から後に俣賀氏が分出した（後述）。本家筋

にあたる内田氏は系図によると石見に移ったのち、宗尭（法名相山）の代に近隣の吉

見氏と益田に戦って討死し、次の世代（法名貴山）になると「始めて益田家に属す」

と記される。彼らは豊田を名乗ったこともあるが、やがて益田氏の家臣となり、江戸

時代に及び、益田氏との婚戚関係を強めて、子孫は益田家を名乗っている。

（2）清水久夫「相良氏と遠江国相良荘」（歴史手帖5－101977）は人吉庄地頭の相良氏

が庶子家の流れに属したのが遠江国の本領地の文書を伝えていないことの原因であっ
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たとしている。

（3）ちなみに陸奥国御家人岩崎資親・同舎弟は弘安9年（1286）冬に熊野本宮・新宮・

那智への参詣の帰途に同年間12月中旬「先達の緑に依」つて、遠江国城飼郡河村庄東

方（現在菊川町、地頭北条師時、沙汰人蓮覚）に逗留している（『県史』1447号）。菊

川近辺における熊野信仰のひろがりを暗示する史料である。

（4）下郷内田氏の二代地頭致員は「内田工藤三郎致貞」（内32号）と書かれている。内田

氏が工藤の分流に属することを示す比較的はやい事例である。また文保3年の空昭譲

状（内18号）の宛名に、子息の名前が「藤原致景」と書かれており、内田氏の本姓が

藤原であったことが、文書の上で確かめられる。ともあれ内田氏の本姓は藤原で、か

つ工藤を名字としており、文書を残した内田庄下郷内田氏の系統は「致（むね）」の一

字を通字としていた。

（5）海老名尚・福田豊彦「『六条八幡宮造営注文』について」（『国立歴史民俗博物館研究

報告』45集、1992）

（6）関東下知状などは致茂のことを宗茂と書いている。しかし嘉禎2年の自分の譲状（内

3号）に「刑部丞致茂」と署名しているのであるから「致茂」というのが正式の名前

であったろう。下郷内田氏は彼以後、代々「致」を通字とするようになったことから

みても以上のように判断すべきものである。なお譲状の署判から判断して、彼が承久

の乱後どこかの時点で刑部丞に任官したことが確実である。

（7）嘉禎2年12月1日の幕府安堵（内4号）には「亡父刑部丞致茂」と見えている。

（8）井上寛司「貞応二年石見国惣田数注文の基礎的検討」（山陰史談181982）、本稿の

「惣田数注文」の引用は井上論文の釈文による。

（9）菊川町教育委員会所蔵の資料によると、桑原詔一氏（島根県文化財保護指導委員・

浜田市文化財審議委員）提供による「周布村地引絵図」（明治期、部分）のコピーがあ

り、ここに「定松」の地名がみえている。

（拍　建長8年9月29日崇徳院御影堂領目録（『華頂要略』巻五十五上）、なお西田直二郎

「崇徳天皇御廟所」（同『京都史蹟の研究』吉川弘文館1961）参照。粟田宮と御影堂

は寿永3年、後白河院の建立になり、京都鴨川の東、春日河原にあり、鎌倉時代青蓮

院門跡が検校職を管し、御影堂禅衆職にも青蓮院の僧官が補任されていた。

（11）三男の弥益丸については案文では弥誉丸と記すものもある（内5号、第12表）が、

原文書の弥益丸を取るべきである。

冊　B・Cについては譲状がなく、奥書の有無については、これを直接判断することは

できない。またAは内田庄下郷の譲状案であるが、後の相論の対象となった石見の所

領ではない。これにも奥書があった可能性もあるが、もしそうなら惣領家としては具

合のわるい奥書を意図的に削除した案文を作成したとみることができる。

個　字界は後藤房次郎編『郷土誌（豊田村）』（1917）の付図「島根県美濃部豊田村略図」

によった。

（14）上横田には戦国時代に地方市庭が成立していた。ここは高津川と匹見川の合流点、

山陰道と安芸廿日市からの陸路の交叉点に位置し、上市・中市等の地名を残している。

井上寛司「中世山陰における水運と都市の発達」（『戦国期権力と地域社会』吉川弘文

館1986）

（15）この史料には写し誤りがあるらしく、日付の点で不審なところを残すが、つぎにあ
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げる生仏譲状と照らし合わせてみれば、内容そのものには疑う余地はないと判断され

る。

（摘　ここに山河とともに「畑」が記され、「田島在家」と区別されている。「畑」が焼き

畑農業を示すという指摘に一つの新事例を付け加える材料である。鎌倉時代のこの地

域に焼畑が盛んであった事情を語るものである。黒田日出男「中世の畠と畑」（同『日

本中世開発史の研究』校倉書房1984）

仰　惣領家ではこの間に三代地頭生仏が亡くなり、養子朝員の時代になっていた。六波

羅における徳治相論において朝員は教智を代官にたてて争っていた。一方、庶子家の

致義（弥益丸）はあるいはまだ生きていた可能性もある。というのは徳治の同じ裁許

状に片方は「生仏（朝貞亡父）」と記され、また片方は「致義（致直父）」と書かれて

いるからである。しかし裁許状がそこまで気を配って正確な表記に努めていたという

保障はない。したがらて致義存命のことは確実な話ではない。

（咽　この相論の裁許は遠江守護大仏宣時によって、何者かの「仰」をうけて、下されて

いる。この「仰」の主体は誰であろうか。この裁判の性格がこの間にたいする答えに

よって特徴づけられるであろう。正安3年（1301）5月22日の本間文書の大仏宣時下

知状（『県史』1584号）とともに検討してみたい。なお『県史』の綱文はこれを「平尾

村加徴米」にかかわる裁許であるとするが、これは内田庄下郷についての裁判であっ

て、平尾村のそれではない。

個　工藤一族は鎌倉後期に得宗被官として現れる。在地領主が北条氏に所領を寄進して

地頭代職に補任された例など考えあわされる。石井進「九州諸国における北条氏所領

の研究」（竹内理三博士還暦記念会編『荘園制と武家社会』吉川弘文館1969）、入間

田宣夫「北条氏所領の内部構造」（日本文化研究所研究報告別巻71970）

餉　狩倉については松井輝昭「狩倉についての一試論」（広島県史研究4号）参照。

帥　この部分の土塁状遺構は原稿執筆後、十分の調査をまつことなく破壊された。なお、

肥後国人吉庄ぺ下った相良氏は球磨川に設置された築の権利を川の中央で北条氏との

間で折半しており（『大日本古文書』相良家文書6号）、そういう例も中世にはむろん

あったに違いないが、内田氏のようなさほど有力でもなかった御家人はそのような方

法を取りにくかったのであろうか。

冊　豊田郷における弘安9年以降の相論は、旧来からの山河に加えて、ここでは郷内の

畑（焼畑）をめぐる争いとして展開した。小俣賀がここに新しく現れたことは、この

集落が焼畑（畑）をめぐる生産活動の展開の上に「旧来の山河」のなかに成立した新

集落であった事実を暗示している。

幽　ここで（横地・勝申手）のように記したものは、内田一族が従軍のさいに従った大

将を示す。

錮　佐藤進一『室町幕府守護制度の研究』上、東京大学出版会1967

錮　応永29年の俣賀政家譲状（俣飯18号）には「判之事ハ筆者門亡事にて候。公方之御

疑あるへからす候」と記されている。政家は文盲だったのである。

鯛　現在、中内田にある応声教院（天台宗）はかつての荘園領主園城寺とのかかわりが

考えられる。

担7）引用した堀内免状の年号部分は欠落しているが、5号文書の恒正名名寄帳の実検使

惟宗と本文書の惟宗朝臣の花押が一致し、かつ両文書の日付も1日違いであることを
＼
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勘案すると両文書は承久2年の領家検注にともなう一連の作業の過程で作成されたも

のと判断してよいであろう。ここで私は、4号の直国の「往古堀内」と5号の「恒正

名」15丁余が別個の土地であったとする判断に立っている。それというのも文暦2年

（1235）相論において訴人熊谷資直は「熊谷郷者、亡父直国相伝之屋敷也」（熊谷家文

書15号）といっており、ここでは熊谷郷そのものを地頭の相伝屋敷だと解している。

しかし、承久2年12月の実検にさいして、実検使惟宗朝臣は直国堀内については免除

の状（4号）を発給し、恒正名15丁については実検の上、見作・不作・除田を確定し

ており、こちらの名寄（5号）はあきらかに年貢徴収を前提とした注文作成である。

現に貞永元年（1232）の鶴岡社務定豪の袖判御教書によれば、社家は「直国跡（恒正

名）事」について「有限年貢以下色々御得分物等」の「進済」を命じており（同文書

12号）、これは年貢免除の堀内ではない。上の資直の発言は法廷弁論のレトリック以上

のものだとは考えにくいのである。

幽　熊谷家文書28号

佃　福田以久生「相模国早河庄」（『駿河相模の武家社会』清文堂1976）、石井進『鎌倉

武士の実像』（平凡社1987）がこの屋敷についての現地比定を試みている。

榊　弘安10年（1287）に内田致朝（定願）が遠江国那賀庄下郷下司職を安堵されたこと

があるが（内12号）、この所領については他に関連する文書がなく、内田氏にとって安

定的な所領だったとは考えられない。
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第5節　塩の道（信州街道・秋葉道）について

山口三夫

東南相良より、掛川を経、北　森町より秋葉山嶺を打越え、信州飯田に達するを古来信

州街道と称し……（『小笠郡誌』大正4年版）、「塩の道」「秋葉道」と呼ばれるこの街道は、

南遠の海産物及び塩を北部の山間の町、村そして信州まで運ぶ輸送路として重要な役目を

もっていた。同時に北部の産物を運び、相良港から関東、関西への海路をつなぐものでも

あった（1）。

以下、塩の道を相良より順にたどってみたい。記述にあたっては退職婦人教師の会小笠

支部の「わたし達の記」を参考にした。

この道の起点となる相良町落居には現在もなお塩田跡が残されている。また、元塩問屋

河村家も残っている。

海産物問屋は同町「須々木」「波津」にあり「大原」の秋葉道基点となる秋葉常夜灯にも

近い。

ここから「園坂」の常夜灯を通り「京松原」に登る。薬師堂を右にみて牧の原を進むと

「朝比奈原」「高橋原」の接する所に千手観音の堂がまつられている。

「高橋原」の三夜灯を過ぎると「塩買坂」を下りはじめる。右に今川義忠の墓所のある

正林寺を眺め、「松の茶屋」跡から庚申松の立つ丘に上る。丘を下るとまもなく川上の「市

場」にはいる。このあたりはわずかながら旧街道がその面影を残している。

川上の「市場」は物資の集散地であり、この街道の荷物や丹野川の舟候による物資が集

められたという。旅篭、米屋、呉服屋、茶屋もあり栄えていたといわれる。

ここから「下平川」「堤」までははっきりとはしないが、「猿渡」を経て好運寺付近を通

り、「堤」に出たものと思われる。「堤」には現在の菊川浜岡線と牛淵川の間の戸塚家前に

わずかに旧街道が残る。堤橋を渡り、牛淵川右岸を城下橋方面に向かい、ここで再び左岸

に渡り、法華寺一春日神社を経て高田橋あたりに出たか、あるいは西北に太郎坊に向かっ

たかは、土地改良、河川改修、道路整備等の工事により旧道が消失していてはっきりしな

い。

相良町落居

河　村　家

大　　　原

園　　　坂

高　橋　原

市　　　場

堤

高田橋付近から現在の「ひかり団地」内を抜け、古川神社にいたる。古川神社の西を通　古川神社

り耳川の間は街道が残されていたが、今回の土地整備により一部は完全に破壊された。

古川神社入り口には「お菊茶屋」があり、荷継所ともなっていた。荷が着くと茶屋の婆　お菊茶屋

さんが人足を呼び集め、つぎの荷継所まで送ったといわれる。また人足の手遊びのバクチ

禁止の達しが出たこともあるといわれる。

高田大屋敷遺跡の南西隅にあたるこの「お菊茶屋」から東へ向かい、上小笠川を渡り、

菊川右岸に通じ、旭橋で菊川を渡ると、式内社「奈良野神社」（現在はない）の門前に至る。奈良野神社

さらに鎌倉時代の横地氏の居城方面に向かう街道が明治19年の公図写に残されている。

「お菊茶屋」からは「耳川」を経て、「政所」龍田橋を渡り、上小笠川左岸を「御門」に　政　　所

向かう。この付近の最近の発掘調査で水田中から古道の跡が発見されたというが、この街

道との関係ははっきりとしない。この付近には塩屋跡「オシャモッ様」の小堂もある。

「御門」の現公民館前が荷継所跡であり、塩屋敷跡もある。秋葉常夜灯もある。

上小笠川の左岸を「田島」まで上り、ここで右岸に渡る。上内田橋で再び左岸に渡り、「段」田　　島

にある庚申塔、常夜灯を経て、ここで「横往還」（横須賀から日坂へ通じる道）と交差する。横　往　還
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「板沢」に入り、常夜灯から「陣場峠」に向かう。この間、上内田小学校北側にも塩屋

跡がある。

掛川市内「上張」から「鯛ヶ橋」跡を通り、「新道」「肴町」「紺屋町」「十王」「下俣」「二

大　池　橋　瀬川」を通り、東海道の大池橋たもとの秋葉神社遥拝所に至る。この間、市内には数多く

の常夜灯がある。大池橋、大鳥居は広重の東海道五十三次にも描かれており、ここで東海

道と交わっている。再び東海道と別れ、「源ヶ池」へと向かう。「中坂」を上り、「新田」「小

津根」「梅老田」（常夜灯）「家代」（常夜灯）「三十川」を経て、「兎沢」では現在のゴルフ

場を横切り、「本郷東」へと出る。長福寺前から本郷橋を渡り、「寺島」へ、「花鳥」付近で

森　　　町　は現在の天浜線と交差しつつ、森町の「とわた」駅に至る。森川橋を渡り、森町町内を天

宮神社前へ、ここの北島屋こうじ店は昔の塩問屋である。城下から葛布川、三倉川の合流

点を通り「黒石」へと通じる三倉川をさかのぼる。三倉の栄泉寺付近から「一ノ瀬」を通

る道、「半明」を通る道の二つに分かれ、再び「中野」で合流する。「大久保」「静修」を経

て「堀之内」「犬居」へ向かい、秋葉下社に着く。秋葉参道を上り、三尺坊を経て秋葉神社

に着く。

遠州からの秋葉道としては、ここで終点となるが、信州街道、塩の道としては更に林道

戸倉線を下り（10km）秋葉ダム左岸に出る。「下平山」「上平山」と天竜川左岸を上り、

水窪川、天竜川の合流点「舟渡」に出る。ここから水窪川右岸「瀬戸」の荷継場跡を通り、

水　　　窪　「立原」で飯田線トンネルを通って水窪に向かう。

江戸時代の道標、常夜灯は各地に見られる。常夜灯に火を灯すことは部落民交代の当番

制で、戦前まで各地でおこなわれていた。

以上、塩の道のルートについて述べてみた。今日、高田大屋敷遺跡とこの道との関連が

指摘されているが、今後、両者の関わりについての研究が進展することに期待したい。塩

の道は、少なくとも近世以降主要な道であったが、近年の変貌には著しいものがある。

30余年にわたる、教員生活の中で、多くの人のお世話になった。今回もまた、退職婦人

教師の会の皆さんに、は貴重な資料を利用させていただいた。最後となったが改めてお礼を

申し述べたい。

証

（1）建設省中部地方建設局浜松工事事務所が編集した『菊川　その周辺』（昭和58年3月）

では、塩の道について次のような解説がなされている。

遠州相良港から菊川流域の塩買坂を通り、堤で牛淵川を、高田で菊川を渡り、掛川、

森、秋葉、山へ登り、青崩れの天喩を越え、はるか信州へ通ずる道で、静岡県側では信

州街道、長野県側では秋葉道と呼ばれていた。信州の物資はこの道により当地方に運ば

れ、流域の物産は相良港より江戸、大阪へ船積みされ、また反対に、相良付近の魚・塩

はこの道により北に運ばれた。街道途中の塩買坂は「塩易え坂」の意味で、米麦と海岸

地方の塩や魚も交換したところから地名になったと言われる。

「塩の道」とは海岸地方から内陸に通じる道で、全国に数々あるが、県内では富士川

沿いの身延街道と相良から天竜沿いの信州街道が知られている。

なお、静岡県教育委員会発行『歴史の道の調査一秋葉道』（昭和58年）は、常夜灯など

の写真がおさめられ、関連事項も的確に記述されているのでぜひ参照願いたい。
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第Ⅶ章　まとめ

調査を終えるにあたり、今回の第8次調査のあとをふりかえり、今後の展望について、

二・三述べておきたい。

菊川町の高田大屋敷遺跡が中世前期における豪族（武士）居館の良好な遺存例として、

今後各地の調査研究にとっての明瞭な指標となしうる重要な遺跡であることは今や誰の目

にも明らかになってきた。

ふりかえってみるに、高田大屋敷遺跡の文化財としての価値については、かなり早くか

ら一部の人々に惑識されていたもようである。その一人が菊川町の文化財専門審議会委員

長を勤めた故鈴木則夫氏であった。鈴木氏のことについては高田大屋敷遺跡の第1次～第

7次調査の団長であった田辺昭三氏の回顧の文章（第Ⅵ章第1節）のなかに生き生きと語

られており、また1985年（昭和60）3月に町長ならびに町議会議長宛に提出された同氏の

要望書（第Ⅳ章所引）からもそれをうかがうことができる。

やがて静岡大学の原秀三郎氏が本遺跡の存在を知り、その重要性について県の文化課に

相談を持ち込んだのが1987年（昭和62）のことであった（平成2年9月27日付静岡新聞）。

さきの田辺氏の文章は87年（昭和62）以降の経過をたどりながら、人々のあいだに本遺跡

の学術的価値がどのように認識され、またどのような行政的対応がなされてきたかを簡潔

に興味深く述べている。

やや遅れて私自身も原氏の案内で90年（平成2）9月27日に現地を訪れ、近辺の村絵図

の調査、水利や通称地名の調査も必要なことを、意見を求められるままに述べたことがあっ

た（9月28日付静岡新聞）。

この居館については、田辺氏が回顧しているとおり、すでに1988年の第1次調査以来、

7次に及ぶ発掘調査が実施されており、遺跡の範囲、遺構の配置を含む遺跡の構造や成立

年代についての基礎的な事実究明がめざされてきた。

その結果、すでに第3次調査の終了段階において、

（1）居館跡を方形に囲む土塁の築造年代については土塁内部に包含されている遺物の年

代からみて、これが鎌倉時代を下らないものであること。

（2）同遺跡における遺物が中世遺物だけではなく、古墳時代から平安時代にかけての土

師器、須恵器が相当量に及ぶこと。すなわち、この土地において地頭到来以前に、長きに

わたって先住の人々の生活が営まれていた事実がわかること。

（3）居館と西側の古川神社とを隔てている凹地状の南北に長い一列の水田はかつて静か

な水をたたえた人工の堀割りであったことが、土壌学的な所見においても確かめられるこ

と。

などがほぼ明瞭にされていた。近年研究者の一部において、13世紀にさかのぼりうる方形

居館の存在そのものが疑問視されるにいたっていること（l）、またそうした新見解への反論に

おいても、現に地上に残るこの時代の土塁状遺構そのものをほとんど発見提示することが

できずにおることからして、上のことはきわめて重要な成果であると言わなければならな

い。新見解への反論は、方形居館の外側をめぐる堀ないし溝の内側に建物などの構造物の

痕跡をとどめない帯状の空白部分を発見し、この空自の帯状部分が、削平された土塁の痕

跡であることをわずかに推測する方法にとどまっている状態である（2）。このような事実を前
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にするとき、ここ高田大屋敷遺跡に見る遺構の現況はまことに驚くべきことであったとい

わなければならないのである。

さらに調査は、第7次調査までのあいだに、遺跡の東・西ならびに北側について、不十

分ながらその範囲の確定と形状について、順次これを明らかにしていったのである。

今回の第8次発掘調査はこれらの調査の後を受けて実施されたものであった。しかし、

この調査は最初から、居館本体から西側に延びる土塁状遺構の歴史的性格を見きわめると

いうきわめて限定された目的のもとに出発しなければならなかった。それは調査の手順か

ら自然に導かれたというよりも、かなり不自然な状況におかれていたが、この間の事情は

田辺氏の文章からも、本年2月13日の不幸な事件に至るその後の事態の推移からも容易に

窺い知ることができるであろう。すでに鈴木則夫氏が死去し、また文化財としてのこの地

の保存に理解のあった地権者の横山行理氏もまた世を去っていたという思わぬ事情も重なっ

ていた。

こういうわけで当調査委員会が、遺跡の総合的な調査を実施するについては最初から多

くの制約があった。しかし調査委員会は、延長部分の土塁状遺構について、その規模や築

造の年代、構築されたさいの技術的特徴、さらに構築の目的や居館本体との関係などを確

認し、ひろくその歴史的性格や価値を判断するために多くの努力をはらってきた。第Ⅵ章

におさめた各委員の考察はそうした条件のもとで、精一杯の努力を重ねた結果である。

すなわち、第1節の田辺氏の遺跡の価値についての総括的な発言に続いて、小林健太郎

氏は第2節において、本遺跡の居館に付属する先の土塁状遺構の性格を見きわめるために、

大屋敷遺跡とその周辺地域について、屋敷の立地と水利を中心に歴史地理学的な検討を加

えている。ここで小林氏は今回の調査対象である土塁状遺構が高田大屋敷本体の土塁とと

もに上小笠川の溢水を防止していた事実、また古川神社の西側を通過する現在の内田用水

に注目して、これが地頭内田氏によって、菊川右岸にひろがる内田庄下郷に属する沖積低

地の水田再開発をおしすすめるさいに利用された水路の痕跡であることを論じている。そ

こで指摘された菊川右岸の沖積低地における条里地割をともなう耕地と地頭開発との関連

など、なお検討すべき課題も多いが、今後の研究の方向を示唆するにたるものがあるだろ

う。

さらに第3節の小笠原好彦氏の論考は、近年、日本各地で報告されつつある11世紀から

13世紀の中世村落を西日本の事例を中心に、福岡市両区相原K遺跡以下12例をあげて比較

検討しながら、そこで抽出される諸類型のなかにおいて、高田大屋敷遺跡がどのような歴

史的位置を占めて存在しているかを論じている。小笠原氏は高田大屋敷遺跡と直接対比さ

れるべきものとして、福岡市両区相原の柏原K遺跡で検出されている方形区画に溝をめぐ

らせた7800Ⅰ正の規模をもつ豪族屋敷の存在を指摘し、6500Ⅰ正規模の高田大屋敷との形態上

の異同や時期の前後関係を論じている。相原K遺跡のこの屋敷は「蒙古合戦勲功配分状」

に見える六郎屋敷、惣検校入道屋敷のうちの後者に比定されている興味深い事例である。

いずれにせよ、13世紀の比較的早い時期に、このような豪族（武士）居館が各地に成立し

つつあったことは、小笠原氏の考察からみてもおそらく疑いのないところであろうが、今

後発見調査されるであろうそれらの類例を判断するための標準遺跡として高田大屋敷の実

態を明らかにする意味は大きい。

また第4節の大山喬平の考察は文書によって知られる内田氏の歴代の活躍について、基

礎的な事実の確定に努めたものである。とくに鎌倉時代の内田氏歴代の活躍が遠江国の内
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田庄下郷の内部、さらに言えば遠江一国に局限されるようなものではないこと、彼らの目

はつねに石見国の所領豊田郷・貞松名の経営に注がれており、その両方を見なければ、内

田氏の実像は片手落ちのものになりかねないことを指摘している。本報告の第50図にみる

ように、現在の益田市域に属する豊田郷横田の中心部分には、そこを流れる高津川の河道

を西の山裾に固定している土塁、ならびにかつての河道の痕跡をとどめる沼地が残されて

いる。それらとの比較検討は今回はまだ手つかずであるが、両地域の土塁を比較すること

は上小笠川の河道の固定と、高田大屋敷本体ならびに今回調査した延長土塁の歴史的性格

を考えるさいの将来の課題になるであろう。なお、文献から知られる13世紀前半の地頭居

館の事例として武蔵国熊谷氏と相模国早川庄山内首藤氏のものを検討した。

第5節の山口三夫氏の塩の道についての考察は、まだ調査が及んでいない屋敷地の南に

ある堀割り、さらにこれに接続すると考えられる菊川とのかかわりの検討による水上交通

の可能性とともにさらに深めて検討する必要がある。今回は手が及ばなかったが高田地域

の太郎坊にまつわる水上交通者の信仰と民俗行事についての検討も是非果たさなければな

らない作業である。

幾多の制約があったものの、それでも今回の第8次調査は綿密に実施され、次のような

諸点を明らかにした。すなわち、

（1）調査対象とされた土塁は総延長40mにおよぶものであるが、その規模は基底部の幅

が5m、立ち上がりが1．5mのものであり、版築の手法で、基底部からきわめて丁寧に堅固

にたたきしめて構築されており、土層は数層におよぶものの、それらは時期をおかずに、

一気に構築されたあとを示している。

（2）土塁の基底部近くから出土した遺物の年代によって、土塁の築造年代の上限が13世

紀前半頃であることがわかる。

（3）当該部分の土塁の下には、さらに古い埋没河川が存在していること。

（4）居館西側の堀割り・上小笠川の流路・今回の土塁状遺構の3者の相互関係について

は、今回堀割りの北端部分についてめ原状確認はできなかったが、調査地点に関する限り

でいえることは、構築段階における北側からの導水施設の存在は認められず、上小笠川か

ら堀への取水は否定的に考えざるをえないこと。

などである。このうち（4）であげた事実は、居館の南へめぐり、ここからさらに東へ開

けていたと推定されている堀割りについてのこれまでの所見を補強するとともに、新たに

延長土塁の西先端部のさらに西側を通過する現内田用水の中世以来の長い歴史的役割を浮

かびあがらすことになっている。発掘担当者は堀割りの造成について、埋没しつつある古

い自然河川を一部取り込みつつ、現在観察しうる全体が堀として機能していた可能性を指

摘している。また（2）についていえば、現実に行われてしまったような方式でもって、

この土塁が消滅することが予見できていたなら、調査部分をひろげて、今少し確実な、13

世紀前半内部での年代を絞りきれるような資料が欲しかったと思う。実際、今回の土塁の

調査箇所は、将来の保存のことを考慮して慎重に限定されていたからである。なんとして

も残念なことであった。

調査はまだ始まったばかりである。居館内部の構築物の確認はまだ行われていない。菊

川の本流につながっていたであろう居館南側の掘割りの検討も手つかずである。これらは

すべて今後の調査に期待しなければならない。居館本体の土塁の築造年代についてはさら

に精密な調査によって、壊された延長土塁との関係をつめていかなければならない。
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土塁との関係でいつも問題になる内田用水の現在の取入口（樋管）は1949年（昭和24）

4月1日の竣工であり、それ以前は100mばかり下流に設けられていた。この用水の管理は

段平尾地区の長谷川家が代々行っており、同家には現在でも「井場」の文字と家紋の入っ

た提灯が保管されている。下内田、ひいては菊川町の歴史を語るにたる重要な文化財であ

る。内田用水の管理は大変きつい仕事で、一時期他家に代わったこともあったが、すぐま

た長谷川家に戻されたという。49年の樋管の付け替えのさい、当主の長谷川芳郎氏は「もっ

と上流にして、のせ水も堰かずにしたいと思った」とのことである。氏は取入口を100m上

流に移すだけでは水位が1m程度高くなるだけで、「もっと上なら楽に入ったのに」と語っ

ている。ともあれ内田用水とそれを管理してきた長谷川家の歴史を調査復元し、用水の中

世以来の歴史をたどることは勿論今後必要な作業である。

それにしても、この遺跡についての保存と利用についての具体的計画の策定と提示なし

に、遺跡についての幅広い町民の理解と協力を得ることはおそらく不可能である。菊川町

がその将来の町づくりの一環として、ひろく検討するにたるだけの遺跡の保存プランを町

民に提示できるかどうかにこそ、当局の誠意が示されるであろう。ここに、道路を通すな

どということは、とんでもないことである。21世紀の菊川町を展望するにたる英知を期待

したい。

註

（1）本報告第Ⅵ章第3節に言及のある橋口定志氏などの主張。

（2）中井均「中世の居館・寺そして村落」（石井進ほか編『中世の城と考古学』新人物往来

社1991）など
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1．調査前景（遺跡上空航空写真）

2．調査前景（調査区土塁）
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1．調査区土塁遠景（南側より遺跡を傭撤）

2．調査区土塁全景（表土を除去した状態）



1．土塁調査状況

2．土塁土層縦断面（3，4区）

3．土塁土層縦断面（4，5，6区）



1．土塁土層縦断面（5，6，7区）

2．土塁土層横断面（4区東壁）



1．土塁土層状況（3トレンチ西壁）

Z．土塁遺物出土状況（9区）



調査区トレンチ設定状況（9トレンチ設定前）



1．3トレンチ土層断面（西壁）

2．9トレンチ土層断面（北壁）



1．3トレンチ遺物出土状況

2．9トレンチ遺物出土状況



1．出土土器

（弥生時代）

2．出土土器

（弥生時代）

3．出土土器

（弥生時代）



1．出土土器

（弥生時代）

2．出土土器

（弥生時代）

3．出土土器

（弥生時代）



1．出土土器

（弥生時代）

2．出土土器

（弥生時代）

3．出土土器

（弥生時代）



1．出土土器

（弥生時代）

2．出土土器

（古墳時代、古代）

3．出土土器

（古代～中世前半）



1．出土土器

（古代～中世前半）

2．出土陶磁器

（中世後半～近世）

3．出土遺物

（中世後半
～近世、近代）



1．出土陶磁器

（近代）

2．出土石製晶

3．出土金属製晶ほか
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第
八
五
　
巻
〕

〔
第
八
六
　
巻
〕

〔
第
八
八
　
巻
〕

〔
第
一
〇
四
巻
〕

〔
第
一
〇
八
巻
〕

〔
第
二
六
巻
〕

〔
第
二
八
巻
〕

〔
第
一
二
六
巻
〕

檀
那
藤
原
光
久

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

時
応
永
十
六
謡
十
一
［

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

時
応
永
十
六
年
配
十
一
月
日

檀
那
親
代

内
田
庄
上
郷
若
一
王
［

時
応
永
十
六
年
配
十
一
月
日

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

（
一
四
一
〇
）

時
応
永
十
七
年
若
月
日

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

納
遠
江
州
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
、

時
応
永
十
七
天
臓
月
日
、
清
悦
書
之
、

納
遠
州
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
口

約
遠
州
内
田
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
、

時
応
永
十
七
正
月
日
、
於
九
州
肥
前
国
杵
彼
庄
波
佐
見
村
住
筆
者

〔
第
一
五
六
巻
〕

〔
第
一
六
二
巻
〕

〔
第
一
六
四
巻
〕

〔
第
一
六
六
巻
〕

〔
第
一
七
〇
巻
〕

〔
第
一
七
二
巻
〕

〔
第
一
七
四
巻
〕

遠
州
城
東
郡
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子

応
永
十
七
年
配
六
月
廿
九
日
、
執
筆
祐
清

納
遠
州
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
、

時
応
永
十
七
年
七
日
目
、
清
悦
書
之
、

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
口
、

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

御経也、

〔
第
一
七
五
巻
〕

〔
第
一
七
七
巻
〕

〔
第
一
七
八
巻
〕

〔
第
一
七
九
巻
〕

清
悦
書
之
、

〔
第
一
三
〇
巻
〕
　
納
遠
州
内
田
庄
一
宮
若
一
王
子
也
、

〔
第
一
八
〇
巻
〕

遠
州
納
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
口
□
也
、

於
遠
江
州
□
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
納
、

（悦カ）

筆
者
清
□
書
之
、

於
遠
江
州
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
、

内
田
之
［
　
］
若
一
王
［

時
応
永
十
七
卯
月
日
、
筆
者
清
悦
比
丘
書
之
、

納
於
遠
州
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
、

時
応
永
十
七
天
卯
月
日
、
筆
者
於
九
州
肥
前
国
彼
杵
庄
波
佐
見
村

之
横
大
路
住
清
悦
書
之
、

納
於
遠
江
州
内
田
庄
上
郷
一
宮
若
一
王
子
也
、

配
架
詰
卯
月
［

納
遠
州
上
郷
内
田
庄
□
□
□
一
王
子
也
、
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志
近
　
（
花
押
）

真
雄
　
（
花
押
）

智
通
　
（
花
押
）

誉
震
　
（
花
押
）

知
酬
　
（
花
押
）

将
秀
　
（
花
押
）

（
朱
印
、
印
文
「
高
庵
」
）

宝
福
寺
［
見
　
（
花
押
）

（高庵）

真
順
　
（
花
押
）

継
照
　
（
花
押
）

自
壌
　
（
花
押
）

自
廓
　
（
花
押
）

高
郁
　
（
花
押
）

志
全

一
蘭
＝
鳳
蘭
凹
　
住
持
復
圭
（
花
押
）

○
紙
継
目
裏
に
一
清
の
花
押
が
あ
る
。

九
　
大
般
若
波
羅
密
多
経
奥
書

竜
登
院
所
蔵

○
掛
川
市
上
内
田

県
史
中
世
二
1
一
四
三
一

〔
第
一
〇
　
巻
〕

〔
第
二
八
　
巻
〕

〔
第
二
九
　
巻
〕

〔
第
三
三
　
巻
〕

〔
第
五
〇
　
巻
〕

〔
第
六
三
　
巻
〕

（
檀
、
下
同
ジ
）

壇
那
藤
原
朝
臣
教
親

応
永
十
六
年
配
五
月
廿
二
日
、
内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
経
也
、

執
筆
祐
清

□
□
一
王
子
大
般
若
経
也
、

（
巻
首
紙
背
）

「恵興」
時
応
永
十
六
年
讐
一
月
日
、
内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
御
経

壇
那
小
野
朝
臣
忠
綱

大
檀
那
山
村
沙
弥
某

九
州
肥
前
□
彼
杵
庄
波
佐
見
村
住

千
時
応
永
十
□
□
九
月
□
五
［
］
老
生
三
十
七
歳
書
写
之
、

〔
第
六
四
　
巻
〕
九
州
肥
前
国
彼
杵
庄
波
佐
見
村
住
清
悦
比
丘

千
時
応
永
十
六
年
九
月
十
六
日
、
筆
者
生
三
十
七
歳
書
写
之
、

〔
第
六
六
　
巻
〕
九
州
肥
前
国
彼
杵
庄
波
佐
見
横
大
路
住
生
年
三
十
七
歳

千
時
応
永
十
六
年
九
月
廿
二
日
、
筆
者
清
悦
比
丘
書
写
之
、

〔
第
六
七
　
巻
〕
檀
那
藤
原
清
氏

千
時
応
永
十
六
天
十
月
廿
四
日
、
於
九
州
肥
前
国
彼
杵
庄
波
佐
見

村
住
清
悦
書
之
、

〔
第
六
八
　
巻
〕
千
時
応
永
十
六
天
九
月
廿
九
日
、
筆
者
於
九
州
肥
前
国
彼
杵
庄
波

佐
村
横
大
路
、
生
三
十
七
歳
清
悦
比
丘
書
写
之
云
々
、

〔
第
七
〇
　
巻
〕
筆
者
於
九
州
肥
前
国
彼
杵
庄
波
佐
見
横
大
路
、
生
年
三
十
七
歳
清

悦
比
丘
書
写
之
、

千
時
応
永
十
六
天
九
月
冊
日

〔
第
七
一
巻
〕
内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

時
応
永
十
六
年
配
十
日
目

檀
那
藤
原
光
久

〔
第
七
二
　
巻
〕
内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

時
応
永
十
六
年
配
十
月
日

檀
那
藤
原
光
久

〔
第
七
三
　
巻
〕
内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

時
応
永
十
六
年
配
十
日
目

檀
那
藤
原
光
久

〔
第
七
四
　
巻
〕
内
田
庄
上
郷
□
一
王
子
大
般
□
□

時
応
永
十
六
年
配
十
日
目

檀
那
藤
［

〔
第
七
六
　
巻
〕
内
田
庄
上
郷
若
一
王
子
大
般
若
也
、

時
応
永
十
六
年
配
十
日
目

檀
那
藤
原
光
久
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府
済
物
井
国
官
物
定
田
二
百
五
十
六
町

豊
後
国
荘
公
井
領
主
等
之
事
、
可
委
細
注
進
言
上
由
、
今
年
二
月
廿
日
錐
被
成
御

書
候
、
徳
政
之
御
使
依
下
向
、
去
正
月
以
来
、
直
人
相
共
罷
向
博
多
候
問
、
未
尋

究
処
、
御
使
参
洛
候
、
其
後
依
両
社
造
営
延
引
候
、
此
程
令
帰
国
、
錐
致
其
沙
汰
、

不
能
巨
細
候
欺
、
錐
然
、
若
急
速
御
用
候
者
、
可
違
期
候
之
間
、
直
人
等
粗
令
注

進
状
一
巻
、
内
々
為
御
存
知
令
進
上
候
、
但
此
状
者
、
無
四
度
計
候
、
追
進
之
時
、

可
被
替
取
候
、
謹
言
上
、

（
二
一
八
五
）

弘
安
八
年
九
月
晦
日

（
二
階
堂
行
忠
）

謹
上
　
信
濃
判
官
入
道
殿

（
大
友
頼
泰
）

沙
弥
道
忍
裏
判

豊
後
国
直
人
等
記
申
、

当
国
八
箇
郡
分
　
国
崎
・
速
見
・
直
入
・
大
分
・
海
部
・
大
野
・
日
田
・
玖
珠
田

数
領
主
等
之
事
、

○
中

速
見
郡
千
町
余
五
町

○
中広

瀬
六
町
六
段
大
　
遠
江
国
御
家
人
内
田
工
藤
三
致
清
跡
、

三
郎
致
時
相
続
、

○
中

郡
合
田
代
六
千
八
百
七
十
三
町

沙
弥
道
忍
在
判

七
　
道
済
譲
状
案

永
譲
与
処
分
帳
事

潮
崎
八
百
主
文
書

県
史
中
世
「
－
一
五
三
九

信
覚
坊
分

右
、
塔
尾
坊
地
十
二
間
、
出
羽
国
伊
賀
阿
閤
梨
引
檀
那
共
、
伊
豆
工
藤
、
遠
江
工

藤
、
鎌
倉
花
谷
左
衛
門
大
夫
入
道
殿
一
門
、
奥
鈴
木
一
門
等
井
下
人
字
法
乗
法
師
、

温
河
名
田
白
田
半
分
、
但
除
堂
免
、
依
為
師
資
相
伝
領
知
、
永
所
譲
与
也
、
不
可
有

他
妨
、
仇
為
後
日
亀
鏡
、
所
譲
与
之
状
如
件
、

右
、
処
分
帳
若
斯
、
但
守
配
分
之
旨
、
相
互
無
違
乱
、
各
可
進
退
領
知
也
、
若
成

煩
之
輩
出
来
時
者
、
早
放
一
門
、
永
順
他
人
、
速
可
被
返
付
其
得
分
於
本
坊
也
、

偽
為
後
日
亀
鏡
、
所
譲
与
之
状
如
件
、

（
一
三
〇
三
）

乾
元
二
年
讐
ハ
月
廿
日

千
時
執
行
法
印
覚
賢
在
判

法
眼
道
済
　
（
花
押
）

八
　
天
得
庵
規
式
　
琵
蛸
誓
七
七
二

（
朱
印
、
印
文
「
無
夢
」
、
下
同
ジ
）

回
庵

一
［
凰
者
、
井
山
開
山
門
徒
一
会
寄
宿
之
地
也
、
為
塔
主
人
閲
如
之
時
者
、

（
鈍
庵
聡
慧
）

自
総
門
徒
中
、
撰
器
用
人
、
可
被
差
置
之
、

○
中

一
遠
州
内
田
庄
詰
璽
思
禅
門
年
貢
事
、
料
足
到
来
之
時
、
都
部
之
門
徒
加
評
議
、
可
致

修
造
之
功
者
也
、

○
中

右
、
守
条
々
定
置
法
、
不
可
違
犯
、
若
越
規
縄
之
聾
者
、
不
可
為
門
徒
、
為
永
代

所
定
置
如
件
、

［
鳳
且
元
年
柑
三
月
十
［
困
且

天
参
　
（
花
押
）

至
秀
　
（
花
押
）

継
栄
　
（
花
押
）

継
最
　
（
花
押
）
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五
　
建
治
元
年
六
条
八
幡
宮
造
営
注
文

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵

田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
・
法
印
栄
賢
注
進
状
所
引

一
道
六
条
八
幡
新
宮
用
途
支
配
事

鎌
倉
中

相
模
守
蹴
桐
甜
嗣
臥
鰯
跡
井
　
五
百
貫

○
中

一
在
京

小
早
河
美
作
入
道
跡
　
　
十
五
貫

○
中

一
尾
張
国

○
中遠

江
国

建
治
元
年

五
日
　
目武

蔵
守
所
相
渡
陸
奥
入
遺
跡

井
武
蔵
入
遺
跡

貫

三
百
□

土
肥
杢
助
跡

狩
野
弥
三
郎
入
道
跡

江
間
平
内
兵
衛
入
道
跡

平
井
三
郎
入
道
跡

五
貫

三
賞

四
貫

三
貫

三

戸

尼

跡

　

　

　

　

　

　

　

五

貫

南
条
七
郎
左
衛
門
人
遺
跡
　
三
賞

田
代
豊
前
々
司
跡

三
貫

遠
山
大
蔵
権
少
輔
跡

十
五
貫

○
中

略ゴ
二
七
五
）

建
治
元
年
六
月
廿
七
日
、
於
関
東
将
軍
政
所
、
定
円
法
眼
下
向
之
時
書
写
畢

○
下

略六
　
豊
後
国
図
田
帳
　
県
史
中
世
一
⊥
四
一
八

弘
安
八
年
十
月
十
六
日
自
国
府
被
立
脚
力
華
、
豊
後
国
田
代
之
事
、
国
中
寺
社

仏
神
領
等
芹
権
門
勢
家
荘
園
領
公
田
、
領
家
・
領
所
・
地
頭
・
弁
済
侯
等
交
名
之

野
部
介

赤
佐
左
衛
門
跡

（岡カ）

平
□
太
郎
跡

貫
名
左
衛
門
人
遺
跡

内
田
庄
司
跡

駿
河
国

矢
部
七
郎
左
衛
門
人
遺
跡

吉
河
左
衛
門
人
遺
跡

矢
部
六
郎
左
衛
門
尉
跡

岡
部
左
衛
門
尉
跡

船
越
右
衛
門
尉
跡

伊
豆
国

六
貫

五
貫

四
貫

五
貫

五
貫

山
名
庄
地
頭
等

井
伊
介
跡

左
野
中
務
丞
跡

西
郷
入
道
跡

東
西
谷
五
郎
跡

十
貫

三
賞

四
貫

三
貫

三
貫

事
宇
佐
宮
御
神
領

由
原
宮
御
神
領

見
社
御
神
領

五
貫

六
貫

三
貫

四
貫

三
貫

同
八
郎
左
衛
門
入
道

加
嶋
左
衛
門
尉
跡

松
野
左
衛
門
人
遺
跡

奥
津
左
衛
門
人
遺
跡

五
貫

五
貫

三
貫

四
貫

宇
佐
弥
勤
寺
領

安
楽
寺
領

蓮
華
王
院
領

金
剛
院
領

域
興
寺
領

権
門
荘
領

国
半
不
輸
領

公
田

（固）

府
警
門
田

千
六
百
余
町

二
百
四
十
六
町

十
五
町
余

千
町
余
九
十
三
町

五
百
余
町

三
百
余
町

五
百
余
町

一
本
六
十

余
町

二
百
七
十
余
町

千
三
百
八
十
余
町

六
百
八
十
余
町

八
百
五
十
余
町

十
八
町
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波
志
波
庄

（ママ）原
見
庄
笥
華
、

四
至
内

（山城国）

朝
日
庄
同

○
中

右
、
己
上
寺
院
・
領
所
・
房
舎
・
聖
教
、
併
譲
進

朝
仁
親
王
己
詰
、
其
中
少
々
領
家
職
之
間
、
有
遺
言
旨
、
無
指
過
怠
者
、
不
可
有

相
違
欺
、
錐
存
日
之
間
、
於
今
者
一
向
御
成
人
之
間
、
仰
含
御
門
人
等
、
可
有
御

沙
汰
也
、
如
此
大
少
巨
細
、
世
間
出
世
可
仰
合
人
々
、

○
中

建
暦
三
年
二
月
　
日

（慈鎮）
前
大
僧
正
判

三
　
吾
妻
鏡
　
県
史
中
世
一
－
六
五
二

（
北
条
時
房
）

（敷智郡）

晦
日
、
突
丑
、
相
州
着
遠
江
国
橋
本
駅
、
入
夜
勇
士
十
余
輩
、
潜
相
交
子
相
州
大

軍
、
進
出
先
陣
、
怪
之
令
内
田
四
郎
尋
問
之
処
、
候
子
仙
洞
之
下
総
前
司
盛
綱
近

親
筑
井
太
郎
高
重
令
上
洛
云
々
、
仇
課
伏
之
云
々
、

四
　
承
久
記
　
県
史
中
世
一
・
夫
五
三

（
北
条
時
房
）
　
　
　
　
　
　
（
敷
智
郡
）

東
海
道
の
先
陣
相
模
守
、
遠
江
の
橋
本
に
着
け
る
に
、
十
九
騎
連
れ
た
る
勢
の
高

志
山
へ
入
ぬ
と
申
け
れ
は
、
相
模
守
、
如
何
な
る
者
な
れ
は
先
陣
を
越
て
先
様
に

通
る
哉
覧
、
遠
江
国
住
人
内
田
四
郎
か
申
け
る
は
、
駿
河
守
殿
、
己
に
、
敵
、
大

勢
に
紛
て
如
何
様
に
も
通
る
事
も
有
ん
す
る
そ
と
宣
ひ
つ
る
也
、
相
模
守
、
さ
る

事
も
や
有
、
さ
ら
は
各
追
懸
て
、
敵
か
御
方
か
尋
問
、
敵
な
ら
は
討
て
被
進
よ
と

そ
仰
け
る
、
内
田
四
郎
・
同
六
郎
・
新
野
右
馬
允
、
是
を
始
と
し
て
、
六
十
余
騎

追
懸
た
り
、
十
九
騎
続
ひ
た
る
勢
、
高
志
山
を
も
馳
過
て
、
宮
路
山
へ
打
懸
り
、

音
羽
河
の
端
に
下
立
て
、
今
は
去
共
続
く
敵
よ
も
非
し
と
て
、
馬
の
足
ひ
や
さ
せ

て
、
片
な
る
岳
に
扇
開
き
つ
か
ふ
て
休
け
る
処
に
、
内
田
の
者
共
馳
来
て
、
谷
を

隔
て
粕
へ
宛
、
使
者
を
以
て
申
け
る
は
、
如
何
な
る
人
な
れ
は
、
先
陣
を
越
て
通

り
給
ふ
そ
、
敵
か
御
方
か
承
れ
と
て
、
相
模
守
殿
の
御
使
に
、
遠
江
国
住
人
内
田

（
盛
綱
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
重
）

者
共
か
参
て
候
也
と
云
す
れ
は
、
実
と
候
、
下
総
守
の
縁
者
に
三
浦
筑
井
四
郎
太

郎
と
中
老
に
て
候
、
坂
東
に
用
事
の
有
て
下
候
つ
る
か
、
都
に
事
出
来
た
る
と
承

て
、
大
勢
に
交
り
て
上
り
候
つ
る
に
、
被
見
付
進
ら
せ
候
け
り
、
運
の
究
る
所
不

及
力
、
只
一
人
も
蓬
き
死
は
仕
間
敷
き
物
を
、
各
相
近
に
寄
よ
と
被
申
け
れ
は
、

内
田
の
者
共
六
十
余
騎
に
て
押
寄
た
り
、
筑
井
と
あ
る
中
家
に
走
入
て
、
四
方
の

垣
切
て
押
立
、
六
人
楯
籠
て
矢
束
ね
と
い
て
推
く
つ
ろ
け
、
指
攻
々
々
是
を
射
る
、

内
田
の
者
共
、
谷
を
隔
て
～
把
へ
た
る
か
、
被
射
落
者
も
あ
り
、
目
の
前
に
庇
を

蒙
り
、
失
命
者
数
多
あ
り
、
筑
井
矢
種
少
な
く
射
成
し
て
、
今
は
如
何
に
せ
ん
、

可
打
勝
軍
に
も
非
す
、
さ
の
み
罪
造
て
も
無
詮
、
い
さ
や
思
切
ん
と
て
、
後
見
安

房
郡
司
と
差
違
て
そ
臥
に
け
る
、
残
四
人
も
同
し
う
指
達
て
け
り
、
十
三
騎
の
即

等
共
、
あ
る
岨
を
打
下
り
て
大
道
に
着
ん
と
し
け
る
を
、
敵
に
落
る
か
と
言
を
被

懸
て
、
主
の
死
る
所
に
て
死
な
て
落
る
様
あ
る
か
、
軍
せ
ん
す
る
為
に
社
と
て
、

引
立
た
る
馬
な
れ
は
、
ひ
た
く
と
打
乗
て
、
十
三
騎
轡
を
隻
へ
て
大
勢
の
中
へ

喚
て
懸
入
、
一
騎
に
四
、
五
騎
、
推
隻
々
々
組
け
れ
は
、
無
勢
多
勢
に
可
勝
様
無

し
て
、
皆
々
被
討
取
ぬ
、
十
九
騎
か
首
を
本
野
か
原
に
そ
懸
た
り
け
る
、
次
日
、

相
模
守
被
通
け
る
か
、
是
を
見
て
、
十
九
騎
と
間
へ
つ
る
か
一
人
も
不
落
け
る
や
、

哀
れ
能
か
り
け
る
者
共
哉
、
御
大
事
に
も
値
ぬ
へ
か
り
け
る
物
を
、
惜
ひ
者
共
を

と
て
、
各
歎
惜
み
、
阿
弥
陀
仏
と
申
て
通
り
け
り
、
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云
ふ
、
鎌
倉
殿
の
仰
を
蒙
り
、
勢
多
の
手
の
先
陣
に
進
る
は
、
遠
江
国
の
住
人
内

田
三
郎
家
書
と
名
乗
り
て
進
み
け
り
、
巴
は
、
一
陣
に
進
む
は
剛
の
者
、
大
将
軍

に
非
す
と
も
、
物
具
の
毛
の
而
白
き
に
、
押
並
へ
て
組
み
、
し
や
首
ね
ち
切
っ
て

軍
神
に
祭
ら
ん
と
思
ひ
け
る
こ
そ
遅
か
り
け
れ
、
手
綱
か
い
く
り
歩
せ
出
す
、
さ

れ
と
も
内
田
か
弓
を
引
か
さ
れ
は
、
女
も
矢
を
は
射
さ
り
け
り
、
互
に
情
を
立
て

た
れ
は
、
内
田
太
刀
を
抜
か
さ
れ
は
、
女
も
太
刀
に
手
を
懸
け
す
、
主
は
急
き
た

り
、
馬
は
早
り
た
り
、
巴
・
内
田
馬
の
頭
を
押
並
へ
、
鐙
と
ノ
＼
蹴
合
す
る
か
と

す
る
程
に
寄
合
せ
互
に
音
を
揚
け
、
鎧
の
袖
を
引
遠
へ
、
え
た
り
や
お
う
と
そ
組

ん
た
り
け
る
、
聞
ゆ
る
浦
文
の
名
馬
な
れ
共
、
大
力
か
組
合
ひ
た
れ
は
、
二
匹
の

馬
は
中
に
留
っ
て
働
か
す
、
内
田
勝
負
を
人
に
見
せ
ん
と
思
ひ
け
る
に
や
、
弓
手

を
後
へ
指
廻
し
、
女
か
黒
髪
三
匝
に
か
ら
ま
へ
て
、
腰
刀
を
抜
出
し
、
中
に
て
首

を
か
～
ん
と
す
、
女
是
を
見
て
、
汝
は
内
田
三
郎
三
左
衛
門
と
こ
そ
名
乗
り
つ
れ
、

正
な
き
今
の
振
舞
哉
、
内
田
に
は
あ
ら
す
、
其
手
の
郎
等
か
と
間
ひ
け
れ
は
、
内

田
、
我
身
こ
そ
大
将
よ
、
郎
等
に
は
非
す
、
行
跡
何
に
と
申
せ
は
、
女
答
へ
て
云

く
、
女
に
組
む
程
の
男
か
、
中
に
て
刀
を
抜
き
目
に
見
す
る
様
や
は
有
る
へ
き
、

軍
は
敵
に
依
て
振
舞
ふ
へ
し
、
故
実
も
知
ら
ぬ
内
田
哉
と
て
、
挙
を
握
り
、
刀
持

ち
た
る
皆
の
か
～
り
を
し
た
～
か
に
打
つ
、
余
に
強
く
打
た
れ
て
、
把
る
刀
を
打

落
さ
る
、
や
を
れ
家
書
よ
、
日
本
一
と
聞
え
た
る
木
曾
の
山
里
に
住
み
た
る
者
也
、

我
を
軍
の
師
と
憑
め
と
て
、
弓
手
の
肘
を
指
出
し
、
甲
の
真
額
取
詰
め
て
、
鞍
の

前
輪
に
攻
付
け
つ
～
、
内
胃
に
手
を
入
れ
て
、
七
寸
五
分
の
腰
刀
を
抜
出
し
、
引

あ
ふ
の
け
て
首
を
掻
く
、
刀
も
究
寛
の
刀
也
、
水
を
掻
く
よ
り
も
尚
安
し
、
馬
に

乗
直
り
、
一
あ
ふ
り
あ
ふ
り
た
れ
は
、
身
質
は
下
へ
そ
落
ち
に
け
る
、
首
を
持
ち
、

木
曾
殿
に
見
せ
奉
れ
は
、
あ
な
無
恵
や
、
是
は
八
箇
国
に
聞
え
し
男
、
美
男
の
剛

の
者
に
て
在
り
つ
る
者
を
討
た
れ
け
る
こ
そ
無
恵
な
れ
、
是
も
運
尽
き
ぬ
れ
は
、

汝
に
討
た
れ
ぬ
、
義
仲
も
運
尽
き
た
れ
は
、
何
者
の
手
に
懸
り
、
あ
へ
な
く
犬
死

せ
ん
す
ら
ん
、
日
来
は
何
共
恩
は
ぬ
薄
金
か
、
肩
を
引
い
て
思
ふ
也
、
我
討
た
れ

て
後
に
、
木
曾
こ
そ
幾
程
命
を
生
き
ん
と
て
、
最
後
に
女
に
先
陣
懸
け
さ
せ
た
り

と
、
い
は
れ
ん
事
こ
そ
恥
し
け
れ
、
汝
に
は
暇
を
給
ふ
、
と
う
ノ
＼
落
下
れ
と
そ

宣
ひ
け
る
、
巴
申
し
け
る
は
、
我
幼
少
の
時
よ
り
君
の
御
内
に
召
仕
は
れ
進
ら
せ

て
、
野
の
末
、
山
の
奥
ま
て
も
、
一
つ
道
に
と
思
切
り
侍
り
、
今
か
～
る
仰
を
承

る
こ
そ
心
う
け
れ
、
君
の
如
何
に
も
成
り
給
は
ん
処
に
て
、
首
を
一
所
に
並
へ
ん

と
、
掻
詞
き
云
ひ
け
れ
は
、
木
曾
、
誠
に
さ
こ
そ
は
思
ふ
ら
め
共
、
我
去
年
の
春

信
濃
国
を
出
て
し
時
、
妻
子
を
捨
置
き
、
又
再
ひ
見
す
し
て
永
さ
別
の
道
に
人
ら

ん
事
こ
そ
悲
し
け
れ
、
去
れ
は
無
か
ら
ん
跡
ま
て
も
、
此
事
を
知
ら
せ
て
、
後
の

世
を
弔
は
～
や
と
思
へ
は
、
最
後
の
伴
よ
り
も
然
る
へ
し
と
在
す
る
也
、
疾
う
く

忍
ひ
落
ち
て
信
濃
へ
下
り
、
此
有
様
を
人
々
に
語
れ
、
敵
も
手
繁
く
見
ゆ
、
早
々

と
宣
ひ
け
れ
は
、
巴
遠
は
様
々
惜
し
け
れ
共
、
主
命
に
随
ひ
、
落
つ
る
涙
を
拭
ひ

っ
～
、
上
の
山
へ
そ
忍
ひ
け
る
、

○
木
曾
義
仲
が
出
京
し
た
の
は
寿
永
三
年
正
月
十
六
日
、
敗
死
し
た
の
は
正
月
二
十
日
で
あ
る
。

二
　
慈
鎮
和
尚
建
暦
目
録
案

譲
進門

跡
相
伝
房
領
等
事

○
中

略

京
都
大
学
文
学
部
博
物
館
所
蔵

県
史
中
世
「
－
五
八
九

常
寿
院

＼
、
釘
前
国
）

、
織
田
庄

（摂津国）

井
村
庄

（摂津国）

桜
井
庄

同
浦
三
所

（紀伊国）

井
上
新
庄

（紀伊国）

保
田
庄

（三河国）

村
松
庄

山
内
庄

（
遠
江
国
城
飼
郡
）

内
田
庄
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付
載
二
　
参
考
資
料

凡

　

　

例

一
内
田
家
文
書
・
俣
賀
家
文
書
以
外
で
内
田
圧
、
内
田
氏
に
関
わ
る
史
料
を
収

め
た
。
史
料
名
の
下
の
県
史
中
世
一
－
一
二
八
は
『
静
岡
県
史
』
　
の
巻
数
と
史

料
番
号
で
あ
る
。

一
史
料
五
は
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
4
5
集
所
収
の
写
真
図
版

に
よ
っ
て
作
成
し
た
。

○
中

略

一
　
源
平
盛
衰
記
　
巻
三
十
五
　
県
史
中
世
一
⊥
二
八

巴
関
東
下
向
の
事

木
曾
は
此
彼
を
打
破
っ
て
、
東
を
指
し
て
落
行
き
け
り
、
竜
華
越
に
北
国
へ
伝

ふ
と
も
聞
え
け
り
、
長
坂
に
か
～
り
、
播
磨
へ
共
云
ひ
け
り
、
其
口
様
々
な
り
け

れ
と
も
、
大
津
へ
向
け
て
打
た
れ
け
る
か
、
四
宮
河
原
に
て
見
給
へ
は
、
僅
に
七

騎
に
残
り
た
り
、
巴
は
七
騎
の
内
に
あ
り
、
生
年
二
十
八
、
身
の
盛
な
る
女
也
、

さ
る
剛
の
者
な
り
け
れ
は
、
北
国
度
々
の
合
戦
に
も
手
を
も
負
は
す
、
百
余
騎
か

中
に
も
、
七
騎
に
成
る
ま
て
付
き
た
り
け
り
、
四
宮
河
原
・
神
無
社
・
関
清
水
・

関
明
神
打
過
き
て
、
関
寺
の
前
を
粟
津
に
向
ひ
て
そ
進
み
け
る
、
巴
は
都
を
出
て

け
る
時
は
、
紺
村
紅
に
千
鳥
の
鎧
直
垂
を
著
た
り
け
る
か
、
関
寺
の
合
戦
に
は
、

紫
隔
子
を
織
付
け
た
る
直
垂
に
菊
閉
滋
く
し
て
、
萌
黄
糸
威
の
腹
巻
に
袖
付
け
て
、

五
枚
胃
の
緒
を
し
め
、
三
尺
五
寸
の
太
刀
に
、
二
十
四
指
い
た
る
真
羽
の
矢
の
射

残
し
た
る
を
負
ひ
、
重
藤
の
弓
に
せ
き
弦
か
け
、
連
銭
葦
毛
の
馬
に
金
覆
輪
の
鞍

置
き
て
そ
乗
り
た
り
け
る
、
七
騎
か
先
陣
に
進
み
て
打
ち
け
る
か
、
何
と
か
思
ひ

け
ん
、
胃
を
脱
き
、
長
に
余
る
黒
髪
を
後
へ
さ
と
打
越
し
て
、
額
に
天
冠
を
当
て
～
、

白
打
出
の
笠
を
き
て
、
眉
目
も
形
も
優
な
り
け
り
、
歳
は
二
十
八
と
か
や
、
麦
に

遠
江
国
の
住
人
内
田
三
郎
家
吉
と
名
乗
っ
て
、
三
十
五
騎
の
勢
に
て
巴
女
に
行
逢

う
た
り
、
内
田
敵
を
見
て
、
天
晴
武
者
の
形
気
哉
、
但
し
女
か
童
か
蒼
な
し
と
そ

問
ひ
け
る
、
郎
等
能
々
見
て
女
也
と
答
ふ
、
内
田
聞
敢
す
、
さ
る
事
あ
る
ら
ん
、

木
曾
殿
に
は
葵
・
巴
と
て
、
二
人
の
女
将
軍
あ
り
、
葵
は
去
年
の
春
、
砺
並
山
の

合
戦
に
討
た
れ
ぬ
、
巴
は
未
た
在
り
と
き
く
、
是
は
強
弓
精
兵
あ
き
さ
ま
を
数
ふ

る
上
手
、
岩
を
畳
み
金
を
延
へ
た
る
城
な
り
と
も
、
巴
か
向
ふ
に
は
落
ち
す
と
云

ふ
事
な
し
、
さ
る
癖
者
と
間
召
し
て
、
鎌
倉
殿
、
彼
女
相
横
へ
て
虜
に
し
て
進
ら

す
へ
き
由
仰
を
蒙
り
た
り
、
巴
は
荒
馬
乗
の
大
力
、
尋
常
の
者
に
非
す
と
聞
く
、

如
何
す
へ
さ
と
思
ひ
煩
ひ
け
る
か
、
即
等
共
に
云
ふ
様
は
、
女
強
し
と
い
ふ
と
も
、

百
人
か
力
に
よ
も
過
き
し
、
家
書
は
六
十
人
か
力
あ
り
、
殿
原
三
十
余
人
、
既
に

百
人
に
あ
ま
れ
り
、
殿
原
左
右
よ
り
寄
せ
て
、
左
右
の
手
を
引
張
れ
、
家
書
中
よ

り
寄
せ
て
、
な
と
か
巴
を
取
ら
さ
ら
ん
と
云
ひ
け
る
か
、
内
田
又
思
返
す
様
、
ま

て
ノ
1
暫
し
、
檀
花
の
朝
に
咲
き
て
夕
に
萎
む
た
に
も
、
己
か
盛
は
有
る
物
を
、

八
十
九
十
に
て
死
な
ん
命
も
、
二
十
三
十
に
て
亡
ひ
ん
命
も
同
し
事
、
女
程
の
者

に
組
む
と
て
、
兎
角
計
こ
と
を
出
し
け
る
よ
と
、
殊
に
後
陣
に
控
へ
た
る
甲
斐
の

一
条
の
思
は
ん
事
こ
そ
恥
し
け
れ
、
殿
原
一
人
も
椅
ふ
へ
か
ら
す
、
家
吉
一
人
打

向
う
て
、
巴
女
が
頸
と
ら
ん
と
云
ひ
け
れ
は
、
三
十
余
騎
の
郎
等
は
、
日
本
第
一

に
聞
え
た
る
怖
し
き
も
の
に
組
む
ま
し
き
事
を
悦
ひ
て
、
尤
々
と
云
ひ
け
れ
は
、

内
田
只
一
人
駒
を
早
め
て
進
む
処
に
、
巴
是
を
見
て
、
先
敵
を
讃
め
た
り
け
り
、

天
晴
武
者
の
貌
哉
、
東
国
に
は
小
山
・
宇
都
宮
欺
、
千
葉
・
足
利
欺
、
三
浦
・
鎌

倉
か
、
賓
な
、
誰
人
そ
、
か
く
間
ふ
は
木
曾
殿
の
乳
母
子
に
中
三
権
頭
兼
遠
か
娘

に
巴
と
云
ふ
女
也
、
主
の
遠
の
惜
し
け
れ
は
、
向
後
を
見
ん
と
て
御
供
に
侍
る
と



JJ

承
了
　
（
花
押
）

八
幡
大
菩
薩
御
罰
於
可
罷
豪
候
、
以
此
旨
可
有
御
披
露
候
、
恐
憧
謹
言
、

四
六
　
俣
賀
致
義
軍
忠
状
　
俣
賀
家
文
書
（
ほ
）

石
見
国
俣
賀
村
地
頭
内
田
掃
部
左
衛
門
尉
致
義
謹
言
上

欲
早
下
賜
御
一
見
状
弥
抽
軍
忠
間
事

右
、
当
国
高
津
与
次
長
幸
井
一
族
等
、
於
長
野
庄
上
黒
谷
、
構
城
榔
楯
寵
候
之
間
、

奉
属
手
当
大
将
軍
御
手
、
去
七
月
四
日
、
押
寄
彼
城
、
己
至
而
千
八
月
廿
七
日
、

致
度
々
之
合
戦
軍
忠
凶
徒
等
追
落
華
、
此
等
之
次
第
、
御
奉
行
令
一
見
候
了
、
然

者
、
早
下
賜
御
一
見
状
、
為
備
後
証
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
四
年
九
日
　
目

承
了
、
（
花
押
）

五
月
七
日

（高師直）

進
上
　
武
蔵
守
殿

右
馬
権
助
源
義
長
　
（
裏
花
押
）

○
仁
木
義
長
の
遠
江
守
護
在
任
は
建
武
五
年
正
月
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
内
田
致
宗
が
遠
江
を
去
っ
た
の
は
康
永
元
年

十
二
月
以
前
で
あ
り
、
本
状
は
そ
の
間
の
も
の
。

四
九
　
内
田
致
景
譲
状
写

県
史
中
世
二
・
し
三
九
六

内
田
家
文
書
　
（
4
2
）

四
七
　
内
田
致
景
軍
忠
状
写

県
史
中
世
二
・
－
一
九
四

内
田
家
文
書
　
（
2
6
）

遠
江
国
内
田
庄
内
下
郷
惣
領
職
事

致
景
重
代
相
伝
か
い
ほ
っ
の
ち
た
る
に
よ
て
、
ち
ゃ
く
し
左
衛
門
三
郎
致
世
二
代
々

手
継
証
文
を
あ
ひ
そ
ゑ
て
ゆ
つ
り
わ
た
す
と
こ
ろ
な
り
、
ノ
顕
ん
拍
）
う
御
悠
つ
げ

（
女
　
子
）
　
　
（
庶
子
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勤
　
　
仕
）

ハ
に
よ
し
・
そ
し
お
あ
い
も
よ
お
し
て
、
先
例
こ
ま
か
せ
て
き
ん
し
す
へ
き
物
た
る

（
向
　
　
　
　
後
）
　
（
亀
　
鏡
）

に
よ
て
、
き
ゃ
う
こ
う
き
け
い
の
た
め
に
、
ゆ
つ
り
わ
た
す
状
如
件
、

貞
和
五
年
㍑
の
と
の
七
月
十
九
日

藤
原
致
景
判

遠
江
国
御
家
人
内
田
孫
八
郎
致
景
申
、

右
、
正
月
九
日
、
奉
属
干
御
手
、
籠
代
官
内
田
六
郎
入
道
西
妙
於
］
詳
記
、
然

早
給
御
証
判
、
為
備
向
後
亀
鏡
、
恐
々
言
上
如
件
、

（
二
二
三
八
）

建
武
五
年
正
月
　
日

承
了
、
判
「
（
花
押
）
」

五
〇
　
足
利
直
冬
書
下
写

県
史
中
世
二
・
ト
五
九
三

内
田
家
文
書
　
（
7
1
）

遠
江
国
内
田
庄
下
郷
地
頭
職
事
、
不
可
有
相
違
、
文
書
出
帯
之
時
、
重
可
被
成
安

四
八
　
仁
木
義
長
漆
状
写

県
史
中
世
二
・
－
二
六
八

内
田
家
文
書
　
（
3
5
）

堵
之
状
如
件
、

（
二
二
五
九
）

正
平
十
四
年
五
月
三
日

（致行）

内
田
肥
前
権
守
殿

○
永
田
政
純
は
本
文
書
の
署
判
に
　
「
前
ノ
判
二
同
」
と
注
す
る
が
、
こ
れ
は
足
利
直
冬
の
判
を
意
味
す
る
。

（
足
利
直
冬
）

日
日
‖
」半

内
田
孫
八
郎
致
景
申
、
当
国
遠
州
内
田
庄
下
郷
内
一
分
地
頭
職
事
、
申
状
如
此
候
、

軍
忠
仁
候
之
条
執
申
候
、
被
成
下
安
堵
候
者
、
向
後
弥
成
勇
候
欺
、
若
此
条
偽
申

候者、



JO

建
武
三
年
十
日
　
目

承
了
、
判
「
（
花
押
）
」

四
三
　
内
田
致
景
軍
忠
状
写

県
史
中
世
二
・
－
一
六
七

内
田
家
文
書
　
（
2
5
）

四
〇
　
内
田
某
軍
忠
状
写

県
史
中
世
二
・
－
一
四
四

内
田
家
文
書
　
（
2
4
）

滝
河
原
河
合
戦
致
軍
忠
華
、
其
後
駿
州
馳
越
、
属
細
河
八
郎
殿
御
手
、
数
十
ケ
日

役
所
令
警
固
之
処
、
日
代
右
京
亮
殿
下
国
之
間
、
則
属
干
彼
手
、
横
地
城
井
丸
崎
・

（
周
智
郡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
敷
智
郡
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
府
）

気
多
城
令
籠
華
、
今
又
参
当
御
手
、
橋
下
比
々
役
所
・
荷
中
惣
社
上
役
所
警
固
仕

者
也
、
仇
為
下
給
御
証
判
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
三
年
十
一
月
　
日

承
了
、
判
「
（
花
押
）
」

遠
江
国
御
家
人
内
田
下
郷
孫
八
郎
致
景
申
軍
忠
事

右
軍
忠
、
当
年
硝
武
七
月
十
三
日
、
当
国
於
井
伊
御
嵩
［
　
］
御
共
仕
、
貢
寄
壁
際
、

依
致
散
々
軍
忠
、
致
景
諾
㌔
［
　
］
向
陽
明
被
射
通
候
註
、
此
条
御
見
知
之
上
、

次
藍
原
六
郎
井
御
合
戦
奉
行
富
永
孫
四
郎
左
衛
門
尉
、
同
以
見
知
候
詰
、
如
此
忠

（
給
御
脱
力
）

節
異
干
他
之
上
者
、
且
預
御
注
進
、
浴
恩
賞
、
且
下
証

言
上
如
件
、

建
武
四
年
七
月
　
日

承
了
、
判
「
（
花
押
）
」

．
日
日
」
ヽ

半

為
備
武
勇
亀
鏡
、
恐
々

四
四
　
石
見
守
護
上
野
頼
兼
軍
勢
催
促
状
　
俣
如
貝
家
文
書
（
1
0
）

凶
徒
等
襲
来
之
由
、
有
其
聞
、
誘
高
津
城
相
寵
、
各
可
致
軍
忠
之
状
如
件
、

四
一
　
石
見
守
護
上
野
頼
兼
安
堵
状
　
俣
賀
家
文
書
（
9
）

於
所
々
依
致
軍
忠
、
自

致
口
跡
者
、
所
預
置
也
、

（
一
三
三
七
）

建
武
四
年
正
月
十

俣
賀
熊
若
丸

将
軍
家
被
成
下
御
感
御
教
書
之
問
、
於
親
父
俣
賀
三
郎

給
人
未
補
之
問
、
知
行
之
給
、
可
抽
忠
勤
之
状
如
件
、

建
武
四
年
九
月
廿
五
日

内
田
掃
部
左
衛
門
尉
殿

（
上
野
頼
兼
）

左
馬
助
　
（
花
押
）

日

（

上

野

頼

兼

）

左
馬
助
　
（
花
押
）

四
二
　
石
見
守
護
上
野
頼
兼
軍
勢
催
促
状

馳
参
御
方
、
可
抽
軍
忠
之
状
如
件
、

建
武
四
年
七
月
四
日

（
俣
ヲ
修
正
）

俣
賀
掃
部
左
衛
門
尉
殿

俣
賀
家
文
書
七（

上
野
頼
兼
）

左
馬
助
　
（
花
押
）

四
五
　
俣
賀
熊
若
丸
代
致
氏
軍
忠
状
　
俣
加
貝
家
文
書
（
〓
）

石
見
国
俣
賀
熊
若
丸
代
内
田
彦
九
郎
致
氏
謹
言
上

欲
早
下
賜
御
一
見
状
弥
抽
軍
忠
間
事

右
、
当
国
高
津
与
次
長
幸
井
一
族
等
、
於
長
野
庄
上
黒
谷
、
構
城
榔
楯
籠
候
之
間
、

奉
属
干
当
大
将
軍
之
御
手
、
去
七
月
四
日
押
寄
彼
城
、
己
至
亭
千
八
月
廿
七
日
、
致

度
々
之
合
戦
軍
忠
、
凶
徒
等
追
落
了
、
是
等
之
次
第
、
御
奉
行
令
一
見
候
華
、
然

者
、
早
下
賜
御
一
見
状
、
為
備
後
証
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
四
年
九
月
　
日
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三
四
　
沙
弥
了
忍
召
文
　
俣
賀
家
文
書
五

石
見
国
豊
田
郷
俣
賀
・
横
田
両
村
地
頭
尼
妙
戒
申
致
義
濫
妨
事
、
去
年
四
月
十
六

日
雑
訴
決
断
所
御
牒
井
同
月
十
九
日
国
宣
如
此
、
急
速
企
参
上
可
被
申
明
也
、
仇

三
七
　
足
利
尊
氏
御
判
御
教
書
　
俣
賀
家
文
書
（
8
）

新
田
義
貞
以
下
凶
徒
等
課
伐
事
、
被
下
　
院
宣
之
間
、
所
発
向
候
也
、
早
速
馳
参
、

執
達
如
件
、

建
武
二
年
五
月
九
日

謹
上
　
俣
賀
又
三
郎
殿

沙
弥
了
忍
　
（
花
押
）

三
五
　
足
利
尊
氏
袖
判
御
教
書
　
俣
賀
家
文
書
六

（
足
利
尊
氏
）

（花押）

新
田
義
貞
己
被
課
伐
華
、
為
与
党
対
治
、
錐
令
下
向
鎮
西
、
則
可
令
発
向
京
都
也
、

相
催
一
族
可
馳
参
之
状
如
件
、

（
一
三
三
六
）

建
武
三
年
二
月
十
三
日

内
田
又
三
郎
殿

三
六
　
俣
賀
熊
若
丸
代
致
氏
着
到
状

俣
賀
家
文
書
　
（
7
）

着
到

石
見
国
役
賀
村
地
頭
内
田
熊
若
丸
代
致
氏

右
、
自
長
門
国
赤
間
関
至
干
備
後
国
柄
浦
、
所
令
御
共
仕
候
也
、
仇
着
到
如
件
、

（裏花押）

建
武
三
年
五
月
八
日

承
了
、
（
花
押
）

藤
原
致
氏

可
致
軍
忠
之
状
如
件
、

建
武
三
年
五
月
十
三
日

俣
賀
熊
王
殿

（
足
利
尊
氏
）

（花押）

三
八
　
俣
賀
熊
若
丸
代
彦
九
郎
宗
氏
軍
忠
状
　
飯
島
一
郎
氏
所
蔵
俣
賀
家
文
書
（
新
収
）

石
見
国
俣
賀
村
地
頭
内
田
熊
若
丸
代
官
彦
九
郎
宗
氏
謹
言
上

欲
早
馳
参
御
方
所
々
合
戦
軍
忠
上
者
下
賜
御
判
備
向
後
亀
鏡
間
事

右
、
奉
属
干
大
将
軍
吉
見
参
河
守
殿
御
手
、
去
五
月
廿
五
日
兵
庫
合
戦
、
弥
三
郎

宗
景
相
伴
致
軍
忠
、
将
又
、
同
六
月
五
日
西
坂
本
合
戦
之
時
、
宗
氏
令
分
捕
之
条
、

御
代
官
五
井
太
郎
右
衛
門
尉
見
知
華
、
同
七
日
御
自
身
無
動
寺
越
御
向
之
間
御
共

仕
、
迄
干
同
廿
日
積
夙
夜
度
々
合
戦
抽
軍
忠
之
上
者
、
早
下
賜
御
判
、
施
弓
箭
面

目
、
弥
為
致
軍
忠
、
恐
々
言
上
如
件
、

建
武
三
年
六
月
　
日

承
了
、
（
花
押
）

三
九
　
固
阿
軍
忠
状
写

県
史
中
世
二
・
－
一
四
〇

内
田
家
文
書
　
（
2
3
）

固
阿
軍
忠
事

右
、
去
自
九
月
十
六
日
、
令
馳
参
御
方
、
属
横
地
・
臥
朝
手
、
付
着
到
致
軍
忠
託
、

而
今
奉
属
大
将
御
手
［
　
］
井
横
地
・
丸
崎
・
気
多
城
御
共
仕
、
一
城
戸
役
［

］
勤
仕
上
者
、
宛
賜
御
判
、
為
備
向
後
亀
鏡
、
恐
々
言
如
件
、
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（致景）

内
田
孫
八
郎
殿

元
徳
三
年
六
月
十
日

（
北
条
時
益
）

左
近
将
監

（
北
条
仲
時
）

越
後
守

．日日‖」半
＝
　
一

半

「（花押）」
「（花押）」

二
八
　
遠
江
守
護
大
仏
貞
直
書
下
写

県
史
中
世
一
1
∃
一
七
五
七

内
田
家
文
書
　
（
2
0
）

勝
田
尼
理
阿
代
法
阿
申
、
遠
江
国
朝
生
西
明
寺
田
在
家
事
、
内
海
彦
太
郎
範
長
、

度
々
召
符
後
難
令
参
上
、
不
終
沙
汰
篇
下
国
云
々
、
招
其
答
欺
、
不
日
来
月
十
五

日
以
前
可
参
上
之
由
相
触
之
、
可
執
進
講
文
、
若
不
承
引
者
、
載
起
請
之
詞
可
被

高
津
兵
衛
二
郎
入
道
殿

福
屋
孫
太
郎
殿

注
申
、
使
節
遅
引
者
可
有
其
答
也
、
仇
執
進
如
件
、

（
二
二
二
九
）

元
徳
元
年
十
一
月
廿
三
日

（致景）

内
田
孫
八
郎
殿

（大仏）
貞
直
判

三
l
　
藤
原
兼
氏
書
状
　
俣
賀
家
文
書
四

石
見
国
豊
田
郷
一
分
地
頭
致
貞
代
兼
氏
申
、
俣
賀
又
三
郎
・
同
家
人
鏡
円
・
同
孫

三
郎
入
道
等
、
得
朝
忠
語
、
打
入
致
貞
分
領
致
苅
麦
狼
籍
之
由
事
、
申
状
具
書
如

二
九
　
内
田
朝
員
瞑
譲
状
写

譲
与
　
　
嫡
男
孫
八
郎
致
景

内
田
家
文
書
　
（
2
1
）

（
速
）
　
　
　
　
　
　
（
桁
カ
）

此
、
子
細
見
状
候
欺
、
急
達
召
具
彼
交
交
名
人
等
、

「
元
醐
」
五
月
十
六
日

謹
上
　
俣
賀
地
頭
殿

可
被
明
申
候
哉
、
恐
々
謹
言
、

藤
原
兼
氏
　
（
花
押
）

石
見
国
長
野
庄
内
豊
田
郷
惣
領
分
中
豊
田
己
下
村
々
小
俣
賀
田
井
貞
松
名
地
頭

職
事

右
、
当
郷
者
重
代
相
伝
勲
功
之
地
也
、
随
而
惣
領
職
者
空
昭
相
伝
之
知
行
無
相
違

者
也
、
然
間
相
副
関
東
御
下
文
井
代
々
手
継
己
下
証
文
等
、
譲
与
嫡
男
孫
八
郎
致

景
華
、
於
関
東
御
公
事
者
、
云
男
女
子
分
云
惣
領
分
、
任
公
田
之
面
可
動
仕
者
也
、

三
二
　
沙
弥
道
性
軍
忠
実
検
注
進
状

俣
賀
家
文
書
　
（
5
）

石
見
国
俣
賀
村
地
頭
内
田
又
三
郎
致
義
、
於
長
門
国
々
府
上
野
前
司
城
四
月
二
日

合
戦
、
舎
兄
河
嶋
孫
四
郎
清
政
右
カ
ヒ
ナ
射
庇
、
同
中
間
与
一
次
郎
右
ウ
テ
射
庇
、

於
周
防
国
阿
弥
陀
寺
四
月
十
日
合
戦
、
若
党
孫
六
打
死
、
中
間
藤
三
郎
打
死
、
令

仇
為
後
代
亀
鏡
、
譲
状
如
件
、

（
一
三
三
一
）

元
徳
三
年
梓
四
月
四
日

沙
弥
空
昭
　
（
花
押
）

三
〇
　
大
波
羅
御
教
書
写
　
内
田
家
文
書
（
望

（
兼
阿
カ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
候
畢
カ
）

石
見
国
豊
田
郷
［
　
］
地
頭
代
ロ
ロ
［
　
］
郷
角
村
地
頭
押
領
大
山
排
村
□
口
、

重
申
状
如
此
、
両
度
下
召
文
［
　
］
以
前
可
参
決
之
旨
相
触
之
、
可
被
進
起
請
文

也
、
仇
執
達
如
件
、

実
検
華
、（

一
三
三
三
）

元
弘
三
年
四
月
十
三
日

沙
弥
道
性
　
（
花
押
）

三
三
　
沙
弥
道
性
軍
忠
実
検
注
進
状
　
俣
賀
家
文
書
（
6
）

石
見
国
俣
賀
村
地
頭
内
田
又
三
郎
致
義
、
於
長
州
下
山
々
手
、
正
月
十
八
日
合
戦

之
時
、
若
党
彦
次
郎
長
行
左
ノ
カ
ヒ
ナ
射
庇
、
旗
差
弥
五
郎
右
乳
下
射
庇
、
令
実

検華、
（
一
三
三
五
）

建
武
二
年
正
月
十
九
日

通
性
　
（
花
押
）
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（
一
三
一
四
）

正
和
三
年
十
二
月
廿
七
日

相
模
守
平
朝
臣
判
「
（
花
押
）
」

〇
本
文
書
の
花
押
は
編
者
永
田
正
純
が
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
二
七
・
三
〇
・
三
九
・
四
〇
・
四
三
・
四
七
も
同
様
。

二
四
　
尼
法
蓮
譲
状
写

県
史
中
世
一
－
一
六
六
七

内
田
家
文
書
　
（
1
7
）

譲
与遠

江
国
内
田
庄
下
郷
金
太
郎
名
井
石
見
国
豊
田
郷
横
田
上
村
屋
敷
田
白
田
等
事

右
、
件
田
白
田
等
者
、
法
蓮
先
祖
相
伝
所
領
也
、
仇
男
女
子
息
等
四
人
に
、
四
至
堺

を
さ
し
て
、
面
々
に
所
譲
与
実
正
也
、
而
法
蓮
没
後
に
い
た
ん
て
ハ
、
嫡
子
・
女

子
の
儀
を
い
わ
す
、
四
人
の
子
等
各
別
の
地
頭
と
し
て
、
面
々
の
譲
状
に
ま
か
せ

て
、
子
々
孫
々
に
い
た
る
ま
て
知
行
す
へ
し
、
若
此
状
を
背
て
違
乱
妨
を
な
さ
ん

も
の
に
を
き
て
ハ
、
譲
状
を
書
与
と
い
へ
と
も
、
不
孝
の
も
の
と
し
て
其
跡
を
不

可
知
行
、
其
分
に
を
き
て
ハ
、
の
こ
る
仁
の
沙
汰
と
し
て
、
可
令
分
領
之
者
也
、

l
〓
ハ
　
内
田
致
俊
代
良
祐
・
尼
光
阿
助
中
尾
山
和
与
状
　
俣
賀
家
文
書
（
4
）

和
与石

見
国
豊
田
郷
内
俣
賀
上
村
地
頭
内
田
彦
三
郎
致
俊
代
良
祐
与
同
下
村
地
頭
内

田
兵
衛
五
郎
入
道
円
戒
後
家
尼
光
阿
相
論
当
村
内
助
中
尾
山
事

右
、
助
中
尾
山
中
之
北
多
尾
自
南
西
乃
平
乃
田
白
田
在
家
山
野
光
阿
押
妨
之
由
、
良
祐
就

訴
申
、
所
番
三
間
二
答
訴
陳
也
、
而
以
和
与
儀
、
当
論
所
内
土
呂
乃
多
尾
乃
下
多
加

波
知
乃
下
乃
小
多
尾
自
横
ホ
土
呂
乃
多
尾
乃
下
乃
落
合
江
其
自
西
乃
五
郎
三
郎
上
乃
多
尾
江
多

尾
自
同
家
乃
許
江
家
乃
許
白
梅
春
谷
江
此
堺
日
下
中
乃
北
多
尾
自
南
西
乃
平
俊
士
大
夫
屋
敷

乃
下
乃
尾
崎
於
分
仁
、
此
内
山
野
々
地
者
、
致
俊
可
知
行
之
、
但
此
内
之
田
者
、
弐
仁

分
之
、
致
俊
光
阿
各
半
分
可
知
行
之
者
也
、
同
彼
内
当
在
家
等
者
弐
分
、
致
俊
光

阿
各
可
知
行
、
此
外
者
自
今
以
後
、
錐
有
在
家
出
来
、
光
阿
不
可
有
違
乱
、
次
四

郎
太
郎
屋
敷
廻
開
発
者
、
本
在
家
上
着
、
光
阿
方
付
也
、
背
此
状
相
互
致
異
儀
者
、

仇
為
停
止
向
後
違
乱
妨
、
誠
状
如
件
、

正
和
五
年
嗣
十
一
月
廿
六
日

尼
法
蓮
判

可
被
申
行
罪
科
者
也
、
仇
和
与
状
如
件
、

（
一
三
二
七
）

嘉
暦
弐
年
正
月
廿
九
日

藤
原
致
俊
代
良
祐
　
（
花
押
）

光
阿
　
（
花
押
）

二
五
　
内
田
朝
員
瞑
譲
状
写

県
史
中
世
一
－
一
六
八
二

内
田
家
文
書
　
（
1
8
）

二
七
　
遠
江
守
護
大
仏
貞
直
書
下
写

県
史
中
世
一
－
一
七
四
三

内
田
家
文
書
　
（
1
9
）

譲
渡
　
子
息
藤
原
致
景

遠
江
国
内
田
下
郷
地
頭
職
事

右
、
地
頭
職
者
、
空
昭
重
代
相
伝
之
私
領
也
、
然
間
、
相
副
代
々
御
下
文
以
下
手

継
証
文
等
、
限
永
代
所
譲
与
干
八
郎
致
景
者
也
、
柳
而
不
可
有
他
妨
、
偽
為
向
後

亀
鏡
、
譲
状
如
件
、

（
二
二
一
九
）

文
保
三
年
正
月
廿
六
日

沙
弥
空
昭
判

山
内
孫
太
郎
入
道
々
光
与
同
刑
部
阿
閣
梨
道
俊
相
論
、
遠
江
国
飯
田
庄
下
郷
内
打

越
田
六
段
井
飯
田
里
・
楠
本
里
・
茅
原
里
坪
々
田
八
段
一
杖
事
、
如
道
光
中
老
、

彼
田
地
者
為
惣
郷
内
令
管
領
之
処
、
道
俊
押
領
之
由
訴
之
、
道
俊
亦
為
南
谷
屋
敷

付
田
内
知
行
之
旨
論
之
者
、
早
原
六
郎
入
道
相
共
荏
彼
所
、
尋
究
両
方
之
真
偽
、

載
起
請
之
詞
可
被
注
申
、
使
節
令
緩
怠
者
、
可
有
其
答
也
、
仇
執
達
如
件
、

嘉
暦
二
年
十
月
廿
八
日

貞
直
判
「
（
花
押
）
」



加
徴
者
、
可
令
礼
返
定
願
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

徳
治
二
年
六
月
四
日

正
和
元
年
空
ハ
月
一
日

円
戒
　
（
花
押
）

β

（
大
仏
宣
時
）

沙
弥
　
（
花
押
）

二
〇
　
俣
賀
致
直
椚
譲
状
　
俣
賀
家
文
書
一

譲
与石

見
国
長
野
庄
豊
田
郷
内
横
田
下
村
一
方
井
俣
賀
村
一
方
地
頭
職
事

孫
藤
原
市
熊
丸
所

右
、
件
地
頭
職
者
、
祖
父
内
田
刑
部
丞
致
茂
承
久
勲
功
之
地
也
、
依
之
、
円
戒
重

代
相
伝
而
知
行
無
相
違
者
也
、
然
間
、
任
故
新
三
郎
致
康
之
素
意
、
為
市
熊
丸
於

嫡
子
、
相
副
代
々
手
継
御
下
文
己
下
証
文
等
、
限
永
代
所
譲
与
件
地
頭
職
也
、
不

可
有
他
妨
、
但
祖
母
一
期
之
後
也
、
次
所
宛
給
女
子
孫
等
之
田
島
等
事
、
譲
状
面
々

在
別
紙
、
次
関
東
御
公
事
者
、
随
田
地
之
面
、
任
先
例
可
勤
仕
之
、
兼
又
、
於
狩

漁
者
、
任
前
々
譲
状
可
寄
合
之
、
仇
為
後
日
亀
鏡
、
譲
状
如
件
、

三
一
内
田
朝
員
昭
和
与
状
　
俣
賀
家
文
書
三

和
与石

見
国
長
野
庄
豊
田
郷
内
俣
賀
地
頭
円
戒
雛
甜
与
当
郷
惣
領
空
昭
相
論
山
河
事

右
、
山
河
事
、
円
戒
依
致
訴
訟
番
訴
陳
之
処
、
被
成
下
御
下
知
於
円
戒
刻
、
仰
御

使
可
打
渡
之
旨
被
仰
下
之
間
、
被
入
部
御
使
之
処
、
両
方
依
申
子
細
被
注
進
申
詞

華
、
仇
重
雄
被
仰
下
、
相
互
以
和
与
之
儀
、
避
渡
介
中
尾
醐
闘
桁
欄
紆
‥
胴
貰
追
・
西
田

平
銅
鐸
鮎
撰
㌍
桐
鞘
絹
錮
尾
・
俣
賀
面
限
比
多
尾
井
横
田
下
小
山
桐
畑
舶
鮎
澗
崇
銅
於
円

戒
後
家
光
阿
華
、
就
中
、
於
御
下
知
錐
多
子
細
、
以
和
談
之
儀
、
狩
倉
三
ヶ
所
立

堺
打
渡
之
上
者
、
向
後
不
可
致
違
乱
、
次
狩
川
事
、
可
寄
合
、
若
相
互
背
彼
和
与

状
、
成
違
乱
致
非
拠
沙
汰
者
、
可
被
申
行
罪
科
者
也
、
仇
和
与
状
如
件
、

（
一
三
二
二

正
和
一

年
九
月
十
六
日

沙
弥
空
昭
　
（
花
押
）

囲
城
寺
領
遠
江
国
内
田
庄
稚
掌
忠
秀
口
同
庄
下
郷
地
頭
八
郎
左
衛
門
尉
法
師
巌

（
一
三
二
一
）

正
和
元
年
望
ハ
月
一
日

沙
弥
円
戒
　
（
花
押
）

二
三
　
関
東
下
知
状
写

（近江国）

県
史
中
世
一
・
－
一
六
五
四

内
田
家
文
書
　
（
1
6
）（与力）

（
内
田
致
朝
）

二
一
俣
賀
致
直
椚
譲
状
　
俣
賀
家
文
書
二

譲
与豊

田
郷
俣
賀
村
内
梅
付
藤
次
太
夫
屋
敷
田
島
井
八
段
坪
田
弐
段
事

春
若
丸
所

右
、
件
春
若
丸
者
、
自
幼
少
為
養
子
之
問
、
所
譲
与
件
屋
敷
田
白
田
等
也
、
但
市

祖
母
一
期
之
後
、
可
進
退
耕
作
之
、
於
関
東
御
公
事
者
、
D
分
限
可
相
当
之
、

春
若
一
期
後
者
、
可
付
惣
市
熊
丸
也
、
仇
為
後
代
亀
鏡
、
譲
状
如
件
、

代
忠
能
相
論
年
貢
以
下
事

右
、
去
延
慶
二
年
九
月
有
其
沙
汰
、
被
裁
許
華
、
就
彼
下
知
状
、
両
方
及
相
論
之

間
、
依
番
訴
陳
、
欲
礼
明
之
処
、
□
令
和
与
華
、
如
忠
秀
・
忠
能
去
十
二
日
状
者
、

田
弐
拾
伍
町
弐
段
四
丈
・
屋
敷
拾
宇
・
白
田
・
山
野
・
江
河
・
荒
野
等
、
以
和
与
之

儀
申
分
下
地
華
、
有
分
残
田
白
田
・
在
家
者
、
後
日
可
折
中
、
次
於
井
料
者
、
両
方

可
半
分
沙
汰
云
々
者
、
此
上
不
及
異
儀
、
然
則
守
彼
状
、
相
互
向
後
不
可
有
違
乱
之

状
、
依
鎌
倉
殿
仰
下
知
如
件
、
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二
八
　
北
条
時
村
間
状
写

県
史
中
世
「
－
一
四
八
五

内
田
家
文
書
　
（
1
4
）

遠
江
国
内
田
庄
椎
掌
中
加
徴
米
事
、
越
訴
状
如
此
、
早
可
弁
中
之
状
、
依
仰
執
進

如件、
（
二
一
九
五
）

永
仁
三
年
八
月
廿
一
日

（致親）

内
田
八
郎
左
衛
門
入
道
殿

（
北
条
時
村
）

武
蔵
守
　
（
花
押
）

一
七
　
大
波
羅
下
知
状
　
俣
賀
家
文
書
（
3
）

内
田
兵
衛
三
郎
致
直
与
舎
兄
蓮
念
相
論
石
見
国
長
野
庄
豊
田
郷
内
俣
賀
田
白
田
在

家
地
頭
職
事

右
、
任
去
年
五
月
二
日
関
東
御
下
知
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、

（
二
一
九
六
）

永
仁
四
年
四
月
十
六
日

（
北
条
久
時
）

越
後
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

（
北
条
盛
房
）

丹
波
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

得
之
譲
状
者
、
俣
賀
横
田
自
中
道
下
田
白
田
在
家
地
頭
職
之
由
、
令
書
載
之
上
着
、

致
直
知
行
分
限
田
白
田
在
家
欺
、
山
河
事
不
載
譲
状
上
者
、
為
惣
領
分
之
条
分
明
也
、

且
奥
書
事
全
再
致
茂
之
素
意
、
預
置
彼
譲
状
等
於
後
家
椒
朋
之
処
、
相
語
執
筆
筑
前

房
令
書
入
之
間
、
入
筆
之
答
難
遁
之
旨
陳
之
者
、
於
譲
状
者
無
異
論
欺
、
但
奥
書

者
為
後
家
之
計
令
入
筆
之
旨
、
教
智
錐
中
之
、
朝
員
所
帯
之
譲
状
等
同
加
奥
書
華
、

仇
入
筆
事
無
指
証
椋
之
上
、
就
件
譲
状
嘉
禎
二
年
給
安
堵
御
下
文
、
経
年
序
之
上

不
及
沙
汰
、
而
山
河
事
不
載
致
直
所
帯
譲
状
之
問
、
為
惣
領
分
之
旨
、
教
智
令
中

之
条
聯
錐
似
有
子
細
、
於
狩
者
無
我
山
人
山
可
狩
、
河
同
事
之
旨
、
載
奥
書
之
間
、

致
直
知
行
分
有
山
河
之
条
勿
論
也
、
然
者
於
自
中
道
下
之
山
河
者
、
停
止
朝
員
濫

妨
、
致
直
可
令
領
知
也
、
次
致
直
沙
汰
未
断
之
最
中
、
致
苅
田
狼
籍
之
由
、
教
智

錐
中
之
、
致
直
論
中
之
上
、
無
実
証
之
間
、
非
沙
汰
限
之
状
、
下
知
如
件
、

二
三
〇
七
）

徳
治
二
年
四
月
二
日

（
金
沢
貞
顕
）

越
後
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

（
北
条
時
範
）

遠
江
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

一
八
　
大
波
羅
下
知
状
　
飯
島
一
郎
氏
所
蔵
俣
賀
家
文
書
（
新
収
）

石
見
国
長
野
庄
豊
田
郷
内
俣
賀
横
田
両
村
『
び
地
頭
内
田
兵
衛
三
郎
致
直
与
当

郷
惣
領
地
頭
内
田
左
衛
門
三
郎
朝
員
代
教
智
相
論
山
河
畑
事

右
、
訴
陳
之
趣
子
細
錐
多
、
所
詮
致
直
則
当
郷
地
頭
職
者
祖
父
内
田
刑
部
丞
致
茂

為
承
久
勲
功
之
賞
拝
領
華
、
而
嘉
禎
二
年
六
月
分
譲
子
息
致
員
・
致
重
・
致
義
等

之
刻
、
於
俣
賀
横
田
両
村
者
、
所
譲
与
致
義
畑
直
也
、
於
狩
者
無
我
山
人
山
寄
合
可

狩
、
河
同
事
之
由
、
載
譲
状
奥
書
之
間
、
捧
一
烈
之
譲
、
同
年
十
二
月
十
五
日
各

給
安
堵
御
下
文
、
領
内
之
山
河
等
面
々
知
行
無
相
違
之
処
、
生
仏
甥
絹
井
朝
員
等
自

去
弘
安
九
年
押
領
当
村
内
山
河
畑
之
条
、
無
其
謂
之
由
訴
之
、
教
智
亦
如
致
義
所

一
九
　
遠
江
守
譲
大
仏
宣
時
下
知
状
写

県
史
中
世
一
－
一
五
八
四

内
田
家
文
書
　
（
1
5
）

下
知
可
蒙
御
成
敗
之
旨
訴
之
、
成
仏
亦
貞
応
御
下
知
者
平
民
百
姓
事
也
、
寛
元
御

下
知
者
、
対
不
知
案
内
忠
元
掠
給
之
上
、
他
人
相
論
御
下
知
也
、
如
傍
例
者
難
称

不
易
欺
、
植
田
大
輔
房
有
秀
所
給
御
下
知
分
明
也
、
其
上
寛
元
還
補
之
時
、
平
尾

村
地
頭
之
由
被
載
御
下
文
華
、
加
徴
者
地
頭
得
分
之
条
、
両
方
勿
論
、
何
可
弁
他

人
哉
云
云
、
就
之
、
去
二
月
四
日
被
裁
許
成
仏
華
、
而
朝
貞
捧
覆
勘
状
之
問
、
重
有

其
沙
汰
之
処
、
有
秀
所
給
御
下
知
者
不
足
准
拠
、
寛
元
御
成
敗
者
、
対
当
給
主
忠

元
被
成
下
華
、
下
易
之
条
無
異
儀
之
間
、
不
及
改
沙
汰
、
然
則
於
正
応
五
年
以
後



4

頭
職
事
但
堀
内
在
家
三
宇
一
原
土
壇
田
島

者
譲
与
次
男
八
郎
左
衛
門
尉
致
親
畢

右
、
件
地
頭
職
者
、
沙
弥
西
仏
之
重
代
相
伝
之
勲
功
之
地
也
、
而
間
嫡
男
新
三
郎

左
衛
門
入
道
生
仏
所
譲
与
也
、
大
番
以
下
関
東
御
公
事
、
随
地
面
無
憐
怠
勤
仕
之
、

可
令
進
退
領
掌
也
、
仇
為
向
後
証
文
相
異
御
下
文
井
先
祖
譲
状
、
所
譲
与
如
件
、

（
二
一
七
一
）

文
永
八
年
群
卯
月
三
日

沙
弥
西
仏
判

名
地
頭
職
事

右
、
任
亡
夫
内
田
刑
部
三
郎
致
員
文
永
八
年
四
月
三
日
譲
状
、
可
令
領
掌
之
状
、

依
仰
下
知
如
件
、

弘
安
八
年
五
月
廿
三
日

（
北
条
貞
時
）

相
模
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

（
北
条
業
時
）

陸
奥
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

〓
　
内
田
警
貝
個
譲
状
写

県
史
中
世
「
－
一
一
九
一

内
田
家
文
書
　
（
9
）

譲
与
　
遠
江
国
内
田
庄
下
郷
地
頭
職
罪
名
田
島
事

四
至
堺
坪
付
者
、
見
本
券
文
、

右
、
件
地
頭
職
井
名
田
畠
者
、
沙
弥
西
仏
之
代
々
相
伝
之
所
領
也
、
依
之
次
男
八

郎
左
衛
門
尉
致
親
仁
所
譲
与
実
也
、
但
譲
与
名
田
白
田
於
嫡
男
・
女
子
等
華
、
守
彼
状

不
可
致
違
乱
、
仇
為
向
後
証
文
相
異
御
下
文
井
先
祖
証
文
、
所
譲
与
之
状
如
件
、

一
四
　
関
東
下
知
状
写

県
史
中
世
一
1
一
四
三
三

内
田
家
文
書
　
（
1
2
）

文
永
八
年
梓
卯
月
三
日

沙
弥
西
仏
判

可
令
早
内
田
左
衛
門
尉
致
朝
法
師
録
鮎
領
知
遠
江
国
那
賀
庄
下
郷
下
司
職
事

右
、
為
彼
職
、
如
元
可
致
沙
汰
之
状
、
依
仰
下
知
如
件
、

二
二
八
七
）

弘
安
十
年
十
二
月
十
八
目

前
武
蔵
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

（
北
条
貞
時
）

相
模
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

二
一
内
田
致
朝
警
日
下
写

県
史
中
世
∵
岳
一
二
九
二

内
田
家
文
書
　
（
1
0
）

遠
江
国
内
田
庄
下
郷
地
頭
職
事
、
定
願
子
息
左
衛
門
三
郎
朝
貞
帯
祖
父
西
仏
弘
安

四
年
二
月
廿
二
日
自
筆
譲
状
井
代
々
御
下
文
・
手
継
証
文
等
之
上
者
、
知
行
不
可

相
違
者
也
、
仇
不
可
有
他
妨
之
状
如
件
、

（
一
二
七
九
）

弘
安
二
年
二
月
五
日

（ママ）

〇
本
文
書
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

二、マ）岸
定
願
判

一
五
　
内
田
致
直
偵
譲
状
写
　
内
田
家
文
書
（
n
）

譲
与石

見
国
貞
松
名
井
同
国
長
野
庄
内
豊
田
郷
惣
領
地
頭
職
事

藤
原
朝
貞

右
、
地
頭
職
等
者
、
生
仏
重
代
相
伝
勲
功
之
地
也
、
而
朝
貞
帯
祖
父
西
仏
弘
安
五

年
十
月
廿
八
日
譲
状
間
、
為
養
子
限
永
代
、
相
副
代
々
御
下
文
次
第
証
文
等
譲
渡

干
朝
貞
軍
、
柳
而
不
可
有
他
妨
、
仇
為
向
後
亀
鏡
注
譲
状
以
解
、

l
三
　
関
東
下
知
状
写

内
田
家
文
書
　
（
H
）

（
一
二
九
一
）

正
応
四
年
胴
十
月
十
日

沙
弥
生
仏
判

可
令
早
左
衛
門
尉
致
直
法
師
諾
領
知
石
見
国
長
野
庄
内
豊
田
郷
露
琴
等
井
貞
松



3

五
　
将
軍
家
樅
政
所
下
文
写
　
内
田
家
文
書
（
5
）

（
北
条
時
盛
）

越
後
守
平
　
（
花
押
）

（
北
条
重
時
）

相
模
守
平
　
（
花
押
）

将
軍
家
政
所
下
　
　
藤
原
致
貞

可
令
早
領
知
石
見
国
貞
松
・
豊
田
除
舎
弟
致
重

弥
誉
丸
分
外

（益）

地
頭
職
之
事

右
人
、
任
父
致
茂
今
年
六
日
目
譲
状
、
可
令
領
知
之
状
所
仰
如
件
、
以
下
、

八
　
関
東
御
教
書
写
　
内
田
家
文
書
（
6
）

石
見
国
吉
賀
［
　
日
日
］
平
兵
衛
尉
［
］
押
領
［
　
］
致
狼
籍
由

嘉
禎
二
年
十
二
月
十
五
日

令
左
衛
門
少
尉
藤
原
（
花
押
）

別
当
修
理
権
大
夫
兼
相
模
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

（
北
条
泰
時
）

武
蔵
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

案
主
左
近
将
監
平
［
　
］

知
家
事
［
　
］
判

□
□
訴
状
遣
之
［
］
状
華
、
可
弁
中
之
［

（
二
一
六
〇
）

文
応
元
年
□
月
晦
日

］
執
達
如
件
、

（
北
条
長
時
）

武
蔵
守
判

（
北
条
政
村
）

相
模
守
判

内
田
三
郎
殿

六
　
将
軍
家
舶
政
所
下
文
　
俣
賀
家
文
書
（
1
）

将
軍
家
政
所
下
　
　
弥
益
丸

可
令
早
領
知
石
見
国
豊
田
郷
内
俣
賀
横
田
自
中
道
下
田
白
田
在
家
地
頭
職
事

九
　
関
東
御
教
書
写

県
史
中
世
「
－
二
一
〇
八

内
田
家
文
書
　
（
7
）

右
人
、
任
父
致
茂
今
年
六
月
日
譲
状
、

嘉
禎
二
年
十
二
月
十
五
日

令
左
衛
門
少
尉
藤
原
　
（
花
押
）

可
領
知
之
状
所
仰
如
件
、
以
下
、

案
主
左
近
将
監
菅
野

知
家
事
内
舎
人
清
原
　
（
花
押
）

石
見
国
吉
賀
郡
野
郷
地
頭
代
左
兵
衛
尉
時
次
申
、
為
遠
江
国
御
家
人
内
田
三
郎
致

員
、
越
往
古
地
境
令
致
狼
籍
由
事
、
重
訴
状
遣
之
、
如
状
者
、
不
応
五
ケ
度
召
文

之
間
、
可
被
召
進
之
由
依
被
仰
下
、
錐
致
催
促
、
猶
以
不
叙
用
、
剰
論
所
之
外
、

令
打
簗
之
処
、
切
壊
之
上
、
押
領
山
野
云
々
、
事
実
者
太
以
自
由
也
、
所
詮
早
差

別
当
修
理
権
大
夫
兼
相
模
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

（
北
条
泰
時
）

武
蔵
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

日
限
、
可
被
召
進
致
員
之
状
、

（
二
一
六
二
）

弘
長
二
年
三
月
十
二
日

依
仰
執
達
如
件
、

（
北
条
長
時
）

武
蔵
守
　
（
花
押
）

（
北
条
政
村
）

相
模
守
　
（
花
押
）

（
大
仏
朝
直
）

武
蔵
前
司
殿

七
　
六
波
羅
下
知
状
　
俣
賀
家
文
書
（
2
）

石
見
国
豊
田
郷
内
俣
賀
横
田
自
中
道
下
田
白
田
在
家
地
頭
職
事

右
、
任
去
嘉
禎
二
年
十
二
月
十
五
日
将
軍
家
御
下
文
、
弥
益
丸
可
令
領
知
之
状
如

件、

（
二
一
三
八
）

嘉
禎
四
年
十
月
十
一
日

一
〇
　
内
田
致
員
偵
譲
状
写

内
田
家
文
書
　
（
8
）

譲
与
　
嫡
男
新
三
郎
左
衛
門
入
道
生
仏

石
見
国
長
野
庄
内
豊
田
郷
中
豊
田
道
辺
一
原
下
角
篠
原
大
山
獄
井
同
国
貞
松
名
地



付
載
一
内
田
家
文
書
・
俣
賀
家
文
書
（
抄
）

二
　
六
波
羅
施
行
状
写

県
史
中
世
一
・
－
六
七
一

内
田
家
文
書
　
（
2
）

2

凡

　

　

例

一
内
田
家
文
書
・
俣
賀
家
文
書
の
う
ち
、
建
武
年
間
以
前
の
す
べ
て
と
そ
れ
以

後
の
遠
江
に
関
わ
る
史
料
を
抄
出
し
て
収
め
た
。

一
史
料
名
の
下
の
番
号
の
う
ち
、
県
史
中
世
一
－
六
七
〇
は
『
静
岡
県
史
』
　
の

巻
数
と
史
料
番
号
を
示
し
、
俣
賀
家
文
書
一
は
鈴
木
囲
弘
編
『
日
本
大
学
総
合

図
書
館
所
蔵
　
俣
賀
文
書
』
　
（
昭
和
六
十
一
年
）
　
の
史
料
番
号
で
あ
る
。
ま
た
、

俣
賀
家
文
書
　
（
1
）
、
内
田
家
文
書
　
（
1
）
　
は
同
書
に
そ
れ
ぞ
れ
参
考
資
料
Ⅰ
、

参
考
資
料
Ⅲ
と
し
て
収
め
ら
れ
た
飯
島
一
郎
氏
所
蔵
俣
賀
文
書
、
内
田
家
文
書

の
史
料
番
号
で
あ
る
。

一
史
料
一
八
と
三
八
の
二
点
は
飯
島
一
郎
氏
の
ご
高
配
に
よ
り
、
今
回
史
料
調

査
が
可
能
と
な
っ
た
新
出
の
俣
賀
家
文
書
で
あ
る
。
前
者
の
写
真
を
巻
頭
図
版

と
し
て
掲
載
し
た
。

石
見
国
貞
松
・
豊
田
地
頭
職
者
、
内
田
三
郎
宗
茂
自
関
東
所
給
預
也
、
早
任
御
下

文
之
状
、
可
鴨
施
行
之
状
如
件
、

貞
応
元
年
九
月
十
日

（
北
条
泰
時
）

武
蔵
守
　
（
花
押
）

（
北
条
時
房
）

相
模
守
　
（
花
押
）

三
　
内
田
致
茂
譲
状
写

譲
与

県
史
中
世
一
・
－
八
〇
〇

内
田
家
文
書
　
（
3
）

嫡
男
藤
原
致
貞

（
マ
マ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
事
カ
）

右
遠
江
国
内
田
御
庄
下
郷
地
頭
職
井
名
田
自
田
口

四
至
坪
付
堺
者
、
見
本
券
文
、

右
、
件
地
頭
・
名
田
白
田
者
、
刑
部
丞
致
茂
之
代
々
相
伝
之
所
職
也
、
然
而
嫡
男
致

員
所
処
分
渡
実
也
、
但
於
名
田
畠
者
、
二
男
・
三
男
別
譲
華
、
守
譲
状
不
可
有
妨
、

仇
為
向
後
証
文
、
注
譲
文
状
如
件
、

（
二
一
三
六
）

嘉
禎
二
年
桶
六
日
目

刑
部
丞
致
茂
判

一
　
関
東
下
知
状
写

県
史
中
世
一
－
六
七
〇

内
田
家
文
書
　
（
1
）

可
令
早
内
田
三
郎
宗
茂
、
為
石
見
国
貞
松
・
豊
田
地
頭
職
事

右
人
、
依
勲
功
賞
可
為
彼
職
、
仇
得
分
己
下
事
、
不
可
致
新
儀
沙
汰
之
状
、
依
仰

下
知
如
件
、

（
一
二
二
二
）

貞
応
元
年
八
月
十
七
日

（
北
条
義
時
）

陸
奥
守
平
朝
臣
　
（
花
押
）

四
　
北
条
時
房
下
知
状
写

県
史
中
世
一
・
－
八
〇
一

内
田
家
文
書
　
（
4
）

可
令
早
任
亡
父
刑
部
丞
致
茂
譲
状
、
致
員
領
知
遠
江
国
内
田
庄
下
郷
地
頭
職
井

名
田
白
田
鍔
桝
甜
甥
事

右
、
件
地
頭
職
・
名
田
白
田
等
、
任
今
年
六
月
日
譲
状
可
令
領
知
也
、
但
此
内
名
田

島
等
、
分
譲
二
男
・
三
男
華
、
不
可
成
其
妨
之
状
如
件
、

嘉
禎
二
年
十
二
月
一
日

（
北
条
時
房
）

修
理
権
大
夫
平
朝
臣
　
（
花
押
）



付
載
一
内
田
家
文
書
・
俣
賀
家
文
書
（
抄
）

付
載
二
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